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序章　深まる中東の危機と「シリア内戦後」をめぐるパワーゲーム

立山　良司

はじめに

2017年の中東には、一見すると「前向き」とも思える変化があった。すでに 7年近く続

いているシリア内戦に収束する兆しが見え始め、「終わりの始まり」が語られ始めた。「イ

スラーム国（Islamic State: IS）」はシリア、イラク両国で支配地域のほとんどを失い、弱体

化が著しい。石油輸出国機構（Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC）と

ロシアなど非 OPEC産油国との間で 2016年 12月に成立した協調減産は基本的に遵守され

ている。この結果、原油価格は上向きに転じ、産油国の財政にプラス要因となっている。

しかし中東では依然として、こうしたプラス面をはるかに凌駕するような危機が続いて

いる。シリア内戦に収束の兆しが見え始めたといっても、国家再建の道のりはまったく見

えてこず、人道危機は継続している。ISの弱体化は戦闘員の離散をもたらし、ホームグロー

ン・テロの増加と相まって、過激派によるテロのリスクを拡散させている。3年近くにお

よぶイエメン内戦の出口は見えず、統治システムを失ったリビアを通じ、サヘル地域やサ

ヘル南部から大量の難民がヨーロッパに向かっている。2017年 9月に行われたイラク・ク

ルド人による住民投票は、クルド人の独立問題の難しさを改めて実証した。

こうした混迷の背景には、中東各国が抱えている歴史的、構造的な問題がある。特に第

1次世界大戦ごろから始まった近代国家形成の試みは、国境の画定や統治システムの樹立

を含め、極めて不自然で恣意的なものだった。そのため国民の帰属意識は様々なレベルで

のサブナショナルな集団へと向いており、一部の集団は国家ないし政府と敵対関係にある。

その結果、統治する側は個々のグループに一定の利益を与えて体制に取り込むコオプテー

ションや、ムハーバラート（mukhabarat、治安・情報機関）を主体とする強権的な統治、

さらに国民の歓心を買うために石油収入をばら撒くなどの手法を組み合わせ、権威や権力

の維持に努めてきた。しかし、正統性の欠如という根本的な問題を乗り越えることができ

ないまま「アラブの春」を迎え、多くのアラブ諸国で統治原理が問われる事態が顕在化し、

シリアなどは内戦に突入した。

こうしていくつかの国が内戦やそれに近い状態に陥ったことは、周辺諸国のみならず、

中東全域を不安定にした。その結果、トルコ、エジプトなどでは、いっそう強権的な統治

への依存が強まっている。また、「外敵」を強調する手段として宗派間対立のレトリックが

多用され、イランとスンナ派アラブ諸国との関係はより敵対的になっている。

外部アクターの行動も中東の危機を強めている。2017年 1月に米大統領に就任したドナ

ルド・トランプ（Donald Trump）政権の外交政策は予見不可能な面が強く、中東の混乱に
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拍車をかけている。他方、ロシアはシリア内戦への介入や主要国への兵器売却などを通じ、

中東における影響力を拡大している。

1．シリア内戦

（1）アサド政権による攻勢と緊張緩和地帯の設置

2017年 9月にシリア問題担当国連特別代表スタファン・デミストゥラ（Staffan de 

Mistura）が、「内戦で反体制派側が勝利する見込みはない」と呼べたように 1、シリアでは

バッシャール・アサド（Bashshār al-Asad）政権側が 2017年中に軍事的な優位を確立した結果、

「内戦後」に関する駆け引きが始まっている。ロシアとイランが支援を続けたアサド政権側

は 2016年 12月の北部の主要都市アレッポ奪還を皮切りに、反体制派側の支配下にあった

地域の相当部分を取り戻した。また、アサド政権側は ISへも攻撃を行い、2017年 10月に

は ISの「首都」とされていたラッカの奪還を宣言した。

2018年初頭現在、政権側は中央部から南部にかけてのほとんどの地域を支配している。

一方、反政府側は様々な勢力が北西部のイドリブ周辺、中部のホムス付近、さらに南西部

のゴラン高原に近い地帯などに点在している。北部のトルコ国境沿いはクルド人組織「民

主統一党（クルド語 Partiya Yekîtiya Democrat: PYD）」とその軍事組織「人民防衛隊（Yekîneyên 

Parastina Gel: YPG）」を中心とする「シリア民主軍（Syrian Democratic Forces: SDF）」がコ

ントロールしている。ISはイラク国境沿いの一部地域などに、部分的にまだ勢力を維持し

ている模様だ。

停戦と政治的解決を模索するため、国連が仲介役となってジュネーブを舞台に、政権側

と反体制側との協議が繰り返し行われている。しかし、反体制側が政治的な移行プロセス

開始の前提条件としてアサド大統領の退陣を要求しているのに対し、政権側は要求にまっ

たく応じていない。このため 2017年 12月に行われた第 8回会合の終了時に国連特別代表

デミストゥラが「実質的な交渉は行われなかった」と吐露したように、交渉は進展してい

ない 2。

ジュネーブでの交渉枠組みとは別に、ロシア、トルコ、イランが 2017年 1月から、カザ

フスタンの首都アスタナで停戦協議を行っている。「アスタナ・プロセス（Astana Process）」

と呼ばれるこの協議では同年 9月までに、4カ所の「緊張緩和地帯（de-escalation zone）」

を設置することが合意された 3。9月会合終了後に発表されたロシア、トルコ、イラン 3か

国の共同声明 4によると、これら 3か国は停戦の保証国となり、緊張緩和地帯での政府軍

と反体制組織との衝突を防止するためそれぞれの部隊を展開するという。

また米国、ロシア、およびヨルダンの 3か国も 7月から 11月までの協議で、シリア南部

において停戦及び緊張緩和措置をとることに合意している。この 3か国合意の対象地域は、

アスタナ・プロセスが合意したシリア南部の緊張緩和地帯とほぼ重なっている。
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これらの合意がどこまで履行されるか不透明だ。特にアスタナ・プロセスでは、合意の

保証国にアサド政権側で戦ってきた「戦争当事国」のロシアとイランがなっているため、

中立ではあり得ず、むしろ反体制側を抑制する側にまわるとの不信感が強い 5。また後述す

るように、イスラエルは自国近くにイランやイラン系武装組織が展開することを強く警戒

している。ただ反体制側が弱体化していることもあり、2017年 12月の国連事務総長報告は、

東グータ地域を除く 3緊張緩和地帯においては一般市民に対する暴力が減少傾向にあると

述べている 6。

（2）見えない政治的解決の道筋と続く人道危機

アサド政権が優位に立ったことを背景に 2017年 11月下旬、ロシアのソチで行われたロ

シア・シリア首脳会談で、ロシアのウラジミール・プーチン（Vladimir Putin）大統領は「軍

事作戦はほぼ終了した。今は政治的解決に向かう時だ」と述べ、アサドも「軍事作戦が政

治的解決への前進を可能にした」と応じている 7。しかし、両者の思惑は必ずしも一致し

ていない。アサドは自らの退陣を拒否し、バアス党によるシリア全土の支配復活を望んで

いるとされている。他方、プーチンは政治的解決のあり方として、クルド人が実質的な自

治を保持することを含め、政権側と地域の各種コミュニティを単位とする様々な勢力との

間で、レバノン型のパワーシェアリングを実現するとの考えを念頭に置いているとされる 8。

もともとアサド政権の地方における支配構造は、バアス党地方幹部、退役した将校、宗

教指導者、実業家、部族指導者など地方の有力者を媒介に、地域コミュニティを支配する

間接的なものだった 9。地方の有力者を媒介者とする統治の二重構造について、ヘイコ・ウィ

メン（Heiko Wimmen）も同様の指摘をしている。ウィメンによれば、アサド体制は部族、

宗教／宗派、地域グループ、職能集団など様々なグループそれぞれの仲介者やパワーブロー

カーを通じて各地域を支配してきた故に、内戦によって生じた国内の分断状況は当面の間

は続く可能性が高い。その結果、公式にはアサド政権の下で国家の一体性が再確立された

ように見えても、実態は内戦中のレバノンのように、地域有力者がそれぞれの地域を支配

する「領邦の連合体」となるだろうと予測している 10。プーチンが考えているとされる「レ

バノン型パワーシェアリング」と、ウィメンが指摘する「領邦の連合体」は同じような内

容を含んでいるといえるだろう。

7年近くにもなる内戦は、シリア経済に壊滅的な損失を与えた。世銀グループが 2017年

に出した推定では、2011年から 2016年の間の国内総生産（GDP）の損失の累積は、2010

年の GDPの 4倍にあたる 2,260億ドル（2010年価格）に達している。さらに難民の流出や

教育の停滞、経済制度の崩壊など、GDPの数字だけではあらわすことができない膨大な経

済・社会的損失が生じていると世銀グループは論じている 11。このため再建には多大のコ

ストと時間がかかるが、見方を変えればシリアの再建・復興は巨大なビジネスチャンスで
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もある。アラブ連盟事務局長アハマド・アブールゲイト（Ahmad Aboul Gheit）によれば、

シリアの再建コストは 9,000億ドルに上り、周辺諸国やロシア、中国、インドなどが再建

ビジネスへの参入に意欲を示している 12。

だがベネデッタ・バーティ（Benedetta Berti）は、再建プロセスは極めて政治性の強いも

のになると警告している 13。バーティによると、すでにダマスカスやホムスなどで、アサ

ド政権が自らを支持する各地域のローカル・アクターに再建ビジネスへの参入機会を「報

酬」として与え、さらに国外アクターには、同政権が承認したローカル・パートナーとだ

け再建事業を行うよう要求しているという。

反体制勢力を支援してきた諸国家からなる「シリア友人グループ（the Group of Friends of 

the Syrian People）」の一部の国は 2013年に、反体制勢力の支配地域での再建活動を支援す

る「シリア復興信託基金（Syria Recovery Trust Fund: SRTF）」を設置し、シリア政府の承認

なしで支援活動を行ってきた 14。しかし、アサド政権側の支配地域が拡大した結果、反体

制側を支援してきた諸国も政権側の承認を得て再建支援を行う必要が生じてくる。このこ

とは実際上、アサド体制の強化に手を貸すことを意味しており、支援国にとっては大きな

ジレンマとなる。それ故、欧米諸国はシリア国内での再建事業そのものへは支援を行わず、

国内では純粋な人道支援事業に限定し、周辺諸国やヨーロッパにいるシリア難民の支援に

力点を置くべきだとの議論もある 15。

「内戦後」が語られる一方で、深刻な人道危機は今も続いている。国連人道問題調整事務

所（UN Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affairs: UNOCHA）が 2017年 11月に出し

た報告によると 16、シリア国内だけでも 1,310万人が人道的な支援を必要としており、そ

のうち 560万人は国内での避難民としての生活、軍事衝突、基本的物資やサービスへの限

定的なアクセスなどの複合的な要因による人道危機に直面している。また 298万人が人道

支援物資の搬入困難な地域（hard-to-reach areas）に住み、さらにそのうち 41万 9,000人は

政府や武装勢力によって封鎖された地域に閉じ込められている 17。

また国外で庇護を求めたシリア難民数は国連難民高等弁務官事務所（The Offi ce of the 

United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR）によると、近隣諸国だけで 2018年

1月初め現在 548万人 18と、2017年 1月初め時点より 62万人増加している。増加分のほ

とんどはトルコに集中しており、同国の 2017年 12月末現在の難民数は 342万人超となっ

ている。なお、2015年から 2016年にかけてヨーロッパに向かったシリア難民 65万人のう

ち、2016年末までに 80パーセントの 52万人が何らかの形でヨーロッパに住むことが認め

られた 19。また UNHCRによると、2017年 6月時点で約 630万人が国内避難民（Internally 

Displaced Persons: IDPs）にのぼっている。その一方で、政府軍側の攻勢により戦闘が収束

に向かう地域が出ているためか、同年前半に約 44万人が元の居住地域に戻ったと推定され

ている 20。いずれにしても内戦ぼっ発直前のシリアの人口 2,100万人 21のうち、半数以上
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の 1,200万人超が周辺諸国やヨーロッパ、さらに国内で難民や避難民としての生活を余儀

なくされており、シリアの将来に重大な問題を投げかけている。

2．激化する中東域内のパワーゲーム

（1）外部アクターの軍事介入

（a）ロシアとイランの軍事介入とプレゼンス

ロシア大統領プーチンは 2017年 12月 11日にシリアを訪問し、ロシア空軍が拠点として

使用しているフメイミーム（Khmeimim）空軍基地でアサドと会談した。プーチンはその際、

ロシアとシリア両国軍は国際テロリストを打破したとして、ロシア派遣部隊の主要兵力を

撤退させると演説した。ただプーチンの撤退宣言は 2018年の大統領選挙をにらんだ国内向

けのジェスチャーで、全軍の撤退はないと当初から観測されていた。事実、ロシア国防相

セルゲイ・ショイグ（Sergei Shoigu）はプーチン演説から約 2週間後の 12月 26日、ロシ

ア軍はタルトゥース（Tartus）の海軍基地とフメイミーム空軍基地で恒久的なプレゼンスを

保持すると発言している 22。

ロシアは 2017年 1月に、上記 2軍事基地を 49年間使用でき、さらに 25年間の追加延長

を可能とする合意をシリア政府との間で締結している。結局、ロシアは軍事介入の「成果」

として、恒久的に使用できる海・空の軍事基地を東地中海地域で初めて確保することに成功

した。このことはロシアの中東／地中海戦略に重要な意味を持つに違いない。同年 7月のロ

シア海軍記念日には、タルトゥース沖でロシア艦艇が観閲式のパレードを行い、フメイミー

ム空軍基地駐留のロシア空軍機もパレードに参加して、軍事的プレゼンスを誇示した 23。

なおシリアに駐留しているロシア軍関係者の数は、軍事顧問や憲兵などの兵員 4,000～ 5,000

名に加えて、民間軍事会社からの派遣員 2,000～ 3,000名がいると推定されている 24。

一方、イランのシリア内戦への軍事介入はロシアよりもずっと早く、2011年末か 2012

年初めに始まったとみられており、当初はクドゥス（ゴッズ）部隊（Quds Force）を含む

イスラーム革命防衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps: IRGC）と、レバノンのシーア派

組織ヒズブッラー（Hizbullah）の要員が目立たない形で派遣されていた 25。しかし 2013年

春以降、ヒズブッラーが本格的に介入し、イランからもクドゥス部隊や IRGC本体、IRGC

の民兵組織バシージ（Basij）、およびイラン国軍の部隊が派遣され軍事活動を拡大した。加

えてイランはアフガニスタンやパキスタンのシーア派住民の相当数を民兵としてリクルー

トし、シリアでの戦闘に従事させている 26。この結果、2016年 11月時点で 1,000人を超え

るイラン人の死者が出たとみられており 27、2017年 12月末から翌 1月初めにかけてイラ

ン各地で行われた政府に対する抗議行動でも、シリアなど外国への軍事介入を批判するス

ローガンが叫ばれたと報じられた 28。
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（b）トルコと米国の軍事介入

このほか 2016年 8月にクルド人の支配地域拡大をけん制するためにトルコ軍がシリア北

部の国境地帯に進攻し、プレゼンスを保持している。さらにトルコ軍は 2018年 1月下旬、

同国が支援するシリアの反体制軍事組織「自由シリア軍（Free Syrian Army）」の部隊とと

もに、シリア・クルド人が支配している最も西の地域の中心都市アフリーンへの攻撃を開

始した。次に述べるように、クルド人勢力の支配地域には対 IS戦との関係で米軍が派遣さ

れており、トルコ軍とクルド勢力との緩衝役にもなっている。しかし、対 IS作戦が終了し

て米軍が撤退した場合、トルコ軍とクルド勢力との軍事衝突が本格化する危険がある。

対 IS攻撃のため米国は 2014年以降、他の同盟国と共同して空爆を続けるとともに、特

殊部隊など兵員 1,000～ 2,000名をシリア北部のクルド人地域、およびシリア・イラク・ヨ

ルダン 3か国の国境が交わる地点に近い南東部に配備している 29。これとは別に、米中央

情報局（Central Intelligence Agency: CIA）はシリアの反体制勢力に武器や訓練などの軍事援

助を行ってきた。しかし、トランプ政権は 2017年 7月に援助を打ち切った 30。

また、シリア政府軍が 2017年 4月 4日にイドリブ県のハーン・シャイフーン（Khan 

Shaykhun）で一般住民に対し、サリンを使った化学兵器攻撃を行ったとして、米国は同 7

日（米東部時間 6日）、シリア政府軍の空軍基地を巡航ミサイルで攻撃した。アサド政権側

は現在まで、化学兵器の使用を否定している。しかし、8月には国連のシリア問題独立国

際調査委員会（Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic）が、

4月 4日攻撃は政府側によるサリンを使った攻撃で、一般住民の少なくとも 83人が死亡し、

293人が負傷したとする報告書を出した。同報告書はさらに、2013年 3月から 2017年 3月

までの間に、シリア国内では一般住民を主対象に 25回の化学兵器攻撃が行われ、そのうち

20回はシリア政府軍による攻撃だったとも結論づけている 31。

また化学兵器禁止機関（Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW）と国

連が 2015年に、シリアにおける化学兵器攻撃を調査するために設置した「合同調査メカニ

ズム（Joint Investigation Mechanism: JIM）」も 2017年 10月に、4月 4日攻撃はシリア政府

軍が行ったとする報告書を発表した 32。

（2）イラン脅威論とイスラエル／アラブ諸国の接近

シリアに軍事介入しているロシアとイランのうち、すでに述べたようにロシアはシリア

に恒久的な軍事的プレゼンスを維持する考えを示している。一方、イランやヒズブッラー

は部隊などのシリア駐留を続けるか否か表明していない。しかし、イランは保証国として

緊張緩和地帯で部隊を展開することが、アスタナ・プロセスで合意されている。さらにロ

シア外相セルゲイ・ラブロフ（Sergei Lavrov）は 2017年 11月に、ロシアはイラン系軍事

組織のシリアからの撤退を約束していないと述べるとともに、シリアにおけるイランのプ
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レゼンスは正当であるとも発言している 33。

このようにイランが「内戦後」のシリアで一定の軍事的プレゼンスを持つ可能性は高く、

中東における同国の影響力拡大と相まって、イスラエル、さらにサウジアラビアやアラブ

首長国連邦（UAE）、エジプトなどスンナ派の主要アラブ諸国の警戒心を強め、イスラエ

ルとサウジアラビアなどとの接近を加速させている。

イスラエルは長年にわたりイランとヒズブッラーを脅威と見なし続けてきた。ただシリ

ア内戦への直接的な介入は避け、高度な兵器システムがイランからヒズブッラーの手にわ

たることを阻止するため、繰り返し兵器運搬中の車列や兵器庫に対する攻撃を実行してき

た 34。しかし、シリア内戦への介入が長期化するにつれヒズブッラーが戦闘経験を積み、

軍事能力を飛躍的に強化したとの懸念をイスラエルは強めている 35。また、イランもシリ

アへの部隊の派遣を通じ、国外への戦力投射能力を高めたとの指摘もある 36。このためイ

スラエルはロシアに対し再三、少なくともシリア南部ではイランないしヒズブッラーを含

むイラン系武装勢力のプレゼンスを容認しないとの立場を伝えている。ただ上記ラブロフ

発言が示唆しているように、ロシアがシリアにおけるイランの軍事的プレゼンスの継続を

有効に阻止できるかについては疑問もある。

サウジアラビアや UAEはペルシャ湾を挟んでイランと対峙しているだけに、イスラエル

以上にイランを脅威と感じている。2015年にサウジアラビアや UAEがイエメン内戦に介

入した主な理由も、イエメンの反体制組織ホーシー派（Houthis）への支援を通じたイラン

の影響力拡大を阻止するためだった。両国のイラン敵視姿勢は 2017年に入りいっそう顕著

となり、6月にはカタールの親イラン姿勢を理由の一つとして、同国と断交した。さらに

11月にレバノン首相サアド・ハリーリ（Saad Hariri）が訪問中のサウジアラビアで辞任の

意向を表明した背景にも、イランとヒズブッラーの影響力がレバノンでこれ以上強まるこ

とを阻止しようとしたサウジアラビアの思惑があったと見られている。実際、サウジアラ

ビア皇太子ムハンマド・ビン・サルマーン（Muhammad bin Salman）は 2017年 11月の『ニュー

ヨーク・タイムズ』紙とのインタビューで、ヒズブッラーにコントロールされているレバ

ノン政府に対し、スンナ派であるハリーリは政治的な隠れ蓑（cover）を提供すべきではな

いと述べ、ヒズブッラー、さらにイランへの警戒感をあらわにしている 37。

しかし、サウジアラビアなどの行動は期待したような成果を生み出していない。イエメ

ンでは 12月初めに、元大統領アリー・アブドゥッラー・サーレハ（Ali Abdullah Saleh）が

共闘していたホーシー派に敵対した結果、同派に殺害されるという事件があった。しかし

内戦自体の構図には大きな変化は見られず、人道危機がいっそう深刻化している。カター

ルもイラン、さらにトルコとの関係を拡大し、断交という圧力に屈していない。ハリーリ

もまた、レバノン帰国後に辞任の意向を撤回し、かえって自国内での支持を高めた。

サウジアラビアや UAEは過去何十年にわたって、軍備拡張に努めてきた。しかし、軍事
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的にも外交的にもイランが優位に立っているように見える。その結果、ジョナサン・スパ

イヤー（Jonathan Spyer）が指摘しているように、レバノン、シリア、イラク、さらにイエ

メンで優勢に立っているイランを巻き返すだけの十分なハードパワーをサウジは持ってお

らず、結局、米国、さらにイスラエルに依存せざるを得ない状況にあるようだ 38。

実際、イスラエルとサウジアラビアは関係を拡大している模様だ。2017年 11月には、イ

スラエル軍参謀総長ガディ・エイゼンコット（Gadi Eizenkot）がサウジアラビアのオンライン・

メディア『エラフ（Elaph）』とのインタビューに応じ、イランを「中東における最大の脅威」

と形容した上で、そのイランに対抗するためイスラエルはサウジアラビアなど「穏健なア

ラブ諸国」と情報交換を行う用意があると述べた。現職のイスラエル軍参謀総長がサウジ

アラビアのメディアとのインタビューに応じるのは初めてといわれる 39。このエイゼンコッ

ト発言が示唆しているように、イスラエルとサウジアラビアや他のアラブ諸国が水面下で

情報交換などの協力を進めていることは確かだろう。その一方でアラブ政治におけるパレ

スチナ問題の比重が減ったとはいえ、中東和平プロセスに進展がない限りアラブ諸国がイ

スラエルとの関係を公然化、正常化できないという状況は現在も続いている。

3．中東のパワー・バランスの変化と米ロ

（1）影響力を拡大するロシア

内戦への軍事介入を機にロシアはシリアでの足場をしっかりと固めるとともに、中東の

主要国との関係拡大に努めている。2017年 12月にはプーチンがシリアのほか、エジプト

とトルコを訪問し、原発建設を含むエネルギー分野や軍事面での協力について合意した。

また、同年 10月にはイランのハサン・ロウハーニー（Hasan Rouhani）大統領がロシアを

初めて訪問し、安全保障やエネルギー分野での協力のほか、ロシアのイランへの資金提供

などで合意した。

ロシアの対中東関係で特筆されるべきは、サウジアラビアのサルマーン（Salman）国王

が 2017年 10月に、同国国王として初めてモスクワを訪問したことである。この訪問で両

国は原油の協調減産の継続や、サウジアラビアによるロシアの石油産業への投資など、エ

ネルギー分野でいくつかの重要な合意をした。さらに軍事面でもサウジアラビアがロシア

から対空防衛システムなどの兵器を購入するとともに、ロシア側がサウジアラビアに対し

兵器製造・管理面で技術協力を行うことも合意された。

プーチンは 2007年にロシア国家元首として初めてサウジアラビアを訪問している。しか

しその後、シリア内戦をめぐる対立もあり両国関係は進展しなかった。それだけにサルマー

ン国王の初の訪ロは、サウジアラビアがロシアとの関係拡大に改めて取り組み始めた証左

といえよう。プーチンとしては、サウジアラビアからの投資の呼び込み、原油の協調減産、

さらに中東、特に湾岸地域での影響力を拡大する狙いを持っている。他方、サウジアラビ
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アとしては、これまで敵対してきたアサドとの和解のための橋渡しやイエメン内戦の終結

に向けた役割をロシアに期待するとともに、中東における米国の影響力の減退を補完する

ためにロシアとの関係拡大を必要としていると指摘されている 40。

ロシアはまた、サウジアラビアなどと対立しているカタールとの関係拡大にも意欲的で、

カタールから投資を誘致する一方、カタールへの軍事協力について合意している。トルコ、

サウジアラビア、カタールはいずれもシリア内戦で反体制派を支援し、ロシアと対抗して

きた。この 3か国とロシアが関係を改善しつつあることは、各アクターがシリア「内戦後」

を視野に中東域内での新たなパワー・バランスを模索している証左といえよう。

（2）不明瞭なトランプ政権の中東政策

これに対しトランプ政権の動向はどうだろうか。トランプ自身は大統領就任前から中東

和平問題の解決に積極的に取り組むと発言し、5月の就任後初の外国訪問先にサウジアラ

ビアとイスラエルを選んだ。その後もたびたび、娘婿で大統領上級顧問のジャレッド・ク

シュナー（Jared Kushner）らホワイトハウス高官を現地に派遣している。しかし、トラン

プ政権が中東で実際に何をしようとしているのか、はっきりとしたイメージは浮かび上が

らない。

選挙キャンペーン中からイランと P5+1（国連安全保障理事会 5常任理事国＋ドイツ）と

の核合意「包括的共同行動計画（Joint Comprehensive Plan of Action: JCPOA）」を「最悪の合意」

と非難し続けてきたトランプは 2017年 10月の演説で、イランが JCPOAを順守している

とは確認できないと宣言した。さらにトランプは 2018年 1月、JCPOAに基づく対イラン

制裁の解除継続を決定したものの、JCPOAの「欠陥」が変更されない限り制裁解除を再度

継続することはないと述べ、合意の改変を求めた。しかし、イラン側は即座に再交渉はあ

り得ないと反論し、他の JCPOA締結国も再交渉を行う考えを持っていない。このためト

ランプが望むような合意改変の可能性があるとは思えず、トランプが次にどのような手を

打つのか不透明である。

一方、やはり選挙公約だったエルサレム問題については 2017年 12月の演説で、エルサ

レムをイスラエルの首都と認め、在イスラエル米国大使館をテルアビブからエルサレムに

移転すると宣言した。中核的な支持層である白人エバンジェリカル（福音派）を狙った宣

言と考えられ、外交的な配慮よりも国内政治上の利益を優先する姿勢を浮き彫りにした。

首都認定と大使館移転宣言は、米国が従来担ってきた中東和平問題での仲介者としての役

割を自ら放棄したものであり、パレスチナ問題解決に向けた動きは当面ないだろう（エル

サレム問題については第 9章参照）。

イラン脅威論を声高に叫び、テロ問題への対処を重視するトランプの姿勢は、イスラエ

ルやアラブ主要国には受けがいい。しかし、極端ともいえるイラン敵視策は JCPOAの今
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後を危うくしている上に、意図しているかどうかは別として、カタール断交に現れている

ように中東の危機をいっそう深刻化させている。シリアの「内戦後」を視野に新しい変化

が始まっているが、トランプ政権には長期的なビジョンに基づいて中東の安定化に取り組

む考えはまったくないようだ。

おわりに

「アラブの春」の政治変動を体験した国の中で、チュニジアは唯一の「成功例」とされて

きた。確かに選挙結果に従ってイスラーム主義政党が世俗政党に政権を譲るなど、選挙に

よる政権交代というルールが実行された。だがその一方で経済は混乱しており、2018年初

頭には、必需品に対する補助金カットなどの緊縮財政に抗議する民衆デモが各地に広がり、

多数の逮捕者を出した。ただ、民衆の怒りは経済問題だけではないようだ。チュニジアで

はベジ・カイド・エセブシ（Beji Caid Essebsi）大統領率いる政権が 2017年 9月に、旧体

制に関係した政治家を閣僚に起用するなど、民主化に逆行するような措置をとった。こう

した政治動向の結果、より多くの国民が政党政治への不信感を募らせ、選挙よりも街頭で

の抗議活動を選好するようになっているという 41。

民主主義の揺れや逆行は、先進諸国でも起き始めている。ロベルト・ステファン・フォ

ア（Roberto Stefan Foa）らによれば、米国や英国など民主主義が成熟していると考えられ

ている国でも、若い世代の間で「民主主義国に是非住みたい」と考えている者の割合が減

少している。さらに過去 20年ほどの間に、韓国や南アフリカ、台湾、ロシアなど新しい民

主主義国ではより多くの者が「選挙結果を心配する必要のない強い政治指導者」の出現を

望んでいるという 42。

加えて中東やアフリカからヨーロッパや米国への大量の移民・難民の流入は、以前から

の国民である「旧住民」の危機感を煽りポピュリズム台頭の一因となっている。そのため

EU諸国などは中東・北アフリカからの人の流入を減少させようと躍起になっている。し

かし、「地中海両岸を切り裂いている亀裂は計り知れないほどに深く、その奥底では、豊か

な北側諸国への羨望と嫉妬が渦巻いている」43以上、地中海を渡ろうとする人々の流れは

止まりそうにない。

中東諸国の体制はもともと確固としたものではなく、国境にも多くの「穴」が開いていた。

グローバル化と「アラブの春」以降の統治機構の溶解や揺らぎは、人や資金の流れを活発

化させるだけでなく、武器やテロなどのリスク拡散を含め、脅威の内容や認識を変化させ、

中東でのパワーゲームを激化させている。さらに情報の流通は自由や豊かさの地域間格差

を可視化させ、広範囲な人の移動をもたらしている。こうした新しい状況に対し近代の産

物である国民国家体制が有効に答えることができるかは、中東だけでなく、全世界的な課

題である。



序章　深まる中東の危機と「シリア内戦後」をめぐるパワーゲーム

̶ 11 ̶

─注─

1 “Syrian Opposition Must Accept It Has Not Won the War: U.N.,” Reuters, September 6, 2017.
2 “‘Golden Opportunity Missed’: Syria Peace Talks Falter, Again,” The New York Times, December 14, 2017.
3 4カ所は①ゴラン高原に隣接した南部地域、②ダマスカス近郊の東グータ地域、③ホムス県北部の一
定地域、④イドリブ県及び隣接するラタキア、ハマ、アレッポ 3県の一定地域とされている。

4 Joint Statement by Iran, Russia and Turkey on the International Meeting on Syria in Astana, Ministry of Foreign 
Affairs, Republic of Kazakhstan, September 14-15, 2017, <http://www.mfa.kz/en/content-view/kazahstan-
privetstvoval-rezultaty-sestogo-raunda-astaninskogo-processa-po-sirii> accessed on October 10, 2017.

5 Lina Khatib, Putin’s ‘Safe Zones’ in Syria Are Nothing of the Kind, Chatham House, May 9, 2017.
6 Implementation on Security Council Resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) and 2332 

(2016): Report of the Secretary-General, S/2017/1057, December 15, 2017, p. 2.
7 “Assad and Putin Meet, As Russia Pushes to End Syrian War,” The New York Times, November 21, 2017.
8 Dmitri Trenin, “Putin’s Plan for Syria: How Russia Wants to End the War,” Foreign Affairs, December 13, 2017.
9 Aron Lund, Assad’s Broken Base: The Case of Idlib, The Century Foundation, July 14, 2016. なお、ランドの議
論を含め、シリアなど中東諸国の権力の二重構造については、立山良司「長期化する中東の混迷──
困難な一元的統治の再建」『平成 28年度外務省外交・安全保障調査研究事業　安全保障政策のリアリ
ティ・チェック─中東情勢・新地域秩序』（公財）日本国際問題研究所、2017年、14-17頁を参照され
たい。

10 Heiko Wimmen, “The Sectarianization of the Syrian War,” Frederic Wehrey (ed.), Beyond Sunni and Shia: The 
Roots of Sectarianism in a Changing Middle East, Hurst and Company, 2017, pp. 69-84.

11 World Bank Group, The Toll of War: The Economic And Social Consequences of the Confl ict in Syria, 2017, pp. 
vii-x.

12 David Awad, “The Business of War: Egypt, Others Eye Reconstruction Bids,” Al Monitor, September 12, 2017.
13 Benedetta Berti, “Is Reconstruction Syria’s Next Battleground?” Sada, Carnegie Endowment for International 

Peace, September 5, 2017.
14 SRTFのインターネットサイトによる。<http://www.srtfund.org/articles/1_overview>, accessed on December 

31, 2017. なお SRTFには日本も参加しており、2017年 12月までに 2,124万ユーロを拠出している。
15 Sam Heller, “Don’t Fund Syria’s Reconstruction: The West Has Little Leverage and Little to Gain,” Foreign 

Affairs, October 4, 2017.
16 United Nation Offi ce for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Syria 2018 Humanitarian Needs Overview: 

Millions of People Face a Daily Struggle to Survive,” November 21, 2017, <https://www.unocha.org/story/syria-
2018-humanitarian-needs-overview-millions-people-face-daily-struggle-survive> accessed on December 30, 
2017.

17 なお封鎖地域に閉じ込められている一般住民数に関する国連の推計は以前から過少評価だとの批判が
あり、2017年 10月末現在で 74万 4,860人という推定もある。The Syrian Institute and PAX, Siege Watch: 
Eighth Quarterly Report on Besieged Areas in Syria, August-October 2017, p.9, <https://siegewatch.org/wp-
content/uploads/2015/10/PAX-TSI-Siegewatch-8.pdf>, accessed on December 30, 2017.

18 トルコ、レバノン、ヨルダン、イラク、エジプト、その他北アフリカの UNHCR登録難民数。ただし
トルコだけは同国政府登録難民数。

19 Phillip Connor, “After Record Migration, 80% of Syrian Asylum Applicants Approved to Stay in Europe,” Pew 
Research Center, October 2, 2017, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/10/02/after-record-migration-80-
of-syrian-asylum-applicants-approved-to-stay-in-europe/>, accessed on December 30, 2017.

20 UNHCR, Flash Update: Syrian Refugee and IDP Returns, June 30, 2017.
21 The World Bank, “Syria Arab Republic,” <https://data.worldbank.org/country/syrian-arab-republic>, accessed on 

January 14, 2018.
22 “Russia to Keep Permanent Forces in Syria,” The Washington Times, December 26, 2017.
23 “Russia Showcases Global Ambitions With Military Parades, One in Syria,” The New York Times, July 30, 2017.
24 “Russia’s Military Presence in Syria,” AFP, November 25, 2017.
25 Paul Bucala, Iran’s New Way of War in Syria, American Enterprise Institute and Institute for the Study of War, 

February 2017; Ephraim Kam, “Iranian Military Intervention in Syria: A New Approach,” Strategic Assessment, 



序章　深まる中東の危機と「シリア内戦後」をめぐるパワーゲーム

̶ 12 ̶

Vol.20, No.2, July 2017, pp. 9-21. 
26 Ahmad Majidyar, Iran Recruits and Trains Large Numbers of Afghan and Pakistani Shiites, Middle East Institute, 

January 18, 2017.
27 Ibid.
28 “Iran Protests Put Spotlight on Military’s Vast and Shadowy War in Syria,” AP, January 5, 2018.
29 Carla E. Humud, Christopher M. Blanchard and Mary Beth D. Nikitin, Armed Confl ict in Syria: Overview and 

U.S. Response, Congressional Research Service, May 26, 2017, p.18; Robert S. Ford, “Keeping Out of Syria: The 
Least Bad Option,” Foreign Affairs, Vol.96, No.6, November/December 2017, p. 20.

30 Greg Jaffe and Adam Entous, “Trump Ends Covert CIA Program to Arm Anti-Assad Rebels in Syria, a Move 
Sought by Moscow,” The Washington Post, July 19, 2017.

31 United Nations Human Rights Council, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the 
Syrian Arab Republic, A/HRC/36/55, August 8, 2017, pp.14-15. なおシリア問題独立国際調査委員会は 2011
年 8月に国連人権理事会によって設立された。

32 United Nations Security Council, Seventh report of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-
United Nations Joint Investigative Mechanism, S/2017/904, October 26, 2017, p.10. 2017年 10月の国連安保理
で、ロシアが JIMのマンデート延長を求める決議案に拒否権を行使したため、マンデートは 11月に終
了した。

33 “Russia Says Didn’t Promise Withdrawal of Pro-Iranian Forces from Syria,” Reuters, November 14, 2017.
34 元イスラエル空軍司令官のアミール・エシェル（Amir Eshel）は 2017年 8月の退役直後、内戦勃発以
来のシリアでのイスラエルによる空爆回数は「3桁に近い」と述べ、空爆がかなり頻繁に行われてい
ることを軍幹部として初めて確認した。Amos Harel, “Israel Struck Arms Convoys on Several Enemy Fronts 
Nearly 100 Times in Past Five Years, Top General Says,” Haaretz, August 17, 2017.

35 Ali Harb, “‘A Regional Power’: How Fighting Assad’s War Transformed Hezbollah,” Middle East Eye, October 9, 
2017.

36 Bucala, Iran’s New Way of War in Syria, p. 2.
37 Thomas Friedman, “Saudi Arabia’s Arab Spring, at Last: The crown prince has big plans for his society,” The 

New York Times, November 23, 2017.
38 Jonathan Spyer, “Tehran Is Winning the War for Control of the Middle East,” Foreign Policy, November 21, 

2017.
39 Amos Harel, “Israeli Military Chief Gives Unprecedented Interview to Saudi Media: ‘Ready to Share Intel on 

Iran’,” Haaretz, November 17, 2017.
40 Anna Borshchevskaya, “Will Russian-Saudi Relations Continue to Improve? What Their Recent Summit Means 

for the Relationship,” Foreign Affairs, October 10, 2017.
41 Sarah E. Yerkes, “Democracy Derailed? Tunisia’s Transition Veers Off Course,” Foreign Affairs, October 2, 2017. 
このほか 2017年 9月には、旧体制時代に汚職していた公務員への恩赦法が成立し、同年 12月に予定
されていた初の地方選挙の 2018年 3月への延期が決まった。

42 Roberto Stefan Foa and Yascha Mounk, “The Signs of Deconsolidation,” Journal of Democracy, Vol.28, No.1, 
January 2017, pp. 5-7.

43 ブーシュラ・ラムゥニ・ベンヒーダ、ヨゥン・スラウィ（吉田敦訳）『文明の交差点としての地中海世
界』白水社、2016年、18頁。



第 1章　サウジアラビアの現体制の安定性に関する考察

̶ 13 ̶

第 1章　 サウジアラビアの現体制の安定性に関する考察

近藤　重人

はじめに

2015年 1月にサルマーン・ビン・アブドゥルアジーズ（Salman bin Abdulaziz）が国王に

即位して以来、サウジアラビアの内政は急激な変化の中にある。変化の中心は彼の若い息

子のムハンマド・ビン・サルマーン（Mohammed bin Salman）の急速な台頭であり、2015

年 4月に副皇太子、2017年 6月には皇太子に就任し、権力の階段を駆け上がった。彼の急

速な昇進が、サウード家内の政治にどのような波紋を広げたのだろうか。また、ムハンマ

ド・ビン・サルマーンは国防相、経済開発問題会議議長、政治安全保障問題会議議長として、

積極的な外交政策や経済・社会改革などを主導しているが、それをサウジアラビアの国民

や宗教界がどう捉えているのだろうか。

本章の第 1節では、このムハンマド・ビン・サルマーンの台頭が最近のサウジアラビア

の王族政治において異例であることを理解するために、サルマーン国王治世以前の同国の

体制を概観する。その上で、第 2節ではムハンマド・ビン・サルマーンが実力組織を手中

に収めていった過程や、その昇進や権力掌握に対する他の王族の反応と、王族政治の変化

を検討する。第 3節では彼が推進している政策に対する他の王族、国民、宗教界の反応を

分析する。最後に、現在のサルマーン国王とムハンマド・ビン・サルマーン皇太子が主導

する体制の安定性に影響を及ぼす要素を検討し、サウジアラビアの内政の今後の展望につ

いて考察する。

1．これまでのサウジアラビアの体制

（1）ファイサルが築いた体制

サウジアラビアはサウード家が支配する絶対君主制国家である。この国家の礎を築いた

のはアブドゥルアジーズ・ビン・アブドゥッラフマーン（Abdulaziz bin Abdulrahman）初代

国王であるが、2010年代前半まで続く同国の基本的な統治体制を形作ったのはファイサル・

ビン・アブドゥルアジーズ（Faisal bin Abdulaziz）第三代国王である。その体制とは、1960

年代のサウード・ビン・アブドゥルアジーズ（Saud bin Abdulaziz）第二代国王とファイサ

ル皇太子の権力闘争の際、ファイサル側に立った異母弟のファハド・ビン・アブドゥル

アジーズ（Fahd bin Abdulaziz）、アブダッラー・ビン・アブドゥルアジーズ（Abdullah bin 

Abdulaziz）、スルターン・ビン・アブドゥルアジーズ（Sultan bin Abdulaziz）、ナーイフ・ビ

ン・アブドゥルアジーズ（Nayef bin Abdulaziz）などの有力な王子が主導する体制と言い換

えられる。このうちアブダッラー以外はファハドを筆頭とする有力な同腹の兄弟グループ



第 1部　中東情勢とエネルギー問題

̶ 14 ̶

であるファハド一族（スデイリー・セブン）に属しており、両者はライバル関係にありな

がらも協力して国家運営を進めてきた。

たとえば、2005年に国王に即位したアブダッラーは、2009年にはナーイフを、2011年

にはサルマーンを次期皇太子含みの第二副首相に任命し、ファハド一族への配慮を示した。

サルマーンは 1963年からリヤード州の知事を、2011年からは国防相を務めていただけで

はなく、長らく私的な王族会議の場で王族間の調停役をはたしたことから人望があり、妥

当な人選と考えられた。

（2）アブダッラーの淡い期待

しかし、2012年にスルターン皇太子が死去し、サルマーンが皇太子兼副首相の座に昇格

し、再び第二副首相のポストが空席になると、アブダッラーが気遣うべき有力なファハド

一族の王子はいなくなった。そこで彼が選んだのが、自らの顧問を務め、存命の第二世代

（アブドゥルアジーズの子の世代）で最年少のムグリン・ビン・アブドゥルアジーズ（Muqrin 

bin Abdulaziz）であった。

アブダッラーとしては、第二世代で最年少のムグリンを第二副首相、そして 2014年には

彼が新設したポストである副皇太子に任命することで、第二世代間の兄から弟への王位継

承に終止符を打ち、そして次の副皇太子には第三世代（アブドゥルアジーズの孫の世代）

で自らの子であるムトイブ・ビン・アブダッラー（Mutib bin Abdullah）を就任させたいと

考えたのかもしれない。そのためにはサルマーンかムグリンがアブダッラーよりも先に死

去または失脚するか、自らの死後にサルマーンがムトイブを副皇太子に任命する必要が

あった。しかし、アブダッラーはサルマーンよりも先の 2015年 1月に死去し、さらに王位

に就いたサルマーンはムグリンの後任の副皇太子にはムトイブではなく、故ナーイフ皇太

子の子で、実務能力が評価されていたムハンマド・ビン・ナーイフ（Mohammed bin Nayef）

内相を任命した。ムハンマド・ビン・ナーイフはムトイブより年少のため、この時点で事

実上ムトイブは王位継承レースから脱落した。こうして、ムトイブを王位継承者にすると

いうアブダッラーの期待は泡と消えた。

2．ムハンマド・ビン・サルマーンの台頭と他の王族

（1）副皇太子就任と書簡問題

サルマーンはさらに、2015年 4月の人事でムグリンを皇太子から解任し、ムハンマド・

ビン・ナーイフを皇太子に昇格させ、副皇太子にはムハンマド・ビン・サルマーンを任命

した。ムハンマド・ビン・サルマーンはサルマーンの最愛の息子であり、彼の母ファフダ・

ビント・ファラーフ（Fahda bint Falah）も息子の昇位を強く望んだとされる。しかし、ム

ハンマド・ビン・サルマーンは当時 29歳と若く、年長者が優遇されてきたサウジアラビア
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図１　サウード家系図

（出所）各種報道をもとに筆者作成。
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においては異例の人事であった。さらに、彼は 2015年 1月に国防相に就任したが、それ以

前は内閣専門家委員会顧問、そして父の下でリヤード州知事特別顧問、皇太子府長官など

を務めたに過ぎず、その行政手腕も未知数であった。ムハンマド・ビン・サルマーンの副

皇太子への任命について、アブドゥルアジーズ初代国王の子孫が委員を務める忠誠の誓い

委員会は、34人中 28人が賛成、4人が反対、2人が棄権したが 1、異例の人事に対して水

面下ではもっと多くの王子が反発していた可能性もある。

2015年 9月には、英ガーディアン紙がサウジアラビアの現体制を批判する書簡がサウー

ド家内で広まったと報道した 2。「サウード家のすべての者に対する緊急警告」と題された

この書簡の著者は、サウード家の第三世代の王子であると自称し、サルマーンの統治能力

やムハンマド・ビン・サルマーンのイエメン政策などを批判した。そして、タラール・ビン・

アブドゥルアジーズ（Talal bin Abdulaziz）、トゥルキー・ビン・アブドゥルアジーズ（Turki 

bin Abdulaziz）、アフマド・ビン・アブドゥルアジーズ（Ahmed bin Abdulaziz）前内相とい

う 3人の存命の第二世代の王子が緊急会合を開催し、話し合いによって国王、皇太子、副

皇太子を交代させるべきであると呼びかけた。しかし、タラールやトゥルキーはサウード

家内の影響力がなく、この書簡が他の王族を動かすことはなかった。

 （2）皇太子就任

その後しばらくサルマーン国王、ムハンマド・ビン・ナーイフ皇太子、ムハンマド・ビ

ン・サルマーン副皇太子の 3人が主導する体制が続いたが、2017年 6月にサルマーンは突

然ムハンマド・ビン・ナーイフを皇太子から解任し、ムハンマド・ビン・サルマーンを皇

太子に昇格させた。つまりサルマーンはムハンマド・ビン・ナーイフを、ムハンマド・ビン・

サルマーンを皇太子に任命するまでの中継ぎとしてしか考えていなかったのである。ムハ

ンマド・ビン・サルマーンは副皇太子を務めた 2年間で国防省での指導力を確保し、経済・

社会改革の面では国民の若年層を中心に支持を獲得してきた。さらに、2017年 5月のドナ

ルド・トランプ（Donald Trump）大統領のサウジアラビア訪問を経て米国の新政権と関係

を構築した。こうしたことから、サルマーンはムハンマド・ビン・サルマーンを皇太子に

昇格させる環境が整ったと判断したのだろう。

ムハンマド・ビン・サルマーンの皇太子就任に際して、サウジアラビアのメディアはム

ハンマド・ビン・ナーイフが彼に忠誠を誓っている動画を放送した 3。他方、ニューヨーク・

タイムズ紙は、現役・元米政府関係者と王族に近いサウジ人からの情報として、ムハンマ

ド・ビン・ナーイフがジェッダの自らの宮殿内で監禁され、国外渡航も禁止されていると

報じた 4。宮殿の守衛隊もムハンマド・ビン・サルマーンに忠誠を誓う守衛隊に切り替え

られたという。ただし、ロイターが引用したサウジ政府筋は、この報道を「事実無根」と

して全面的に否定した 5。11月 7日にはムハンマド・ビン・ナーイフがマンスール・ビン・
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ムグリン（Mansour bin Muqrin）の葬儀に参加している画像が公開されており 6、少なくと

も公的行事への参加は認められている可能性がある。

忠誠の誓い委員会は、ムハンマド・ビン・サルマーンの皇太子任命に対し、34人中 31

人が賛成、3人が反対の意思を示し 7、彼が副皇太子に任命された時よりも賛成票が増えた。

しかし、依然として 3人は反対しており、ロイターはサウジ筋の情報として、前述のアフ

マド、そしてアブダッラー前国王の子のアブドゥルアジーズ・ビン・アブダッラー（Abdulaziz 

bin Abdullah）副外相とムハンマド・ビン・サアド（Mohammed bin Saad）前リヤード州副

知事の 3人が反対したと報じた 8。ただし、サウード家内のアブダッラー家を代表する忠

誠の誓い委員会のメンバーはアブドゥルアジーズではなくムトイブのはずであり、この報

道の信憑性には疑問が残る。

サルマーンはムハンマド・ビン・サルマーンの皇太子就任を他の王族に納得させるため、

いくつかの配慮を見せている。第一に、憲法に相当する統治基本法の第 5条を改正し、ム

ハンマド・ビン・サルマーンが国王になっても、彼の兄弟や子を皇太子に任命できないよ

うにした 9。ただし、この条項はもちろん再改正される可能性がある。第二に、いくつか

の鍵となるサウード家内の家系の若い王子に新たな役職を与えた。たとえば、ファイサル

家でトゥルキー・ビン・ファイサル（Turki bin Faisal）元駐米大使の子のアブドゥルアジー

ズ・ビン・トゥルキー（Abdulaziz bin Turki）はスポーツ総合委員会副理事長に就任し、ム

ハンマド・ビン・サルマーンが注力するスポーツ振興にともに取り組むことになった。また、

ファイサル・ビン・バンダル（Faisal bin Bandar）リヤード州知事などを輩出しているバン

ダル家からは、彼の子のバンダル・ビン・ファイサル（Bandar bin Faisal）が総合諜報局副

長官に任命された。他にもファハド家、スルターン家、トゥルキー家、サッターム家など

から若手を登用した。このように、サルマーンはムハンマド・ビン・サルマーンの皇太子

就任がサウード家内で事を荒立てないよう腐心した跡が見て取れる。

（3）実力組織の掌握

サウジアラビアでは強制力をもった実力組織として、国軍、国家警備隊、警察が並立し

ており、それぞれを管轄する国防相、国家警備隊相、内相に大きな権力が集まっていた。

サルマーンはもともとこのいずれにも関与していなかったが、兄のスルターンが死去した

2011年に国防相を引き継ぎ、国防省を徐々に権力基盤にしていった。2013年にはスルター

ンの子で軍歴の長いハーリド・ビン・スルターンが副国防相から解任され、その後も副国

防相は交代を繰り返し、2014年以降は空席となった。そして、2015年 1月にサルマーンが

王位に就いてからはムハンマド・ビン・サルマーンが国防相を務めている。

抜け目のないサルマーンは国軍以外の実力組織にも影響力を伸張し始めた。2017年 4月

には王宮府の下に国家安全保障センターを設置し、治安問題に対する国王の関与を強化し
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た。同年 6月にムハンマド・ビン・ナーイフを内相から解任した後は、ムハンマド・ビン・

サルマーンと近いアブドゥルアジーズ・ビン・サウード（Abdulaziz bin Saud）をその後任

に任命した。アブドゥルアジーズは、ムハンマド・ビン・ナーイフの甥であるが、国防相

室顧問を務めた経験からムハンマド・ビン・サルマーンと近く、むしろ彼の右腕と考えら

れる人物である。さらに、同年 7月にサルマーンは、国王直轄の国家安全保障庁を設立し、

それまで内務省が管轄していた特別治安部隊、特別緊急展開部隊、国家情報センターなど

を管理下に置き、内相の職掌をさらに狭めた。こうしてサルマーンとムハンマド・ビン・

サルマーンは内務省も影響下に置くことになった。

（4）王族らの大量逮捕

ムハンマド・ビン・サルマーンが議長を務める腐敗防止最高委員会は 2017年 11月の設

立と同時に王族などを大量に逮捕したが、その伏線は半年ほど前から見られていた。ムハ

ンマド・ビン・サルマーンは同年 5月のサウジ資本の衛星放送MBCの番組内のインタビュー

で、「汚職に関わったものは、閣僚であれ、王族であれ、どんな地位にあったとしても、救

われることはない」と語っていた 10。そして、同年 6月にサルマーンは内務省の監督下にあっ

たとされる捜査検察委員会を国王と直接的につながる検察に改組し、サウード・ムジュイ

ブ（Saud al-Mojeb）を検事総長に任命していた。このムジュイブこそが 11月の逮捕劇で陣

頭指揮をとった人物である。

逮捕された王族の中には影響力のある人物も含まれていた。その筆頭がムトイブであり、

彼は逮捕と同時に国家警備隊相の任も解かれている。こうして、サルマーン親子が完全に

は掌握していなかった最後の実力組織である国家警備隊も掌握することになった。新たな

国家警備隊相に就任したハーリド・ビン・アブドゥルアジーズ・ビン・アイヤーフ（Khalid 

bin Abdulaziz bin Ayyaf）は傍系王族であり、王族内での影響力は非常に小さい。ムトイブ

はこの逮捕および国家警備隊相からの解任に対して抵抗した形跡は見られず、逮捕から 3

週間後に約 10億ドルの清算金を支払うことで釈放されたと報じられた 11。他にもムトイブ

と同じくアブダッラーの子であるトゥルキー・ビン・アブダッラー（Turki bin Abdullah）前

リヤード州知事が逮捕されており、アブダッラー家にとっては厳しい措置となった。他方、

ファハド元国王の子のアブドゥルアジーズ・ビン・ファハド（Abdulaziz bin Fahd）元国務相、

そしてファハド元国王の孫のトゥルキー・ビン・ムハンマド（Turki bin Muhammed）が逮

捕されたことから、ファハド家にも打撃となった。

この逮捕劇は汚職の取り締まりの名目で実施されたが、ムハンマド・ビン・サルマーン

自身も、場合によっては他の王族から批判されかねないような金銭の使用が一部の外国メ

ディアで報道されている。たとえば、ニューヨーク・タイムズ紙は 2016年に、ムハンマド・

ビン・サルマーンが南フランスでの休暇中に約 5.5億ドルのヨットを購入したと報じた 12。
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また、4.5億ドルするレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画や 3億ドルするフランスの大邸宅を

購入したという報道も 2017年 12月に立て続けに現れた 13。現時点でこれに対する他の王

族の批判が顕在化している訳ではないが、今後批判の材料になる可能性は排除できないだ

ろう。

（5）今後の王族政治

2017年 7月にサルマーンが早くて 9月に生前退位する可能性が一部外国メディアで報じ

られた後 14、同様の憶測はいくつも出てきたが、どれも確証を得た報道ではなかった。ただ、

サルマーンとしては、自身の存命中にムハンマド・ビン・サルマーンの国王即位を見届け

たいという意図があるだろう。ムハンマド・ビン・サルマーンは既に国王並みの権力を有

しており、王位継承はいつ起きても不思議ではない。むしろサウジアラビアの内政上、よ

り重要なのはサルマーンがいつまで存命かということだろう。ムハンマド・ビン・サルマー

ンの権力の第一の源は父サルマーン国王の威光であり、それが消失した瞬間、サウード家

内の政治が一時的に流動化する可能性も排除できないからである。

ムハンマド・ビン・サルマーンが国王に即位した暁には、誰が皇太子になるかという問

題も生じる。もちろん皇太子を任命しないという選択肢もあり得るが、ムハンマド・ビン・

サルマーンの身に万一の事態が及ぶ場合を考慮すれば、たとえ本命の皇太子を選ぶまでの

中継ぎのような形であったとしても、何者かを皇太子に任命しておくことが求められるだ

ろう。現行の忠誠の誓い委員会法にも「新皇太子の任命は新国王の即位後 30日以内に行わ

なければならない」と記されている 15。

次の皇太子の条件については、まずムハンマド・ビン・サルマーンとの関係が良好であ

ることが重要なことは言うまでもない。さらに、ムハンマド・ビン・サルマーンよりも世

代と年齢の双方もしくは片方が下であることが望ましいだろう。そう考えた場合、同腹の

弟のハーリド・ビン・サルマーン（Khalid bin Salman）駐米大使は格好の皇太子候補となる。

ただし、ハーリドはムハンマド・ビン・サルマーンと同じサルマーン家に属しているため、

前述の統治基本法の第 5条を再改正する必要がある。

それ以外では、ムハンマド家で第四世代のムハンマド・ビン・アブドゥルアジーズ

（Mohammed bin Abdulaziz）ジーザーン州副知事や、トゥルキー家で第四世代のアブドゥル

アジーズ・ビン・ファハド（Abdulaziz bin Fahd）ジョウフ州副知事などが、その若さや行

政経験の浅さからすると異例なほどにサウジ国営通信で動静が報じられており、中央政府

から一目置かれている王子であると推察される。また 2017年 4月に総合諜報局副長官に任

命された前述のバンダルなども候補の 1人と言えるかもしれない。

また、ムハンマド・ビン・サルマーンは 2008年にサルマーンの異母弟のマシュフール・

ビン・アブドゥルアジーズ（Mashhur bin Abdulaziz）の娘サーラ・ビント・マシュフール（Sara 
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bint Mashhur）と結婚し、サルマーン・ビン・ムハンマド（Salman bin Muhammed）とマシュ

フール・ビン・ムハンマド（Mashhur bin Muhammed）という 2人の息子がいる。今後彼ら

が成人すれば、間違いなく新たな皇太子候補となるだろう。

3．ムハンマド・ビン・サルマーンの政策と国内の反応

ムハンマド・ビン・サルマーンは現在サウジアラビアが進めている外交政策や経済・社

会改革の責任者であり、それらの政策の成否が彼の今後の統治の安定性に直結する。本節

では、こうした彼の諸政策に対する他の王族、国民、宗教界などの反応を検討したい。

（1）外交政策と国内の反応

サウジアラビアは 2015年 3月から隣国イエメンの内戦に介入しているが、これが国防相

であるムハンマド・ビン・サルマーンの名声にとってプラスに働くかマイナスに働くかは

微妙なところである。ムハンマド・ビン・サルマーンは、国王を頂点とする政府機関全体

がイエメン介入を決定したと語ったが 16、軍隊を実際に動かす国防相であるムハンマド・

ビン・サルマーンがこの介入政策の責任の大きな部分を負う立場であることは間違いない。

サウジアラビアはこの介入において、国際社会から認められている正統政府の要請に基

づいて行動し、イエメンのフーシー派を通じたイランの脅威に対抗していると説明してお

り、それに納得している国民も多いように思える。しかし、介入から 3年近く経過しても

交戦状態が続き、年間数十億から数百億ドルと言われる軍事費が浪費されていることから、

特に対外介入に消極的であった旧世代の王族などからムハンマド・ビン・サルマーンに対

する批判が表出してくる可能性もあるだろう。ムハンマド・ビン・サルマーンとしては何

とかして「勝利宣言」を出してイエメンから撤退したいと考えているはずだが、イエメン

情勢はまだそれが許されるほどサウジアラビアに有利には進展していない。むしろ、2018

年 2月にはイエメン南部のアデンにおいて、UAEと関係が深い南部分離主義者が、サウジ

アラビアの支援するイエメン正統政府の政府機関を取り囲むという事態が発生しており、

サウジアラビアとしては形勢を好転させることが一層困難になっている。

2017年 6月のカタルに対する断交について、サウジアラビア政府はカタルがテロリスト

を支援していると主張し、これに同調する論説がサウジ資本のメディアでは連日のように

見られた。しかし、カタルとの関係修復を期待する声も国民の中には見られた。たとえば、

宗教指導者のサルマーン・オウダ（Salman al-Ouda）は、サウジアラビアとカタルの接近を

歓迎するようなツイートをしたために逮捕されたとされている 17。もちろんこれは一例に

すぎないが、政府の政策に関して許される発言の範囲が狭まったと感じた国民も少なから

ずいただろう。
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（2）経済・社会改革と国内の反応

ムハンマド・ビン・サルマーンは改革構想「ビジョン 2030」を掲げ、2030年に向けてサ

ウジアラビアの経済や財政、そして社会を変革していこうとしている。彼はサウジアラビ

アの王族としては珍しく、テレビのインタビューに何度も出演し、国民に向けてリーダー

シップや親しみやすさをアピールしてきた。この経済・社会改革は概ね国民の支持を得て

いるが、そうした支持は今後も持続するだろうか。

経済面では、2018年に実施する予定の国営石油会社サウジアラムコの新規株式公開（IPO）

の成否に注目が集まっている。ムハンマド・ビン・サルマーンはかねてよりサウジアラム

コが上場した暁には、その企業価値が約 2兆ドルと評価され得ると豪語しているが 18、実

際に彼の期待する水準で評価されるかは未知数であり、外国メディアなどではこの数字を

疑問視する報道も見られる 19。ムハンマド・ビン・サルマーンはこの IPOに関して自ら国

民の期待値を上げてしまったことになり、評価額次第では彼の言葉に対する国民の信頼が

損なわれる結果になりかねない。

「ビジョン 2030」における財政改革についても困難が予想される。サウジアラビアは「ビ

ジョン 2030」の下にある「国家変容計画（National Transformation Program: NTP）2020」にお

いて、公的部門の給与を 2016年の 4,800億サウジ・リヤル（約 1,279億ドル）から 2020年

には 4,560億サウジ・リヤル（約 1,215億ドル）に圧縮し、「財政均衡計画」では 2020年ま

でに財政均衡を達成することを目標とした 20。しかし、こうした目標の達成に対する決意

を疑ってしまうような措置も散見される。たとえば、サウジアラビアは 2016年に公務員の

ベースアップの停止や超過勤務手当などの削減を決定したが、2017年 4月にはその決定を

撤回してしまった。また、2018年 1月には付加価値税（VAT）の導入やガソリン料金・電

気料金の上昇が実施されたが、その一方でムハンマド・ビン・サルマーンの進言を受けた

サルマーンは公務員に対して毎月 1,000サウジ・リヤル（約 267ドル）の給付を行うと発

表した 21。このように、ムハンマド・ビン・サルマーンは国民の反発を買いかねない財政

改革には極めて慎重であり、上述のような高い目標が達成されるかは不透明となっている。

サウジアラビアではツイッター上においてここ最近、反政府的なデモが呼びかけられる

ことが幾度かあった。たとえば 2017年 4月には公務員手当の復活、サウジアラムコの IPO

の中止、立憲君主制の樹立、宗教警察の権限回復などを求めた「4月 21日運動」と呼ばれ

るデモが呼びかけられた。また、同年 6月には諮問評議会選挙の導入、財政の透明化、閣

僚の腐敗撲滅、人権活動家の安全確保などを求めた「ラマダーン 7日（6月 2日）運動」

がツイッターで拡散された。同様の運動は同年 9月にも「9月 15日運動」として呼びかけ

られた。これらの運動ではデモ参加者の集合場所や時間が指定され、サウジ当局も治安部

隊を配置した。しかし、大勢の人々が集まったという形跡は見られず、インターネット上

の動きとして留まった。アウワード・アウワード（Awwad al-Awwad）情報相は同年 7月、「4
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月 21日運動」や「ラマダーン 7日運動」はカタルが支援したツイッター・アカウントが扇

動したと発表したが 22、在外反政府サウジ人の関与を指摘する声もある。

社会改革について、サルマーンとムハンマド・ビン・サルマーンは国民から広く支持を

集める政策を発表している。女性の自動車運転の解禁や映画館の解禁は、それぞれ女性や

若者から広く支持を集めることに成功した。こうした動きはいずれもサウジアラビアの宗

教層がかつて反対を表明したことのあった措置であった。前者については、サウジアラビ

アの最高宗教権威であったアブドゥルアジーズ・ビン・バーズ（Abdulaziz bin Baz）前総ム

フティーが、女性が車を運転すれば悪行につながると主張し、後者については、アブドゥ

ルアジーズ・アール・アッシェイフ（Abdulaziz bin Al al-Shaykh）総ムフティーが 2017年 1

月には映画館とコンサートは有害で不道徳であると語っていた 23。しかし、たとえば今回

の自動車運転の解禁については、最高宗教機関である最高ウラマー会議が支持を表明して

いる 24。ただし、ここで留意すべき点は、総ムフティーや最高ウラマー会議のメンバーは

サウジアラビア政府に雇われており、政府の方針に真っ向から反対することは難しいとい

うことである。従って、水面下でこれらの文化開放の動きに反発している宗教指導者もい

るかもしれないが、現状では国民の強い支持を背景に、こうした保守的な声は埋没した状

態にある。

おわりに

サルマーンは王位の兄弟間継承という半世紀以上続いた慣例を終わらせ、他でもない自

らの子ムハンマド・ビン・サルマーンに王位を継承させる道を開いた。このムハンマド・

ビン・サルマーンの台頭に対する他の王族の強力な挑戦は、今のところ顕在化していない。

なぜなら、彼のいまの立場はサルマーンの威光、実力組織の掌握、国民の支持によって支

えられているからである。しかし、サルマーンは健康状態が良好とはいえ、遠くない将来

に亡くなる時がやってくる。その時に、ムハンマド・ビン・サルマーンがどれほど王族の

間で人望を集めることができているかという点が、安定した体制の鍵となる。彼は既に若

い世代の王子、特にファイサル家、ムハンマド家、バンダル家の王子などを積極的に登用

しており、そうした人脈が彼の王族内のパワーベースとして機能するか注視する必要があ

る。

他方、ムハンマド・ビン・サルマーンは若さや行政経験の少なさを国民の支持で補おう

としており、その試みはこれまでのところ成功していると言えよう。女性の自動車運転解

禁の動きや、エンターテインメントの振興は、数十年来のサウジアラビアの政策を転換す

る動きであり、それだけに国民からの反響も概ね良い意味で大きかった。その一方で、ム

ハンマド・ビン・サルマーンはこうした国民から大きな支持を得られるカードを、あまり

にも早いペースで切ってしまっているという気がしなくもない。彼が切れるカードにも限
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りがあり、今後は一過性のカードを切るというよりは、地道で着実な経済政策などの成果

が求められるだろう。

また、財政についても中長期的には不安が残る。サウジアラビアは 2020年での財政均衡

を目指しているが、ムハンマド・ビン・サルマーンは補助金の削減や税金の導入といった

財政改革が国民受けしないことを熟知しており、抜本的な財政改革には及び腰になってい

る。サウジ通貨庁の保有する準備資産が減少する中、今後国債や国際的なローンに依存す

る割合が増加するだろう。もちろんそれが国家運営を即座に困難にする訳ではないが、少

なくとも財政改革の必要性を、国民に納得させていく必要はあるだろう。

このように、ムハンマド・ビン・サルマーン率いるサウジアラビアには課題が山積して

いるが、最後に指摘したいのは彼が自らの政策に対する異論の封じ込めを今後強化する可

能性である。既に対カタル政策への異論が封じられた点については触れたが、政策の進展

度合いによっては、他の外交政策や経済・社会改革においても異論が表出してくる可能性

がある。反対意見を封殺しないためには、そもそも自らの政策に対する異論を出させない

ように国民が望む政策を出し続けるか、あるいは国民の声が政治に届く政治改革を検討す

るかの二択しかないはずであるが、ムハンマド・ビン・サルマーンの性格では前者を追及

していくだろう。ムハンマド・ビン・サルマーンが今後打ち出していく政策が国民を惹き

つけ続けられるかという点が、サウジ内政の安定性の観点からも注目される。
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第 2章　 IS駆逐後のイラクの統治構造
──多様化するローカル・アクター

吉岡　明子

はじめに

イラクでは 2014年央以来、過激ジハード主義組織「イスラーム国（Islamic State: IS）」

との戦いが国家の最重要課題となってきたが、およそ 3年半の戦闘を経て、ようやく全土

から ISの支配地域を駆逐することに成功し、ハイダル・アバーディ（Ḥaydar al-‘Abādī）首

相は 2017年 12月 9日に勝利宣言を行った。ISが占拠する主要な町がなくなったとはいえ、

人口が少ない砂漠地帯や山脈地帯などに依然として一定の戦闘員が潜んでいることは疑い

得ない。ISが支配領域を確保していなかった 2013年以前同様、今後も彼らのテロ活動が

続くことは十分に予想される。

それでも、とりわけ ISが最大拠点としていたモスルを失った 2017年 7月以降は、隣国

シリアでも支配領域の喪失が続いたこともあり、ISは組織として極めて大きな打撃を受け

ている。イラクで発生した 1日当たりのテロ攻撃件数の統計を見ると、2017年初にはイラ

ク全土で 20件を越えていたが、10月に 10件を切り、12月には 8.4件まで減少した 1。

首都バグダードについては、2015年頃には前年比でやや増加して 1日当たり 10件前後

図1　1日当たりの攻撃件数の推移（2014年 1月～2017年 12月）

（出所）Joel Wing, “2017 Security in Iraq in Review Defeat of the Islamic State on the Battlefi eld,” Musings on Iraq, 
January 3, 2018. <http://musingsoniraq.blogspot.jp/2018/01/2017-security-in-iraq-in-review-defeat_3.html/> 2018年
1月 18日閲覧。
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を記録していたが、これは ISがモスルや周辺地域を支配した後、イラク政府治安部隊など

の反撃によりさらなる領土拡張が難しくなってきたことから、非支配地域へのテロ攻撃を

活発化させたためと見られる。しかし、ISの衰退と同時に 2016年後半からバグダードへ

の攻撃件数も減少し、2017年 12月には 2.1件にまで減った。その他、ニナワ県、アンバー

ル県、サラーハッディーン県など、ISが支配を失った各県でも、おしなべて治安状況の改

善傾向が見られる。無論、1日に複数回のテロ事件が起こる環境は決して正常ではないが、

少なくとも政界において、「テロとの戦い」が最大の課題となる状況ではなくなったと言え

よう。

3年半に及んだイラクの対 IS戦は、様々な形でイラクの政治構造に作用し、今後のイラ

クの統治や安定化にも影響を及ぼしている。一つは、シーア派対スンナ派という宗派対立

の言説が後景に退き、「テロとの戦い」の勝利を持ってして、シーア派勢力が権力中枢に位

置する既存の政治秩序がより一層強化されたことだと言える。加えて、従来から分離独立

願望を持っていたクルド勢力が実施を強行したイラクからの独立を問う住民投票は、国内

外から激しい反発を受けて失敗に終わり、イラク政府は対 IS戦の混乱に乗じてクルドが実

効支配していた係争地を奪還することに成功した。こうした一連の動きは、マクロレベル

で見るとイラク政府が国土の支配を取り戻すという文脈で理解することができるが、より

ミクロな、ローカルなレベルに目を転じると、脆弱なイラク政府の統治は国内に広く行き

渡っておらず、武器を持った様々なアクターが国内に展開している状況がうかがえる。本

稿では、こうしたポスト IS時代のイラクの統治構造に着目してイラクの現状を読み解く。

1．対 IS戦が変えたイラクの政治力学

（1）既存政治秩序の強化と限界

ISは 2014年にイラク第二の都市モスルを始めとする複数の町を占拠し、イラク治安部

隊に対する処刑や宗教的少数派の迫害など、多大な人道危機を引き起こした。そして、支

配領土で「カリフ国家」の樹立を宣言して過激主義に立脚した恐怖政治を敷いた。そもそ

も、モスル陥落以前から ISは主としてイラク中西部のスンナ派住民が多い地区を拠点とし

ており、当時スンナ派住民の間に広がっていたシーア派主導の政府に対する反発や反政府

デモの拡大が、ISの台頭を可能にしたことは間違いない 2。しかしながら、ISが敷いた恐

怖政治はスンナ派住民にとっても決して歓迎されるものではなく、イラク政府が ISに対し

てとった軍事的な行動は、国内で宗派を問わず幅広く支持を得た。そして、イラク政府が

地元のスンナ派住民の被害をできるだけ防ぐ形で軍事作戦を実施したこともあり、イラク

における対テロ戦は「シーア派対スンナ派」という宗派対立ではなく、「正統な政府対テロ

組織」という枠組みに位置づけられることになった。そして、シーア派社会の中でも ISと

スンナ派社会が区別されるようになってきている。例えば、2016年 7月にバグダードのカッ
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ラーダ地区で 300名以上が亡くなる大規模テロが発生した際、シーア派市民の非難の矛先

が ISそのものに向けられたことは当然だが、同時に ISが拠り所としているスンナ派社会

全体を糾弾する方向には向かわず、むしろ治安を市民に提供できない政府が批判の槍玉に

上げられた。

また、対 IS戦の前線でイラクの正規軍と並んで活躍していたのは、シーア派民兵を核と

する人民動員部隊（Popular Mobilization Forces: PMU）であり、彼らの多くは解放後も旧 IS

支配地域に展開し続けている。彼らが、ISに協力したと見なす地元住民に対して行った違

法な報復行動などは、しばしば国際人権団体からも非難を浴びており、特に対 IS戦開始当

初は PMUの存在は地元スンナ派住民にかなり警戒されていた。しかし、ISを駆逐するには、

米軍などの空爆支援があるとはいえ正規のイラク軍だけでは不十分であり、PMUの存在が

不可欠であった。加えて、後述するように PMUとの協力は、スンナ派住民にとって利益

や権力にアクセスできるといった実利的な側面もあり、PMUの存在はスンナ派社会におい

て必ずしも歓迎されざるとも、選択の余地のない問題として受け入れられていった 3。

図  2　「イラクを ISから解放するにあたって功績があった組織を2つ選択」

（出所）Greenberg Quinlan Roser Research, “Improved Security Provides Opening for Cooperation: March-April 
2017 Survey Findings,” June 7, 2017.

国際 NPOである国際問題民主研究所（National Democratic Institute: NDI）が 2017年 3月

末から 4月半ばにかけて行った、1,338名を対象にした世論調査 4の結果によると、「イラ

クを ISから解放するにあたって功績があった組織を 2つ選択」する設問で、スンナ派住民

が多い西部地域では、イラク軍との回答が 92パーセントでトップだったものの、PMUも
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40パーセントあり、一定の評価を得ていることがうかがえる。

このように、2003年のイラク戦争後に形成されてきたシーア派を中心とするイラクの政

治システムは、対 IS戦を経て、スンナ派地域を含め国内でより強化されるようになったと

言える。

他方で、既存の政治システムの正統性が大きな挑戦を受けなくなったということは、そ

の政治システムが順調に機能していることと同義ではない。これは、対 IS戦の一方で

2015～ 2016年にかけて、公共サービスの機能不全や政治家の汚職問題などを背景に、首

都バグダードでデモが多発して一部がグリーンゾーン（官公庁が集まる特別区）になだれ

込んだり、政局が混乱して議会が麻痺したりして、イラク政府の権威と正統性に疑問符が

付くような事態が生じたことからも見て取れる 5。そして、さらに顕著な例は、対 IS戦の

戦場となったイラク中西部地域の地方自治の混乱であろう。中西部は人口構成としてはス

ンナ派が圧倒的に多く、地方自治レベルでは民族・宗派対立よりも、スンナ派の間での利

権争い、権力闘争が拡大している。イラクでは、県知事は各県の県議会から選出され、原

則として罷免の権限も県議会が有する。しかしながら、国民議会が罷免することも法律上

可能であり、また近年は、中央政府や裁判所の意向が県知事の任命や解任にも影響するケー

スが頻発している。

例えば、ニナワ県では県庁所在地モスルを ISに奪われた責任を問われ、アスィール・ヌ

ジャイフィ（Athīl al-Nujayfī）県知事が 2015年 5月に国民議会によって解任された後、ノー

ファル・アークーブ（Nūfal al-‘Ākūb）が新知事に就いた。その後、アークーブ知事は避難

民支援を不適切に流用した疑惑を背景に 2017年 11月に県議会によって解任されたが、連

邦裁判所が、解任手続きの不備を理由に県議会の決定を覆す判決を出し、アークーブ知事

は執務を続けていた。結局、疑惑に対応するためとして、アバーディ首相が 2017年 11月

末に知事の職務を 60日間停止させるよう命じるに至った。

ティクリートを県庁所在地とするサラーハッディーン県では、ラーエド・ジュブーリ

（Rā’ed al-Jubūrī）県知事が 2015年 11月の議会で解任されたものの、県知事代行の座に留

まり続けていた。当時は、2014年に県知事から国政に進出して国務相となっていたアフ

マド・アブダッラ・ジュブーリ（Aḥmad ‘Abdallāh al-Jubūrī）が、2015年の内閣改造で閣僚

ポストを失った後、再度県知事ポストを得ることを狙ってラーエドに圧力をかけていたこ

とが背景にある。最終的には、将来的にスンナ派に割り当てられる副大臣ポストにアフマ

ドがラーエドをノミネートするとの条件で、ラーエドは県知事代行を退任し、アフマドが

2016年 4月に県知事に復帰した。だがその後、2017年 7月にアフマドは汚職容疑で逮捕さ

れ、禁固 2年の判決が下ったが、県議会は後任知事を選出できず、一時はアフマドが拘置

所から事実上の県知事として指示を出していたという。結局、2カ月後の 2017年 9月には、

裁判所の判断で知事解任の決定が覆っており、アフマドは釈放され、2018年 5月に予定さ
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れている国政選挙に立候補している。

西部のアンバール県については、2016年 6月に県議会がスヘイブ・ラーウィ（Ṣuhaib al-

Rāwī）県知事の解任を決議したが、翌 7月、行政裁判所が決議を棄却した。8月に議会は再

度ラーウィの解任を決めたが、10月に再び行政裁判所が、健康上の理由で喚問の延期を求

めていたラーウィの主張を支持して県議会の解任決議を無効とした。結局、2017年 7月に

再度議会がラーウィの解任を決議し、行政裁判所も 8月にそれを支持したことを受けて、

ついにラーウィは県知事を退任する。なお、その後ラーウィは、不正が疑われた 6.5億イ

ラク・ディナール（約 55万ドル）を返金することで禁固刑を免れた模様である。後任とし

てムハンマド・ハルブースィ（Muḥammad al-Ḥalbūsī）が県知事に選出されたが、この 1年

越しの県知事交代劇の背景にはハルブースィが所属するハッル党と、ラーウィが所属する

イラク・イスラーム党のライバル争いがあると見られている。

県庁所在地を ISが支配していた際には、一時的に議会や県庁舎を地方都市に移すなどし

て、地方行政は原則として対 IS戦の最中も継続してきたが、これらの各県の県知事ポスト

を巡る争いに見られるように、政治的混乱と市民不在の権力争いが常態化している。県知

事など地方行政に携わるアクターは基本的にイラク政府との関係を重視しており、とりわ

け、不透明な首相命令や裁判所の決定などが介在するケースでは、中央政府との関係が良

いスンナ派政治家に対して中央政界から救済措置が提供される傾向にある。このように、

IS駆逐後のスンナ派地域において、シーア派を中心とするイラクの政治体制そのものへの

反発は顕在化していない。しかしながら、イラク政府が中央集権的に地方行政に直接関与

するところまでは行かず、他方で自立的な地方自治も権力闘争と汚職が蔓延して十分に機

能していないという、不安定な状況が生まれている。

（2）多層的な統治構造の出現

政府軍が ISから奪還し、勝利宣言を行った地において、中央政府と地方自治体との間の

政治的関係が極めて不安定であるのと同様に、治安部隊もまた統一された指揮系統のもと

に組織されているわけではない。再建途上のイラクの治安部隊の中で、対 IS戦の最前線で

戦ってきたのはイラク軍の特殊部隊と位置づけられる対テロ部隊や、連邦警察の緊急即応

部隊であったが、基本的に彼らは前線を転々としており、ISから奪還した後の町の治安維

持は別の勢力が担わなければならない。しかし、イラク軍や連邦警察は再建途上であり、

その役割は十分に果たせていない。また、シーア派の PMUの部隊についても、対 IS戦

の前線で戦うことによって解放後にその町における影響力を得る傾向にあるが、それでも

日々の治安維持には地元の協力が不可欠である。

そうした中で、場所によって米軍が対イラク支援の一環として、あるいはシーア派 PMU

が直接的な形で、スンナ派住民をリクルートして治安維持部隊を形成していることが多い。
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本来ならば、彼らは兵士や警察官として雇用され、軍や警察組織の一員となるべきであろ

うが、現実には PMUの一部として組織されるケースが極めて多い。その理由の一つは、

実際に IS駆逐後の町で地元兵士のリクルートを行っているのがシーア派 PMUであるとい

うことや、対 IS戦の戦闘に忙殺されるイラク政府の行政能力の面で、軍や警察の再建業

務が後手に回っていることがあるだろう。また、PMUについては、2016年 11月に議会で

PMU法が可決され、正規軍と同様の公的な軍事組織としての法的地位を得たという背景が

ある。首相直轄に組織された PMU委員会に登録されている武装組織は 50を超えており、

名目上の最高司令官は首相でありながら、イラク政府の支配が十分に及んでいないという

問題もある。とりわけイランとのコネクションが強いグループは、豊富な武器や資金を持

ち、アサド政権支持のためにシリアに転戦するなど、シリア内戦への不介入という政府方

針とは異なる行動を取っている。それでも、アバーディ首相にとって、イラク国内で高い

人気を誇る PMUを解体させることは現実的ではなく、シーア派民兵を核とする PMUをな

るべく宗派横断的な組織に変えていくことを目指した。そうした事情もあり、IS駆逐後の

スンナ派地域では、正規軍よりも PMUの方に地元住民の組織化が進んでいった。10万を

超える PMU戦闘員の中で、2017年時点で 3.5万～ 4万がスンナ派メンバーとみられてい

る。彼らは PMU、すなわちハシュド・シャアビ（al-Ḥashd al-Sha‘bī）の一員だが、シーア

派 PMUと区別するために部族ハシュド（al-Ḥashd al-‘Ashā’irī）とも呼ばれる。

地元住民の動員については、例えばニナワ県やアンバール県では、2000年代後半に IS

の前身に相当するアル・カーイダと対峙させるために、米軍が部族単位で組織した覚醒評

議会をモデルとしている。当時の覚醒評議会は、アル・カーイダの脅威が低減した後、彼

らが強力な反政府軍となることを恐れたイラク政府が十分な保護や雇用を提供せず、事実

上解体されることになった。しかし、彼らは政府や米軍と協力した過去によって、2014年

にスンナ派地域を支配した ISから真っ先に標的にされたため、対 IS戦の前線に展開した

イラク軍や PMUに対して協力するインセンティブが存在した。

今回の部族ハシュドの形成にあたって、資金や支援はすべてイラク政府経由で提供され、

公式にはイラク政府のプログラムとなっているが、実質的な推進役は米国政府であり、米

軍が中心となって動員、訓練、装備が行われている。現地に詳しい地元住民が主体的に治

安維持を行うことによって、ISの脅威を低減させ、避難民の帰還を促し、政治的に周辺化

されてきたというスンナ派住民の不満に対処することが期待されており、訓練には米軍だ

けでなく、英軍、スペイン軍、オランダ軍なども参加している。

2017年 5月時点では、ニナワ県の部族ハシュド登録人数は 1.8万人だが、米軍、イラク政府、

クルドの自治政府などがそれぞれ身元調査を行うために拡大のペースは遅く、訓練を受け

ているのは 6,000名にとどまっている。また、イラク政府や自治政府は、彼らが政治的に

強大になることを懸念しており、100～ 300名の中隊規模に細分化されて構成されている。
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また、多くのグループが現場の軍事指揮官とは別に、有力部族長や政治家を政治的スポン

サーとしており、資金援助などを受けているという 6。

なお、ニナワ県にはこうした部族の動員とは別に、前ニナワ県知事のアスィール・ヌジャ

フィが指揮する 3,000名規模の部隊であるニナワ防衛隊（Ḥaras Nīnawā）が存在し、彼らは

トルコ軍から支援を受けている。当初は PMUとは距離を置き、ヌジャイフィは PMU内の

シーア派部隊とスンナ派部隊間の格差を批判していたが、2016年 11月に PMU法が可決さ

れたことを受けて、PMUに参加した。すでにヌジャイフィ自身にイラク政府から逮捕状が

出されており、違法な民兵とみなされ圧力が高まることを回避する思惑もあったのだろう。

他方、サラーハッディーン県では、こうした米軍による部族の動員をイラク政府が許可

しなかったという事情から、バドル組織やアサーイブ・アフルルハック（‘Asā’ib Ahl al-

Ḥaqq: AAH）、ホラーサーン旅団など規模の大きい主要なシーア派 PMUが直接リクルート

するなど、何らかの提携関係のもとで、スンナ派 PMU部隊が組織されていった。地元部

隊が直接イラク政府にコンタクトすることも可能だが、その場合でもシーア派 PMUを通

じて PMU委員会に登録することが必要だったり、実際の部隊の運用はシーア派 PMUの管

理下に置かれたりすることが多い。そのためニナワ県より小規模でより不安定な関係がみ

られ、県全体でスンナ派 PMUの人数は 2,000～ 3,000名にとどまっている模様である。し

たがって、県全体で彼らが果たす役割はごく限られている。ただ、スンナ派 PMUにとっ

ては、シーア派 PMUの傘下に入ることで略奪や報復行動を見逃してもらえるというメリッ

トがあり、また、シーア派 PMUにとっても、空爆支援を行う米軍の意向によって前線か

ら撤退させられた場合でも、地元部隊を通じて一定の影響力を維持できるという側面が

あった。

県庁所在地のティクリートが 2015年 4月に奪還された後、アバーディ首相はサラーハッ

ディーン県職員と会談し、すべての PMU部隊はティクリートから撤退し、連邦警察と地

元警察のみ市内に展開する旨を発表した。しかしながら、多くの PMUが人口の少ない郊

外を拠点としながら、その後も県内全域にアクセスを確保し、ティクリートを含めて大き

な影響力を持っている。その一端は、シーア派 PMUがベイジ、サーマッラ、バラドなど

に自前の拘置所を有していることからも明らかである。

サラーハッディーン県の場合、ニナワ県のように米軍やイラク政府主導で組織的に小規

模に編成されているわけではないことから、例えばヤースィーン・ジュブーリ（Yāsīn al-

Jubūrī）率いる第 51旅団のように一定の自立度をもち比較的自由に行動している部隊も存在

する。ヤースィーンの父親であるミシュアーン（Mish‘ān al-Jubūrī）が、アフマド・アブダッ

ラ・ジュブーリ前知事と政治的ライバル関係にあり、ミシュアーンはしばしばアフマドに

対して腐敗していると非難してきた。第 51旅団は同県北部のシルカートに拠点を置き、ア

ブ・マフディ・ムハンディス（Abū Mahdī al-Muhandis）などのシーア派 PMU幹部との近
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しい関係を背景に、公然と県知事の権威に挑戦する行動をとるなど、地元の PMUの軍事

力が地方自治体制に対して競合的な立場となっている問題が発生している 7。こうした一

定の独立した形で戦闘能力や影響力をもった地元部隊は米軍が動員を行っているニナワ県

のスンナ派 PMUには見られない傾向である。

対 IS戦において、イラク軍と並んで PMUが前線に展開して勝利に貢献したことは、イ

ラク政府にとっての勝利を可能にすると同時に、政府が十分にコントロールできない PMU

の影響力を伸長させる結果になった。そして、PMUは正規治安部隊として法的な立場を得

たこともあり、地元のスンナ派 PMUとの関係を通じて現在もスンナ派地域で強い影響力

を維持している。そしてそれは多くの場合、地方行政との補完的な関係を築くには至って

おらず、ポスト IS時代のスンナ派地域には、不安定かつ多層的な統治構造が出現する要因

になっている。

2．クルドの独立住民投票とその余波

（1）住民投票の失敗

対 IS戦における「正統な政府対テロ組織」という構図は、イラク北部のクルド自治区で

あるクルディスタンにおいては、「自治政府対テロ組織」という形になった。自治政府は自

治区内にイラク軍や警察が展開することを許可しておらず、イラク政府自身もイラク中部

の奪還作戦に追われていたという事情があり、特にクルド人住民が多い場所では、対 IS戦

は自治政府主導で行われた。モスル・ダムやモスル市の奪還作戦において、米軍を仲介役

としてイラク軍と自治政府の軍隊であるペシュメルガが協力し合うことはあったが、極め

て限られた規模に留まっている。

むしろ、自治政府は、モスル陥落時にイラク軍が敗走したことを捉えて、「対テロ戦の最

前線で戦える唯一の有能な地上部隊」としてペシュメルガの存在を欧米社会に売り込み、

対 IS戦を奇貨として国際社会からの軍事支援を取り付けた。従来、対イラク軍事支援はイ

ラク軍や警察など中央政府指揮下の部隊に限られていたため、これは彼らにとって大きな

成果だったといえる。自治区の主都エルビルに米軍との共同作戦司令部が設置され、米軍

の空爆支援や欧州からの軍事訓練を得て、ペシュメルガが自治区周辺のクルド人人口の多

い町を中心に対 IS戦を展開し、町を奪還していった。前述の世論調査「イラクを ISから

解放するにあたって功績があった組織を 2つ選択」する質問で、クルディスタン地域では

回答者の 92パーセントがペシュメルガ、43パーセントが外国軍と答える一方、イラク軍

との回答が 20パーセント、PMUが 4パーセントにとどまっているのは、こうした背景が

関係している。

自治政府にとって重要だったことは、こうして国際社会の支援を背景に ISを自治区周辺

の係争地（イラク政府と自治政府の間で帰属が決まっていない土地）から駆逐したことの
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みならず、従来はイラク軍とペシュメルガが共に展開していた係争地の大部分を、単独実

効支配することに成功したことだった。特に、クルド人にとって過去の迫害の象徴であり、

油田の存在故に経済的にも重要な意味を持つキルクークを手中に収めたことは、大きな意

味をもった。折しも対 IS戦が始まった 2014年は、クルディスタンにとってトルコ経由の

石油輸出パイプラインが稼働し始めた年でもあり、独自の石油輸出収入による経済的自立

の可能性も見えてきていた。

こうした国際的なプレゼンスの向上や石油収入の確保といった要因を背景に、自治政府

指導部は 2017年 9月、イラクからの独立を問う住民投票を強行した。しかし、イラクか

らのクルディスタン地域の分離独立という考えには、国際社会も周辺国もイラク政府も強

く反対していた。それゆえ、投票実施直前から実施後にかけて、国境付近でイランやトル

コの国軍とイラク軍が共同演習を行ったり、国境検問所が一時的に封鎖されたり、自治区

内の空港の国際便が停止させられるなどの制裁措置が取られ、圧力が高まった。もともと、

この住民投票は、自治政府の最大与党であるクルディスタン民主党（Kurdistan Democratic 

Party: KDP）が主導したものであり、連立パートナーであるクルディスタン愛国同盟（Patriotic 

Union of Kurdistan: PUK）内の賛否は割れていた。クルディスタンのペシュメルガは、依然

として KDPと PUKがそれぞれ独自の部隊を抱えており、それぞれの支持基盤に応じて、

KDPのペシュメルガが北西部に、PUKのペシュメルガが南東部に展開している状況にある。

図3　住民投票後にクルド勢力が失った支配領域

（出所）Sergio Peçanha, “How the Kurdish Quest for Independence in Iraq Backfi red,” BBC, November 5, 2017.
<https://www.nytimes.com/interactive/2017/11/05/world/middleeast/kurd-independence-iraq-turkey-iran-syria-maps-
backfi red.html> 2018年 1月 18日閲覧。
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キルクークは PUKの支配地域だったが、投票実施後に急激に高まった国内外からの政治的・

軍事的・経済的圧力にさらされた結果、もともと住民投票の実施に反対していた PUKのメ

ンバーが独自に、配下のペシュメルガをキルクーク周辺から撤退させるという決断をした。

北上する大勢のイラク軍を前にして、一部のペシュメルガ部隊が突然撤退したことにより

現場は大混乱に陥り、結局クルド勢力は、対 IS戦で支配した係争地のほとんどを失う結果

になった。

イラク政府の立場からは、そもそもクルドによる係争地の単独実効支配も、独自の石油

輸出もイラクの主権を脅かす行為であり許されることではなく、イラク国内の不安定性や

イラク政府の法執行能力の限界に付け込んだ自分勝手な行動だと見なされていた。とりわ

け、クルディスタン地域以外では、イラクは民族や宗派の違いによって分断されるべきで

はなく、統一した国家であるべきというイラク・ナショナリズムが、対 IS戦とその勝利に

よって強まっていたという事情がある。住民投票後に実施された係争地の軍事的奪還や、

現在イラク政府が軍事的圧力を背景に要求しているクルディスタン地域内の国境管理の引

き渡しなどは、対 IS戦と同様、イラク国家の統治能力をイラク政府が取り戻すという文脈

で理解されていることで、クルディスタン地域外のイラク国内で広く支持されたと言える。

クルドによる独立住民投票の実施は、民主国家となったイラクで憲法に保障された自治

権を得るという従来の公式方針に対する大きな転換であり、その意味では既存のイラクの

政治体制への挑戦だった。しかし、クルド勢力がイラク・ナショナリズムを見くびってい

たこと、そして、対 IS戦で高まった国際社会におけるクルドのプレゼンスを、独立に向け

た政治的支持に転換できると読み誤ったこと、クルディスタン地域内で投票推進派の KDP

が他党との間で合意形成の努力を怠ったことなどを背景に、独立住民投票は失敗に終わり、

思惑とは逆に、係争地においてイラク中央政府の支配がより強化される結果となった。

ただし、ペシュメルガが撤退した後の係争地の様相もまた、必ずしも治安維持や行政の

点においてイラク政府が掌握できているわけではない。そこには、他の元 IS支配地域同様、

武器をもった様々な地元勢力の存在があり、より複雑な様相を呈している。

（2）クルド撤退後の係争地

もともと係争地では、イラク軍とペシュメルガ（と、2011年までは米軍）が共同パトロー

ルを実施していたが、2014年央の ISの襲撃でイラク軍が雲散霧消した機会を捉えて、ペシュ

メルガがほぼ単独で支配するようになった。その後、ISが北上してきたことで一時は ISに

奪われた土地もあるが、2015年までにいずれも奪還している。

そこでは、単に KDPと PUKのペシュメルガのみならず、彼らや国内外の他の勢力と結

びつく形で、様々な地元部隊が展開するようになった。例えば、キルクーク市内について

は地元出身者の PUKの部隊が地元警察に統合されていたり、KDPが軍事支援するシリア・
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クルドの武装勢力ロジャヴァ・ペシュメルガがモスル北西部に展開していたりする。また、

シリア国境に面したアラブ人の町ラビーアには、当時実効支配していた KDPに従う形で地

元のアラブ人部隊が形成されていた。

住民投票後、ペシュメルガは 2017年 10月に係争地から撤退する結果になったが、こう

した地元組織や国外クルド勢力はその後もその場に残っている模様である 8。ラビーアの

アラブ人部隊についてはイラク軍や PMUに協力する可能性があるだろうが、他のクルド

の地元勢力との関係は難しいものになる可能性がある。多くのクルド人は、係争地を本来

クルディスタン地域に含まれるべき土地だと認識し、イラク政府軍や PMUの存在を歓迎

していないからである。他方、PMUはキリスト教徒などのマイノリティを、傘下にリクルー

トし始めている模様である。

係争地の中でも、シリア国境に近い要衝スィンジャールは、マイノリティであるヤズィー

ディ教徒が ISによって多大な人道被害に見舞われたことで、とりわけ大きな注目を集めた。

スィンジャールは、自治政府からはクルディスタンの一部と見なされる一方で、ヤズィー

ディ教徒の間では自身のクルド人アイデンティティに関して必ずしもコンセンサスがな

く、2014年時点で治安維持を担っていたペシュメルガが彼らを ISから守れなかったこと

もあって、対 IS戦を機に、KDPや PUKのイラク・クルド、トルコやシリアのクルディス

タン労働者党（Partiya Karkerên Kurdistan: PKK）系列組織、そしてシーア派 PMUのそれぞ

れが、影響力を競い合ってきた。その結果、イラク・クルド系のヤズィーディ・ペシュメ

ルガ、PKK系のスィンジャール抵抗部隊（Yekîneyên Berxwedana Şengalê: YBS）、PMU系の

ヤズィーディ・ハシュドなどの地元部隊が形成され、極めて細分化された複雑な統治構造

が形成された 9。

そして、2017年 10月のペシュメルガ撤退に際して、自治政府はヤズィーディ・ペシュ

メルガにも撤退を命じたが、従ったのは 500名程度で、1万人以上のヤズィーディ・ペシュ

メルガのほとんどが地元に留まった 10。自治政府はヤズィーディ・ペシュメルガへの給与

支払いを停止し、解体を宣言しているため、今ではスィンジャール及びその周辺地域にお

いては、PMU傘下のヤズィーディ・ハシュドが中心的勢力となっている模様である 11。と

はいえ、ヤズィーディ・ペシュメルガを始めとする地元勢力の部隊が今も武器を持ったま

まスィンジャールに留まっていることにかわりはない。また、スィンジャールの北側の町

スィヌーニでは、2018年 1月に PMUと PKKとの間で政治合意が結ばれ、PMUが撤退し、

PKKとイラク連邦警察がスィヌーニの治安維持にあたることが合意されたと報じられてい

る 12。スィヌーニでは PKKが訓練を行ってきた地元部隊 YBSが展開していた場所であり、

YBSは一時期 PMUの一組織としてイラク政府に登録され、給与支払いを受けていたこと

もあるため、こうした協力関係は不思議ではない。しかし、他のクルド系の組織、とりわ

け自治政府系の組織と PMUの関係は難しいものになる可能性がある。トルコマン、アラブ、
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クルドなどの多様な民族で構成され、IS駆逐後にペシュメルガと PMUがしばしば衝突し

ていたサラーハッディーン県トゥズ・フルマートゥでは、ペシュメルガ撤退後の 2017年末

にも、シーア派トルコマンの PMUがクルド人地区に入ろうとして軍事衝突が発生すると

いった事態も起こっている。

おわりに

本稿の、とりわけスンナ派地域における IS駆逐後の地元部隊の形成やその取り込みに

ついては、ドイツのグローバル公共政策研究所（Global Public Policy Institute）、およびイ

ラクのスレイマニヤ・アメリカン大学傘下の地域国際問題研究所（Institute of Regional and 

International Studies: IRIS）による共同研究プロジェクトの調査結果のドラフトを参照し

た 13。このプロジェクトはアフガニスタンのアフガニスタン・アナリスト・ネットワー

ク（Afghanistan Analysts Network）と共同で実施するアフガニスタンでの調査結果も含め

て、イラクとアフガニスタンのローカルあるいはハイブリッドな治安部隊（Local or Hybrid 

Security Forces : LHSF）に着目した安全保障の比較研究を行うことを目指している。本稿が

参照した現時点での出版物は、2019年 5月まで予定されているプロジェクトの途中経過報

告という形になっており、同研究プロジェクトの最終結果を反映したものではない。しか

しながら、ISから解放された後の土地における現地調査を踏まえた複雑な治安維持部隊の

状況を子細に捉えた研究は貴重であり、2017年末時点でのイラクの現状のいわばスナップ

ショットとして、極めて有用なものと言える。

ここでの LHSFとは、民兵や自警団、準軍隊など、親政府の非正規軍を総称しており、

ハイブリッド・ガバナンス論における、インフォーマルなアクターでありながら国家の治

安維持に一定の役割を果たし得る武装した非国家主体（Violent Non-State Actors: VNSAs）

と同様のものと言える 14。イラクにおいては、軍、警察などが正規の治安部隊であり、自

治政府のもとにある地域防衛隊としてのペシュメルガ、2016年 11月の新法で公的地位を

得ることになった PMUなども、準正規軍の範疇に入る。しかしながら、ペシュメルガの

一部が党の指揮下にあったり、PMUの一部をイラク首相がコントロールできていなかった

り、正規・非正規の境目は必ずしも明確ではない。そして、PMUそのものも、従来は自

警団のように活動地域が限られたよりローカルな集団であったが、対 IS戦でその活動地域

は大きく拡張し、組織としてはシーア派民兵を中心としながらもスンナ派住民やクルド人

の多い中北部へ活動範囲が広がった。そうした特徴は、一時期係争地で支配を南に広げた

ペシュメルガにも限定的に当てはまるところがある。PKKなど国外のクルド組織も、対 IS

戦で活動の場を広げた。そして、そうした準正規軍ないし非正規軍のもとで、よりローカ

ルな地元部隊が組織されるようになっている。これまで見てきたように、こうしたローカ

ルな地元部隊と、それに対して一定の影響力をもつ準正規軍ないし非正規軍との関係は、
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必ずしも忠誠心や明確な住民の支持を背景にしておらず、往々にしてそれは、現場の政治

情勢や軍事情勢を反映した、利害の一致であったり、他の選択肢の欠如の結果であったり

する。信頼関係に基づいていないがゆえに、誰も自ら武器を手放すことはなく、無数の武

装集団が林立する結果になっている。彼らは、いずれもイラク政府の正統性に異を唱えて

いるわけではなく、広い意味での親政府組織であるという意味では、いわばハイブリッド・

ガバナンスの担い手として、安定化に貢献する可能性があるだろう。しかしながら、その

指揮系統は極めて流動的という特徴があり、サラーハッディーン県の例のように地方行政

と競合関係に陥っている場合、むしろ不安定化を助長することになる。対 IS戦後のイラク

では、マクロなレベルにおいては、イラク政府の国土支配が回復に向かい、既存の政治秩

序が強化されつつあると評価できるが、同時に、複数のアクターが影響力を競い合うミク

ロなレベルでの流動的かつ多層的な統治構造の行方が、今後の安定化の鍵を握ることにな

るだろう。
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第 3章　 岐路に直面するイラン・イスラーム共和国体制
── 2017年末抗議デモの特徴と原因

貫井　万里

はじめに

2017年 12月 28日から約 10日間続いたイランの抗議活動は、マシュハドでの小規模な

集会を端緒としていた。イラン第二の都市マシュハドで、来年度以降のガソリン価格の値

上げや物価高、破綻した信用金庫の預金者救済の遅れなど政府の経済政策に怒った民衆が、

州政府からの公式の許可を得ていない違法集会を開催した。当初、抗議では、「ロウハーニー

大統領（Ḥasan Rouhānī）反対」というスローガンがあげられ、失業や貧困、生活費の上昇

への抗議が叫ばれていた。だが、やがて「独裁者に死を」、イスラーム革命防衛隊（Islamic 

Revolutionary Guard Corps: IRGC）による対外工作への批判を込めた「シリアやガザのた

めに死ねない。我々はイランとともにある」等のスローガンが加わり、体制批判へと性格

を変容させた。この抗議活動は、瞬く間にソーシャルネットワーキングサービス（Social 

Networking Service: SNS）上で拡散し、翌日には他の都市にも広がり、最終的には首都テヘ

ランを含む全国各地の 70以上の都市や町で展開された。その規模は、百人以下の小規模な

ものから、千人以上のものまで多岐にわたった 1。本稿では、2009年の大統領選挙結果へ

の抗議運動、いわゆる「緑の運動」以来、最大規模となった今回の抗議デモについて、そ

の経過、特徴、原因について検討することとしたい。

1．抗議デモの経過

（1）抗議活動の拡大とエスカレート──経済的不満から体制批判へ

抗議から 3日目となる 12月 30日に、アブドゥルレザー・ラフマーニー・ファズリー内

相（‘Abd al-Rez̤ā Raḥmānī Faz̤lī）は、人々に違法集会への参加中止を求めた。しかし、抗議
活動は継続し、参加者の中には、暴力行為を働いたり、公共施設を襲撃したりする者も現

れた。イラン中部の都市ナジャフアーバードで 1月 1日に行われた抗議集会では、参加者

が警察に発砲し、ドルード、カフデリージャーン、ケルマーンシャーでも銃撃戦が発生した。

ラシュトとキャラジでは爆弾や手榴弾が爆発する映像が SNS上で確認された。抗議者がモ

スクや公共施設に貼られたアリー・ハーメネイー最高指導者（‘Alī Khāmeneī）の写真に火

を点けたり、引き剥がしたりする行為も各所で見られた 2。

（2）体制エリートの当惑

主要政治派閥の保守派・改革派双方を批判し、体制の存在自体を否定する抗議者の声に
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当惑した体制エリートの間では、抗議デモにどのように対処するか大きく意見が分かれた。

エスハーグ・ジャハーンギーリー副大統領（Esḥāq Jahāngīrī）や改革派指導者の一部は、「マ

シュハドでの政府批判デモは、ロウハーニーと大統領選で争ったイマーム・レザー廟管財

人のエブラーヒーム・ライースィー（Ebrāhīm Raīsī）の支持者とバスィージ（Basīj、革命

防衛隊傘下のボランティア兵）のメンバーによって行われた」と主張した。抗議集会は、

表向きには物価高や破綻した金融機関の預金者保護を装いつつ、ロウハーニー政権に打撃

を与えるために仕組まれ、裏で糸を引いていたのは、ライースィーの舅にあたり、マシュ

ハド金曜礼拝導師のアフマド・アラモルホダー（Aḥmad ‘Alam al-Hodā）であったというの

である 3。この見解に対し、同じ改革派のマフムード・サーデギー議員（Maḥmūd Ṣādeqī）は、

「抗議運動の原因を派閥抗争に矮小化すべきではない」と発言している。また、抗議活動の

全国的な拡大に、マフムード・アフマディーネジャード前大統領（Maḥmūd Aḥmadīnezhād）

の関与を示唆する見解も保革双方から出た 4。

当初、IRGC系を含む保守派メディアは、政府の経済政策を批判するデモを擁護する論

調が目立った。他方、改革派の識者の中でも、ハミード・レザー・ジャラーイープール（Ḥamīd 

Rez̤ā Jalāīpūr）やアッバース・アブディー（‘Abbās ‘Abdī）、元国会議員のジャミーレ・キャ

ディーヴァル（Jamīleh Kadīvar）は、「1980年代にイスラーム体制がモジャーヘディーネ・

ハルク（Mojāhedīn-e Khalq Organization: MKO）に処したように、MKOやアメリカ、イス

ラエル、サウジアラビアに扇動されている可能性のある抗議者たちを徹底弾圧すべき」と

主張した 5。普段、「民衆の味方」を自認している改革派の一部が抗議を批判したのに対し、

体制護持を掲げる原則主義派（伝統保守派と強硬保守派で構成）が抗議デモを擁護すると

いう「ねじれ現象」が起こった。

抗議デモが長引くにつれ、ハーメネイー最高指導者や革命防衛隊司令官を始め、保革を

問わず、体制エリートの間で、その原因を従来通り、海外に求める見解が広がった。1月 2

日にハーメネイー師は、「敵が資金、武器、インターネット、同盟国の治安機関等を利用し、

イスラーム共和国を脅かそうとしている」と述べ、同様に IRGC高官も「米、イスラエル、

サウジ、反体制亡命組織のMKOと 1979年の革命で打倒された前国王の支持者がデモを起

こした」と断定した 6。これに対し、国会議員のマフムード・サーデギーや、元テヘラン

市議会議員のモスタファ・タージュザーデ（Moṣtafa Tājzādeh）、元国会議員のアブドッラー・

ラマザーンザーデ（‘Abdallāh Ramaz̤ānzādeh）等の改革派の一部は、「イスラーム体制はこ

れまで抗議の原因を体制や政策の欠陥にあることを認めず、『外国の陰謀』で片付けて抗議

者を弾圧し、問題に真正面から向き合って解決しようとしてこなかった」と体制の対応を

批判し、「まずは人々の不満に耳を傾け、声を上げる権利を認めるべきだ」と主張した 7。

ロウハーニー大統領は、4日目（12月 31日）になってようやくテレビ演説で抗議活動に

対する公式見解を発表した。そのスタンスは、「人々の抗議の権利は認めるが、暴力は認め
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られない。混乱の長期化は外国の介入を受けやすくするので、人々に冷静な対応を求める」

と、様々な見解の折衷案とも言うべきものであった 8。1月 9日に出されたハーメネイー最

高指導者の発言も、騒動の原因として外敵の存在を強調しつつも、抗議者全てを外国の手

先と見做すのではなく、「権利を奪われたことに反発し、懸念を表明した数百人の抗議者

たちがいる一方で、この集会を悪用し、イスラームを冒涜し、モスクに火をつけ、破壊行

為を行い、国家を不安定化しようとしている人々がいる。この二つを混同すべきではない」

として、当初よりロウハーニーに近い姿勢に軌道修正した 9。

徹底弾圧から抗議者への同情、当局が人々の不満に応えていなかったことへの自省まで、

百家争鳴の議論の中で、イラン当局は次第に人々の不満を認め、エスカレートを回避すべ

きとの認識に収斂した。1979年のイラン革命後、イスラーム体制は、「味方（ホディー、

khodī）」と「他者（ゲイレ・ホディー、gheir-e khodī）」を峻別し、MKOや世俗的なナショ

ナリズムを掲げる国民戦線やイラン自由運動を、体制に挑戦し、抗議する「ゲイレ・ホ

ディー」に分類して権力から排除してきた 10。今回の抗議デモでは、体制の権力の中枢を

握る保守派が、ロウハーニー政権を攻撃する抗議者に融和的な姿勢だったこともあり、体

制内での抗議をある程度許容する方向に傾いた。

（3）当局の事態収拾に向けた対応

イランの政治構造において、通常の条件では、「治安上の脅威」を対処する責任は、内務

省管轄下の警察と治安維持軍（Nīrū-ye Entezāmī）、情報省──必要な場合は──バスィージ

にある。しかし、「治安状況が危機的な」場合は、国家安全保障最高評議会の決定により、

事態収拾の指揮権限が最高指導者管轄下のイスラーム革命防衛隊に移管され、治安維持軍、

警察、情報省、バスィージは IRGC総司令官の指揮下に置かれる 11。

今回の抗議デモの場合、2017年 12月 29日以降、治安維持軍と警察が全国各地に展開し、

テヘラン中心部では、1979年の革命や 2009年の「緑の運動」でデモ行進の舞台となった

テヘラン大学前のエンゲラーブ広場からヴァリーアスル広場までの目抜き通りに、警察の

特攻隊と放水車が配置された。当局は抗議デモ参加者多数（約 5,000名）を逮捕し、さら

には、抗議デモに参加していなかった左派系学生やデルヴィーシュ（シーア派スーフィー

教団の修道僧）までも予防逮捕して事態の収束を図ろうとした 12。他方、革命防衛隊は、

2009年の「緑の運動」の時とは異なり、ハマダーン、エスファハーン、ロレスターン、フー

ゼスターンなど武力衝突に発展した州にのみ配備されたと報道されている 13。

抗議は 1月 3日頃から次第に鎮静化し、モハンマド・アリー・ジャアファリー革命防衛

隊総司令官（Moḥammad ‘Alī  Jaʻafarī）は、抗議騒動の終結宣言をした。同時に数万人がケ

ルマーンシャー、イーラーム、アフワーズ、ゴルガーン、ゴムなどで行われた、イスラー

ム体制支持の集会に参加し、「我々の血は最高指導者へ捧げ、最高指導者を一人で置き去り
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にしない」とスローガンをあげた。その後 1週間にわたって、全国各都市で体制支持の集

会が開催された。政府は、12月 30日以降遮断していたインスタグラムを１月 6日に解禁

したが、テレグラムのアプリは 1月 13日頃まで利用が制限された 14。

（4）逮捕者の処遇

抗議の開始から 10日近くを経てデモが下火になると、メディアの関心の焦点は、逮捕さ

れた人々の刑務所内での処遇とその家族による釈放を要求する刑務所前のデモに移った。1

月 5日頃から改革派系国会議員のパルヴァーネ・サラフシューリー（Parvāneh Salaḥshūrī）

やマフムード・サーデギー等は、逮捕者の家族からの情報を報道に積極的に流し、刑務所内の

拘留者との面会を求め、予防逮捕された学生たちの釈放要求などの活動に乗り出した 15。

改革派系の議員やメディアは、2009年の抗議運動で逮捕された若者たちの多くが刑務所内

で拷問を受け、数名が命を落とした事件を繰り返すことを避けようとしていた。

核関連制裁停止延長の署名期限が 1月 13日に迫る中、ドナルド・トランプ大統領（Donald 

Trump）やレックス・ティラーソン国務長官（Rex Wayne Tillerson）等米高官は、イランの

抗議デモにいち早くシンパシーを寄せた。アメリカは国連安保理緊急会合を招集して、イ

ラン政府の人権侵害を糾弾するなど、イランへの圧力を強めていた。ヨーロッパ各国にも

事態への懸念が広がっていることを危惧したロウハーニー政権の意向もあり、1月 6日頃か

ら逮捕者の一部は釈放され始めた 16。抗議活動を主導した容疑のある者や前科者を除き、多

くの逮捕者が再び抗議活動に参加しないことを誓約し、保釈金を支払って釈放された。2月

2日時点での報道によれば、一連の騒動の中で、抗議者と鎮圧側双方合わせて 25名が死亡し、

逮捕者は刑務所に 438名、情報省に 55名で、逮捕者 2名が刑務所で「自殺」した 17。

2．今回のデモの特徴── 2009年「緑の運動」との違い

2009年の「緑の運動」に次いで、革命後最大規模となった、今回の抗議デモは、以前の

抗議と明らかに異なるいくつかの特徴を有していた。

（1）組織やリーダーの不在

今回の抗議デモと 2009年の「緑の運動」の大きな違いとして、第一に明確なリーダーや

組織した政党が存在しなかった点を指摘できる。リーダーや統一した目標不在の抗議活動

に対し、体制エリートの間で対応策の見解が分裂した。そのため、抗議者を体制の敵と断

定し、革命防衛隊が全面に立って徹底弾圧をした 2009年とは異なり、内務省管轄下の警察

と治安維持軍が中心となり、抗議者をできるだけ傷つけない形でデモの鎮静化が図られた

模様である。
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（2）イスラーム体制に絶望する貧困層の若者たち

第二に、参加者の多くが都市在住の中産階級の若者であった 2009年とは異なり、今回は、

比較的教育水準の低い貧困層の若者が抗議に参加した。1月 23日に公表された内務省の報

告書によれば、抗議デモ参加者の 84パーセントが前科のない 35歳以下の若者で、その教

育レベルは、59パーセントが高校卒業資格を有するかそれ以下、26パーセントが不明、14

パーセントが大卒で、1パーセントが修士以上であった 18。テヘラン検察のアッバース・ジャ

ファリー・ドウラトアーバーディー（‘Abbās Ja‘afarī Doulatābādī）も逮捕者の大半が 18歳

から 35歳までの貧困層の若者あったと発表している 19。抗議者たちは、「イランによるシ

リアへの軍事介入やレバノンのヒズボッラーやパレスチナの組織への支援の代わりに、政

府は経済の改善に取り組むべきだ」と主張していた。

2017年 7月の道路都市計画省の報告書によれば、イランの人口の三割が貧困ライン以下

の生活を余儀なくされている 20。イラン全国の失業率は、公式には 12.4パーセントであるが、

いくつかの地域では 60パーセントに達していることを内相自ら認める発言をしている 21。

人口の半数が 30歳以下の「ユースバルジ（Youth Bulge）」という爆弾をかかえるイラン社

会は、毎年約 80万人強が就職市場に参入するが、圧倒的な求職人口を吸収する産業を持た

ない 22。貧富の格差、失業、汚職、不正、生活難に苦しむ貧困層の若者たちが、イスラー

ム体制内での将来に希望を持てず、既存秩序の全てを否定したい衝動にかられたとしても

不思議ではない。

では、なぜ都市中間層の多くは、今回の抗議活動に参加しなかったのか。当初、抗議活

動で「ロウハーニー打倒」が叫ばれたために、強硬保守派による陰謀が早い段階から疑わ

れていた。2017年 5月に、ロウハーニーは都市中間層を中心に 2,355万票を獲得して大統

領に再選しており、彼らが半年後にロウハーニー打倒に転じるとは考え難い。そして、中

間層の間で人気の高い改革派のモハンマド・ハータミー元大統領（Moḥammad Khātamī）が、

抗議と距離を置き、「国内分裂によるシリア化の危険」を示唆したことや、抗議活動が暴力

に転じたことも、多くの中間層に参加を躊躇させる原因となった 23。

（3）前代未聞のマシュハド発の抗議デモ

第三に、今回、首都テヘランではなく、マシュハドが全国的なデモの発端の地となっ

たのも極めて珍しい。建設の奉仕者党事務局長のゴラームホセイン・キャルバスチー

（Gholāmḥosein Karbāschī）のテレグラムによれば、「マシュハドの金曜礼拝導師アラモルホ

ダーは、マシュハドでの抗議集会を陰で操っていたことを理由に、国家安全保障最高評議

会に呼び出された。同評議会事務局長のアリー・シャムハーニー（‘Alī Shamkhānī）から激

しく詰問され、聖職者特別法廷に送ると警告されたアラモルホダーは、最高指導者の情け

を乞うて謝罪した」とされる。12月 31日にアラモルホダー事務所は、「ホラサーン・ラザ
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ヴィー州の最高指導者代理で、マシュハド金曜礼拝導師のアフマド・アラモルホダー師が

国家安全保障最高評議会に召喚されたとことを否定し、噂の出所を法的に追求する」と宣

言した 24。

この抗議集会が強硬保守派のイスラーム革命永続戦線（Jebhe-ye Pāydārī-ye Enqelāb-e 

Eslāmī）とアラモルホダーの共謀で計画されたと示唆する見解もある。革命永続戦線

は、強硬保守派の宗教指導者モハンマドタギー・メスバーフヤズディー（Moḥammad-Taqī 

Meṣbāh-Yazdī）を精神的な師と仰ぐ政治組織で、ロウハーニー政権や核合意に最も強硬に

反対してきた。同組織は、これまでアフマディーネジャード前大統領を支持してきたが、

彼がハーメネイー最高指導者と対立するようになると、距離をとるようになり、2017年の

大統領選挙では、ライースィー候補を支持した。保革両派の敬意を集めていたイマーム・

レザー廟前管財人で伝統保守派のアッバース・ヴァーエズ・タバスィー師（‘Abbās Vā‘ez̤ 
Ṭabasī）が 2016年 3月に死去すると、その後任にライースィーが任命され、アラモルホダー

とその娘婿のライースィーの庇護の下で、マシュハドでは強硬保守派が勢いを増した。現

在、マシュハド選出国会議員 5名は全て革命永続戦線のメンバーかその推薦候補が占め、

マシュハド市議会も 25人中 19名が革命永続戦線メンバーである 25。

12月 28日の抗議デモを呼びかけた「抗議への招待」と名付けられたテレグラムのグルー

プは、革命防衛隊出身のマシュハド選出国会議員で、革命永続戦線所属のジャワード・キャ

リーミー・ゴドゥースィー（Javād Karīmī Qodūsī）の甥のハミード・モヴァーヘディー（Ḥamīd 

Movahedī）が運営していたと言われる 26。強硬保守派は、ロウハーニー政権を攻撃するた

めに、生活困難者や、倒産した金融機関の預金者の怒りを利用しようとした。しかし、抗

議集会は政府批判から反体制、最高指導者批判へと変容し、強硬保守派の想定外の方向に

進み、コントロールが不可能になり、全国に飛び火したと考えられる。そして、彼らは金

融機関の倒産や経済の歪みや汚職の元凶である特権階級として、自らその怒りの矛先を突

きつけられることになった。抗議活動が鎮圧され、次第に政局も落ち着きを取り戻すと、1

月 18日にアラモルホダーは、抗議デモへの自身の関与の噂を批判し、「そもそも騒動はテ

ヘランから始まり、マシュハドからではない」と嘯き、自分に向けられた批判を転嫁させ

ようとしている 27。

ライースィーは、マフムード・シャーフルーディー公益判別評議会議長（Maḥmūd 

Hāshemī Shāhrūdī、前司法権長）と現司法権長のサーデク・ラーリジャーニー（Ṣādeq 

Ardeshīr Lārijānī）と並ぶ、ハーメネイー最高指導者の有力後継候補の一人である。シャー

フルーディーは 2017年末にドイツで治療を余儀なくされるほど腎臓が悪化し、健康に不

安がある。今回の騒動で、マシュハドのデモが強硬保守派のライースィーの支持者が始

めたと主張されている点、伝統保守派のサーデク・ラーリジャーニー司法権長とアリー・

ラーリジャーニー国会議長（‘Alī Lārijānī）を敵視するアフマディーネジャード前大統領に
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近いサイトが抗議を扇動していたとの指摘がある点を考慮すると、次期最高指導者レース

に係る登場人物たちの思惑が見え隠れする。2013年のロウハーニー大統領の選出以来、接

近しつつある伝統保守派と現実派・改革派連合に楔を打ち、次期最高指導者の後継者とし

て、海外との融和よりも、国内の既得権益への利益の配分を重視する強硬保守派のライー

スィーを推す勢力がこの抗議を利用しようとし、さらにそこにラーリジャーニー兄弟に

よって政界を追われたアフマディーネジャード一派が便乗した可能性もある。

（4）抗議デモの面的な広がりと第三勢力の登場

第四に、抗議活動はテヘラン（869万人）やエスファハーン（196万人）、タブリーズ（156

万人）、マシュハド（300万人）等主要都市だけではなく、ホメイン・シャフル（24.5万人）、

ナジャフアーバード（22.2万人）、ドルード（17.5万人）、イーゼ（14.3万人）、カフデリージャー

ン（3万人）など中小都市をも席巻してイラン各地で広範に実施された。その地理的な広

がりは、2009年の抗議運動を越え、イラン革命後、類例のない出来事であった。政争に明

け暮れる中央政界に、地方で困窮する人々の声が届いていないという不満が人々を抗議に

駆り立てたと考えられる。対立の構造の軸が従来のように「体制内の改革か現状維持か」（改

革派対保守派）ではなく、「体制支持か否か」に転換された。それは、特殊なイデオロギー

集団ではなく、イスラーム体制を支えてきた普通の人々が体制の存在意義を疑問視し、反

体制派に転じうる可能性、つまり、従来の政治派閥や国外の反体制派とは異なる新たな第

三勢力の出現を予感させるものであった 28。
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3．抗議の原因

前述の内務省報告書は、抗議の原因として、（1）外国からの扇動、（2）国民の政府への

信頼喪失、（3）体制エリートによる世論対応の失敗を挙げている。下記で、それぞれの原

因について詳細に検討する。

（1）外国からの扇動

体制エリートが常套的に使う、「外国陰謀論」は、今回の抗議ではどれほど根拠のあるも

のであろうか。キャラジ、ホッラムアーバード、マーフシャフル、イーゼに加え、宗教都

市ゴムで、抗議者たちが、従来のタブーを破って王政復古を求めるスローガンを叫んでい

たと報道されている 29。この動きに呼応するかのうように、12月 29日からトランプ大統

領は、盛んに抗議者を支持するツイッターを発信し、ファラ元王妃（Faraḥ Pahlavī）と息子

のレザー・パフラヴィー元皇太子（Rez̤ā Pahlavī）、そしてMKOリーダーのマリヤム・ラジャ

ヴィー（Maryam Rajavī）がイラン国内の抗議を支持し、当局による弾圧や逮捕に反対し、

死亡者を追悼するメッセージを発出した 30。

MKOと米共和党の有力者は以前から密接なつながりを指摘されている。2006年、ブッ

シュ政権期にイランの体制転換を目指して、「イラン自由支援法（Iran Freedom Support 

Act）」が成立した。それ以後、米議会は国務省を通して「全米民主主義基金（National 

Endowment for Democracy: NED）」に多額の資金を助成し、それがイラン国内外の人権団

体や女性団体などの NGOに加え、MKOの政治組織「イラン国民抵抗評議会（National 

Council of Resistance of Iran: NCRI）」にも支給されてきた 31。

2017年 1月にはトランプ政権成立にあたって、ルディ・ジュリアーニ前ニューヨーク市

長（Rudy Giuliani）や元連邦捜査局（Federal Bureau of Investigation: FBI）長官のルイス・フ

リー（Louis Freeh）を含む 20名以上の著名な政治家がトランプ政権に、イランの体制転換

を主張するMKOと正式に交渉に入るよう勧めている 32。また、2017年 7月にパリで開催

されたMKOの年次総会に、サウジアラビアのトゥルキー・ビン・ファイサル王子（Turkī 

bin Faiṣal bin ʻAbd al-ʻAzīz Āl-Saʻūd）、アメリカからは前述のジュリアーニやジョン・ボル

トン元米国国連大使（John Bolton）、2007年にネオコン及びタカ派の共和党議員とともに

イラン空爆を提唱したジョセフ・リーバーマン元上院議員（Joseph Lieberman）等が参加し

た。加えて、1997年から 2012年まで米国務省のテロ組織リストに入っていたMKOのテ

ロ指定解除のロビー活動に奔走したナタン・サレス元国土安全保障省副次官補（Nathan A. 

Sales）が、2017年 6月にトランプ大統領によって国務省対テロ担当調整官に任命されてい

る 33。

イラクとの国境付近では、これまでもサウジアラビアやイスラエルの援助を受けたクル

ド系反体制組織「クルディスタン民主党（Kurdistan Democratic Party of Iran: KDPI）」が、

IRGCや国境警備隊と銃撃戦を起こしている。地方での銃撃戦や武器の供給に反体制組織
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が係わった可能性は否定できない。しかし、今回の抗議デモは、全体としては、平和的な

抗議活動が展開されており、武力衝突は一部にとどまった。抗議の1年前からMKO系のウェ

ブサイトが、イランの中小金融機関の破綻の危機を煽る情報をしきりに流していたことに

見られるように、外国の組織がインターネットを使って様々なメッセージを発し、反体制

の扇動活動をしたことは確かである 34。しかし、抗議活動の広がりや参加者の構成を見る

限り、外国の影響は限定的で、むしろ貧困層の抗議活動に国内外の諸勢力が異なる思惑か

ら便乗したと見るのが妥当であろう。

（2）政府の能力不足と不信

2013年以降、ロウハーニー大統領を始めとする政府の要人は、核合意が実現し、制裁が

解除されれば、海外からの投資も集まり、経済や雇用問題から環境問題まで全ての事態が

好転すると繰り返してきた。それに期待した過半数の国民が、2017年の大統領選でロウハー

ニーに票を投じた。制裁解除から 2年近くたち、イランの経済成長率は、2016年が 12.5パー

セントで、2017年が 4パーセントと上昇傾向にあり、2012年には 30パーセントを超えた

インフレ率も 2016年と 2017年は 10パーセント以下に改善している。しかし、一般国民が

その恩恵を実感できるほどには好転していない 35。アメリカの独自制裁が残り、当初の予

想ほど経済状況が改善せず、対外政策や国内の闘争に追われ、ロウハーニー政権は、2009

年の「緑の運動」リーダーの釈放やマイノリティーの権利向上、言論・表現活動の緩和といっ

た選挙戦で公約した政治改革にも着手できないでいる。そのため、期待値が高かっただけ

に失望が深まり、抗議活動が起きたとの見解で多くの識者が一致している 36。

（a）来年度の予算法案の衝撃

2017年 12月 10日にロウハーニー内閣は来年度の予算法案を国会へ提出した。緊縮財政

によって財政の健全化を目指す同内閣は、ガソリンの 1リットル 1万リヤル（約 0.28ドル）

から 1万 5千リヤル（約 0.42ドル）への値上げ、出国税の 75万リヤル（約 21ドル）から

220万リヤル（約 62ドル）への増額、現金の補助金給付対象者の削減など、国民に痛みを

強いる内容の予算案を策定した。昨年、国会で成立した「補助金目的化法」では、480兆

リヤル（約 136億ドル）の予算が割り当てられ、うち 420兆リヤル（約 119億ドル）の補

助金が高所得者約 485万人以外の全国民に月々 45.5万リヤル（約 13ドル）の現金で給付

された 37。来年度の補助金予算は、230兆リヤル（約 65億ドル）に半減したため、約 3,400

万人が補助金支給対象者から外されることになった。政府はガソリン税や出国税からの税

収と、補助金削減で捻出した予算を、雇用拡大と貧困削減、そして深刻化する大気汚染な

ど環境対策に使用すると説明していた 38。

他方で、軍事費は総額 500兆リヤル（約 140億ドル）に三割増額され、その三分の一が
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IRGC（約 45億ドル）に配分された。加えて、強硬保守派の宗教指導者メスバーフ・ヤズ

ディーが運営する宗教団体や、金曜礼拝導師へ資金を拠出するイスラーム宣伝機構、シー

ア派宗教学院など宗教団体への給付金が軒並み一割近く増額されていたため、ロウハー

ニー政権を支持してきた改革派からも、「国民に痛みを強いる一方で、宗教団体を優遇しす

ぎている」と批判の声が上がった 39。

表 1の宗教団体を含む宗教機関は、ハーメネイー最高指導者を頂点とするイランのイス

表1　2018年度（2018年 3月－2019年 2月）
予算法案で計上された主な宗教団体への支給額

団体名 2017年度予算 2018年度予算 組織の概要

シーア派宗教学院
サービス・センター
（Markaz-e Khadamāt-e 
Ḥouzehā-ye ‘Elmīye）

8.15兆リヤル
（2.3億ドル）

8.97兆リヤル
（2.5億ドル）

シーア派宗教学院で学ぶ神学生の福祉の保
障、無職の神学生への支援を目的として、
1991-2年（ペルシア暦 1370年）にハーメ
ネイー最高指導者の命令で設立。

イスラーム宣伝調
和評議会（Shourā-
ye Hamāhangī-ye 
Tablīghāt-e Eslāmī）

4,300億リヤル
（1,215万ドル）

4,772.2億リヤル
（1,348万ドル）

ゴムと、マシュハドやエスファハーンなど
他のシーア派宗教学院の政策を遂行。イラ
ン・イスラーム共和国体制に沿ったシーア
派教義の宣伝活動やシーア派宗教学院の神
学生の生活費の支援を実施。ロウハーニー
政権に批判的な専門家会議議長団メンバー
のアフマド・ハータミー（Aḥmad Khātamī）
が同評議会のメンバー。

イスラーム宣伝機構
（Sāzmān-e Tablīghāt-e 
Eslāmī）

3.85兆リヤル
（1.09億ドル）

4.3兆リヤル
（1.21億ドル）

イスラーム宣伝機構は最高指導者の管轄下
にあり、宗教の専門的知識の収集と広報を
目的とする。メフディー・ハームーシー
（Meḥdī Khāmūshī）が現在の機構長。他の
宗教組織と比較しても多額の予算が配分さ
れている同組織は、傘下に 11のグループ
を擁し、金曜礼拝導師と礼拝統括組織の政
策評議会など関連団体に予算を配分。この
機構の傘下で最大の補助金受給組織は芸術
部門で、最小はイスラーム法学百科事典研
究所。

アル・モスタファ
協会（Jām‘eh al-
Moṣṭafā）

2.745兆リヤル
（7,755万ドル）

3.035兆リヤル
（8,574万ドル）

アル・モスタファ協会は、イスラーム学の
教育と宣伝普及のためのイランの重要な組
織の一つで、ゴム市に本拠地。外国にも支
部を持ち、122カ国で 5万人の学生が学び、
2万 5千人の卒業生を輩出。この組織は公
認の大学があり、外国人留学生も受け入れ
ている。組織の代表はアリーレザー・アー
ラーフィー（‘Alīrez̤ā A’rāfī）。

（出所）2017年 12月 12日付 BBC Persia「1397年予算法案：重要な宗教団体への割り当ての概観」<http://
www.bbc.com/persian/iran-features-42309185, accessed on December 15, 2017>を基に筆者作成。
（2017年 12月 10日時点の 1ドル＝ 35,398リヤルで換算）
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ラーム体制を支える権力の中枢とも言える。これらの団体を通して、ハーメネイーを支持

する宗教関係者に利益が配分され、見返りに権益に与る者たちは、ハーメネイーと現体制

を支持するイデオロギーを金曜礼拝、教育機関、宣伝機関やメディアを通して喧伝すると

いう構造である。それは、革命防衛隊、国営放送、諸宗教財団（イマーム・レザー廟財団、

殉教者財団、被抑圧者財団、イマーム・ホメイニー救済委員会等）と並んで、イラン・イスラー

ム体制を支える柱の一つと言っても過言ではないだろう。

最高指導者管轄下の革命防衛隊や宗教団体への予算配分は、行政府の長であるロウハー

ニー大統領の権限外にある。しかし、当初の非難の矛先は、ロウハーニー大統領に向かった。

来年度の予算案の概要が報道された直後から、SNS上では、「ロウハーニーに投票して後

悔した」とツイートするキャンペーンが静かに広がりつつあった。そこでは、「ロウハーニー

はもはや選挙公約を実施しないばかりか、その意志すらない」として、政権への怒りのメッ

セージが多数寄せられた 40。

国民の反発が明らかな予算案をなぜロウハーニーは提案したのか。今回、ロウハーニー

政権は「透明性を高めるため」として予算配分の詳細を初めて公表した 41。ヴァリー・ナ

スルは、「来年度の予算案の詳細を示すことで、行政府の権限の及ばない『ディープ・ステ

イト（闇の帝国）』の存在を白日の下に晒し、改革を進めるためには、国民による税金負担

だけではなく、この闇にメスを入れる必要を世論に問うた」と示唆している 42。

来年度の予算における注目すべき点の一つが、これまで課税を免除されてきた宗教財団

の一つであるイマーム・レザー廟の財産を管理するアースターネ・ゴッズ・ラザヴィー財

団（Ᾱstān-e Qods-e Raz̤avī）の納税が言及されていた点である。政府が提案した予算法案に

よれば、同財団傘下の会社や組織は 3,000億リヤル（約 847万ドル）の納税が求められた。

管財人のライースィーは、「同財団はワクフと寄進財産からなり、税金は免除されている」

と主張している 43。最高指導者管轄下にあり、課税を免れてきた宗教財団や革命防衛隊系

企業などにも課税し、経済権益を縮小させることで、イラン経済の透明性を高め、民間企

業の活力を活性化させようとするロウハーニー政権と、最高指導者傘下の権益集団の攻防

は、2013年以降、激しさを増しつつ、現在も続いている 44。

抗議運動を受け、2018年 1月 28日に政府提出の来年度予算法案は、調整委員会の修正

にもかかわらず、出席議員 216名のうち、賛成 83票、反対 120票、棄権 9票で、イラン・

イスラーム共和国史上、初めて否決された。国会は、過半数をロウハーニー政権支持のオ

ミード会派（現実派と改革派で構成）が占めるが、与党議員の間でも、ガソリン価格の値

上げや宗教財団への手厚い支援に反対する議員が多かったため、ロウハーニー政権は予算

法案を通すことができず、再度修正して国会に提出をせざるをえなくなった 45。

2月 17日にモハンマド・バーゲル・ノウバフト政府報道官兼計画予算庁長官（Moḥammad 

Bāqer Noubakht）は、「国会の求めに応じて補助金予算を削減せず、昨年度より 40兆リヤル（約
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11.3億ドル）上乗せし、460兆リヤル（約 130億ドル）に増額させる」と発表した 46。こ

れにより、現在の補助金受給者全てが来年も給付されることとなった。補助金は重い財政

負担となっており、現状では厚生省や教育省の予算を大幅に上回っている。ロウハーニー

政権は、補助金を必要な人にのみ給付する方法に切り替えようと試みてきたが、イランで

は個人の収入を正しく証明する書類や制度が整備されておらず、受給者を限定するのが困

難という課題を抱えていた。世論の要求に国会と政府が妥協して予算法案の修正に追い込

まれたことによって、ロウハーニー政権による経済改革や雇用創出の試みは、後退せざる

をえず、それは石油収入に依存したバラマキ政策からの脱却の困難さを物語っている。

（b）物価高

近年、イランでは貧富の格差と貧困層の増加が大きな問題となっている。最高指導者直

轄の社会福祉団体であるイマーム・ホメイニー救済委員会の委員長パルヴィーズ・ファッ

ターフ（Parvīz Fattāḥ）は、「月収 812万リヤル（約 250ドル）を貧困ラインとすると、1,100

万人がそれ以下にあり、その人数は日毎に増加している」と警告している 47。

BBCペルシアは、世帯の食費に占める割合と消費量の変化から中間層の生活水準の悪化

を示す興味深いレポートをまとめている。同レポートによれば、この 10年で世帯収入は平

均 15.5パーセント減少し、上位 10パーセント以外のイラン人の平均世帯の食費は低減し、

主食の消費量自体が三割から五割落ちており、その主因は物価高、補助金カット、住居費

の高騰とされる。この 10年間で、パンはインフレ率を差し引いても 160パーセント上昇し、

砂糖類の平均価格は 45パーセント、牛乳は 39パーセント、牛肉・羊肉と魚類は 13パーセ

ント値上がりした。多くの食料品が値上がりする中、鶏肉と卵の価格が比較的安定してい

たことから、近年、消費量が伸びていた 48。しかし、2017年に鳥インフルエンザの影響で、

市場に鶏肉と卵が品薄となり、価格が急上昇し、パンの値段も三割値上がりした 49。加えて、

新年度からのガソリン価格の値上がりに伴い、生活必需品価格の上昇を庶民が懸念したこ

とは想像に難くない。

（c）違法金融機関の不良債権問題と取り付け騒ぎ

改革派の識者アブディは、「マシュハドでの抗議集会は、非合法の金融機関への大口出資

者が基金の運営者と共謀し、税金からの損失補填を目論み、政府に圧力をかけるために、

預金者たちを集めて抗議集会を組織した」と主張している 50。イランでは、伝統的に人々

が銀行より利率の良い非正規の金融機関に預金したり、同業者同士が資金を積み立てて運

用したりすることが広く行われてきた。1990年代に民間の活力促進を目的に、政府が信用

協同組合を奨励したために、その数が飛躍的に増えた。これらの信用協同組合や信用金庫

は、宗教財団や司法権、革命防衛隊関係者等イスラーム体制中枢の権益集団の庇護を受け
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ていることが多く、「イスラーム金融」の看板で営利目的の銀行との違いを強調し、中央銀

行の規制を免れつつも、実際には通常の銀行以上の高い金利で資金を貸し付けたり、預金

者に 20から 30パーセントの高利率（銀行では 10から 15パーセント）を約束したりして、

多額の預金を集めてきた 51。

アフマディーネジャード政権期に、中小企業や小口の投資家を支援するとして、共同組

合省が中央銀行の監督や許可なしに協同組合にライセンスを乱発したため、小規模の金融

機関が一時期 7千近くに上るほど大量に増殖した 52。しかし、その多くが金融の素人に運

営されており、乱脈経営で投資先の資金を回収できず、預金者への金利の支払いが滞り、

資金不足のため預金の引き出しが困難となり、取り付け騒ぎを起こす機関が多発した。多

くの金融機関が 2000年代半ばの不動産価格の高騰を当て込んで、土地投機や建設事業へ

の投資に資金を多くつぎ込んだものの、地価の急落で資金を失った。加えて、中央銀行に

よる監督がなかったため、これらの金融機関の運営者が、個人や親戚の住宅や車の購入な

ど私用目的で資金を横領し、経営破綻するケースが相次いだ。ロウハーニー政権の成立後、

中央銀行による監督が強化され、不良債権を抱え、返済の見通しが立たない金融機関の整

理が始められた。2017年 8月に中央銀行総裁は、金融危機を防ぎ、国際機関からの融資を

受けるために、国際通貨基金（International Monetary Fund: IMF）や世界銀行の勧告に従って、

2018年 3月までに不良債権を抱える違法の金融機関の閉鎖を宣言した 53。

マフムード・サーデキー議員は、2017年 12月に教師年金組合によって所有されていた

サルマーイェ銀行への総額 19億ドルの負債の返済を怠った上位 20名の滞納者の名前を公

表した。そのうちの一人は、元革命防衛隊の大富豪でスティール・アジン・サッカークラ

ブのオーナー、ホセイン・ヘダーヤティー（Ḥossein Hedāyatī）で 2億 8,500万ドルの負債

を負いながら、フロント企業を利用して責任を逃れようとしたとして訴えられている 54。

カスピアン信用金庫は、4兆トマンの負債を抱え、預託金を返済できないことが判明し、

2016年に中央銀行の勧告で株主は倒産を決定した。中央銀行と司法権は、同信用金庫の預

金者約 46万人に上限 20億リヤル（約 5.65万ドル）の支払いを開始すると発表していたが、

2017年 5月以降、返済を中止したまま支店が次々と閉鎖されたため、預金者が 2017年に

議会や中央銀行前で度々、抗議活動を行っていた 55。同信用金庫は、傘下に 8つの信用組

合──ホラサーン・ラザヴィー州（州都マシュハド）を拠点とするフェレステガーン 56、

アル・ザハラー・マシュハド、ハサナート・エスファハーン、ケルマーンシャーの畜産業・

農業従事者、バダル・トゥース・マシュハド、ペイヴァンド、オミード・ジャリーン・ゴ

ルガーン、マーザーンデラーン農業民──を擁していた。これらの信用組合の本拠地は、

今回の抗議活動がいち早く伝播した都市とも重なっており、地方在住の農民や畜産業者な

ど、カスピアン信用金庫になけなしのお金を預けていた人々は、汚職や横領罪を犯した有

力者が厳罰を受けていない状況に不満を募らせ、抗議デモに参加したものと考えられる。
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（d）災害

クルド系人口の多いケルマーンシャーも今回の抗議運動の中心地の一つとなった。12月

29日に同市の中心部にあるアーザーディー広場に集まった 300人近くの人々は「シリアや

パレスチナは放っておいて、我々の面倒をみてくれ」、「政治犯を釈放せよ」、「死か自由か」

といったスローガンを唱えた 57。

寒波がクルディスタンの山々を襲う直前の暮秋に、イラン西部でマグニチュード 7.3の

地震が発生し、ケルマーンシャー州サルポレ・ザッハーブ郡を中心に多くの建物が損壊し、

400名以上の死亡者が出た。地震発生直後の 11月 12日に、ジャハーンギーリー副大統領

は遺憾の意を表明するとともに、「倒壊した家の多くが、アフマディーネジャード政権期に

貧困層向けに建設されたメフル住宅であり、新築住宅がすぐに倒壊した原因を道路都市建

設省に調査させる」と述べた 58。これに対し、11月 18日に最高指導者事務所特別代理のヴァ

ヒード・ハカーニヤーン（Vaḥīd Ḥaqāniyān）は、「地震被害者と 1,200万人のメフル住宅居

住者の不安を掻き立てる発言をしたジャハーンギーリーに、神よ呪いあれ」と、メフル住

宅問題を政治化させないよう圧力をかける発言を行った。彼の発言に対する非難が高まり、

翌日には、ハカーニヤーンは釈明に追われた 59。

寒さが増す中、被災者の間で援助物資や仮設住宅の建設の遅れへの不満が高まった。ロ

ウハーニー政権が、メフル住宅計画を遂行したアフマディーネジャード政権や住宅建設で

恩恵を受けた人々への批判を先鋭化する一方で、被災者を置き去りにして政争に走ってい

るとみなされたからである 60。近年、イランでは、テヘランの商業施設プラスコビルの火災・

崩壊事件、列車の脱線事故、洪水や地震などの自然災害、大気汚染や水不足を含む環境問

題など、様々な事故や事件が発生している。政府はその度に問題解決の約束を繰り返して

きたが、災害予防対策や事故後の対応に全く改善が見られず、SNSでは、今年度予算が災

害危機管理の費用よりも宗教団体に多く配分されていることに非難が集まっていた。

（3）体制エリートによる世論対応の失敗

内務省報告書は、「2017年春の大統領選挙戦の間、保革の候補者間で対立が激化し、選

挙公約に国家の資源や許容範囲を無視した非現実的な公約を盛り込んだために、人々の政

府への要求や期待を高め、結果的にその期待に応えられず、人々の不満を増幅させる結果

となった」として選挙戦でのポピュリズム的手法への反省を促している 61。また、近年、

敵対派閥の汚職暴露がエスカレートする傾向にあり、それが政治への不信感とイスラーム

体制自体への絶望感の広がりをさらに助長した点も指摘できる。

（a）大統領選後の保革対立の先鋭化とポピュリズム政策

2017年 5月 19日に第 12回イラン大統領選挙が実施され、57パーセントを得票した現職
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のロウハーニーが大統領に再選した。4月 21日から 5月 18日まで、監督者評議会によっ

て出馬資格を認められた 6名の候補者の間で、候補者の資質や公約を宣伝するための選挙

集会、インターネットやチラシでの広報活動などが展開された（表 2）。選挙戦のハイライ

トは、4月 28日、5月 5日、12日に行われたテレビ討論会であった。現実派の現職に対し、

保守派候補のライースィー前検事総長と、テヘラン市長のガーリバーフが挑む形で展開し

た。原則主義派候補は、「ロウハーニー政権下で貧富の格差が拡大した」と主張し、600万

人分の雇用創出や補助金の三倍増など非現実的なバラマキ策を約束して、中下層階級をひ

きつけようと試みた。対するロウハーニー大統領は、ジャハーンギーリー副大統領の援護

を受けながら、核合意の達成やインフレ抑制などの成果を強調し、「バラマキ策は、アフ

マディーネジャード前政権期のように再びハイパー・インフレを招き、経済を混乱させる」

表2　2017年大統領選挙候補者の得票数

候補者名 得票数 得票率

ハサン・ロウハーニー現大統領
現実・改革派候補

23,549,616 57%

エブラーヒーム・ライースィー元検事総長、シーア派宗教財団アー
スターネ・ゴッズ・ラザヴィー管財人、原則主義派候補（原則主
義派の統一組織「イスラーム革命勢力人民戦線」の推薦、伝統保
守派のゴム教師協会と闘う聖職者協会、強硬保守派の革命永続戦
線の支持）

15,786,449 38.5%

モスタファ・ミールサリーム元イスラーム文化指導相
（Moṣtafa Mīrsalīm）
伝統保守派のイスラーム連合党候補

478,215 1.16%

モスタファ・ハーシェミー・タバー元副大統領
（Moṣtafa Hāshemī-Ṭabā）
独立候補、現実・改革派寄り

215,450 0.52%

立候補辞退した候補者

エスハーク・ジャハーンギーリー第
一副大統領
現実・改革派候補

モハンマドバーゲル・ガーリバー
フ・テヘラン市長（Moḥammad-Bāqer 
Qālibāf）、原則主義派候補（原則主
義派の統一組織「イスラーム革命勢
力人民戦線」の推薦）

（出所）イラン内務省発表資料より筆者作成。
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として応戦した 62。原則主義派は、2005年に当選したアフマディーネジャード大統領に倣っ

てポピュリズム的政策を宣伝したが、現実・改革派候補は、ポピュリズムへの強い警戒、

原則主義派の対外強硬策による経済破綻と戦争の危険性を強調した。

今年のテレビ討論会では、各候補が互いを口汚くののしり合い、秘密を暴露しあって対

立候補を攻撃しあう、前代未聞の激しい応酬が行われた。第三回討論で、ガーリバーフが

市長権限で入手した、ジャハーンギーリーとロウハーニーの個人の持ち家の証書をテレビ・

カメラの前で広げ、廉価で高級住宅街の土地を入手したとして二人を「特権的利益の享受

と汚職」で激しい個人攻撃を展開した。これに対し、ロウハーニーとジャハーンギーリーは、

ガーリバーフ自身の汚職問題で反撃し、さらには、生中継のテレビ放送中に体制のタブー

とされてきた、1988年のMKOメンバー等反体制派の大量処刑事件へのライースィーの関

与を認める発言をした。また、ロウハーニーはライースィーを支持する IRGC、バスィージ、

司法権、国営放送、アースターネ・ゴッズ財団等の最高指導者直轄機関の選挙介入を強く

批判した 63。

全国の視聴者がテレビ討論と同時並行でそれぞれの陣営がウェブサイトに証拠資料を掲

載して繰り広げられた、テレビとサイバー上の論戦の釘付けとなった。保革の激論に口を

はさめず、精彩を欠いたハーシェミータバー候補は、「候補者同士の腐敗と汚職を糾弾する

さまが激しすぎて最悪の見苦しさを示した」と感想を述べている 64。図らずも、テレビ討

論は、イスラーム体制エリートの間で蔓延する腐敗を露呈する形となった。

5月 19日の投票日には、前回の投票率（全国 72.7パーセント、テヘラン 64パーセント）

を上回り、全有権者（56,410,234人）の 73.1パーセント（テヘラン 70パーセント）が選挙

に参加した。既述の通り、ロウハーニー大統領が 57パーセントを得票して当選した。次

点のライースィーは選挙戦への出馬まで一般市民の間ではほぼ無名であったにもかかわら

ず、38.5パーセントと健闘した。結果的には、ロウハーニーに投票した約 60パーセント

の有権者がポピュリズム的手法や政策を否定し、40パーセントの有権者の間ではアフマ

ディーネジャード政権時代のバラマキ政策を懐古する貧困層と既得権益者の組織票が流れ

た。

欧米の大統領選挙を真似て、2009年からイランでも大統領候補者のテレビ討論が開始し

た。検閲されていない生の議論を聞くことができるため、例年、高い視聴率を誇るテレビ

討論での印象が、選挙の投票行動に大きく影響してきたと指摘されている 65。他方で、テ

レビ討論では、短時間で対立点を明確にするために、ポピュリスト的な手法や辛辣な攻撃

が視聴者の感情に訴えやすい。それは、あまりにも非現実的な公約を示した原則主義派だ

けではなく、ロウハーニーも「核以外の制裁をも解除させる」と、事実上、アメリカとの

国交回復を意味する、短期的には到底不可能な約束をしていた。対立のエスカレートによ

り、選挙後にも保革の溝が残り、政治派閥が互いに協力してイランの諸問題に取り組むと
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いうよりも、互いに足を引っ張り合い、それにエネルギーと時間が取られて、庶民が直面

する問題に対処できないでいる。こうしたことも、今回の抗議活動の背景となっていると

いえよう。

（b）抗議デモに関する世論調査

12月末からの抗議デモについて、大統領府戦略調査センターの依頼で、「イラン学生世

論センター」が 1月 5日から 15日までイラン国内の 11の州で 4,500人に対して世論調査

を実施した 66。回答者の 60パーセントが体制内の改革の可能性をまだ信じているが、31パー

セントは根本的な体制変換がなければ改革は無理と、体制内での改革の望みを失っていた。

25パーセントが国の現状に満足し、74.8パーセントが不満を持っていた。これまで、イラ

ン当局は反対派の抗議活動を決して許可してこなかったが、合法的に抗議集会が開催され

た場合、41パーセントが参加すると回答した。

35パーセントが抗議のスローガンは体制全体に向けられたと答え、40パーセントが行政

府、9.2パーセントが宗教指導者と回答した。SNSで拡散された映像の多くでは、最高指

導者を名指しで非難しているものも多く散見された。69パーセントが抗議の理由を経済問

題や雇用問題と答え、30パーセントが汚職、20.6パーセントが公正の不在、13.5パーセン

トがシリアとパレスチナへの支援の中止、9.8パーセントが表現の自由、2.3パーセントが「緑

の運動」の指導者の釈放であった。61パーセントがイラン国営放送が抗議の真実を伝えて

いないと考えていた。国営放送では抗議の参加者を数万人と過小評価して報道していたが、

回答者の多くはそれよりもはるかに多いと推測している。37.5パーセントが抗議は今後も

続くと考えていた。世論調査の実施を依頼した大統領府戦略調査センター長のヘサーモッ

ディーン・アーシェナー（Ḥesām al-Dīn Ᾱshenā）は、「この抗議は政策決定者にとって、深

刻な警告であり、真摯に受け止めなければ、悲惨なことになるだろう」と警告している。

おわりに

今回の抗議活動を重く受け止めた改革派のリーダーを中心に、「これまでの体制の矛盾や

問題を直視し、真剣に改革に取り組まない限り、イスラーム体制は崩壊するだろう」とい

う危機感を基にした発言が多くなされている 68。改革派と現実派は、保守派に対し、あく

まで権益を独占し、より多くの人に富を分配するシステムに変えるつもりはないのか、イ

スラーム的価値観を、それを信奉しない若者たちに強制し続けることはできるのか、爆発

寸前の不満を蓄積させた多数の人口を抱える中で、体制を維持し続けることができるのか、

問うている。1月 8日にロウハーニー大統領は、「若い抗議者たちの不満は経済に留まらず、

政治や社会的分野に及ぶ。我々は一定の生活スタイルをモデルとしてきたが、我々より二

世代若い人々にそれを強要することはできない。体制を維持するためには、抗議者の不満
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や要求を把握し、彼らを『インクルーシブ（inclusive、包摂）』するシステムの構築に努力

すべき」との見解を示した 67。抗議デモの中で、少女たちがテヘランのエンゲラーブ（革命）

通りでスカーフを脱いで、木の棒に旗のようにぶら下げて振る写真が SNS上に拡散され、

話題となった。その後、同様に街角でスカーフを脱いで写真を投稿することで、体制に強

制されてきたヘジャーブに反対する女性たちの運動が新たに開始し、支持を集めている。

今回の抗議活動を受けて、2018年 1月以降、テヘラン市議会と国会は、一定の要件を満

たせば、「市民による政府に対する抗議集会の合法的実施を可能とする法案」を用意してい

る。議会も政府も、抗議の再発を防ぐための方法を模索しており、司法権及び国家安全保

障最高評議会も 2012年以来自宅軟禁に置かれている「緑の運動」リーダーのミールホセイ

ン・ムーサヴィー（Mīr-Ḥossein Mūsavī）とメフディー・キャッルービー（Mehdī Karrūbī）

の行動の自由を緩和する方向を検討していると一部で報道されている 69。これに対し、多

くの既得権益を握る保守派の動きは鈍い。

そうした中、2月 14日の革命記念日 39周年の演説で、ロウハーニー大統領は、「憲法は

行き詰まりを解決する大きな可能性を持つ。論争となっているテーマについて、憲法 59条

に基づいて国民投票をすれば良い」と広言した。ロウハーニーは、1982年にホメイニー師

が司法権と政府に個人の権利を尊重するよう通達を出したことに触れ、「革命の列車に革命

直後は多くの人々が乗車していたが、一部は自分から降り、一部は私たちが降りざるをえ

なくした人々がいる。体制と革命精神を維持するためには、多くの人々の参加が必要であ

る」と語った 70。

原則主義派系メディアは、「何のために国民投票をすべきか不明であり、必要はない」と

して、早速、国民投票に反対の姿勢を示したのに対し、国内外の識者の間からは、賛成の

意が寄せられている。これまで、イランで国民投票が実施されたのは、1979年革命直後の

3月に「イスラーム共和制か否か」を問うたもの、同年 12月の憲法の承認、1989年 7月にハー

メネイー師が最高指導者に就任できるよう修正された憲法改正と、国家の命運を分ける重

要項目について実施されてきた。国民投票を実施するためには、国会議員の 3分の 2の賛

成が必要である。加えて、国民に何を問うのか、ハーメネイー最高指導者やその支持基盤

である保守派との入念な調整を要し、投票結果によっては、イスラーム体制の存続すら揺

るがせる重要なものとなる可能性がある。現状の行き詰まりを打開しない限り、いずれ不

満を蓄積させた貧困層と中間層が合流した時、イスラーム体制は、もはやその抗議運動を

従来の方法で鎮圧することは困難な岐路に立っている。
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─注─

1 2018年 1月 2日付 BBC Persian報道「これ以前に抗議集会の見本はなかったか？」<http://www.bbc.
com/persian/iran-42541340>, accessed on January 3, 2018によれば、1月 1日までに 75以上の都市や町で
抗議集会が開催された。

2 2018年 1月 2日付 BBC Persian報道「少なくとも 9人がイランの月曜日の抗議の中で死亡した。」
<http://www.bbc.com/persian/iran-42539053>, accessed on January 3, 2018; 2018年 1月 3日付 BBC Persian
報道「イランの抗議：テヘランでは鎮静化しつつあるが、他の都市では混乱が継続」<http://www.bbc.
com/persian/iran-42548936>, accessed on January 4, 2018.イラン国営放送は、エスファハーン州で少なく
とも 9名が抗議の中で死亡したと報道した。1名がカフダリージャーンで、1名がホメイン・シャフル
で、1名がナジャフアーバードのキャフリーズサングでバスィージのメンバーが 1名、ナジャフアーバー
ド近くで治安維持軍兵士が死亡した。 

3 2017年 12月 30日付 BBC Persian報道「反政府の経済抗議に直面して途方に暮れる政治派閥」<http://
www.bbc.com/persian/iran-features-42524136>, accessed on December 31, 2017.

4 2018年 1月 4日付 BBC Persian報道「イランにおける 1週間の騒動のタイムライン」<http://www.bbc.
com/persian/iran-features-42561203>, accessed on January 5, 2018. 1月 3日に IRGC司令官（匿名）がアフ
マディーネジャードに近いサイトの一つが抗議に参加を呼びかけていたとして非難した。ロウハーニー
の顧問のヘサーモッディーン・アーシェナー（Ḥesāmoldīn Āshenā）も抗議をアフマディーネジャード
に結び付けた。

5 2018年 1月 2日付 BBC Persian報道「イランの改革派は抗議について何を言っているか？」<http://
www.bbc.com/persian/iran-42542707>, accessed on January 3, 2018.
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68 社会学者のマクスード・ファラーステハーフ（Maqsūd Farāstekhāh）によれば、イラン人の 33パーセ
ントが貧困以下にあり、大学卒業者の 40パーセント（から半分）が無職である。1990年代生まれの彼
らは社会で正式に認められていないと感じている。革命を起こした人々にもっと違った生活をしたかっ
たのに、なぜ、革命の犠牲にならなくてはいけないのかと感じている。体制の中で居場所を見つけら
れず、「他者」として不満を蓄積させ、爆発寸前になった。体制に希望を見出していないため、互いに
連帯して組織化する希望もない。体制は迎合しない人を彼らは「他者」として排除して治安化してきた。
イランの GDPは 27位だが、幸福度では 108位である。富の管理と資源の分配、社会福祉の権利のた
めの計画、市民への対応で問題があることは明らかである。政治のリーダーが考えを修正しない限り、
レジーム・チェンジの可能性がある（2018年 1月 25日付 BBC Persian報道「抗議へなぜイラン人が
立ち上がったのかという疑問への異なる見解」<http://www.bbc.com/persian/iran-42820057>, accessed on 
January 28, 2018）。2018年 1月 7日に、サイード・ハッジャーリアーン（Sa‘īd Ḥajjāriyān）、モスタファ・ター
ジュザーデ、フェイゾッラー・アラブソルヒー（Feiz̤ollāh Arabsorhī）とモハンマド・レザー・ハータミー
（Moḥammad Rez̤ā Khātamī）を含む 16名の著名なイラン人改革派リーダーが、「抗議の原因となってい
る問題を解決するために根本的な処置がとられない限り、そして正当な不満が適切に表明される手段
を閉ざされている限り、人々の間の不満は続き、これらの抗議はより深刻な形で繰り返されるだろう。
存在する問題と社会の不満は、様々な次元を持っている。相当数の人々が経済の欠陥、失業、低賃金
に呻吟しており、いくらかの人々は政治的・社会的制限に抗議をしている」と、抗議者へのシンパシー
を示し、デモ中に逮捕された大学生の釈放を求める声明を出した（“Timeline: Iran Protests,” Iran Primer, 
January 11, 2018）。ヴァリー・ナスルは、「抗議と民衆の不満を保守派への圧力として利用し、ロウ
ハーニー政権は改革を推進する」と、イランの今後を楽観視している（Vali Nasr, “What the Iran Protests 
Were Not”）。

69 2018年 2月 17日付 BBC Persian報道「モタッハリー：治安と司法当局は今年末までに自宅軟禁解除の
約束をした。」<http://www.bbc.com/persian/iran-43097761>, accessed on February 18, 2018. 

70 2018年 2月 11日付 BBC Persian報道「イラン大統領は国民投票を政治的行き詰まりから脱する方法と
認識している。」<http://www.bbc.com/persian/iran-43021965>, accessed on February 15, 2018. 
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第 4章　スィースィー政権に対する武装勢力による脅威の考察

鈴木　恵美

はじめに

2011年の「1月 25日革命」以来、エジプトでは経済の低迷と社会の不安定化、テロ事件

の頻発など治安の悪化が続いている。テロ事件については、2011年 2月に始まる民主化の

過程ではほとんど発生しなかったが、2013年 7月に当時国軍総司令官であったスィースィー

（‘Abd al-Fattāḥ al-Sīsī）がクーデターでムルスィー（Muḥammad Mursī）政権を倒し、翌月 8

月にムスリム同胞団（以下同胞団）に 600名を超える死者を出す強制排除が行われて以降

急増した。筆者はかつて、「スィースィー政権の支配はエジプトが 1952年に共和国体制と

なって以降、構造的には最も安定的であるが、テロが政権にとって最大の弱点である」と

指摘した 1。この現状は現在も変わりはない。

大衆の支持のもとでクーデターを決行し、2014年に大統領に当選したスィースィーは、

テロ組織に対して徹底した掃討作戦を実施している。しかし、2017年を通して主要都市に

おいてテロ事件が頻発し、事件が発生するたびに当局は同胞団の関与を強調した。はたし

て、同胞団系組織は本当に脅威となっているのか、脅威であるならば、政権の安定性とい

う点においてどのような脅威となっているのだろうか。本稿の目的は、複数存在するエジ

プトにおける武装勢力のなかでの同胞団系勢力の位置付けを明らかにし、政権にとっての

脅威を整理し、考察することにある。

第 1節では、2017年までのエジプトにおけるテロ組織を分類、整理する。第 2節では、

それぞれの武装組織が、政権にとってどの程度の脅威なのかを示した上で、第 3節におい

て、同胞団が当局にとってどの程度の脅威であり、今後この脅威の度合いが低下するのか、

それとも増大するのかについて考察する。

1．武装組織の分類と整理

（1）離合集散から収斂へ

最初に、2013年から 2017年までのテロ活動について概略する。2013年にムルスィー政

権が倒されると、スィースィーが後ろ盾となった新たな政権の打倒を目指す様々な武装勢

力が結成された。当初、テロ事件の中心となったのは、2011年初頭のムバーラク（Muḥammad 

Ḥusnī Mubārak）政権の崩壊と同時期にシナイ半島北部で結成された「エルサレムの支援者

団」（Anṣār Bayt al-Maqdis）だった。この組織は 2013年 7月に同胞団が弾圧されると本土

での活動を開始したが、それは同胞団に同調したためではなかった。そもそも「エルサレ

ムの支援者団」は、政府による不当な扱いに対して恨みを持つシナイ半島北部のサワルカ
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族の出身者により、1990年代半ばに結成されたタウヒード・ワルジハードを基盤に設立さ

れた。そのため、本土を基盤とする同胞団との関係は薄く、むしろ同胞団出身のムルスィー

が大統領を務めていた期間を通して、両者の関係は悪化していた。しかし、ムルスィー政

権がクーデターで排除されると、同胞団と同様に政府への報復を掲げる「エルサレムの支

援者団」に、本土で支持を拡大できる状況が生まれた。つまり、スィースィーによる同胞

団の弾圧は、「エルサレムの支援者団」が本土においてジハード（聖戦）を行う口実となっ

たといえよう。そして、元同胞団員を含む、本土の様々なテロ因子が「エルサレムの支援

者団」に合流し、シナイ半島と本土において治安関係者や施設、司法関係者を狙った事件

を繰り返した。しかし、「エルサレムの支援者団」が 2014年に「イスラーム国」に忠誠を

誓い（バイア）「シナイ州」となると、これに不満な本土の勢力が組織から離脱し、新たに

別の組織を立ち上げた。それらは離合集散を繰り返し、「シナイ州」もまた本拠点であるシ

ナイ半島における武装闘争に活動を限定するようになった。そして、2013年以後乱立した

武装組織は、2017年頃までには、以下に分類する通りに収斂していった。

（2）主要な武装組織

2017年末の段階の武装組織を、拠点、声明文、標的などから分類、整理すると、「イスラー

ム国」傘下の組織である「シナイ州」と「イスラーム国エジプト」、西部砂漠を拠点とし、

高度な軍事訓練を受けた戦闘員によって構成される「アンサール・イスラーム」などの勢力、

そして同胞団系組織の 4種類に分類することができる。

（a）「イスラーム国」傘下の組織

最初に「イスラーム国」傘下の武装勢力についてみてみよう。活動の拠点は、「シナイ州」

はシナイ半島、「イスラーム国エジプト」はカイロを中心とした都市部である。「イスラー

ム国エジプト」は指導者（Amīr）の氏名を明らかにしていないが、これまで出された声明

文から、両組織はそれぞれ異なる人物を指導者としていると思われる。構成員の主体は、「シ

ナイ州」がベドウィン系部族である一方、「イスラーム国エジプト」についての詳細は不明

だが、非ベドウィン系の本土出身者で構成されていると考えられる。つまり、「イスラーム

国」という同じ旗を掲げてはいるものの、シナイ半島と本土の「イスラーム国」は別組織

であり、ある程度区別して考えるのが妥当である。「シナイ州」の第一の標的は、軍や警察

などの治安当局である。また「シナイ州」の特徴として、多数の死者を出すような大規模

なテロ攻撃を厭わないことを指摘できる。2015年 10月には、ロシアとの関係を強化する

政権に打撃を与えるため、あるいは観光収入に打撃を与え国家財政を逼迫させるため、シ

ナイ半島北部においてロシア人観光客が乗る旅客機を爆破して 224名の死者を出した。さ

らに 2017年 11月には、シナイ半島北部ビイル・アル＝アブド郊外のローダ村のモスクに
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おいて、311名を殺害する乱射事件を起こした。

一方、カイロを中心に活動する「イスラーム国エジプト」は、2015年の結成当初は「シ

ナイ州」と同様に、イタリア領事館や治安関係施設の爆破など当局に対する大規模な爆破

事件を起こしていた。しかし、2016年末以降は標的をキリスト教コプト派の教会や信者に

絞るようになり、自爆という攻撃手法を用いて複数の爆破事件を起こした。2016年 12月

にカイロ中心部において 25名が死亡する自爆事件を実行し、2017年 4月にはアレクサン

ドリアとデルタ地域のタンターにおいて計 47名、同年 5月に中部メニヤ県で 28名、さら

に 12月にはカイロ南部ヘルワーンにおいて 11名が死亡する事件を起こした。

（b）西部砂漠を拠点とする組織

西部砂漠には、リビア北東部のディルナに拠点を持ち、特殊な軍事訓練を受けた戦闘員

により構成される組織が存在している。2014年にファラフラ・オアシスにおいて検問所を

襲撃し、当局側に 21名の死者を出した。この事件には、「エルサレムの支援者団」が「シ

ナイ州」となったことを機に組織から離脱した元陸軍特殊部隊員、ヒシャーム・アシュ

マーウィー（Hishām ‘Ashmāwī）が関わっているといわれる。その後、アシュマーウィー

は 2015年 7月に出した声明文のなかで、ムラービトゥーンという名の組織を結成し、そ

の指導者に就任したことを宣言したが、その声明文の冒頭で組織の結成に賛辞を寄せたの

が、アル＝カーイダを率いる元エジプト人医師のアイマン・アル＝ザワーヒリー（Ayman 

al-Ẓawāhirī）であった。このことから、両者は良好な関係にあると思われる。2017年 10

月には、アシュマーウィーの士官学校時代の同期アビー・ハーテム・アブドゥルハミード

（Abī Ḥātim ‘Abd al-Ḥamīd）が率いる「アンサール・イスラーム」が、バハレイヤ・オアシ

スで治安部隊を襲撃して当局側に 16名の死者を出した。またアシュマーウィーが「エル

サレムの支援者団」に属していた際に起きた、ムハンマド・イブラーヒーム（Muḥammad 

Ibrāhīm）内務大臣暗殺未遂事件の実行犯ワリード・バドル（Walīd Badr）は元陸軍中尉であり、

この事件もアシュマーウィーが関与したといわれている。以上のことから、現在西部砂漠

を拠点とする高度な戦闘能力を持つ勢力に、元軍人が複数加わっている可能性を指摘でき

る。

（c）同胞団系組織「ハスム」

同胞団との関係が考えられる、あるいは、かつての同胞団のメンバーまたは賛同者が関

わっていると思われる武装組織についてはどうだろうか。同胞団との関係が考えられるの

は「アジュナード・ミスル」、「エジプト人民抵抗運動」、「革命の懲罰」、「ハスム」などで

あり、その他にもフェイスブック上で人々に政権への暴力的な抵抗を呼びかける「放火運

動」、「死刑運動」、「クーデターに反対する火炎瓶運動」などがある。これらの勢力の共通



第 1部　中東情勢とエネルギー問題

̶ 66 ̶

点は複数挙げることができる。第一に、攻撃の標的を、警察や軍など治安当局の施設爆破

やその関係者の殺害としていること、第二に、「1月 25日革命」を「我々の革命」などと

表現して積極的かつ肯定的に評価していること、第三に、エジプトの国民国家としての枠

組みを肯定するなど、エジプトに対する強い愛着を示していることである。「1月 25日革

命」や国民国家を肯定的に評価することは、通常のジハード主義組織には見られない特徴

である。これらの特徴を持つ組織あるいは勢力は、2013年 8月以降、離合集散を繰り返し、

2016年 7月に公式に結成を表明した「ハスム」とその連携組織「革命旅団」に収斂しつつ

ある。「ハスム」とは、「エジプトの正義の腕運動（Ḥaraka Sawā‘id Miṣr: ḤSM）」の頭文字

を取った略称であるが、「ハスム」とはアラビア語で「決着」という意味もあることから、

当局と対峙する意欲が投影された名称といえよう。

「ハスム」はこれまでの声明文のなかで自らの「正当性」を主張しているが、この正当性は、

同胞団の支持者がクーデター直後から繰り返し主張した言葉だった。同胞団支持者は 2013

年 8月にナフダ広場とラバア・アダウィーヤ広場での座り込みが排除された後は、「正当性

を支持するための国民連合」という運動を立ち上げて、全国の主要都市でデモ行進を行っ

た。「ハスム」がこれまで出した声明文の最後には、「我々の革命を我々の（正義の）腕によっ

て守る」という一文が記されている。文中にある「革命」が、エジプトにおけるいずれの

革命を指すのかは明記されていないが、同胞団が合法的に政権を掌握するきっかけとなっ

た「1月 25日革命」を意味するものと思われる。「シナイ州」や「イスラーム国エジプト」

など、ジハードを強調した組織は、「1月 25日革命」を積極的に否定はしてはいないものの、

肯定したり、あるいは声明文のなかで「革命」という言葉を用いることは少ない。その点

においても、「ハスム」は「イスラーム国」系などイスラーム国家を樹立するためにジハー

ドを掲げる組織とは異なる特徴をもつといえるだろう。

また、国内外の武装勢力との関係については、少なくとも現時点では、限定的であるよ

うである。というのも、これまで「ハスム」が公表した声明文では、警察や軍の幹部を殺

害した「成果」が写真などを用いて宣伝されているが、その技法は「シナイ州」など国際

的な支援のある組織と比較すると簡素といえる。このことから、広報部門は高度な技術を

備えていない、あるいは広報部門を技術的に支援するような国際的なネットワークを持ち

合わせてはいないと思われる。

ジハード主義組織との違いは他にも挙げることができる。例えば、この組織の名称である。

注目されるのは、組織名に「運動」という意味のハラカを用いていることである。つまり、

通常ジハード主義が組織名として用いることが多い、団を意味する「ジャマーア」や、組

織「タンズィーム」などではなく、より政治的要素が高い「運動」を組織名に掲げている

ことは、同胞団との関係を強く感じさせる。

このように、「ハスム」はジハード主義組織との違いが明確であり、同胞団とのつなが
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りを半ば明確にしている。2017年 9月に、同胞団の元最高指導者ムハンマド・アーキフ

（Muḥammad ‘Ākif）が獄中で死去した際には声明を発表し、アーキフはネルソン・マンデ

ラ（Nelson Mandela）やチェ・ゲバラ（Ernesto Guevara）と並ぶ抵抗の象徴であると称賛し

た 2。「イスラーム国」もまた「ハスム」を同胞団と見なしているようで、その広報サイト、

ワファーにおいて、「ハスム」は同胞団であり、イスラーム主義組織としては「シナイ州」

には及ばないと述べている 3。

以上、エジプトでは 2013年のムルスィー政権の崩壊以降、様々な種類の武装集団が乱

立したが、2017年末の段階ではそれらは 4つの組織に分類された。これらの組織の標的が

スィースィー政権であることは共通している。しかし、スィースィー政権は、事件がある

たびに、特に同胞団の脅威を強調している。同胞団系の武装組織は、政権に最も脅威を与

える存在なのであろうか。

2．脅威の考察

スィースィー政権はどの組織に対し、どの程度の脅威を感じているのだろうか。政府に

とって、いずれの組織も脅威であることには違いがない。しかし、その脅威の程度は組織

により異なるだろう。エジプト政府は武装組織については情報公開を非常に制限しており、

この疑問に答える資料や論拠は十分とはいえないが、ここでは、限られた資料をもとに、

それぞれの反体制武装組織の脅威がいかなるもので、そのなかで同胞団による脅威がどの

ように位置付けられるのか、上記の分類に従って考察する。

（1）スィースィーの対テロ政策

個別の武装組織の政府に対する脅威を考察するにあたり、政府の対テロ政策とその効果

を明らかにする。2013年 8月末以降、後に「シナイ州」となる「エルサレムの支援者団」

による当局を狙った爆弾テロが頻発すると、2014年 6月に大統領に就任したスィースィー

は、2015年 9月には特にシナイ半島の武装勢力に対し、「殉教者の権利」作戦と銘打った

反テロ掃討作戦を展開し、2018年 1月には「シナイ 2018」作戦を開始した。これらの軍

事作戦はシナイ半島に限定したものではないが、エジプト軍報道官の発表を見る限り、地

上における掃討作戦の多くはシナイ半島北部の武装勢力に対して行われている。作戦は主

にシナイ半島北部に第二野戦軍、第三野戦軍、国家警察治安部隊、諜報庁などを投入して、

陸と空から行われている。シナイ半島北部は、1978年のキャンプ・デービッド合意により、

エジプト軍の展開が禁止されているが、2011年前後から頻発したエジプトからイスラエル

へつながる天然ガスパイプラインの爆破事件以降、イスラエル政府との合意のもと、必要

に応じて軍を投入するようになった。

一方、西部砂漠の武装勢力については、その拠点が砂漠地帯であり、行動は広範囲に及

ぶため、大規模な地上部隊は派遣せず空軍による空爆作戦を行っている。空爆の範囲は時
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にはリビア東部に及んでおり、2014年 8月にはアラブ首長国連邦と共同でリビア東部のテ

ロ組織に対して空爆を行った。しかし、国内の西部砂漠における空爆同様、情報公開が非

常に制限されており、リビア東部における実際の作戦の全容は不明である。

グラフ 1と 2は、民間の調査機関タハリール協会（The Tahrir Institute）による調査である。

前者は本土とシナイ半島における武装勢力による攻撃件数の推移を表しており、後者は政

府の対テロ作戦における民間人犠牲者の数の推移を示している。グラフ 1によると、シナ

イ半島では集中的に掃討作戦が行われているにもかかわらず、武装勢力による当局に対す

る攻撃回数は減少していない。一方、本土では攻撃数そのものは減少傾向にある。しかし、

先述の通り、「イスラーム国エジプト」は標的をコプトへと変化させており、攻撃の頻度と

犠牲者の数は増加している。つまり、本土ではこれまで複数存在していた武装組織が、よ

り高い攻撃能力をもつ武装組織に集約される傾向がみられるといえる。

（2）武装組織の脅威

さて、ここで生じる疑問は、政府が 2015年に始まる「殉教者の権利」作戦以前の 2013

年秋から大規模な軍隊を投入して弾圧している「シナイ州」（2014年以前は「エルサレム

の支援者団」）が、どのような点において政権に脅威となるかという問題である。2015年

にロシア人観光客が乗った民間航空機を爆破した事件のように、半島南部のリゾート地に

対する攻撃は観光業を低迷させ、財政的に困窮する政権にさらなる経済的な打撃を与える

だろう。他方、2017年 11月にシナイ半島北部ビイル・アル＝アブドで起きたモスク襲撃

事件は、300名を超える多数の死傷者にもかかわらず、攻撃がシナイ半島内に留まる限り、

直ちに政権に脅威を与えるものではないことを示している。しかし、長期的には政権にとっ

て大きな脅威となる要素も存在する。シリア内戦に一定の目処が立ち、行き場のなくなっ

た戦闘員がシナイ半島に移動して増加し続けた場合、「シナイ州」の戦闘能力はさらに高ま

るだろう。また、これまでの部族民と政権の対立という構図に、宗派抗争の要素が加わる

可能性も指摘できる。このような状況に陥った場合、「シナイ州」が政権に与える脅威は現

在よりも格段に高くなるだろう。2017年 12月に北シナイのアリーシュを訪れたスブヒー

（Ṣidqī Ṣubḥī）国防大臣とアブドゥルガッファール（Majdī ‘Abd al-Ghaffār）内務大臣に対す

る暗殺未遂事件は、このような脅威が増加していることの表れといえるかもしれない。ま

た、シナイ半島における掃討作戦において民間人の死者数が急増していることも、長期的

には懸念される要素である 4。ベドウィン系部族の間には未だに「報復」の慣習が残っており、

大規模に展開される掃討作戦が新たな反政府勢力を生み出す要因となるからである。

では、「イスラーム国エジプト」は政権に脅威を与える存在なのだろうか。その手がかり

のひとつは、この組織の信条にあるだろう。それが表れているのは「イスラーム国」の英

語版広報誌『ルーミーヤ』第 9号である。そのなかで「イスラーム国エジプト」は、コプ
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トを攻撃することにエジプト国内の批判があることを承知しながらも、エジプトのコプト

はムスリムが本来保護すべきズィンミーではないなど、殺害の対象とすることに正当性が

あると強調していた 5。つまり、「イスラーム国エジプト」は人々の批判を恐れない傾向が

あり、その点において、1997年にルクソールで外国人観光客 62名を殺害して国内の強い

批判を受け、1999年に武力放棄を宣言した「イスラーム団」とは異なる。コプトに対する

グラフ1　本土とシナイ半島における武装勢力による攻撃件数の推移

（出所）以下のデータをもとに筆者作成。Egypt Security Watch, Quarterly Report: January-March, The Tahrir 
Institute for Middle East Policy, 2017, p. 9.

グラフ2　政府の対テロ作戦における民間人犠牲者数の推移

（出所）Special Briefi ng Rawda, The Tahrir Institute for Middle East Policy, December 7, 2017.
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攻撃は、少なくとも中期的に続く可能性が高いだろう。しかし、政権に対する脅威という

意味では、観光業の低迷による国家財政への打撃を除き、相対的には大きくはないといえ

る。

一方、西部砂漠を拠点とする武装勢力は、スィースィー政権にとって直近の脅威といえ

るだろう。先述の通り、この勢力は、既に国内で政府の要人暗殺未遂事件に関与し、治安

部隊との銃撃戦で当局側に大勢の犠牲者を出す高度な戦闘能力を備えている。また、活動

の拠点もエジプト政府が全面的な掃討作戦を展開することが困難な、複数の武装勢力が乱

立するリビア東部にある。加えて、アル＝カーイダとアシュマーウィーの影響下にある勢

力の連携が今後も進展すればより広範な武装組織のネットワークが構築され、エジプト政

府のみでのテロの根絶は一層困難となるだろう。

（3）「ハスム」が内包するスィースィー政権に対する脅威

「ハスム」の攻撃対象は、上記の諸勢力と同様に、治安当局幹部の暗殺などであるが、こ

れまでの死亡者数は「イスラーム国」系組織と比較すると少ない。その点においては、政

権にとって直近の脅威になるとは思われない。では、なぜスィースィー政権はテロが起こ

るたびに「ハスム」など同胞団系の武装勢力の関与を強調するのだろうか。その理由とし

て二つの仮説を挙げることができる。

一つ目は、政府による度重なる弾圧にもかかわらず、国内で同胞団の組織基盤が残って

おり、その動員ネットワークが機能する余地があるということである。クーデター後の政

権運営を担ったマンスール（‘Adlī Manṣūr）暫定政権は、2013年に国内法で同胞団をテロ

組織として非合法化し主な幹部を逮捕したが、複数の幹部はトルコやカタルなど国外に逃

亡した。現在はイスタンブルにおいて、アムル・ダッラーグ（‘Amr Darrāj）などが中心と

なり、海外における中心拠点を形成している。つまり、海外からの呼びかけに対し、国

内の元同胞団員が呼応する可能性は十分あるといえる。この仮説が現実身を帯びたのは、

2016年 11月に変動相場制が導入された時であった。変動相場制の導入に伴い通貨の下落

が予想されたが、その際にフェイスブックを通して「貧者運動」という名で、エジプト国

民に対しデモが呼びかけられた。ヤーセル・オムダ（Yāsir ‘Umda）という名の運動の主催

者は、在トルコの同胞団員と言われたが、政府はこの呼びかけに対し、主な広場を封鎖す

るなど厳重な警戒態勢で臨んだ。これは、政府が海外からの呼びかけをいかに真剣にとら

えているかの証左といえる。

そして二つ目は、これまで同胞団とは関わりのなかった人々の不満を、同胞団系の組織

が取りこむ可能性があるという仮説である。「ハスム」は組織の正当性を主張するだけでな

く、「世直し」のための運動であることを強調している。2017 年 12月に、イギリス政府が

国内法で「ハスム」とその連携組織「革命旅団」をテロ組織のリストに加えた際には、即
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座に声明文を出してその行為を批判するとともに、「イギリス政府が帝国主義時代の罪をエ

ジプト人民に公式に謝罪せず、世界で最も独裁的な（スィースィー）政権を支持している」

と非難した 6。そして、その声明文には委任統治時代の写真を複数掲載し、「ハスム」が抑

圧者から人々を解放する存在であるかのような印象を演出した。

次節 3で述べる通り、スィースィーに対する経済的、社会的不満が高まるなか、立法府

や司法などの国家機関が人々の声を代弁することができないでいるなど、現在は「ハスム」

などの同胞団系組織への共感を呼ぶ状況にある。立法府や司法がいかに政権に追随してい

るかは、アカバ湾上のティーラーン島とサナーフィール島の帰属に対する姿勢に反映され

ている。2016年 4月、スィースィーは帰属が曖昧になっていたアカバ湾の二島の帰属はサ

ウジアラビアにあることで同国と合意したと発表した。国民は政治的志向を問わず、スィー

スィーの発表に激しく反発したが、議会はスィースィーの判断に追随し、2017年 6月に議

会において二島の帰属をサウジアラビアと定める法案を通過させた。ムルスィー期を除き、

議会はナセル（Jamāl ‘Abd al-Nāṣir）以降、一貫して政権の政策を法的に支える翼賛的な機

関であり、スィースィーのもとで召集された議会においても、親スィースィーの最大会派

「エジプト支援（Da‘m Miṣr）」が 596議席中約 300議席、約半数を占めている。これまでも、

議会は召集される前に発せられた 330余りの大統領令を実質的な審議なしで議会を通過さ

せ、また国民からの批判にもかかわらず「NGO法」を改正するなど、政府に批判的な声を

封じる法律を次々と可決していた。

「良識の府」であった司法は、二島の帰属を巡って見解が分かれた。司法は、ムバーラク

期を通して政権の政策に違憲判決を出すなど、権威主義的な政府に抵抗する存在だった。

しかし、ムルスィーが大統領の任期中に度々司法を掌握するかのような大統領令を出すと、

司法はムルスィーや同胞団に敵対するようになった。そして、2013年 7月のクーデター後

は、同胞団や主要メンバーの資産の凍結や没収などを合法化し、やがて政府による国民の

自由を制限するような政策に法的整合性を与える存在となった。ティーラーン島とサナー

フィール島の帰属については、簡易裁判所は合意を有効と判断したが、2017年 1月に最高

行政裁判所が政府間の合意は無効という判決を出した。2018年 1月時点で残る判決は最高

憲法裁判所による判決となったが、政府が裁判所は国家の主権にかかわる問題の是非を判

断することができないと主張するなか、最高憲法裁判所は判決を先延ばしにした。

3．強化される社会統制

（1）権威主義的体制の復活

スィースィーは、クーデターによって同胞団の支持者を政治領域から強制排除したため、

実質的に政権を掌握した直後からテロ攻撃に直面した。スィースィーにとって、政権に不

満を持つ個人、勢力、組織はテロリストと同義語であり、武力を用いた対テロ対策と、武
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力を用いない社会統制の強化は切り離すことができない。そのため、対テロ掃討作戦と社

会に対する規制の強化は並行して行われた。

まず、2013年 8月にクーデターに抗議していた同胞団支持者が強制排除され 600名を超

す死者が出ると、同胞団支持者は「正当性を支持するための国民連合」を結成して連日デ

モ行進を行った。この行動に対し、スィースィー総司令官が後ろ盾となったマンスール暫

定大統領は、まず同年 11月に「公的な場所における集会および行進における権利の制限に

関する法」2013年第 107号法（通称デモ規制法）を制定してデモを認可制とした。これに

より、2011年以来、政治的意思の表出手段となっていたデモは事実上禁止された。そして

2015年 8月には「テロ対策法」が改正され、その第 33条において、テロに関しては政府

と異なる見解を報じた報道機関は罰金あるいは業務停止が課されることになった。その結

果、2017年 5月までに 57社が閉鎖に追い込まれた 7。さらに、2017年 5月には「NGO法」

が改正され、NGOが独自に行った世論調査や統計データを公表する際には、事前に政府

に許可を得ることが義務付けられた。歴代政権は、人権団体などの NGOを統制するため、

これまで度々活動規制を強化する法改正を行ってきたが、規制の対象が調査結果にまで及

んだのは初めてであった。

このように、スィースィー政権は、同胞団や武装組織の活動を封じ込めるため社会統制

を強化したが、この政策には武装勢力によるテロ活動を防止する目的以外にも、スィー

スィーの統治理念が影響しているかもしれない。人権活動家で弁護士のアムル・ハムザー

ウィー（‘Amr Ḥamzāwī）は、権威主義化を強める政権について、「スィースィーはムバー

ラクが同胞団による活動を一部容認した政策が誤りだったと認識している」と述べている 8。

スィースィーが、このような統治理念に基づいて政策を立案しているのであれば、将来的

に社会に対する規制を緩和する可能性は一層低くなるだろう。

（2）蓄積する不満と強化される自由の制限

では、社会はこのような自由の制限に、いつまで耐えることができるのだろうか。社会

的な不満を緩和させる経済の回復は遅れており、むしろエジプトを巡る経済状況は厳しい。

2011年以来エジプトの財政は悪化していたが、スィースィー政権は 2016年 8月に、国際

通貨基金（IMF）から 3年間で 120億ドルの融資を受けることの引き換えに、経済改革を

実施することで同機関と合意した。それに伴い変動相場制の導入、補助金の削減、付加価

値税の導入など経済改革が実施されたが、これらの改革は人々の日々の生活に大きな影響

を与えた。変動相場制の導入に際しては、エジプトポンドの価値が半減し、外貨で取引を

している企業は大きな打撃を受けた。貧困率はムバーラクが辞任する前年の 2010年は 25.2

パーセントであったが、ムルスィーが政権を担っていた 2012年は 26.3パーセント、2015

年には 27.8パーセントにまで悪化した 9。
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このように、経済改革が国民の生活を圧迫し、人々の不満は蓄積されているが、社会に

対する自由の制限は少なくとも当面は継続されると思われる。それは、スィースィー政権

を巡る内政的、外交的な状況からも明らかである。内政的な理由としては、大統領選挙を

挙げることができる。2014年に制定された現行憲法は、大統領は 4年任期で 2期のみ務め

ることが可能と規定している。しかし 2017年を通して、政権寄りの特定の議員から 2018

年 3月の大統領選挙に向け、大統領の任期を 4年からムバーラク期と同様に 6年に延長す

る憲法改正を行うよう繰り返し提案があった。2018年は憲法通りに実施されることになっ

たが、現行憲法のままではスィースィーは 2022年の大統領選には立候補できず、任期の延

長か再任回数の制限を撤廃する憲法改正が必要となる。国民投票で憲法改正が承認される

ためには、言論や出版などの表現の自由を規制し続け、反体制勢力の活動を弾圧する必要

があるだろう。

また、スィースィーはロシアや中国など非民主的な体制を是認し、テロを含む反体制的

勢力との対話を否定する国家と関係を強化している。両国との関係強化は長期に及ぶと思

われ、今後両国から民主化圧力などの外圧を受ける可能性は極めて低い。アメリカにとっ

てもまた、「テロとの戦い」においてエジプトは欠くことのできない相手である。オバマ

（Barack Obama）米大統領は、2013年のクーデターを理由に 2015年 3月までアメリカ政府

がエジプト軍に毎年提供していた 13億ドルの軍事支援を停止したが、この期間であっても

対テロ支援という名目で小規模ながらも軍装備品の提供を継続していた。エジプト政府は、

対テロ政策と社会に対する規制の強化は不可分と見なしている可能性があり、このような

状況においては「対テロ戦争」を重視するアメリカ政府の民主化圧力は限定されると思わ

れる。

おわりに

エジプトでは 2013年から現在まで、多くの武装組織が誕生した。「イスラーム国」に忠

誠を誓った「シナイ州」と「イスラーム国エジプト」は、エジプトに宗派抗争の種を蒔こ

うと試みている。また、「ハスム」など同胞団との関係が疑われる勢力や組織による反政府

活動も依然活発で、人々の支持の拡大を模索している。エジプトの人々が容易に「ハスム」

に賛同するとは思われないが、エジプトを巡る厳しい社会的、経済的、政治的状況は、「ハ

スム」の主張に一定の説得力を与えている。2018年 3月の大統領選挙は実施までに大きな

混乱は見られなかったが、憲法を改正しない限りスィースィーは 3期目を務めることはで

きない。2022年に実施されるであろう大統領選挙に向けた諸勢力の動向が注目される。
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第 5章　 ポスト「イスラーム国」時代のトルコの外交

今井　宏平

はじめに

2017年 12月 31日に行われた 2018年の年頭の挨拶において、レジェップ・タイイップ・

エルドアン（Recep Tayyip Erdoğan）大統領は内政および経済とともに外交政策について言

及し、「地域における諸問題の解決なしにトルコの将来的な安全保障は確保されないという

現実があるので、我々はより活発でより勇敢、そして場合によってはよりリスクを冒す外

交を展開する」と述べた 1。その際、エルドアン大統領は 2つの点を強調した。

1つ目はオスマン帝国の遺産を活かした外交である。12月に実施したスーダン、チャド、

チュニジア歴訪を引き合いに出し、特にスーダン国民のトルコへの期待を聞き、オスマン

帝国の後継国家であるトルコのスーダンへの責任について再確認させられたと述べた。そ

して、この点はセルビア、ギリシャ訪問時も感じたと付け加え、（北）アフリカ、中東、バ

ルカン半島の国々全般でトルコはこうした責任を負っているとした。

2つ目は外交問題解決のための現実主義的な対応である。エルドアン大統領は「我々が

直面している困難は『戦場でとれないものは机上でとることができない』ことを我々に突

き付けている。そのため、トルコは 2017年においてシリアのイドリブに軍を展開し、北イ

ラクでのクルディスタン地域政府（Kurdistan Regional Government: KRG）の独立に向けた

動きに待ったをかけた」と述べた。さらにアメリカのドナルド・トランプ（Donald Trump）

大統領がエルサレムをイスラエルの首都に認定したことに対しては、「イスラエル以外の全

ての国が反対している。逆にエルサレムをパレスチナの首都に認定することに反対する国

はいない」とし、トルコがこの問題でイニシアティヴを採ったことを強調するとともに国

連総会でエルサレムをイスラエルの首都として認定することに反対した 127ヵ国に改めて

謝辞を述べた。

この年頭挨拶で強調した 2点は、まさにトルコ外交の継続と変容を示している。公正発

展党の外交に大きな影響を及ぼしてきたのは、2003年から 2016年 5月までの間、首相の

外交アドバイザー、外務大臣、首相として外交に携わり続けてきたアフメット・ダーヴト

オール（Ahmet Davutoğlu）であった。ダーヴトオールの外交政策の特徴は、「中心国」と

してオスマン帝国の領土であった地域の事象に対応すること、その際に用いる手段は武力

よりも仲介、貿易、援助といった非軍事的なものであることであった 2。ダーヴトオール

は 2016年 5月にエルドアンとの確執により要職から外れたが、現在に至るまで、彼の「中

心国外交」、特にオスマン帝国の歴史的責任を重視する考えは継続していると考えてよいだ

ろう。一方で、現在の公正発展党の外交は、ダーヴトオールの時代よりも軍事力を重視す
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るようになっている。その良い例がシリアである。ダーヴトオールはシリア内戦に的確に

対応できず、次第にその泥沼にはまっていったが、エルドアン大統領はシリアに介入する

だけでなく、シリアの将来については必ずしも意見が一致しないものの、内戦の終結とい

う点では共通の利害を有するロシア及びイランとアスタナ会合を開催するなど、極めて現

実的な外交を展開している。

トルコの新聞、ミリエット紙（Milliyet）で長年に亘り外交のコメンテーターを務めてい

るサミ・コーヘン（Sami Kohen）は、トルコ外交が周辺地域だけではなく、世界全体に影

響を及ぼす行動を積極的に展開するようになった年として、2017年をトルコ外交にとって

「積極的な年」と呼んでいる 3。本章では、トルコが 2017年において方針を転換、または

関与を深めたシリア内戦、域外超大国であるアメリカとロシアとの関係、湾岸地域への関

与という 3点について概観し、トルコ外交における 2017年の意義を検討する。

1．シリア内戦に対するトルコのアプローチ

トルコのシリア内戦に対するアプローチはこれまで大きく 8つの局面に分けることがで

きる。第 1の局面は、2011年 3月から 9月までのバッシャール・アサド（Bashar Asad）政

権に対して国民への武力行使を行わないように説得を試みた時期であった。

第 2の局面は、2011年 10月から 2012年 6月までで、アサド政権との関係を断絶したう

えで、国際機構や地域機構を通した活動を中心にアサド政権に圧力をかけた時期であった。

この時期からトルコは明確にシリアの反体制派を支持するようになった。一方でこの時期、

トルコにとってアサド政権の直接的な脅威はほとんどなかった。

第 3の局面は、2012年 6月から 2013年 9月までの、アサド政権の直接的な脅威が深まっ

た時期である。具体的には、2012年 6月 22日にマラティヤ県の基地から飛び立ったトル

コ軍の F4戦闘機がシリア軍によって撃墜、同年 10月 3日にシリアからの砲撃によりアク

チャカレでトルコ市民 5名が死亡、2013年 5月 12日にハタイ県レイハンルで 2発の爆弾

によりトルコ市民 50名が死亡した。そして、トルコがより脅威認識を抱いたのが、アサド

政権の化学兵器の使用であった。トルコは、アメリカのオバマ政権に対して、反体制派へ

の化学兵器の使用が噂されたアサド政権を攻撃するように説得したが、結局ロシアがアメ

リカとアサド政権の間の仲介をしたため、オバマ政権によるアサド政権への攻撃は実施さ

れなかった。

第 4の局面は、2013年 10月から 2014年 5月までの時期である。アサド政権の直接的な

脅威が減退し、一方でトルコは反体制派への支援を継続した時期である。この時期、トル

コはアメリカとは距離を置きながらアサド政権との対立姿勢を維持した。

第 5の局面は、2014年 6月から 2017年 12月までの「イスラーム国（Islamic State: IS）」

とクルド勢力台頭により脅威が複合化した時期である。この第 5の局面は後述する第 6、7、
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8の局面と重複している。2013年から反体制派にイラクのアル・カーイダが加わり始めて

いたが、アル・カーイダの本体と決別していたイラクのアル・カーイダは 2014年 6月に

IS樹立を宣言した。トルコは同月、モースルの領事館が ISに襲撃され、領事を含む 49人

が人質となった。結果的に同年 9月に人質は全員解放されたが、トルコは ISの脅威を直

接的に受ける形となった。2015年 7月から 2017年 1月にかけてはトルコ国内で ISが関与

したと見られるテロが発生し、多くの死傷者が出た 4。その一方で、イラクとシリアにお

いて台頭した ISに対して、アメリカをはじめとした国際社会はクルド人勢力を重宝し、イ

ラクにおいては北イラク地域政府（KRG）、シリアにおいては民主統一党（Partiya Yekîtiya 

Demokrat: PYD）とその軍事部門である人民防衛隊（Yekîneyên Parastina Gel: YPG）を支援

した。これに対し、PYDと YPGをトルコ国内の非合法武装組織、クルディスタン労働者

党（Partiya Karkerên Kurdistan: PKK）と同一視するトルコは PYDや YPGへの国際社会の支

援を危惧した。こうしたトルコの姿勢は早くも 2014年 9月から翌年 1月まで続いた ISと

クルド勢力のシリア北部、コバニ（アイン・アラブ）の戦闘で顕在化した。トルコはアメ

リカなどから PYDへの支援を要請されるも最小限の協力しか実施しなかった。そして、IS

が弱体化し始めてからは北シリアにクルド人の自治区が発足することを懸念し、2016年 8

月から 2017年 3月にかけて、「ユーフラテスの盾作戦」を決行し、シリア領内に軍を展開

した。第 5の局面に至り、シリア内戦におけるトルコの脅威がアサド政権以外にも IS、ク

ルド人勢力と多様化した。

第 6の局面は、2015年 9月から 2016年 6月にかけてのロシアとアサド政権の脅威が高まっ

た時期である。2015年 9月 30日から始まったロシアのシリア空爆開始以降、トルコとロ

シアの関係は悪化した。両国の緊張感が最も高まったのは同年 11月 24日のトルコ軍によ

るロシア軍機撃墜事件であった。この事件によりロシアはトルコへ経済制裁を発動、さら

にはモスクワに PYDのオフィスが開設された。トルコにとって、石油と天然ガスの輸入先

で、多くの観光客がトルコにやってくるロシアとの関係悪化は好ましいものではなく、エ

ルドアン大統領の側近であるイブラヒム・カルン（İbrahim Kalın）などが中心となり、水

面下で両国関係の緊張緩和を探り、2016年 6月 29日に関係正常化に合意した。関係正常

化以降、トルコとロシアの関係はシリア情勢を中心に非常に密接になっている。

第 7の局面は、2016年 8月から 2017年 3月までのトルコのシリアへの直接介入の時期

である。トルコ軍は 2016年 8月 24日に反体制派を支援するため、シリア領内で軍事活動

（ユーフラテスの盾作戦）を開始した。この作戦の目的は、ISの掃討と PYDの勢力拡大阻

止（ユーフラテス川西岸から撤退）であった。この作戦は 2017年 3月末に目標が達成され

たとして終了した 5。この時期から、ISが弱体化し始めたこともあり、トルコは PYDの勢

力拡大阻止により力を入れ始めた。一方で、PYDを支持するアメリカとのシリアにおける

利害は次第に一致しなくなった。このことがトルコをロシアにより接近させる要因の 1つ
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となった。

第 8の局面は、2017年 1月から現在に至るまで続いている、アスタナ会合を通してシリ

ア内戦終結を目指す時期である。アスタナ会合は、ロシア、イラン、トルコによるシリア

のアサド政権と反体制派の仲介によってシリア内戦を終わらせる試みであり、この 1年で

8回実施された 6。トルコはシリア内戦では反体制派を支持しており、アサド政権を支持す

るロシア、イランと根本的に立場が異なるが、シリア内戦を終結するという点では利害が

一致している。ロシア、イラン、トルコはアスタナ会合をジュネーブ会議の代替ではなく、

あくまでジュネーブ会議の機能改善を念頭に置いた会議と位置付けている。

8回のアスタナ会合の中でもとりわけ注目されたのが第 4回目の会合で示された、①ダ

ラア県とクナイトラ県の一部、②ダマスカス県とグータ地方東部、③ヒムス県北部、④イ

ドリブ県・ラタキア県・アレッポ県・ハマー県の一部での緊張緩和地帯の設置であった。

その一方で、この緊張緩和地帯の設置をトルコはシリア介入の口実としてもいる。トルコ

は 2017年 10月前半にイドリブ県に軍を進めたが、その理由として、イドリブ県の内部は

トルコ、外部はロシアが安全保障活動を行うとアスタナ会合で決められたためとトルコ側

は説明している 7。さらにこの 3ヵ国は 2017年 11月末にロシアのソチで 3ヵ国首脳会談を

行い、2018年 1月末にソチでシリアの停戦に向けた国民の対話会議を開催することを発表

した。

2．悪化するアメリカとの関係、深化するロシアとの関係

2017年はトルコとアメリカの関係が悪化した年でもあった。当初、トランプが大統領に

なったことで、トルコにはアメリカとの関係が好転するのではないかという期待感があっ

た。トルコは超大国であるアメリカとの関係を常に重視してきたが、2013年夏に起きたア

サド政権の化学兵器使用疑惑の際に、オバマ政権がアサド政権に武力行使を行わなかった

こと、そしてトルコが PKKと同一視する PYDおよび YPGへの支援を行ったことからオバ

マ政権との関係は次第に冷却化した。また、トランプの対抗馬であったヒラリー・クリン

トン（Hillary Clinton）に関しては、もし彼女が大統領になれば PYDおよび YPGを中心に

対 IS戦を展開すると宣言していたこと、そして彼女にはトルコが 2016年 7月 15日のクー

デタ未遂事件の首謀者と見なしているフェトフッラー・ギュレン（Fethullah Gülen）師の関

連企業から資金援助が行われていたことから、トルコ政府は大統領就任を危惧していた。

さらにトランプが勝利した場合、安全保障関連の役職への就任の可能性が指摘されていた

マイケル・フリン（Michael Flynn）がトルコ政府と良好な関係にあったと言われていた。

こうした諸点から、トランプの勝利をトルコ政府は歓迎した。

しかし、その期待感は完全に裏切られた。2017年において、トルコとアメリカの関係は

キプロス問題を発端に、アメリカがトルコに対する輸出禁止措置を採った 1970年代以来、
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最も悪い状況とも指摘されている。トランプ政権はオバマ政権の政策を踏襲し、シリアに

おいて PYDおよび YPGを支援した。トルコ軍は 4月 25日にイラクおよびシリア領内への

空爆を実施し、これによって複数の YPGの兵士が亡くなった。これに対し、アメリカ軍は

シリア北部を巡回し、トルコの攻撃を制止、数人のアメリカ軍兵士が殺害された YPGの兵

士の葬儀に出席した。さらに 5月 9日にトランプ大統領は PYDおよび YPGへの直接の武

器提供を許可した。

トルコがアメリカに要求しているギュレン師の引き渡しに関してもオバマ政権の時と同

様、進展が見えない。10月にはイスタンブルのアメリカ領事館で働いていた職員がギュレ

ン運動への加担を理由に逮捕されたことで、アメリカは一時滞在に必要なヴィザのトルコ

での発給を停止した 8。トルコ側も対抗措置としてアメリカ国内でのヴィザの発給を停止し

た。また、トルコがアメリカの対イラン制裁に違反し、イランの制裁逃れを手助けしてい

た可能性が浮上し、関係者がアメリカで逮捕され、2017年 12月に尋問が行われた。そし

て、トランプ大統領が 12月 6日にイスラエルの首都をエルサレムとするということを突如

発表した問題においては、エルドアン大統領は非常に強い口調でこれに反対した。トルコ

は、イスラーム協力機構（Organisation of Islamic Cooperation: OIC）の議長国として、12月

13日にイスタンブルで OICの緊急首脳会合を開催し、その会議で東エルサレムをパレスチ

ナの首都とすることなどを明記した「イスタンブル宣言」の採択で中心的役割を果たした。

このようにアメリカのトランプ政権とトルコの関係が急速に悪化したのに対し、ロシア

はトルコと極めて良好な関係を築いている。トルコは、アメリカや他の欧米諸国には PYD

および YPGへの支援を打ち切るように要請しているのに対し、ロシアに対してはモスク

ワに開設された PYDの支部の閉鎖を訴えず、棚上げしている 9。また、トルコは北大西洋

条約機構（North Atlantic Treaty Organization: NATO）の加盟国であるにもかかわらず、2017

年末にロシアから最新鋭の地対空ミサイルシステム「S400」を購入することに合意した 10。

上述したアスタナ会合もトルコとロシアの良好な関係を示すものである。

2015年 11月 24日のロシア軍機撃墜事件に端を発するロシアのトルコに対する経済制裁

で、トルコの観光業の大きな収入源であったロシア人観光客が激減したが、2017年には再

度ロシア観光客がトルコのリゾート地を訪れるようになり、トルコの観光収入は 2016年に

比べ、大幅に増えた。数字で見ると、ロシア人観光客は 1月から 10月までで 450万人がト

ルコを訪れており、前年比で 496パーセントの増加となっている 11。

3．カタル断交を契機とした湾岸への関与

2017年にトルコが見せた行動の中で、アメリカのエルサレム首都移転問題への対応とと

もに最も積極的で国際的に注目を集めたのが、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、

バハレーン、エジプトによるカタル断交に際してのトルコの手厚いカタル支援であった。
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断交決定翌日の 6月 6日にまず、地域の平和の安定のために問題の解決をカタル、サウジ

アラビア、クウェイト、ロシアに働きかけた。一方で、エルドアン大統領はカタル断交の

決定を糾弾し、トルコはカタルとの関係を継続・発展させていくことを主張した。6月 7

日にトルコ大国民議会でカタルへのトルコ軍の派兵および軍事訓練の許可が賛成多数で可

決された 12。

トルコ軍のカタル派兵の背景には、2007年からの一連の防衛面でのトルコとカタルの協

力関係があった。2007年、まず、トルコとカタルは防衛産業協力協定に調印した。次いで

2012年には軍事訓練協定を締結、さらに 2014年 9月にエルドアン大統領がカタルを訪問

し、タミーム首長と会談、両国間でハイレベル対話・協調二国間メカニズムを確立するこ

とを決定した。2014年 12月 19日には両国の防衛大臣によってハイレベル対話・協調二国

間メカニズムの一環として「軍の教育・防衛産業・トルコ軍のカタルへの駐留に関する協定」

が調印、2015年 3月 19日にこの協定の施行およびその期間を 10年とすることがトルコの

官報に掲載され、同協定が効力を持つようになった 13。

話をトルコのカタル断交への対応に戻そう。6月 23日にサウジアラビア、UAE、バハレー

ン、エジプトが提示した断交解除のための 13項目のリストの中には、カタルのトルコ軍基

地の閉鎖、カタルでの両国の軍事協力の停止が含まれていたが、トルコ政府はこの要求を

受け入れるつもりはないと返答している。また、トルコは 6月 19日からカタルの基地に軍

を増強し、軍事訓練を実施すると同時に、カタルに援助物資も送り続けている。

トルコはこれまで、湾岸地域に関しては極力関与しないように努めてきた。これは、ト

ルコが隣国イランと同じ親米国であるサウジアラビアの双方に気を使ってきたことが背景

にある。確かに、2010年末からの「アラブの春」以降、ムスリム同胞団を共に支援して

きたカタルがトルコと特別な関係にあるのは確かであるが、トルコの湾岸地域への関与は

これだけではない。トルコはカタルに続き、湾岸地域に近いソマリアのモガディシュにも

2017年 9月 30日に軍事基地を設立した 14。また、2017年 12月のスーダン、チャド、チュ

ニジア歴訪の中で、エルドアン大統領はスーダンのスアキン島の購入に前向きな姿勢を見

せた。トルコ政府はスアキン島購入の理由をトルコ人のメッカ巡礼ツアーの際に使用する

ためと述べているが、カタル、ソマリアに続いてスーダンにも軍事基地建設を目論んでい

るのではないかとも噂されている 15。

こうしたトルコへの湾岸地域への関与の拡大に露骨に不快感を示しているのが UAEであ

る。トルコのカタル断交、湾岸地域への関与の拡大の際に、常に注目されるのはサウジア

ラビアの動向であるが、トルコとサウジアラビアの関係はカタル断交以降も確実に継続し

ている 16。その一方で UAEはカタル断交以外にも、モガディシュにおけるトルコ軍基地の

建設、トルコのムスリム同胞団支持に明確に反対の立場を示している 17。2017年 12月 22

日には、UAEのアブダッラー・ビン・ザーイド（Abdullah bin Zayed）外相がツイッターで
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トルコのアラブへの関与の拡大を揶揄し、トルコ政府がこれを非難する声明を出す事件が

発生した 18。アメリカのトランプ大統領のエルサレム首都移転問題に際して、トルコが招

集を呼び掛けた OICの緊急首脳会合にサウジアラビア、UAE、エジプトは首脳クラスでは

なく外務担当大臣などを派遣した。また、フェイクニュースとも言われているが、サウジ

アラビアとエジプトは緊急会合に出席したパレスチナのマフムード・アッバス（Mahmoud 

Abbas）議長とヨルダンのアブドゥッラー（Abdullah）国王に事前に緊急会合への参加を見

送るように呼び掛けたとも報道されている 19。

4．増え続けるシリア難民

最後にシリア難民についても触れておこう。トルコはシリア難民の最大の受け入れ国で

あるが、その数はとうとう 350万人前後まで膨れ上がっている 20。イスタンブルが最も多

くシリア難民を抱えており、その数は 50万人を超えている。シリア難民のトルコでの地位

は現在でも「一時的な滞在者」であるが、シリア内戦がまだ継続していること、ヨーロッ

パへの渡航が難しいことを考えると、トルコに定住を考えている難民が多いと考えられる。

とはいえ、シリア難民の定住については多くの問題が絡む。まず、トルコ人の対シリア難

民感情は年々悪化していると言われ、難民の統合に難色を示すトルコ人が多く出ると予想

される。2016年 7月初めにエルドアン大統領がシリア難民に市民権を付与する可能性を示

唆した際、多くのトルコ人が反発した。加えて、トルコにおいて、難民の統合、もしくは「一

時的な滞在者」以上の地位を難民に付与する準備がまだできていない。

その一方で、トルコを経由してヨーロッパに向かう難民は 2017年において大幅に減少し

た。国際移住機関の資料に基づくと、2016年に地中海を経てギリシャに渡った移民の数が

17万 1,875人だったのに対し、2017年には 2万 7,244人まで減少した 21。これは裏を返せ

ば、2016年 3月 18日にトルコと EUが締結したシリア難民に対する合意が機能しており、

トルコがシリア難民の EUへの渡航を効果的に制御しているということである。

おわりに

本章で論じてきたように、トルコにとって 2017年は新たな外交の幕開けを予感させる年

であった。このトルコの「積極的かつ現実的な」アプローチは 2018年も継続すると思われる。

ただし、トルコ外交にも懸念はある。まず、超大国アメリカとの関係である。トルコは冷

戦期から今日に至るまで、アメリカとの関係を最重要視してきた。アメリカがトランプ政

権下で混乱しているとはいえ、2017年の両国の関係悪化は目に余るものであった。トルコ

とアメリカの関係悪化に歯止めはかかるのか、この点は今後も注視しなければならない点

である。2つ目の点として、トルコの対外関与の過剰拡大である。トルコは 2017年を契機

にその中東への関与を湾岸地域まで広げたが、トルコが世界第 18位の GDPを誇る国とは
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いえ、350万人以上のシリア難民を抱えており、カタルへの支援も続くなど、とりわけ経

済面での負担は大きい。トルコが対外関与の拡大と負担の増加をどこまで維持できるのか、

未知数である。3つ目の点として、2017年 4月の国民投票による大統領制への移行の決定

により、トルコは 2019年 11月に大統領選挙と総選挙のダブル選挙の実施が決定している。

すでに選挙に向けて各党が鍔迫り合いを始めており、早期選挙の噂がでるなど、2018年は

外交よりも内政が重視されることが予想されている。2018年のトルコ外交は、2017年以上

に地域における歴史的な責任と現実主義を的確に使い分けることが求められている。
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第 6章　 イスラエル政軍関係と聖俗問題
──「イスラエル国防軍」と「ユダヤ防衛軍」の狭間

池田　明史

はじめに──従軍祭司局の設立と展開

国民皆兵を標榜するイスラエルだが、その際の「国民」とは「ユダヤ人国家」の国民を

指す。すなわち、国家の市民権を有しながらユダヤ人ではない異教徒は基本的に徴兵対象

から除外される。とりわけ全市民人口の四分の一を占めるパレスチナ人のうち、ベドウィ

ンやドルーズ、およびキリスト教各派からの志願兵を例外として 1、ムスリムは一律全面

的にイスラエル国防軍（Israel Defense Force/Tzeva Hagana Le-Yisrael: IDF）の軍籍を持つこ

とはできない。したがって、IDFは、ほぼ「ユダヤ人の軍隊」と言ってよい。その場合の「ユ

ダヤ人」とは、程度の多寡はあれユダヤ教の戒律や慣習に従う人々を意味するため、欧米

等の軍隊で通例とする従軍牧師に相当する人員が配置され、これを統括する「従軍祭司局

（Military Rabbinate/Rabbanut Tzeva’it、以下、軍祭局と略）」が設置されている。しかしなが

ら、兵士の日常的な儀礼や式典を監理し必要とされる助言を与えるという機能はともかく

として、軍事領域において宗教的な指示や解釈の枠組みを提供するという役割については、

軍祭局は当初より組織的な位置付けや体系的な教範を欠いており、暗中模索の状態におか

れていた。これは、ユダヤ人世界が全体として軍事領域への関与を剥奪されてきたという

歴史的経緯に由来するが、同時にイスラエルの建国がユダヤ教の正統派から距離を置いた

非正統派ないし反正統派の世俗主義シオニストによって担われたことの当然の帰結でも

あった 2。

したがって軍祭局は、一方において新生ユダヤ人国家の軍事的エートスをユダヤ教的伝

統の上に一から構築するという責務を自覚しつつ、他方で世俗主義シオニストが圧倒的多

数を占める IDFの兵員に如何なる宗教上のサービスを提供するべきかについて懊悩するこ

ととなった。とりわけ、いわゆる「現状維持協定」3によって事実上凍結された聖俗間の力

関係に照らして、軍祭局には IDFの宗教教育のあり方等について極めて微妙な舵取りが求

められたのであった。一方で労働シオニズムなど世俗主義に立脚するユダヤ人民兵（ハガ

ナ、Hagana）を基礎として建軍された IDFと、他方で第二次世界大戦中のいわゆるホロコー

スト（Holocaust）でほぼ壊滅状態となった伝統的ユダヤ教の継承という国家的課題との狭

間にあって、何を「現状」と看做してその維持と保全とを図るのかという問題は、それ自

体が優れて党派的であり論争的な性格を帯びていたからである。そこでは、軍祭局が主と

して正統派ユダヤ教徒である宗教的シオニストを対象とした儀礼や助言にその役割を限定

すべきか、あるいは一般の世俗的ユダヤ人兵員に対する「教宣」活動に乗り出すべきかと
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いう選択が迫られ、また軍祭局と国家祭司庁（Chief Rabbinate/HaRabbanut HaRashit）4の関

係如何という問題にも直面した。

建軍から 70年を経た現在、軍祭局は IDFにおけるその地位を確立し、着実に存在感を増

し加えてきていると言える。当初は宗教的シオニストを中心とする篤信者（observant）へ

のサービス提供を主務としていた軍祭局は、時代の変遷と共に世俗派兵員への教宣へと軸

足を移し、国家祭司庁からの自律性を強めてより積極的な役割を担おうとしつつある。そ

の背景には、IDF将校団における宗教的シオニストの構成比増大に象徴される IDF自体の

変容があり、広くはイスラエル社会そのものの「右傾化」が指摘できよう。

1．歴代従軍祭司長の思想と行動

こうした変化は、別の視点からすれば、草創期の属人的従軍祭司機能が制度化された組

織的な軍祭局へと移行したプロセスとして理解することも可能である。特に、IDF初代従

軍祭司長ラビ・シュロモ・ゴレン少将（Rabbi Shlomo Goren）5は、1948年の建軍以来 1971

年まで 23年間にわたって軍祭局の最高責任者の任にあり、絶大な影響力を行使した。しか

し彼の関心は主として篤信者兵員の戒律順守のための要求を満たすところにあって、世俗派

兵員への宗教教育については必ずしも積極的であったとはいえない。この点は、ゴレンの

後継者である第 2代ラビ・モルデハイ・ピロン少将（Rabbi Mordechai Piron在任 1971年－

1977年）6、第 3代ラビ・ガド・ナボン少将（Rabbi Gad Navon在任 1977年－ 2000年）7

においてもほぼ踏襲された。

変化が見られ始めたのは、第 4代従軍祭司長ラビ・イスラエル・ワイス准将（Rabbi 

Yisrael Weiss在任 2000年－ 2006年）8の時代からである。彼の在任当時には、1980年代末

以降旧ソ連から集中豪雨的にイスラエルに移民してきたユダヤ系市民やその子弟の兵役に

際して、ユダヤ教正規改宗手続きを軍祭局が執行するという慣行が確立した。こうした新

移民のユダヤ人国家への統合に資するという名目で、軍祭局はその役割拡大を目指したの

である。この路線は、1990年代から目立って増え始めた篤信者女性兵士の宗教的要求に応

答するという役割と相俟って、軍祭局の基本的性格の変化を導出するものであった。ワイ

スは軍祭局を篤信者兵員へのサービス提供機関から世俗派を含む全兵員への精神注入装置

へと転換させようとした。彼は IDF将兵に対する新たな教宣活動に本格的に取り組む旨を

宣言し、軍祭局直属の「戦闘教範班」を設置した。この部局は、従来の宗教儀礼関連のサー

ビス提供とは別途に、ユダヤ教の経典から軍事的な格律や規範事例を演繹して、戦場にお

ける行動様式や連帯意識、勇気や率先垂範といった、より一般的な軍人精神・戦士美徳の

涵養をはかろうとするものであった 9。

ワイスの後任となった第 5代ラビ・アヴィ・ロンスキー准将（Rabbi Avichai Rontski在任

2006年－ 2010年）10および第 6代ラビ・ラフィ・ペレツ准将（Rabbi Rafi  Peretz在任 2010
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年－ 2016年）11の時代において、こうした傾向は更に強化され、「戦闘教範班」は「ユダ

ヤ・アイデンティティ班」と改名された。ロンスキーやペレツは、戦闘職配置の一般将兵

から抜擢されて軍祭局に配属された新世代の従軍祭司長であり、いずれもユダヤ教正統派

の祭司資格と野戦将校としての実戦経験を兼ね備えていた。宗教シオニストとして彼らは、

IDFにおける軍人精神や戦闘教範を、自分たちの実戦上の教訓に基づいて、より強くユダ

ヤ教の伝統の上に位置付けようとする動機を持っていたと見なければならない。

当然ながら、軍祭局のこのような教宣活動は、イスラエル建国以来の国是であり、IDF

の精神的支柱と看做される世俗主義シオニズムの徴募兵員への注入を主務とする IDF教育

総監部と競合する面が強く、両者の間に激しい縄張り争いが生起した。このため、ガディ・

エイゼンコット現参謀総長（Gadi Eisenkot）12は、「ユダヤ・アイデンティティ班」を軍祭

局から切り離して教育総監部の管轄下に置き、いわゆる「ギデオン計画」13の下に縮小・

解体を目指す方針を示しているが、軍祭局はこれに反発し、宗教シオニスト政党等を通じ

てベンヤミン・ネタニヤフ首相（Benjamin Netanyahu）に直接その存続を陳情するなど働き

かけを強めている。要するにこの問題は、IDFにおける世俗主義シオニズムと宗教シオニ

ズムとの間のイデオロギー闘争の色彩を濃く帯びている。同様に、2016年末に就任した第

7代ラビ・エヤル・モシェ・カリム准将（Rabbi Eyal Moshe Karim）14の従軍祭司長補任をめぐっ

てもそうした論争が生じ、一時は法廷闘争にまで発展した。カリム准将もまた空挺部隊を

率いた野戦将校の出自であるが、前任者たち以上に教条的な宗教シオニストであったため、

その言動に対して世俗主義シオニストから批判と懸念とが示されたからである。いずれに

せよ、2018年に入った現在、IDFにおいては新世代の従軍祭司長に率いられた軍祭局がイ

デオロギー教育を含めた役割拡大を目指して攻勢をかけ、なお世俗主義シオニストが多数

派を維持する軍指導層がこれへの対応に苦慮するという状況が続いている。

2．聖俗問題の争点：超正統派徴兵免除問題

以上のような IDFにおける軍祭局の役割拡大の趨勢を背景に、現時点で争点化しつつあ

る聖俗関係領域の問題として、ここでは次の二つを取り上げたい。第一に、超正統派篤信

者 15に対する徴兵免除措置の撤廃問題であり、次に篤信者を含む女性兵士の戦闘職種配置

の問題である。これらはいずれも、建国当時から IDFが原理的に内包していた潜在的軋轢

であったものが、イスラエルが近年前景化させつつある「国家のユダヤ人性」規定の強化

に伴って、急速に顕在化してきた課題であると見ることができる。それだけに、これらの

問題の動向如何は、「ユダヤ人国家イスラエル」の根本的性格を左右しかねない重大な影響

を波及させることになろう。
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（1）超正統派篤信者に対する徴兵免除問題

まず、超正統派篤信者に対する徴兵免除問題である。これは既述の「現状維持協定」に

基づくと同時に、初代首相兼国防相ベングリオン（David Ben-Gurion）が、第二次世界大戦

中のホロコーストによってほぼ壊滅状態にあったユダヤ教正統派の伝統継受者たる宗教教

師・神学者層の回復を喫緊の課題と認識していたところに由来する 16。国民皆兵を標榜し、

主として世俗主義シオニストによって新生イスラエル国家の国防義務を担わせる一方で、

ベングリオンはユダヤ人の伝統的精神を保全し発展させるためにユダヤ教神学校の学生に

対して一律的な徴兵免除を認めた。見方によっては、一方で一般のユダヤ人市民が国家の

物理的防衛を担当し、他方で超正統派を中心とするユダヤ教篤信者集団に国家の精神的防

衛を委ねようとしたと言えなくもなかった。しかもこの類型の徴兵免除対象者は当初 400

名に過ぎず、総人口 60万人強から出発したイスラエル国家にとって、彼らは完全に無視で

きる適用除外と看做されたのである。

ところが、国勢の伸長に伴い、イスラエル総人口は 2018年までに 850万人に迫り 17、ユ

ダヤ人市民はほぼその四分の三の 650万人となった現在、早婚多産という生活様式を墨守

する超正統派篤信者の占有率は総人口の 1割以上、90万人に迫る勢いとなった。その大多

数が生活保護や子供手当といった国家による一方的な保護を享受しておきながら、神学研

究という口実を掲げて労働市場に参入しようとしない。このため、課税最低所得に達せず

納税義務さえ満足に果たさない彼らに対して、1990年代以降一般のユダヤ人市民の憤懣が

急速に蓄積されていくことになった。その憤懣の矛先は、彼らに対する徴兵免除措置が「法

の下の平等」に違背するのでこれを即時撤廃すべきだという政治的主張に結節したのであ

る。

その結果、21世紀に入って以降のクネセト（イスラエル国会：全国一区比例代表制の

120議席）総選挙においては、この徴兵免除問題が各政治勢力間の主たる対立軸を構成した。

とりわけ 2012年に最高裁が超正統派徴兵免除を具体的に規定していた施行法を無効とする

判決を出した後、政争は熾烈化することとなった。徴兵免除施行法自体は、免除適格となっ

た対象者に対する IDFへの自発的志願を促す期待の下に立法されたものであったが、所期

の効果を上げていなかったため最高裁により免除そのものが違憲であると判示されたので

ある。

こうした司法判断を追い風として、超正統派徴兵免除の撤廃を主要な公約に掲げた新政

党イェシュ・アティド（「未来」の意、以下アティド）が 2013年の第 19回総選挙で大勝し、

結党して一年に満たない同党がクネセトでの第 2党に躍進した 18。第 1党リクードを率い

るネタニヤフ首相は、この結果を受けて超正統派政党シャス等との連立を解消し、アティ

ドと新たに連立を組んで世俗主義右派政権を立ち上げた。アティドは公約の実現に邁進し、

超正統派の徴兵免除制度の段階的撤廃と、これに伴うユダヤ神学生の年次徴兵割り当て数
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と徴兵忌避者への刑事罰規程を盛り込んだ立法に漕ぎつけた。新法は本来であれば 2017年

度末には施行される予定となっていた。

しかしながら、2015年の第 20回総選挙においてアティドは第 4党に後退し、ネタニヤ

フとの路線対立もあって政権から離脱、シャスをはじめとする超正統派諸政党が連立に復

帰してアティドが目論んだ徴兵免除撤廃措置は骨抜きにされる結果となった 19。それでも、

対立は再び司法の場に持ち込まれ、2017年 9月、最高裁は改めて超正統派篤信者に対する

徴兵免除措置が違法・違憲である旨を判示 20、政権に対して 1年以内にこれを是正するよ

う決定を下したのである 21。

かくして、超正統派篤信者に対する徴兵免除の撤廃問題はイスラエル国論を二分する深

刻な政争となりつつある。最高裁判決の後、一部の篤信者集団は徴兵免除手続きのために

応召窓口への出頭さえ拒否したことにより、徴兵忌避の廉で逮捕投獄され、これに反発し

た篤信者集団の過激派が街頭で警察や憲兵と衝突するといった事態が頻発しているのであ

る 22。

（2）聖俗問題の争点：女子兵戦闘職配置

IDFの掲げる聖俗問題の第二は、女性兵士の戦闘職配置に関わる論争である。もともと

イスラエルの徴兵制は原則男女を問わず、現在では 18歳男子で 32ヵ月、同女子で 24ヵ

月の兵役年限を課している 23。ただし、かつては戦闘職に配置されるのは男子に限ってお

り、女子は事務職や兵站職、場合によって兵器を扱う場合でも教育職に回されていた。し

かし、軍事技術や戦闘態様を中心としたいわゆる軍事領域における革命的変化（Revolution 

in Military Affairs: RMA）に伴い、女性の戦闘職種への投入を阻害する要因は続々と消失な

いし減殺されることとなった 24。すでに 90年代後半から女子に対する職種上の制約は緩和

される方向にあったが、近年女子兵士の戦闘職志願は急増し、2017年では 2,700名と、5

年前の 547名の五倍に達している 25。ここには、従来から全面的な兵役免除の対象となっ

ていた宗教的シオニストの正統派篤信者女子兵の増加も著しいと言われる 26。そしてその

ことが、IDFと宗教的シオニストとの間の軋轢を前景化させることとなった。

超正統派篤信者陣営は、その教義上、「救世主の到来を待たないで建国されたイスラエル

国家を正統なユダヤ人国家とは見做せず、したがってその防衛は宗教的義務にあたらない」

としている。他方、同様のユダヤ教正統派の伝統を墨守する篤信者の中でも「イスラエル

国家は神によるユダヤ人救済の先触れであり、その防衛は宗教的義務にほかならない」と

解釈する宗教シオニストたちは、徴兵免除の特権がありながら進んで応召してきたという

経緯がある。しかしそうした宗教シオニストにあっても、女子の兵役志願は基本的に推奨

されておらず、例外的な扱いを受けてきた。何よりも、兵役にあっては男女を厳格に隔離

しようとするユダヤ教正統派の要求を完全に満たすことは難しいと考えられていたからで
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ある。したがって、正統派篤信者の女子は兵役に代替する他の役務に志願する傾向が強かっ

た 27。ところが、近年に至って彼女らの間から兵役志願者数が激増し、しかもこれら篤信

者女子兵の士官候補生コースへの進出率は、一般世俗派女子兵のそれを大きく上回る勢い

になっている。いわば例外が例外ではなくなり、宗教シオニスト陣営の篤信者女子の間で

兵役志願はある種の「流行」現象となるに至ったのである。

このような事態の中で、宗教シオニスト指導層の対応は必ずしも一様ではなく、ユダヤ

教の宗教義務としての兵役参加を認めつつ、戒律の求める男女隔離の線引きをどうするか

をめぐって論争が巻き起こることとなった。それでも、とりわけ IDFの進める男女混淆の

戦闘単位編成に対して、宗教シオニスト側は押しなべて懸念を隠さず、参謀本部に対する

一致した批判を展開している 28。こうした緊張関係を背景にイスラエルでは、2017年 3月

に生起したレビンスタイン事件 29のような、一般世論を巻き込んだ激烈な聖俗間の非難や

批判の応酬が繰り広げられているのである。

3．イデオロギー闘争の契機

ところで、このような状況は、単に軍令承行をめぐる統制上の問題にとどまらない。こ

とはイスラエル国家の「ユダヤ人性」の評価に関わる原理的な対立を胚胎しているからで

ある。周知のように、イスラエル国家の創建は、労働シオニズムであれ修正シオニズムで

あれ、「建国の父」世代の世俗主義シオニストの手によって担われた。彼ら世俗主義者にとっ

て「ユダヤ人国家」イスラエルのユダヤ人とは、要するにユダヤ民族を意味した。然るに、

ユダヤ人とは何よりも正統なユダヤ教徒を指すと理解する篤信者たちにとって、この国家

の「ユダヤ人性」をどのように評価するかが大きな争点となった。先に触れたように、超

正統派篤信者からすれば、イスラエル国家は特段の宗教的価値を持たない通常の国家と同

列に置かれ、その存在にことさら「ユダヤ人性」を認めなければならない理由はない。オ

スマン帝国や大英帝国がそうであったように、イスラエルも偶々聖地エレツ・イスラエル

を統治することになっただけの世俗権力の一形態であって、ユダヤ教篤信者の信仰生活の

自治が貫徹される限り、イスラエル国家と超正統派篤信者とは宗教的には無関係という関

係にあったのである 30。

これに対して宗教シオニストは、ユダヤ人の「ユダヤ人性」を正統なユダヤ教徒と看做

す点で超正統派篤信者と変わるところはないが、イスラエル国家の成立を「ユダヤ人救済

に向けた神による歴史への介入」と看做し、神が世俗主義者を使嗾して救済計画に着手し

たものと解釈する 31。したがって、国家それ自体は神の計画実現の手段である限りにおい

て宗教的価値を帯びるのである。それゆえ宗教シオニストは、ユダヤ教正統派の文脈にお

ける「ユダヤ人性」をイスラエル国家に認めるのみならず、この国家による聖地回復とそ

の維持とに任じる国防は、崇高な宗教的義務であると規定されることになる。彼らのこの
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信憑は、1967年の第三次中東戦争で格段に強められた。この戦争での奇跡的大勝利によっ

て「聖地エレツ・イスラエルを回復」したことで宗教シオニストは俄然勢いづいて、政治

的にも自己主張を昂進させた。ここに、世俗主義シオニストのうち「鉄の壁」テーゼ 32を

掲げて大イスラエル主義を主唱する修正シオニズムとの親和性が形成され、以降曲折を経

るもののこれが現在に至る世俗主義右派と宗教シオニストの連携に共通の土俵を提供する

ことになった。

かくして、獲得した占領地の返還を交渉材料として「本来のイスラエル国土（イスラエル・

プロパー）」の承認と安全とを取り付けようとしていた世俗主義シオニスト主流派は、世俗

主義右派と宗教シオニストとが構成する反返還・反和平陣営からの共通の指弾の対象とな

る。それでも世俗主義主流派は、自陣営への政治的利益配分の維持拡大にのみ腐心しつつ

政治的な和平論争から距離を置く超正統派篤信者諸政党などと結んで、一度は「土地と平

和との交換」の原則の上にパレスチナ側との妥協を図ることに成功するが（1993年オスロ

合意）、その反動がイスラエル史上最初の首相暗殺事件となって顕現したのはよく知られる

通りである（1995年ラビン暗殺事件）33。

オスロ合意に始まるパレスチナ和平プロセスの蹉跌は、結果的にイスラエルの諸政治勢

力間の力関係を逆転させた。かつての世俗主義シオニスト「主流派」は、主流派の座から

陥落し、いまや世俗主義右派が「主流派」と看做されるに至った。しかもその新主流派は、

宗教シオニスト勢力からの支持がなければ政権を保てないという状況が続いている。こう

した新たな政治状況にあって、IDFにおける聖俗問題は、シオニストと非（もしくは反）

シオニストとの間の歴史的軋轢と、長らく連携関係にあった世俗主義右派（現主流派）と

宗教シオニストとの間の不協和音の噴出とが同時に進行しつつあることを物語る。超正統

派篤信者に対する徴兵免除の撤廃をめぐる対立は前者の、そして女子兵戦闘職配置問題は

後者の、それぞれの対立が具体的に争点化したものというべきだからである。見方を変え

れば、超正統派徴兵問題は、ユダヤ人国家イスラエルの宗教的正統性に疑義を呈する篤信

者陣営からの異議申し立てにほかならず、女子兵士の戦闘職投入をめぐる問題は国家の宗

教的正統性を積極的に護持しようとする宗教シオニストからの異議申し立てという様相を

濃く帯びている。

4．「国防」か「護教」か

IDFにおける聖俗問題においてこの両者のいずれがより根底的な論点を提起するものと

なろうか。それはおそらく、シオニスト内部の世俗派と宗教派との間のイデオロギー闘争

としての契機を濃厚に孕む後者であろう。すなわちそれは、IDF内でその存在感を格段に

強めつつある宗教シオニストの究極的な忠誠対象如何という問題にほかならないからであ

る。



第 1部　中東情勢とエネルギー問題

̶ 92 ̶

かつて IDF将校団は、人口の数パーセントにしか過ぎないキブツ出身者がその 3割以上

を占めていた。しかしながら現在では、人口の 1割程度の宗教シオニストがその 3割から

4割を占めると見られている。しかもその多くは人口全体から見れば 3パーセントに満た

ない、西岸占領地のいわゆる入植地出身者である。こうした逆転現象の要因は単純ではな

いが、超正統派と同様に宗教シオニストにおいても人口の伸び率が世俗派ユダヤ人市民よ

りも相対的に高いのは事実である。そのことに由来する「自然増」のほか、職能訓練機会

や人脈形成機会を軍歴に求めようとする社会的上方流動志向などが指摘されている。しか

しより注目すべきは、1982年以降のレバノン戦争から顕在化した世俗派若年層の「軍歴離

れ」と入れ替わるように、宗教シオニスト若年層が兵役志願者を増大させてきた点であろ

う 34。ある調査によれば、歩兵将校に占める彼らの割合は、1990年の 2.5パーセントから

2007年には 31.4パーセントにまで膨らんでおり 35、現在では 4割を超えると推定されてい

る。イスラエルの兵制においては、他国の士官学校・兵学校に相当するような職業軍人養

成のための専門学校はなく、将校は一般徴募兵の中から志願・選抜を経て教育研修コース

に送り込まれる形で養成されるのが通例であった。ところが 1980年代後半から、徴兵年

限前の生徒を対象にして、基礎的軍事教練や事前教育を行う幼年学校の類が続々と誕生し、

その修了生が兵役に就いて将校を目指すというルートが出来上がっている。泥沼化したレ

バノン戦争で、IDF将兵の士気の低下が著しく、これを危惧した国防省が一定の補助を付

与して始めたシステムであるが、問題は現在 46校存在するこうした幼年学校の半数が宗教

シオニストの管理下にあり、多くは入植地に所在するという事実である。教育内容は国家

の検閲に服するものの、指導の力点やニュアンスは学校ごとの裁量が一定程度認められて

いる。宗教シオニスト系の、しかも占領地に所在する幼年学校の指導の内実がどのような

ものであるかは、既述のレビンスタイン事件の経緯が如実に物語っていよう。

1993年に始まるパレスチナ和平プロセスは、西岸占領地のパレスチナ自治政府への移譲

を具体的な政治日程に乗せ、それによって宗教シオニスト陣営を強烈に刺激した。彼らの

激しい反発が、1995年のイツハク・ラビン首相（Yitzhak Rabin）暗殺事件に帰結したこと

は既述の通りである。暗殺犯の陳述に典型的に見られる宗教シオニストの主張は、概略次

のようなものである 36。

異邦人に対してユダヤ人の土地を譲り渡し、入植地から撤退する行為は、律法によっ

て厳しく禁じられている。ユダヤ人相互の争闘を禁じた戒律や、安全保障上の要請

といったお為ごかしのご都合主義を引き合いに出しても許されない背教行為である。

入植地と入植者は、神の計画の根幹的要素であり、これを追い立てようとするなど、

彼岸において決して許されるものではない。
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こうした矯激なイデオロギー教育に馴染んだ宗教シオニスト系将兵が、例えばパレスチ

ナ和平の一環として占領地の入植地撤去・居住入植者排除という命令を受けたとして、こ

れに諾々と従うか否か。大規模な抗命騒動に発展する可能性は否定できない。聖俗問題に

関わる IDF政軍関係の最大の論点がここにある。

結び

入植地撤去に伴う IDF将兵の抗命の可能性は、1979年のエジプトとの和平に際するシナ

イ半島からの入植地強制撤去（1982年）の頃から懸念され、2005年のガザ地域からのいわ

ゆる「一方的撤退」において俄かに深刻な問題として浮上した。このうちシナイ撤退時の

IDF内宗教シオニスト将兵の比率は小さく、またシナイ半島それ自体の宗教的位置付けも

二義的なものにとどまっていた。したがって、この問題はどこまでも理論的な懸念事項と

して若干の関心を惹いただけであった。これに対して、2005年のガザ撤退時の宗教シオニ

スト将兵はすでに無視できない勢力として軍内に存在感を誇示しており、IDF指導層にとっ

て集団的抗命の可能性はより現実的で切迫した危険と認識されていた。事実、作戦行動中

に抗命の廉で処罰された将兵は公式報告で 63名に及び、軽微な抵抗で軍法の適用にまで至

らなかった事例を含めるとその数は 150名～ 200名に達しているとの推計もある。これは、

参謀本部や担当方面軍司令部が作戦投入兵力の部隊構成に慎重を期し、主要な篤信者部隊

を入植地撤去の実力行使の局面から除いていたという事情を勘案すれば、決して過少に評

価できない人数と言えよう。

ガザ撤退時から十数年を経た現在、IDFにおける宗教シオニスト将兵の勢力伸長は質量

ともにさらに際立ちつつある。そのような存在感を背景に、本稿で取り上げたような軍

祭局「ユダヤ・アイデンティティ班」の存廃をめぐるせめぎ合いや女子兵戦闘職配置に

関する論争等が急速に前景化してきている。2017年 11月のドナルド・トランプ（Donald 

Trump）米政権による米国大使館エルサレム移転方針の発表等、客観情勢に鑑みれば、パ

レスチナ和平プロセスが復調する展開は当面考え難い。したがって、西岸地域のユダヤ人

入植地を撤去し、入植者を IDFが実力によって排除するというシナリオは当面現実味に乏

しい。しかし、仮にそのようなシナリオが降って湧いた場合に、実兵を掌握する中隊・大

隊級の戦術単位指揮官の多数を占めるようになっている宗教シオニスト勢力がどのように

反応するかは、IDF指導層はもとより、政権首脳にとって深刻な懸念材料となる。2005年

のガザでは、入植者総数約 10万人で、動員兵力から篤信者部隊を外しても作戦遂行に大き

な支障は生じなかった。西岸における撤去対象の入植地の人口は、どれだけ少なく見積もっ

ても 30万人を超える。聖地エレツ・イスラエルの中核を成す西岸からの撤退は、イスラエ

ル国家がその目的のために創出されたと宗教シオニストが信じる、「約束の地の回復」とい

う神の命令への背任にほかならず、何よりも宗教シオニスト将兵とりわけ将校の多くは撤
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去の対象となる入植地の出身者なのである 37。

かつて「民族の避難港」としてユダヤ人国家の建設を夢想し、これを実現した世俗主義

シオニストにとって、イスラエル国家はそれ自体が目的であり、その領土と国民とが防衛

の究極的対象である。しかし、宗教シオニストの目には、イスラエル国家は神のユダヤ人

救済計画を実現するための手段であって、それ自体が目的とは映らない。聖地エレツ・イ

スラエルの回復とそこへのユダヤ人の帰還・集住こそが、死守すべき目的にほかならない。

「国防」と「護教」と。宗教シオニストの勢力伸長は、IDFに早晩このアポリアへの対峙を

迫るに違いないのである。

─注─

1 2017年中央統計局集計で、全人口 868万人。ユダヤ人 75パーセント、アラブ人その他 25パーセント。
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Devine Service? Judaism and Israel’s Armed Forces, London: Ashgate, 2013.
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第 7章　 グローバルリスクとしての中東エネルギー情勢

小林　良和

はじめに

現在の国際石油・天然ガス市場は、「嵐の前の静けさ」ともいうべき状態にあるのかも

しれない。中東における地政学的情勢はこれまでになく不確実性を高めている。サウジア

ラビアにおける多くの王族・閣僚の一斉拘束、イラクのクルド自治区の独立に向けた国

民投票実施と中央政府軍のクルド侵攻、サウジアラビアやアラブ首長国連邦（United Arab 

Emirates: UAE）などによる対カタール断交など、2017年も数多くの中東地域における地政

学的リスク要因が顕在化した年であったが、これらのいずれもが、中東地域からの石油・

天然ガス供給に影響を及ぼす可能性を秘めている。

このような未曽有の地政学的不確実性の高まりに対し、国際石油・天然ガス市場におい

ては、少なくともこれまでのところ、深刻な供給の途絶や価格の上昇は見られていない。

ますます不確実性を高める中東地域の「政治」の問題は、一見すると、石油・天然ガス貿

易といった「経済」の問題とは全く別次元の問題であるかのように見える。しかし、言う

までもなく、中東地域において、「政治」と「経済」が別次元の問題であり続けること等あ

りえず、2011年の「アラブの春」の例を引くまでもなく、どんなに磐石とみなされてきた

政治体制であっても、ひとたび大きな混乱の渦に引き込まれると、あっけなく崩壊してし

まうという脆弱さを秘めている。中東地域における地政学的不確実性がこの上なく高まっ

ている現在、その石油 ･天然ガス供給に対する潜在的な途絶リスクについても同様に著し

く高まりつつあるといってよい。

国際的な石油 ･天然ガス市場はグローバル化が進み、ある地域における供給途絶が即座

に世界的な価格上昇につながるようになっている。そのため、中東地域における石油・天

然ガス供給の途絶は、狭く中東地域やその石油や天然ガスを購入している消費国だけの問

題ではなく、国際価格の高騰を介して世界経済に大きな悪影響を及ぼすという意味で、グ

ローバルなリスクの一つということができる。本稿では、以上のような問題関心に基づき、

原油・液化天然ガス（Liquefi ed Natural Gas: LNG）それぞれの世界最大の輸出国であるサウ

ジアラビアとカタールによる最新の輸出動向とその供給をめぐるリスクを概観し、今後の

日本が取りうる対応策を検討する。

1．サウジアラビアからの原油供給

（1）原油輸出の概況

サウジアラビアの 2016年時点での原油生産量は 1,042万バレル／日であり、米国（1,253
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万バレル／日）、ロシア（1,042万バレル／日）に次ぐ世界第三位の水準である。しかし、

その国際原油市場に対する影響力は依然として極めて大きい。サウジアラビアは、石油輸

出国機構（Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC）の盟主として、2016年

11月以降の OPECの協調減産を主導し、またロシアを始めとする非 OPEC産油国との協調

減産にも道筋をつけることで、2017年秋以降の原油価格の上昇（図 1）に非常に大きな役

割を果たした。サウジアラビアによる OPEC諸国に対する減産の働きかけや積極的な減産

がなければ、今回の原油価格の上昇は実現していないか、ごく限られたものにしかならな

かったであろう。

図1　主要原油価格の推移（2014年 1月～2017年 11月）

（出所）International Energy Agency, Monthly Oil Market Report, 2015-2017より筆者作成。

サウジアラビアが生産する原油には、サウジアラビア国内の石油需要を満たす分や、サ

ウジアラビアにおける製油所で精製され、石油製品として輸出される分も含まれるため、

そのすべてが輸出に供されるわけではない。特に、近年サウジアラビア国内の石油需要が

増加し続けているため、サウジアラビアによる原油輸出量は減少しているのが現状である。

図 2にサウジアラビアにおける原油生産量の向け先別の内訳の推移を示すが、ここ数年は

国内の石油需要の増加や、輸出製油所の精製能力の増強によって、生産された原油の多く

が、国内で直接消費されたり（その多くは発電所で直接燃焼されている）、国内の製油所で

精製されたりしており、純粋に国外に輸出される数量は生産量の増加ほど伸びていない様

子がうかがえる。
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サウジアラビアからの原油輸出は 3か所の港から行われており、その合計の出荷能力は

1,300万バレル／日と、サウジアラビアの原油生産能力（1,250万バレル／日）を上回る 1。

3か所の港のうち、2か所がペルシャ（アラビア）湾岸にあり（ラスタヌラ港およびジュア

イマ港）、1か所が紅海沿いにある（ヤンブ港）。日本を始めとするアジア向けの原油輸出は、

主としてペルシャ湾岸の 2つの港から行われている。サウジアラビアには、アラビア半島

を横断する原油パイプライン（Petroline）が存在し、仮にペルシャ湾岸からの出荷ができ

なくなった場合（例えばホルムズ海峡が封鎖されたような場合）にも、紅海側のヤンブ港

からの出荷ができるようになっている（図 3）。ただし、そのパイプラインの輸送能力のう

ち、190万バレル／日は、同じく紅海側の製油所への原油供給のために用いられているため、

そのような緊急時において追加的に利用できる輸送能力は 290万バレル／日程度とされて

いる 2。

サウジアラビアからの原油輸出は、日本、中国、米国、韓国の 4か国向けで全体の半分

以上を占める（図 4）。サウジアラビア国営石油会社サウジアラムコは、これらの 4か国

において、自社が部分出資する石油精製会社を有しており、自国の原油の安定的な輸出

先を確保している。近年では、石油需要が増大する東南アジアにおいても、マレーシア

では国営会社ペトロナスが主導する石油精製化学基地（Petronas Refi nery and Petrochemical 

Integrated Development: RAPID）の新設案件への 70億ドルを出資したり、インドネシア・ジャ

図2　サウジアラビア原油の向け先

million b/d

（出所）Joint Organization Data Initiative (JODI), The JODI-Oil Database <https://www.jodidata.org/oil/>, accessed 
on 30 December 2017より筆者作成。
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図3　サウジアラビアにおける原油・天然ガス輸送インフラ

（出所）U.S. Energy Information Administrationホームページ <https://www.eia.gov/beta/international/analysis.
cfm?iso=SAU>, accessed on 30 December 2017.

図4　サウジアラビアの原油輸出先の推移

（出所）各国貿易統計、OPEC Annual Statistical Bulletinを基に筆者作成。
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ワ島における同国最大の製油所であるチラチャップ（Cilacap）製油所の改修案件への出資

を検討したりと、積極的な垂直統合投資計画を進めている。

（2）サウジアラビアからの石油供給をめぐるリスク要因

サウジアラビアからの石油供給に対しては、これまでも東部州におけるアブカイク石油

集積基地に対するテロ攻撃（2006年 2月）や、国営サウジアラムコのコンピューターネッ

トワークに対するサイバー攻撃（2012年 8月）がなされており、その供給を脅かす事象が

実際に発生している。こうした外的な脅威に対しては、当然のことながら、サウジアラム

コの側でも警備体制やサイバーセキュリティの強化を行っているが、中東地域における地

政学的対立構造が深化する中、今後もサウジアラビアからの供給には、同様の途絶リスク

が存続し続けると認識しておくべきだろう。

その他、より中長期的なリスク要因として挙げられるのが、近年のサウジアラビアの石

油政策における意思決定プロセスの変化である。元々、サウジアラビアにおける石油政策

や石油事業は、テクノクラートと呼ばれる非王族の官僚が担ってきた。OPECの生産方針

や国営のサウジアラムコによる長期の経営方針などといった戦略的な要素が強い分野につ

いては、テクノクラートが務める石油鉱物資源相が、国王他王族メンバーと相談の上、意

思決定を行ってきたが、それ以外の分野における意思決定は、主としてテクノクラートに

よってなされてきた。これは、石油政策は、サウジアラビアにとって極めて重要な政策分

野であり、王族メンバーが担当するには荷が重すぎる（言い方を変えればリスクが高い）

とみなされてきたからである。

ところが、2015年に現国王のサルマーン国王が即位して以降、石油分野に対する王族

の関与が強まる傾向が見られるようになってきている。2015年 1月には、それまでサウ

ジアラビアの石油政策に関する最高意思決定機関であった最高石油鉱物資源評議会が廃止

され、経済問題全般を取り扱う最高経済開発評議会へとその機能が移管された上で、その

議長にはサルマーン国王の実子であるムハンマド・ビン・サルマーン王子（当時、現皇太

子）が就き、また同じタイミングで、同じくサルマーン国王の実子である石油鉱物資源省

のアブドゥルアズィーズ・ビン・サルマーン次官（deputy oil minister）が、副大臣（assistant 

oil minister）へと昇格している。さらに、2015年 4月には、サウジアラムコの経営を直接

監督する組織としてサウジアラムコ最高評議会が設置され、その議長を、ムハンマド・ビ

ン・サルマーン王子が兼任することとなった。これまでサウジアラムコの会長はテクノク

ラートである石油鉱物資源相が兼任していたため、この組織改編と人事は、サウジアラム

コの経営やその日々の意思決定に対する王族メンバーの影響力が拡大したことを意味して

いる。

これまで、サウジアラビアの石油部門は、ほかのアフリカや中南米の産油国とは異なり、
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安定的な石油生産を行い、またそうした石油生産を可能にするための投資についても着実

に行ってきた。国営石油会社のサウジアラムコについても、世界の石油業界の中では、高

い油田開発技術を蓄積し、効率的な経営を行う「成功した国営石油会社」のひとつである

という評価を受けている。これはひとえにサウジアラビアが、その石油政策を専門家のテ

クノクラートに委ね、可能な限り政治色を薄める努力をしてきたからであるとされている。

石油部門に対する王族の影響力が強まる中で、これまでのような安定的な投資と石油生産

を今後も続けていくことができるかどうかが注目される。

また、石油部門における意思決定の変化によって、サウジアラビアが、これまでのよう

な国際原油市場における「スイングサプライヤー」としての役割を果たし続けるかどうか

という点も重要である。これまで、サウジアラビアは、少なくとも 150万～ 200万バレル

／日の余剰生産能力を保有し、中東やそのほかの産油国において供給途絶が発生した際に

は、その能力を活用することで原油価格の安定化に努めてきた。サウジアラビアがこうし

た原油価格の安定化に対し強い関心を有している背景には、国際政治経済における自国の

重要性を他国に認識させるとともに、原油価格の急騰による消費国の「石油離れ」を未然

に防ぐという意図があるとされている。今後、石油政策の意思決定プロセスが変容するこ

とで、サウジアラビアがこれまでのような「スイングサプライヤー」としての役割を放棄

することがあれば、今後の国際原油市場の不安定化を通して、世界経済にとっては大きな

リスク要因となる。

2．カタールからの天然ガス供給

（1）天然ガス供給の概要

カタールは長らく世界最大の LNG生産国の座に居続けている。その LNG生産能力は年

間 7,700万トンと 2位の豪州（年間 6,000万トン）を大きく引き離している。この LNGの

原料となるガスは、同国内のノースフィールド（North Field）ガス田から生産されているが、

カタールは、同ガス田の埋蔵量評価をより精緻に行うことを目的に、2005年以降、新規の

LNGプラントの建設を停止している（モラトリアム）。近年豪州やロシア、米国などで新

規の LNGプラントの建設が相次いでいるため、カタールの世界市場におけるシェアは徐々

に低下基調にある（図 5）。

カタールで生産される LNGの約 3分の 2がアジア向けである。元々、カタールは自国

で生産された LNGを欧米などの大西洋市場とアジア市場に半分ずつ輸出する計画であっ

たが、米国におけるシェール革命の進展と国内生産量の増加によって当初見込んでいた米

国への輸出が困難となったため、アジア向けへの輸出を拡大させている。輸出されている

LNGの約 7割が長期契約で、3割が短期・スポット契約となっている。2016年の輸出実績

は 7,960万トンと公称生産能力を上回る輸出が行われており、高い装置稼働率が維持され
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ていることがうかがえる。

2017年 4月、カタールは、2005年以降、12年間続けてきた新規 LNG案件開発のモラト

リアムを解除することを発表し、また同年 7月には、2024年をめどに LNG生産能力を 1

億トンへ拡張する計画を明らかにした。世界の LNG需給バランスは 2015年以降、供給超

過状態にあり、各産ガス国とも現在の需給緩和状態が解消されるまで新規投資を控えてい

るのが現状である。この時期にカタールが 2,000万トンを超える生産能力の大規模な増強

を発表した理由としては、現在の需給緩和状態が 2020年には解消されると同国は見ており、

需給状態がひっ迫状態に反転する時期に良好な条件で多くの販売契約を締結しようとして

いること、またコスト競争力のあるガス田を有する同国が大規模な増強案件を発表するこ

とで、他国による新規投資をけん制する目的があるものと考えられる。

しかし、そうした LNGの販売戦略上の理由だけではなく、その他の要因も指摘できる。

カタールのノースフィールド・ガス田は、イランのサウスパールス（South Pars）ガス田と

海底でつながっているが、2017年 7月に、フランスの石油メジャー・トタル（Total）が、

国営イラン石油会社（National Iranian Oil Company: NIOC）との間でサウスパールス・ガス

田の開発に合意していることから、カタールとしてはイラン側での開発によって自国のガ

ス田の生産が目減りすることを抑えるために、モラトリアムを解除し、新規開発を再開し

図5　カタールのLNG生産量

million tonnes

（注）2024年の値は計画値。

（出所）GIIGNL, LNG in the Worldより筆者作成。
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たとの見方がある 3。また、サウジアラビアや UAEによる経済封鎖を受ける中で、自国の

LNG生産能力をさらに拡大させることで、国威の発揚や国際的なプレゼンスを高めること

を目的としているとの見方も可能である。現在の原油価格の低迷や LNG市場における供

給超過状態が続く中、世界の LNG生産能力への新規投資が滞っており、こうした生産能

力にたいする投資不足は、将来需要が大きく増加した際に供給不足や価格の高騰を招く恐

れがある。このため、国際 LNG市場における需給バランスを確保するためにも、カター

ルによる新規投資は着実に進められることが期待される。

サウジアラビアなどによる対カタール断交は、本稿執筆時点（2018年 2月）では、カター

ルによる LNG輸出には大きな影響を及ぼしていない。カタールからの LNG輸出量はおお

むね過去 5年間のトレンド内に収まっており、大きな支障は発生していない 4。カタール

は、UAEに対し、パイプラインと LNGの双方による天然ガス輸出を行っており、2016年

実績では UAEは国内の天然ガス需要の 25パーセントをカタールからの輸入に依存してい

る。このカタールから UAEへのパイプラインについても、本稿執筆時点では影響は出て

いないが、カタールからの LNGの輸出については、アルジェリアなど他の産ガス国から

の LNGに振り返られている模様である。

（2）今後のカタ ールからの LNG供給リスク

サウジアラビアからの原油供給とは異なり、これまでカタールからの LNG供給そのもの

を脅かす事象や攻撃等はこれまで発生していない。カタールからの LNG供給そのものが

停止する事象についても、突発的な LNG生産基地でのトラブル発生のような技術的な要

因以外は考えにくい。しかし、昨今の中東地域における地政学的対立がこれまでになく悪

化している状況に鑑みれば、カタールの LNG輸出に支障が生じるような周辺国による経

済制裁や、その他 LNG生産施設の稼働に支障が生じるような何らかの攻撃がなされる可

能性についても、想定しておく必要があるかもしれない。

そのほか、間接的なリスクとしては、UAEに対する天然ガス供給の停止が挙げられる。

図 6において示す通り、UAEは、アブダビ首長国から日本に対する LNG輸出を継続しな

がら、UAE全体でパイプラインガスを輸入し、ドバイ首長国では LNGの輸入を行うとい

う、やや入り組んだ天然ガス需給構造を有している。これまでのところ、カタールは UAE

に対するパイプラインガスの輸出を停止していないが、カタールとサウジアラビア・UAE

側との関係がさらに悪化すれば、このパイプライン供給にも影響が生じる懸念も残る。そ

の場合には、不足するガスは勢い LNGによる輸入に依存するということとなり、日本に

対して輸出されている LNG供給にも影響が生じる可能性は否定できない。
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3．今後の対応策

こうしたサウジアラビア並びにカタールからの供給途絶のリスクに対し、どのような対

応策を講じておくべきだろうか。ここでは、想定される対応策について以下に簡単にまと

めることで、本稿を締めくくることとする。

まず、石油・ガスの供給途絶に対する対応策として改めて確認しておくべき事項は、国

内の緊急時対応体制の整備・強化である。この分野については、石油に関しては、これま

でも国際エネルギー機関による国際的な緊急時対応訓練や、国内においても官民を含めた

緊急時対応訓練などが行われており、緊急事態が発生した際の情報共有や意思決定プロセ

スの整理などといった分野における整備は進んでいる。今後は、現在の国家備蓄制度をよ

り機動的に放出するための体制整備や、緊急事態が発生した際における規制体系のあり方

などについてのさらなる検討がなされることが望まれる。ガスについても、2016年 7月に

は、国際エネルギー機関、経済産業省、国内の代表的な電力・ガス会社などによる、国際

的な LNG供給の途絶事象に対するワークショップが開催されており 5、有事の際の具体的

な対応策とその優先順位になどについての議論がなされるなど、この分野についての対応

体制の整備が進められている。

次に検討されるべきは、現地の情報収集・分析能力の向上である。中東地域における地

政学的対立構造がより複雑になるにつれて、現地の情報を定点観測し、その今後の展開に

ついての分析を行うことができる専門家の育成がますます重要になってきている。この分

図6　UAEの天然ガスバランス

（出所）BP, Statistical Review of World Energy 2017より筆者作成。
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野については、外務省が中心となって、1999年から、主要資源国の在外公館、関係省庁・

機関、有識者、企業等を交えた「エネルギー・鉱物資源に関する在外公館戦略会議」が毎

年開催されているが、今後も現地の情勢分析能力の向上や地政学的な情勢分析とエネル

ギー市場分析とのさらなる融合を図っていくべきである。

ある程度長期的かつ石油・天然ガス共通の取り組みとしては、ロシアからの供給能力の

拡張やパナマ運河の通峡能力の拡充が挙げられる。ロシアは、膨大な石油天然ガス資源を

保有し、日本にとっては、ホルムズ海峡やマラッカ海峡といったいわゆるシーレーン上の

チョークポイントを航行せずに輸入が可能であるという意味で、非常にユニークかつ重要

な供給国である。近年、経済制裁が強化される中で、ロシアに対する新規の供給能力への

投資は困難となりつつあるが、ロシアからの供給能力が増加されることで、中東地域にお

ける供給途絶が発生した際の代替供給源のオプションは大きく改善する。

また、ロシア以外の石油・ガス供給源として今後その重要性が増していくのが、シェー

ル革命によって生産量が急速に増加しつつある米国である。主要な油ガス田があるのは米

国のメキシコ湾岸および東部地域であるため、米国から日本に対する供給を行う際にはパ

ナマ運河を通峡するのが最短のルートとなる。現在パナマ運河を通峡できるのが 1日 7隻

（コンテナ船、バルカー船など全ての船種を含む）のみであり、LNG船に関しては 1日 1

隻のみ（片側航行のみ）となっている。緊急時に大量の石油やガス需要が発生した際には、

米国からの代替供給を確保する上では、このパナマ運河の通峡能力がボトルネックとなる

可能性があり、この通峡を管理するパナマ政府やパナマ運河庁に対し、その運用の弾力化

に向けた働きかけを行っておくことが重要である。

石油分野における対応策としては、既に述べた緊急時における備蓄制度の運用や規制体

系のあり方などが主な国内における対応体制の整備として挙げられる。国際的な対応とし

ては、非中東原油の調達ルートの開拓を進める必要がある。中東地域において突発的な供

給途絶が発生した際には、代替として中東以外の供給源からの原油をいかに効率的に調達

できるかが鍵となる。現在国際市場で流通している原油には様々な品質のものがあり、す

べての原油が容易に中東産原油と代替できるわけではない。そのため、日ごろから中東産

原油に限らず、中南米やロシア、アフリカなど多様な産油国の原油を調達し、製油所で処

理しておくことで、緊急時においてもより多くの供給オプションから原油を調達すること

が可能となる。またそうした多様な原油を調達できる体制を整備しておくことは、平時に

おける原油の購入のバーゲニングパワーの改善にもつなげることができるため、積極的な

対応を始めておくことが重要である。

ガスについては、日本が輸入するガスはそのすべてが LNGでの輸入となるが、LNGの

取引はそのほとんどが長期契約となり、緊急時が発生した際に、追加的に調達を行うこと

ができるスポット市場が十分に整備されていない。2016年時点では、LNGのスポット取
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引は市場で取引されているうちの 1割程度に過ぎず、その流動性は低い。

このスポット市場の育成を妨げているのが、一般的な LNG取引に含まれている転売規制

（仕向け地制限規制）条項である。この天然ガス売買契約における転売規制については、既

に 2000年代に EUの競争総局が、EUの競走法上違法であるとの判断を示し、欧州におい

てはすでに撤廃されているが、アジアにおいて取り引きされる LNGには依然として適用

されている。これに対し、2017年 6月に日本の公正取引委員会が、積み地渡しの LNG取

引については、独占禁止法上問題となる可能性があるとの見解を示したことで、日本企業

がかかわる LNG取引についてもこの規制の撤廃の動きがみられる。流動性の高い LNG市

場の育成は、代表的な価格指標の形成を通して、現在原油価格にリンクさせて設定されて

いる LNG価格の適正化にもつながるため、今後の早期の実現が望まれる。

もう一つのガスの供給途絶対策としては、既存の石油火力の活用も挙げられる。2007年

7月に新潟中越沖地震において柏崎刈羽原子力発電所が稼働を停止した際、また 2011年

3月の東日本大震災以降、国内のすべての原子力発電所が稼働を停止した際に、代替電源

として非常に大きな役割を果たしたのが石油火力発電であったことはあまり知られていな

い。石油火力発電の燃料となる重油は、非常に流動性の高い国際市場が形成されており、

またその供給国の多くがアジアにあることから、石油火力は緊急時において非常に大きな

役割を果たすことができる電源である。2016年時点で日本国内の石油火力は合計で 4,500

万キロワットの発電容量が存在するが、その多くが老朽化しており、天然ガスを始めとす

る他の電源への代替が計画されている。また石油火力は一般に効率性が低く、気候変動対

策の観点からもその維持は困難な状況にある。しかし、緊急時における対応電源としては

非常に有効な電源であることは実証済みであり、政策的な観点から、この電源をどのよう

に維持していくかを検討する必要がある。

さらに、緊急時における米国からの LNG調達においてパナマ運河の航行制限がボトル

ネックになる点はすでに述べたとおりであるが、米国にはパナマ運河を航行しなくても済

表1　中東からの供給途絶に対する主な対応策

 短期的対応策 長期的対応策

石油・ガス
共通

国内緊急時対応体制の整備・強化
現地情報収集能力の強化

ロシアの供給能力の拡充
パナマ運河の通峡能力の拡充

石油 国内石油備蓄（国家備蓄・民間備蓄・産油国共同備蓄）の
活用、柔軟性の向上
緊急時における諸規制（国内内航船規制、タンクローリー
走行規制）運用の弾力化の検討

非中東産原油の調達ルートの
開拓

ガス LNG市場の流動性向上、スポット市場の整備
石油火力発電の維持活用

米国西海岸での LNG供給能
力の整備

（出所）筆者作成。
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む西海岸での LNG計画があり、またカナダの西海岸でも、複数の LNG液化装置の建設計

画がある。足元の国際需給バランスの緩和と原油・LNG価格の低迷によって、その計画の

進捗は必ずしもはかばかしくないが、中東地域における LNG供給途絶が発生した際には、

非常に大きな役割を果たす可能性がある。LNG液化装置の建設はあくまで民間企業の経営

判断に基づいて行われるべきものであるが、日本政府としても、政策金融などの活用を通

して実現を促していくことの意義は大きい。

─注─

1 U.S. Energy Information Administration, Country Analysis Brief: Saudi Arabia (Washington D.C., October 2017) 
<https://www.eia.gov/beta/international/analysis.cfm?iso=SAU>, accessed on 30 December 2017.

2 U.S. Energy Information Administration, World Oil Transit Chokepoints (Washington D.C., July 2017) <https://
www.eia.gov/beta/international/regions-topics.cfm?RegionTopicID=WOTC>, accessed on 28 December 2017.

3 Gerald Butt, “Foot off the brake,” Petroleum Economist, June 2017, p. 43.
4 International Energy Agency, Global Gas Security Review 2017, (Paris: International Energy Agency, 2017), p. 

31. 
5 同 会 議 の 成 果 に つ い て は、International Energy Agency, Gas Resiliency Assessment of Japan, (Paris: 

International Energy Agency, 2016) にまとめられている。
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第 8章　 トランプ大統領の登場とアメリカの中東政策

小野沢　透

はじめに

2016年は、英国の欧州連合（European Union: EU）離脱決定（Brexit）、米大統領選挙で

のドナルド・トランプ（Donald J. Trump）の勝利、大陸欧州諸国における極右勢力の台頭

など、「現状（status quo）」への批判や不満、あるいは「現状」の変革を求める勢力の隆盛

が見られた年であった。その後、このような勢力の拡大には一定の歯止めがかかったよう

に見えるものの、「現状」への批判あるいは「現状」の変革を求める動きは、今日の「グロー

バル・リスク」の重要な構成要素であり続けていると考えられる。

本稿の主たる課題は、米国の中東政策の現状を考察することである。これを「グローバ

ル・リスク」という観点から捉えようとするならば、昨今の「現状」批判の内実を明らか

にした上で、この「現状」批判が、どのような形で米国の中東政策に影響を与えている／

いないのかを考察する必要があるだろう。とはいえ、これを生のデータにまで遡って考察

することは、筆者の能力を超える。そこで本稿は、まず「現状」を把握するための作業仮

説に基づいて「現状」に対する様々な批判を整理することで、トランプ大統領登場の背景

を考察する。しかる後に、トランプ政権の対外政策全般を巡る外交・安全保障分野の専門

家たちの議論を、この分野の代表的な専門誌である『フォーリン・アフェアーズ（Foreign 

Affairs）』に掲載された論考から整理し、それを踏まえた上で、中東政策を巡る議論の位相

を考察する。

「グローバル・リスク」の一要因であるところの「現状」への批判──それは「現状」の

変革という「グローバル・シフト」につながっていくかもしれない──の内実とその影響

は、関連する様々な要素を解きほぐして、それらの相互関係を分析することを通じてしか、

把握できないであろう。しかし正直なところ、筆者は、これらを俯瞰できるようなクリア

な構図を未だ見出せずにいる。したがって本稿は、如上の問題意識に立ちつつも、なお断

片的な状況分析にとどまっていることを、あらかじめお断りしておく。

1．トランプ大統領の登場

（1）「現状」を如何に捉えるか──ひとつの作業仮説

今日の世界の「現状」は、どのように把握できるであろうか。たとえば、『フォーリン・

アフェアーズ』誌に登場する論考では、「現状」は「リベラル国際秩序（liberal international 

order）」などと表現されることが多いが、その内実は、国連に代表される多国間の諸制度

を基調とする国際秩序という見方、それに米国を中心とする同盟関係を加える見方、ある
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いは国際秩序の構成要素である各国の国内政治・経済体制まで含めて捉える見方など様々

である。

筆者は、これらの「リベラル国際秩序」観とも矛盾せぬ作業仮説として、「現状」を、「グロー

バリゼーション」という下部構造と、「新自由主義（neoliberalism）」と「新左翼」の結合と

して理解しうる上部構造よりなる、ひとつのシステムとして捉えることが出来ると考えて

いる。ここでは、「グローバリゼーション」を、非人格的なグローバル市場経済および超国

家・非国家主体のパワーや影響力の拡大と、その裏面としての主権国家および国民経済の

自律性の低下と捉える。「新自由主義」は、ミルトン・フリードマン（Milton Friedman）の

経済理論やフリードリヒ・ハイエク（Friedrich von Hayek）の自由主義思想を背景としつつ、

二十世紀中葉に先進資本主義諸国で一般化していた混合経済体制における国家や公権力の

役割を縮小させ、市場経済や民間のイニシアティヴの領域を拡大することを指向する思想

および政治的立場である。「新左翼」については、その内実やイメージに大きな幅があるが、

ここでは、国家権力よりも、既存の階層的な社会的権力──その代表は、人種とジェンダー

である──を批判および攻撃の対象として、それを修正あるいは解体することを追求する

政治的立場と理解する 1。

敢えてこのような唯物論的な作業仮説を設定するのは、それが「現状」を図式的に整理

して把握するためのみならず、「現状」に対する批判をも含む様々な議論を整理して理解す

るためにも有用であると考えられるからである。たとえば、上記のように「現状」を整理

するならば、1990年代以降、主要先進国の左右の主要政党が基本的に「現状」維持勢力となっ

ていることを把握できる。ビル・クリントン（William J. Clinton）以降の米民主党、トニー・

ブレア（Tony Blair）以降の英労働党、ゲルハルト・シュレーダー（Gerhard F. K. Schröder）

以降の独社会民主党など、主要国の中道左派の主要政党は、グローバリゼーションと新自

由主義を受け入れている。一方、新自由主義的改革を主導した米共和党や英保守党など中

道右派の主要政党で、人種やジェンダー等による差別の撤廃という、かつて新左翼が主要

な課題と位置づけていた問題の解決に（少なくとも公式の立場として）反対する政党は存

在しない。

このように「現状」を把握するならば、トランプ大統領の登場や Brexitなどの政治現象は、

「現状」維持の立場に立つ主要政党が汲み上げることに失敗した、「現状」への批判や変革

要求を核とする新たな政治勢力の出現、あるいは「現状」の是非という新たな政治的対立

軸の生成として捉え直すことが出来るであろう。無論、これらの「現状」批判が、将来的

に持続的な政治勢力の出現につながるか否かは、現時点では全く分からない。しかし、次

節に見るように、「現状」への批判あるいは変革の必要性が広範に語られるようになってい

る言論状況を踏まえるならば、「現状」批判が一時的な現象にとどまり、短期的に終息する

と安易に想定することは出来ぬように思われる。
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（2）「現状」への批判とトランプ大統領の誕生

「現状」への批判や危機感が広く語られるようになったのは、比較的最近のことである。

1990年代から 2000年代には、グローバリゼーションと新自由主義に対する期待や賞賛の

声が圧倒的であった。このことは、ダニエル・ヤーギン（Daniel Yergin）とジョセフ・ス

タニスロー（Joseph Stanislaw）による新自由主義的改革──国家から市場への経済の「管

制高地」の支配者の移行──への肯定的評価、あるいはトマス・フリードマン（Thomas L. 

Friedman）のグローバリゼーションへの賞賛を想起するだけで、明らかであろう 2。もちろ

ん、この頃から、新たな「現状」に対する不安を語る声は存在した。そのような声を最も

早くからあげていたのは、史家エリック・ホブズボーム（Eric Hobsbawm）であったように

思われる。第二次世界大戦後のおよそ四半世紀を、人類の多くが経済成長の恩恵に浴した

「黄金時代」と捉えるホブズボームは、1970－ 80年代以降、先進国における混合経済体制

の縮小に伴って、「貧困、大量失業、不潔、不安定」が再出現しつつあることを看破してい

た 3。しかし、1990年代には、ホブズボームの不安が広く共有されることも、まして「現状」

批判勢力の結集を促すこともなかった。

これに対して近年は、グローバリゼーションと新自由主義への賞賛は影を潜め、それら

への批判の方が優勢になりつつあるように見える。『フォーリン・アフェアーズ』誌が、外

交・安全保障問題の専門誌であるにもかかわらず、主要先進国における混合経済体制の縮

小に伴う経済的不平等の拡大やその政治問題化を指摘する論考を掲載し、それらが国際秩

序の潜在的な脅威となっていることに警告を発するようになっていることは、経済的な「現

状」への危機感の広がりと根深さを物語っている 4。そして、かかる経済的な「現状」へ

の批判や不安の高まりは、2016年の米大統領選挙における、経済的な「現状」変革の主張

を前面に押し出したトランプとバーニー・サンダース（Bernie Sanders）への支持の広がり

とも符合する。

しかし、「現状」への批判がトランプへの支持に結びついたことを理解するためには、「現

状」のいまひとつの柱である「新左翼」への批判という、もう一本の補助線が必要にな

る。1990年代以降、価値や文化がアメリカ政治の主要な対立軸となり、リベラル／保守の

価値観の対立が民主党／共和党という党派対立に重なり合う傾向がいっそう強まっている

こと、それに伴って中道的な政治的立場に立つ者が減少して政治的分極化が進行している

ことが報告されている 5。このような政治的分極化の中で、労働者層、とりわけ「ラスト・

ベルト」と呼ばれる、かつて組織労働者が民主党の強固な支持基盤を形成していた地域に

おいて、トランプが支持を集めたことは周知の事実である。

このことを考察する糸口は、1990年代の米国で、「ニューディール・リベラル」と呼ば

れる勢力、すなわち米国における混合経済体制の構築を主導した勢力が展開していた「新

左翼」批判に見出すことが出来ると考えられる。その代表的な論客のひとりであるリチャー
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ド・ローティ（Richard Rorty）は、米国における左派勢力を、国家や公権力を活用して社

会問題を解決することを目指す「改革主義左翼」と、文化的な認知の問題などにしか関心

を払わず、国家や制度さらには経済問題に無頓着な「文化左翼」とに分類した上で、「文化

左翼」が米国の左翼・リベラル勢力を席巻し、「改革主義左翼」が弱体化しつつあることに

警鐘を鳴らした。そして、「労働市場のグローバル化」が進行しつつある時代にこそ、その

暴力的な影響を緩和して労働者の利益を擁護する「改革主義左翼」が必要とされているに

もかかわらず、そのような時代に左翼・リベラル勢力が「文化左翼」でしかあり得ないと

するならば、労働者たちは左翼・リベラル勢力から離脱し、その間隙を突くデマゴーグが

現れるかもしれない、との予想を提示していたのである 6。

ローティの「文化左翼」は、容易に「新左翼」と読み替えることが出来る。そして、こ

のような「新左翼」批判の視点は、「多文化主義」をエスノ =セントリックな分離主義と断じ、

それがアメリカ社会の分裂と民主主義の弱体化につながるとの警鐘を鳴らした、アーサー・

シュレシンジャー・ジュニア（Arthur Schlesinger Jr.）にも共通していた 7。これら「ニュー

ディール・リベラル」たちは、具体的論点は異なるものの、いずれも「新左翼」のアジェ

ンダが左派の分断や弱体化につながることを正確に予見していたと言える。

いうまでもなく、四半世紀前の彼らの議論をそのまま今日の状況に当てはめることは出

来ない。「オバマ・ケア」として知られる医療保険制度の実現に見られるように、現在の民

主党はふたたび「改革主義左翼」たる性格を強めつつあり、「新左翼」が同党を完全に席巻

する事態とはなっていない。しかし一方で、民主党は、「多文化主義」の擁護をはじめ、少

数者の権利擁護や開放的な移民政策などを先鋭に打ち出し、「文化戦争」とも呼ばれる価値

観を巡る政治的対立軸において、いっそう左派の立場を取るようになっており、依然とし

て「新左翼」の政党という性格を強く有している。民主党の「エリート」──その多くが「新

左翼」の価値観を強く擁護している──と白人労働者階級の分断を 2016年大統領選挙にお

ける同党の敗北の主因と位置づける研究も出現している 8。「新左翼」の価値観に対する批

判が、先述の経済的な「現状」批判と結びつく形で、トランプへの支持拡大の一因となっ

たことは、間違いないと考えられる 9。

以上を俯瞰してみるならば、トランプ大統領の誕生は、グローバリゼーション・新自由

主義・新左翼の結合として捉えられる「現状」への批判の高まりの帰結と、（あるいは、ヒ

ラリー・クリントン（Hillary Clinton）の敗北は、「現状」への支持の弱体化の帰結と、）さ

しあたり捉えることが出来るであろう。言い換えるならば、それは反主知主義や感情的な

ポピュリズムとして片付けることの出来ぬ、「現状」への構造的な批判や変革要求を含ん

でいると考えられるのである。以下に見ていくように、就任後 1年間のトランプ政権の対

外政策は「現状」の変革に突き進んでいるとは言い難いのであるが、それにもかかわらず、

トランプが「現状」への構造的批判を背景とする大統領であることは、同政権について考
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察していく出発点として確認しておくべきであろう。

2．米国の対外政策全般をめぐる専門家たちの議論

（1）党派的対立と潜在的コンセンサス

外交・安全保障の専門家たちのトランプ政権に対する評価は、大きく分かれている。

一方には、トランプ政権を危険視し、それを全面的に批判する見方がある。ジョン・ア

イケンベリー（G. John Ikenberry）は、トランプ政権が、世界観においても米国の国益の定

義においても根本的に誤っていると批判する。トランプは、米国が主導して構築し、米国

自身も大きな恩恵を受けてきた、「リベラル国際秩序」や同盟関係を含む自由主義的民主主

義諸国のコミュニティの価値を理解せず、逆にそれらが米国に過大な負担を強い、米国に

とっての脅威を増大させているとの危険な世界観の下に、それらを破壊しようとしている。

トランプは、自由貿易の潮流を逆転させて保護主義に走り、多国間の枠組を無視して「ア

メリカ・ファースト」の単独行動主義を採用し、市民的ナショナリズムに依拠する開放的

なアメリカ社会を「エスノ =セントリズム」に基づく閉鎖的な社会に変質させようとする

であろう 10。以上のようなアイケンベリーの議論は、極端且つ全面的なトランプ批判であ

るが、民主党に近い論者やリベラル国際関係論者のトランプ政権批判は、程度の差はあれ、

同様の論調となる傾向にある 11。

他方、これとは逆に、共和党に近い論者からは、トランプ政権を評価する見方が提起さ

れている。マシュー・クロイナ（Matthew Kroenig）は、トランプ政権の実際の対外政策は、

従来の共和党大統領と大きく変わらないと見る。それどころか、核戦力を含む軍拡路線、

北大西洋条約機構（North Atlantic Treaty Organization: NATO）諸国からの軍拡方針の取りつ

け、イラン核合意の厳格運用および再交渉の姿勢、北米自由貿易協定（North American Free 

Trade Agreement: NAFTA）を含む通商協定の再交渉方針などからは、むしろ従来の大統領

が達成できなかった成果を上げることすら期待できるとして、トランプ政権を高く評価す

る。このような評価の背景には、バラク・オバマ（Barack H. Obama）政権の対外政策への

痛烈な批判がある。オバマ政権は、ロシアや中国の領土拡張の動きを黙認し、北朝鮮には

核開発の余地をイランにはミサイル開発とテロ組織支援の余地をそれぞれ与え、イラク、

リビア、シリア、イエメンの破綻国家化を座視して「イラクとシリアのイスラーム国（Islamic 

State in Iraq and Syria: ISIS）」やその他のテロ組織が跳梁する土壌を出現させた。トラン

プ政権が不参加を決めた環太平洋パートナーシップ協定（Trans-Pacifi c Strategic Economic 

Partnership Agreement: TPP）は、東アジアにおける米国の政治的影響力を確保するために経

済的国益を犠牲にするものであった。つまり、オバマ政権の下で、米国の敵対勢力は強まり、

同盟諸国の不安は高まり、米国を取り巻く国際環境は悪化した。トランプ政権は、このよ

うな悪しき流れを断ち切り、逆転させつつある、というのである 12。



第 1部　中東情勢とエネルギー問題

̶ 114 ̶

じつは、外交・安全保障の専門家の党派的な分裂は、ジョージ・W・ブッシュ（George W. 

Bush）政権以来のものであり、トランプ政権に対する評価も、この党派的な分断線に沿っ

て展開されていると言える。ブッシュ政権を批判する（主に民主党系の）論者は、オバマ

政権が、多国間の枠組みと同盟関係を基礎とするリベラル国際秩序を尊重しながら、米国

にとっての中核的／周辺的なインタレストを見極め、米国の国力を消耗させるような周辺

的インタレストへの関与を縮小あるいは自制したと論じ、これを高く評価していた 13。対

して、オバマ政権を批判する（主に共和党系の）論者は、同政権が、米国の国際的責任や

同盟関係を維持するとの大統領の発言にもかかわらず、実際には縮小（retrenchment）と宥

和（accommodation）を基調とする対外政策を遂行し、過度の軍事支出の削減を行った結

果、米国の敵対勢力を利し、同盟国の不安を増大させ、世界を「無秩序（disorder）」に陥れ、

結果的に米国の国益を損なった、と批判していた 14。このような立場の違いが、そのまま

トランプ政権への評価に持ち込まれているのである。

しかし、一見するところ全面的に対立しているように見える二つの立場には、共通点が

ある。それは、第二次世界大戦後に米国が主導して構築してきた国際秩序を維持・発展さ

せることが米国の国益に適うという前提、そしてかかる国際秩序を弱体化させるような行

動、とりわけ米国の国益を狭く捉えて単独行動主義的にそれを追求する政策──ここでは

「単独行動主義的リアリズム」と呼ぶこととする──を自制すべきであるとの主張である。

党派的な専門家たちは、上記を共有した上で、国際秩序を維持・発展させるために、米

国が如何に行動すべき／すべきではないかという問題を巡って対立している。そして、党

派的な専門家たちの議論を見るときに留意すべきは、彼らが、政権の言動の全体像ではな

く、ある特定の部分を強調して評価を下す傾向が強いことである。オバマ支持・トランプ

否定派は、「アメリカ・ファースト」というスローガンに象徴されるトランプの単独行動主

義的リアリズムを手厳しく批判する。しかし一方で、オバマ政権の関与縮小方向の自制的

な対外政策については、ブッシュ政権の負の遺産を清算するものと位置づけることで、こ

れを単独行動主義的リアリズムとして批判することなく、米国の国力とインタレストの慎

重な計算に基づく賢明な戦略として高く評価する。つまり、縮小・自制方向の単独行動主

義的リアリズムについては、それが国際秩序に及ぼす影響を不問に付す議論になっている

のである。（尤も、オバマ支持派ですら、オバマ政権の実際の行動が、大統領の高邁な言辞

に不釣り合いなものであったことは認めている。）一方、オバマ批判派・トランプ期待派

は、オバマ政権の関与縮小方向の単独行動主義的リアリズムが国際秩序を弱体化させたと

見て、トランプ政権が前政権の政策を覆そうとしている側面を積極的に評価するが、トラ

ンプ政権の「アメリカ・ファースト」が内包する単独行動主義的リアリズムは看過する傾

向がある。

本稿の行論上、確認しておくべきは次の二点である。まず、専門家たちは、その党派的
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対立にもかかわらず、国際秩序を維持・発展させていくために、米国が適切な行動を取ら

ねばならないとの前提を共有しているということである。そして、米国の実際の対外的行

動のレヴェルで見るならば、その性格や方向性は大きく異なる──そしてこの相違が党派

的な評価の対立の原因となっている──ものの、オバマ政権もトランプ政権も、単独行動

主義的リアリズムに傾斜するところが少なからずあるということである。

（2）中道付近の見解

党派色の薄い中道的な専門家たちの議論は、米国の対外政策の方向性のみならず、国際

秩序のあり方について、より建設的な提言を含んでいる。

『フォーリン・アフェアーズ』の発行母体である外交問題評議会の会長で中道右派・リア

リスト国際関係論を代表するリチャード・ハース（Richard N. Haass）は、就任後半年間の

トランプ政権は在来型（conventional）の対外政策を採用しているとして、これに肯定的な

評価を与えつつ、いっそう積極的且つ一貫性のある対外政策を遂行するよう求めている。

ハースの提言の核心は、戦後米国が構築してきた国際秩序を、「破壊（teardown）」するの

ではなく、時代遅れの部分を「改良（renovation）」することによって、これを発展させる

べく米国が主導権を発揮していくべきである、との主張にある 15。トランプ政権への評価

が大きく異なるにもかかわらず、ハースの提言が前掲のアイケンベリーの議論と矛盾しな

いのは、国際秩序を維持・発展させていくために米国がしかるべき役割を果たすべきであ

るとの前提を両者が共有しているゆえである。

ハースの具体的な提言は、EUと NATOへの支持の明確化、対外援助の継続、気候変動

枠組みへの残留、条件付きでの TPPへの復帰など多岐にわたるが、そのほとんどは左派の

論者も同意するような内容である。ここでは特に、ハースが、対外政策において自由主義・

民主主義に代表される「理念（ideal）」を重視すべきであると説き、また、教育や職業訓練

の拡充や失業補償の充実など米国民の経済的安定（economic security）を向上させるための

包括的な施策の必要性を指摘していることに注目したい。これらの論点は、中道左派・リ

ベラル国際関係論の立場に立つジェフ・コルガン（Jeff D. Colgan）とロバート・コヘイン

（Robert O. Keohane）の論考と、内容的に大きく重なり合うからである。

コルガン／コヘイン論考は、トランプ政権にいささかも肯定的な評価を与えていないも

のの、トランプ大統領の登場や Brexitをもたらした「グローバル・ポピュリズム」を非難

するのではなく、むしろ既存の「リベラルな秩序（liberal order）」の側に問題があるとして、

その改革が必要であると説く。「リベラルな秩序」の中心たる米英両国においてそれに背を

向ける「グローバル・ポピュリズム」が台頭したのは、「市場に依拠する社会で成功した人々

は、市場の諸力により恵まれぬ立場に立つ人々があまりに大きく落伍せぬよう保障する」

という「社会契約」が破綻したゆえである。これを破綻させたのは、ひとつには、1970－
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80年代以降、逆進的税制、企業の外部調達を促進する投資・通商協定、公教育予算の縮小

などの形で、「エリート」や「大企業」が「リベラル秩序」を私物化してきたからである。

さらに、共産主義体制の崩壊によって国民のアイデンティティ形成に必要な「他者」が失

われたことで「ワシントンのエリート」が「他者」として認識されるようになったこと、

そして、「遠隔の非民主的な」多国間機構の権限が過剰に拡張した（multilateral overreach）

結果として一般国民の疎外（public alienation）が強まったことにより、「リベラルな秩序」

への批判はいっそう強まっている。コルガン／コヘインは、このような状況から脱却する

ために米国が採用すべき政策の原則として、全ての社会集団・階級に利益をもたらすグロー

バリゼーションを追求すること、米国の国益を維持できるような国際協力を追求すること、

権威主義的・非自由主義的諸国を「他者化（othering）」することで米国民の新たなアイデ

ンティティを構築すること、以上三点を提言している 16。

コルガン／コヘインの結論の凡庸さと偏狭さは、今日の米国のリベラル勢力の弱さの一

因を物語っていると考えられるが、ここではこの問題には立ち入らない。ここで確認すべ

きは、中道右派のハースと中道左派のコルガン／コヘインの議論に見られる共通点である。

まず両者は、戦後米国が構築してきた国際秩序が米国の国益に適うとの認識、そして、一

定の修正を加えながら、この国際秩序を発展させていくために米国が積極的な役割を果た

していく必要があるとの認識で一致している。これは、前節で確認した、党派的な専門家

の間にも潜在的に共有されている認識であり、したがって外交・安全保障分野の専門家の

コンセンサスと言えるが、中道派の議論は、「現状」の国際秩序に「改良」の余地があるこ

とを指摘する点に特徴がある。

これに関連する二点目として、両者は新自由主義に立脚するグローバリゼーションを修

正して、ある種の「混合経済」の方向に米国の制度やシステムを修正すべきであるとの見

解で一致している。このような主張は、もともとは左派に淵源を有するから、政治的スペ

クトラムの左から中央にかけて、経済的な「現状」の部分的変革を求める主張が強まって

いると想定することが出来るであろう。そして、その前提として、外交・安全保障の専門

家たちの間に、米国を含む先進諸国の経済システムへの関心が高まっていることにも注目

すべきである。

そして最後に、自由主義や民主主義などの「理念」を米国の対外政策の基本原則として

重視すべきとの主張でも、両者の見解には一致が見られる。ハースは、米国が「自らへの

評価を損なう」、あるいは「世界中により開放的な社会と安定を構築しようとする努力」を

後退させることを避けるために、「エジプト、フィリピン、トルコ」などの「友好的な専

制支配者（friendly tyrants）」との連携には慎重であるべきであると主張し、トランプ政権

は相手国の国内体制や内政を軽視しすぎであると批判する。一方、コルガン／コヘインは、

米国民のアイデンティティ再構築のために、米国は「自由主義的民主主義諸国」と緊密に
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連携しつつ、中国やサウジアラビアのような「権威主義的な非自由主義諸国」からは一定

の距離を置き、これら諸国を「他者化」すべきであると説く。

じつのところ、彼らは権威主義諸国との連携を全面的に否定しているわけではない。また、

「理念」を対外政策の基準とすべしとの彼らの主張は、「理念」を実現するという結果よりも、

米国がそのような姿勢を示すこと自体に意味を見出す、表層的な性質を有している。それ

でも、アメリカ外交の歴史をかえりみるなら、このような議論がエリートたちの間に広く

見られるようになったことは、やはり注目すべき変化であろう。周知のように、米国は公

式には自由主義や民主主義を支持する立場を掲げ続けてきたが、冷戦期以来、多くの権威

主義体制と同盟関係にあったことからも窺われるように、必ずしも実際に理念を基準とす

る対外政策を遂行してきたわけではないからである。

「理念」を重視すべしとの主張が、どのような経緯で専門家たちの支持を得るようになっ

たのか、筆者は具体的に論じる用意を持たないが、その淵源のひとつはオバマ政権の対外

的行動における「理念」軽視に対する右派からの批判に求められるであろう。そうである

とするならば、対外政策において「理念」を重視すべきとの主張は、政治的スペクトラム

の右から中央にかけて広がっていると想定できそうである。一方で、トランプが、政権発

足の前後を通じて、米国の国益を最優先して「理念」を軽視する姿勢を示したことに対し

ては、広範な批判があった 17。この点も踏まえるならば、「理念」を重視すべきとの主張は、

オバマ／トランプ両政権に共通する単独行動主義的リアリズムに対する批判の一環として

前景化したと理解すべきであろう。

以上のような、政治的スペクトラムの中央付近の見解は、政治的分極化が進んでいない

時代であれば、中長期的な米国の対外政策の方向を指し示していると措定することも出来

た。しかし、政治的分極化に終わりの見えぬ今日、中道の見解が政策として採用されてい

くことを自動的に期待することは出来ない。それでも、対外政策に関する中道的な見解を

確認しておくことには、少なくとも三つの意味があると考えられる。

まず、米国の実際の政策が中道的な地点に落ち着く可能性は、依然として小さくないと

考えられる。とりわけ個別的な政策については、専門家や実務家の提言が政策として採用

される可能性は大きい。また、内外の諸事情によって党派的な政策が貫徹され得ぬ場合、

実際の政策が中道付近に落ち着く可能性も存在する。トランプ政権の最初の 1年間を振り

返ってみても、何れの経路を取るにせよ、実際の政策が中道の地点に近づいてくる可能性

は小さくないであろう。

第二に、前者の裏返しとも言えるが、中道的な見解を確認しておくことで、政権が標榜し、

あるいは実際に採用する対外政策が、どの程度まで党派的かを評価するための参照点が得

られる。そして最後に、対外政策全般に関する中道的な見解を確認しておくことにより、

特定の国や地域に対する政策提言がどの程度まで対外政策全般に関する議論から隔たって
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いるか、つまり個別的な国や地域の特殊性を考察するための参照点も得られる。この第三

の視点は、次節に見る中東政策を巡る議論を考察する上で有効である。

3．中東政策をめぐる議論

（1）専門家たちの中東政策提言

とりわけ 2010年代、中東の政治情勢は、流動化し、変化の速度を増している。そして、

米国の中東への関与のあり方は、オバマ政権期に大きく転換したと見ておそらく間違いな

い。このことは、オバマ政権の末期から現在に至るまでの中東問題の専門家たちの議論の

潮流からも窺われる。

2015年末の『フォーリン・アフェアーズ』誌に、オバマ政権中枢で中東政策に携わっ

た、スティーヴン・サイモン（Steven Simon）とジョナサン・スティーヴンソン（Jonathan 

Stevenson）による「パクス・アメリカーナの終焉：米国政府の中東撤退決定の合理性」と

題する論考が掲載された。サイモン／スティーヴンソンは、米国のシェール・オイル生産

の増大、湾岸諸国の戦闘的イスラーム主義（jihadism）への接近、「ムスリム若年層」の自

由主義的民主主義への無関心、エジプト軍部など中東における「伝統的な親西側勢力」と

米国とのインタレストや政策の乖離などを列挙して、もはや米国が中東への関与を継続す

る前提は失われていると説く。そして、米国には関与を強化する余地は事実上残されてい

ない。仮に ISIS掃討が成功しても、その後の秩序構築に必要な活動には「米国民の支持」

が得られず、また ISIS後の空隙を埋められるような信頼できる勢力を米国は見出すこと

が出来ないであろう。イスラエル・パレスチナ双方が中東和平に無関心な以上、米国がそ

れを推進しようとしても、米国の無力を露呈するばかりである。それゆえ米国は、イラン

との核合意を突破口としてイランを含む中東の新たな勢力均衡を創出することを目指しつ

つ、中東への自らの関与を縮小していくべきである。そして、このような抑制的な政策へ

の転換は、米国の伝統的な中東政策への回帰なのであって、むしろ同時多発テロ以降の米

国の中東への関与の方が「異常（anomalous）」であったにすぎないことを想起すべきである、

と同論考は主張する 18。

見逃してはならないのは、サイモン／スティーヴンソンが、「地域の安定」を米国の中東

における主要なインタレストと位置づけ、イランを巻き込んだ新たな安定を追求すべきで

あると主張しながらも、それを米国の撤退の条件とは位置づけていないことである。つま

り、新たな安定を創出するというのは多分に言い訳なのであって、同論考の論点は、中東

はもはや米国が関与する価値のない地域であるがゆえに、米国は「静かに」撤退を継続す

べきである、ということに尽きる。サイモン／スティーヴンソンの論考は、もちろん私人

としての寄稿だが、実質的には、中東からの「撤退（pullback）」を正当化するオバマ政権

のメッセージと理解して大過なかろう。
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これに対する反論が、2016年春に同誌に掲載された。著者のケネス・ポラック（Kenneth 

M. Pollack）は、かつてイラク戦争開戦を強力に主張した、共和党に近いタカ派の論客であ

る。ポラックは、米国が中東域内の対立緩和やイラク等の安定創出を通じて、全体として

中東の安定と秩序の維持に重要な役割を果たしてきたとの前提に立つ。そして、「アラブの

春」を契機に中東全体がまさに不安定化しつつあるときに、オバマ政権が中東からの軍事

的撤退を本格化したことが、昨今の中東の混乱の直接の原因であると論ずる。ポラックは、

とりわけイラクやシリアで内戦が継続していることに警鐘を鳴らす。内戦は周囲に伝播し

やすく、拡大を封じ込めるのは難しい。それゆえ米国は、内戦を終息させるために、関与

を継続あるいは強化しなければならない。米国が撤退を継続すれば、イラクやシリアの内

戦を終息させることも、安定したイラク国家を確立することも、またサウジアラビアやエ

ジプトに混乱や内戦が波及するのを防止すべく「良き統治」の実現に向けた改革を促すこ

とも、何れも難しくなる。米国は、撤退に伴うリスクの大きさを認識して、中東の安定化

に向けた関与をむしろ強化し、そのためのコストを担う覚悟を新たにしなければならない。

かく論じるポラックも軍の大規模増派などを求めているわけではないものの、その論点は、

米国が中東における秩序を維持するために将来にわたって責任を担い続けることを求める

点にあり、サイモン／スティーヴンソンの主張と真っ向から対立するものであった 19。

しかし、サイモン／スティーヴンソンとポラックの論争は、さしたる盛り上がりを見せ

ることもなく、前者の実質的な勝利に終わったように見える。2017年 11/12月号の『フォー

リン・アフェアーズ』誌は、「アメリカの忘れられた戦争」という、いささか衝撃的なタイ

トルの特集で、アフガニスタン、イラク、シリアについて、それぞれ現状分析・政策提言

を行う三本の論考を掲載した。これらの論考の著者は、いずれも当該国に関する政策の形

成や遂行に携わった実務経験を有する専門家たちである。

これら三国の中で、相対的に将来に向けての希望が残されているのはイラクである。イ

ラクでは、ブッシュ政権末期の米軍増派とスンナ派勢力の中央政府への協力により事態が

好転していたが、オバマ政権がマーリキ（Nūrī Kāmil Muhammad al-Mālikī）政権を存続さ

せるという誤ちを犯したことが大きな原因となって、スンナ派の離反を招き、これが ISIS

勃興の背景となった。この結果、マーリキおよび後継のアバーディ（Haider al-Abādī）政権

はイランに接近し、とりわけ米軍の大部分が撤退した後には、ISIS掃討のためにイランを

頼る傾向を強めている。このような状況下でも、イラクではまがりなりにも中央政府が機

能し続けていることに、希望が残されている。著者のエマ・スカイ（Emma Sky）は、米国

は、軍・対テロ部隊強化を中心に、イラク中央政府の強化に努めるとともに、国連等によ

るイラク中央政府・クルド自治政府間交渉を促進する活動を支援し、クルド問題に関する

米国自身の政策も明確化しなければならない、と論じている 20。

アフガニスタンの見通しは、はるかに暗い。アフガニスタン戦争の頃に期待されていた
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ような民主主義の下に繁栄するアフガニスタン国家が実現される可能性は遠のき、米国が

当面期待できるのは、非ターリバーン政権を存続させることのみである。この限定的な目

標を実現するために、米国はアフガニスタン政府の改革を促すとともにそれを支援し、小

規模な駐兵を継続すべきである。さらに、ターリバーン勢力に圧力を加え続けるためには、

パキスタンでの軍事行動すら排除すべきではない。このような観点から、著者のコシュ・

サダト（Kosh Sadat）とスタン・マクリスタル（Stan McChrystal）は、トランプが大統領選

時の全面撤退方針を翻して、2017年 8月にアフガニスタンへの米軍の小規模増派を決定し

たことを高く評価する 21。とはいえ、非ターリバーン政権の存続のみを目標とする政策が

提言されているアフガニスタンの状況は、安易な比較は禁物としても、米軍の戦闘部隊が

撤退した 1973年以降の南ヴェトナムを彷彿とさせる。

そしてシリアでは、もはや米国には行動の余地すら残されていない。シリアでは、ISIS

の支配領域がほぼ消滅し、バシャール・アサド（Bashār Hāfi z al-‘Asad）政権が再び全土を

掌握することが確実になっている。米国は、反アサド・反 ISIS勢力への軍事支援を行って

きたが、いまや軍を完全に撤退させ、ISISのような戦闘的イスラーム主義者がシリアを掌

握するよりはましな選択肢として、アサド政権の支配を受け入れねばならない。そして、

このことは、（オバマ政権が一時掲げたシリアにおける体制転換はもとより、）シリアにお

ける人権状況の改善やクルド人自治を断念し、同国にイランの影響力が拡大することを黙

認しなければならぬことを意味する、と著者のロバート・フォード（Robert Ford）は論ずる。

それゆえ、米国に出来ることは、周辺国に流出したシリア難民の間に急進主義が拡大する

ことを防ぐべく、難民を支援することくらいであるという 22。

これら三本の論考の主張は、明らかにサイモン／スティーヴンソン論考に近い。ポラッ

クの議論に支持が広がらなかったのは、彼が最も懸念していた内戦という事態がイラクと

シリアで終息に向かっていることとも関係しているかもしれない。しかし、より重要なの

は、これら三論考が、中東の秩序や安定の創出に米国が建設的な役割を果たしているとい

うポラックの議論の前提を暗黙のうちに否定しつつ、中東はもはや米国が関与するに値す

る地域ではないというサイモン／スティーヴンソンの主張を受け入れていることであろ

う。三論考は、もはや米国がこれら諸国の状況を改善する可能性を見出していない、つま

り積極的な目標を見出し得ぬからこそ、関与縮小を合理的な政策と位置づけ、あるいはシ

リアのように最低限の目標達成の見込みすら失われれば、関与を解消すべきであると論じ

ているのである。米軍増派が提言されている場合でも、それは状況の悪化を防ぐための消

極的な政策にとどまっている。

中東への関与の縮小や解消を求める主張は、米国の軍事態勢の合理化および軍事支出の

縮小という観点からも提起されている。サイモン／スティーヴンソン論考を掲載した次号

の『フォーリン・アフェアーズ』誌には、ペルシャ湾における米軍のプレゼンスを中長期
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的に解消することを主張する論考が掲載された。同論考は、ペルシャ湾における米軍のプ

レゼンスは同地域からの石油供給を保障することのみを目的としているとの前提に立ち、

かかる目的のために米軍の駐留継続は必要かと問いかける。サウジアラビアとイランとい

う域内大国がペルシャ湾を支配する可能性は低く、ペルシャ湾からの石油供給が長期的に

阻害される可能性もさほど大きくない。ペルシャ湾地域における軍事的緊張の高まり等か

ら短期的に石油供給に障害が出る可能性は否定できないが、かかる短期的な供給障害には

消費国の備蓄拡大で対処可能であり、そのためのコストはペルシャ湾に米軍を駐留させ続

けるために必要なコストを下回る。このように論じた上で、同論考は、中長期的にはペル

シャ湾から米軍を撤退させ、短期的な石油の供給障害に対処するための備蓄拡大等の措置

に資源をシフトしていくのが合理的である、と結論する 23。

イラン・イスラーム革命の後に目立たぬ形で始まり、湾岸危機を契機に本格化したペル

シャ湾における米軍のプレゼンスが、同地域からの石油供給維持のみを目的としていると

の同論考の前提は、歴史的に見れば大いに検討の余地がある。さらに、米国の信頼性の問

題を全く考察することなく、米国を含む石油消費国の一方的な都合で事実上の同盟関係解

消を提言するなど、同論考の視野は著しく狭い。それでも、このようなペルシャ湾撤退論が、

サイモン／スティーヴンソンの主張を補強する軍事的ロジックを提供していることは間違

いない。

このように、中東政策を巡る専門家たちの議論は撤退論一色となりつつあるが、ここで

確認しておかねばならぬのは、中東撤退論が、前節で見たアメリカ外交全般に関する専門

家の議論とは著しく対照的な議論になっていることである。中東に関する政策提言には、

国際秩序を維持するために米国が関与を継続あるいは積極的に拡大すべきであるとの議論

が見当たらない 24。その背後には、中東にはもはや米国が守るべき秩序が存在しないとい

う前提が間違いなく存在している。そして、中東撤退論は、ことさらに単独行動主義を主

張しているわけではないものの、実質的には単独行動主義的リアリズムに沿う内容を有し

ている。いわば中東は、米国が自らの国益を最優先しつつ、可能な限り秩序構築の責任か

ら逃れるべき、例外的な地域と位置づけられているのである。

そして皮肉にも、対外政策全般に関する議論に見られる「理念」を重視すべきであると

の主張は、中東の文脈においては、単独行動主義的リアリズムを補強する役割を果たして

いる。米国が関与に慎重であるべき専制国家としてハースやコルガン／コヘインが例示し

た中には、エジプト、トルコ、サウジアラビアなど、多くの中東諸国が含まれている。そ

して、サイモン／スティーヴンソンは、自由主義的民主主義に無関心な「ムスリム若年層」

や、米国のインタレストを共有せぬ中東の「伝統的な親西側勢力」などを列挙することに

より、中東の指導者と一般国民をともに米国の「理念」を共有せぬ存在として描き出し、

それゆえに中東はもはや米国が関与する価値のない地域であると論じているのである。
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このような専門家たちの議論がトランプ政権の実際の中東政策にどのような形で反映さ

れていくかは分からない。しかし、多くの中東専門家たちの単独行動主義的リアリズム

は、トランプの掲げる「アメリカ・ファースト」のスタンスと親和的である。そして、衝

撃的な大事件でもない限り、中東への関与の拡大を支持する米国民が増大するとは考えに

くい。加えて、トランプ政権の対外政策形成過程において重要な役割を果たしているとい

う、ジェームズ・マティス（James Mattis）国防長官やハーバート・マクマスター（Herbert 

McMaster）安全保障担当大統領補佐官は、軍人として中東に深くかかわった経験を有し、

専門家たちに近い見解を有している可能性が高い。以上を考えあわせるなら、トランプ政

権の中東政策は、専門家たちの提言に沿う形で進んでいく可能性が存外に高いのかもしれ

ない。

（2）駐イスラエル米大使館のエルサレム移転決定の意味 25

2017年 12月 6日、トランプ大統領は、イスラエルの米大使館をエルサレムに移転する

との決定を発表した。これは明らかに外交・安全保障の専門家の見解に反する決定であっ

た。管見の限り、主流の外交・安全保障の専門家の中に、大使館のエルサレム移転を主張

していた者はいない。将来的にパレスチナ国家を樹立する「二国家」解決を目標として、

領土・難民帰還権の問題と並んで、エルサレムの地位も今後の交渉を通じて決定する、と

いうのが、主流の専門家たちのコンセンサスである。それゆえ彼らは、既成事実を一方的

に積み上げるようなイスラエルによる入植地建設を批判し、米大使館のエルサレム移転な

どは論外との立場を取ってきた。クリントン以降の米歴代政権は、濃淡の差はあれ、以上

のような専門家たちの方針に沿う政策を採用してきた。また、2016年 7月に中東和平カル

テット（米・露・EU・国連事務総長）が入植地拡大を批判する報告を発表したことからも

窺われるように、専門家たちの見解は国際社会からも基本的に支持されている。

これに対してトランプ大統領は、入植地拡大推進派のデイヴィッド・フリードマン（David 

Friedman）を逸早く駐イスラエル大使に指名したことに表れているように、専門家たちか

ら一線を画す親イスラエル的な立場を早くから示していた。米大使館のエルサレム移転決

定を含むトランプ政権の親イスラエル姿勢は、外交・安全保障の論理によっては説明でき

ぬ以上、米国内政治上の考慮、すなわち自らの支持者へのアピールを目標とするものと考

えるほかない。

とはいえ、トランプ政権の対イスラエル・中東和平政策には、微妙なニュアンスも看取

できる。2017年 2月の首脳会談の際、トランプ大統領はネタニヤフ（Benjamin Netanyahu）

首相に対して、既存の入植地の外側に入植地を新設・拡大することに否定的な立場を示し

た。また、トランプは、大統領就任前からエルサレムへの大使館移動決定後に至るまで、

たびたび中東和平プロセスの進展に期待する旨、発言している。イスラエル・パレスチナ
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双方、そして専門家の間でも、和平プロセスへの熱意は低下しており、今のところ米国側

から和平進展に向けた動きが出てくる兆候も見られないことから、大統領の和平プロセス

への言及がどのような意図に基づくかは定かでない。

トランプ政権が従来の政権と異なるのは、「二国家」解決にこだわらず、パレスチナ国家

を建国せぬ「一国家」解決をも容認する姿勢を明確にしていることである。これがどのような

意図に基づくのかは、必ずしも明らかではないが、イスラエル国内の右派と米国内のキリ

スト教右派の主張が、マイク・ペンス（Mike Pence）副大統領などを通じて影響を与えてい

る可能性が高い 26。じつのところ、「一国家」解決案は、米国の親イスラエル団体、さらに

はイスラエル国内でも、広く支持されているわけではない。2016年 12月の世論調査による

と、「一国家」解決を支持しているのは、イスラエル人の約 24パーセントに過ぎず、「二国家」

解決を支持する 54パーセントを大きく下回っている（パレスチナ人の支持は、それぞれに

ついて 36パーセントと 44パーセント）。米国最大の親イスラエル・ロビー団体のひとつ

であるアメリカ・イスラエル公共問題委員会（The American Israel Public Affairs Committee: 

AIPAC）も、「非武装化された」パレスチナ国家の樹立による「二国家」解決を支持して

いる 27。民主党系の論者からは、「米国史上最も非リベラルな政権」たるトランプ政権と、

イスラエル史上最右派の政治勢力を基盤とするネタニヤフ政権が結合することで、民主

主義という米・イスラエル間の同盟の基盤が損なわれる、との懸念が表明されている 28。

党派的な批判は割り引いて考えねばならぬが、両国の右派の結合という指摘は、あながち

否定できないところがある。

しかしながら、イスラエルと米国の右派の主張が、トランプ政権の対イスラエル政策に

そのまま取り入れられているとまでは言い切れない。米大使館のエルサレムへの移転は、

1995年の「エルサレム大使館法（P.L. 104-45）」で法制化されているが、クリントン以降の

大統領は、同法に盛られた大統領の延期（waiver）権限を行使することで、同法の施行を

回避してきた。延期決定は半年ごとに更新されねばならないが、トランプ大統領は、2017

年 6月に引き続き、大使館移転決定を発表した同日に再度の延期を決定している。また、

移転決定発表の数日後、レックス・ティラーソン（Rex Tillerson）国務長官は、実際に大使

館の移転が実現されるのは 2020年以降になるとの見通しを示した 29。一方、ペンス副大統

領は、2018年 1月 22日のイスラエル国会での演説で、国務長官の発言を打ち消すかのよ

うに、大使館移転を 2019年末までに実現すると明言した 30。トランプ政権内では、親イス

ラエル（右派）勢力と、外交・安全保障の専門家に近い勢力が、対イスラエル・中東和平

政策の主導権をめぐって綱引きを続けているというのが実情ではなかろうか 31。

ちなみに、かりに上記の国務長官の発言が政権の総意となり、大統領が今後も延期を更

新し続けることになれば、大使館移転問題は、気候変動に関するパリ協定からの離脱宣言

と同様の意味合いを持つことになる。2017年 6月のトランプ大統領によるパリ協定からの
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離脱決定も明らかに支持者へのアピールのために行われたものであったが、実際に米国の

協定離脱が実現するのは、手続上の問題から 2020年以降になる 32。すなわち、実行に移さ

れるまでに、2020年選挙での政権交代の可能性も含め、政策が覆る余地が存在しているの

である。パリ協定離脱問題ばかりではなく、「オバマ・ケア」の廃止問題のように、当面の

実害が無い範囲で自らの取り組みの姿勢を示すことで支持者にアピールするのも、トラン

プ政権のひとつの行動パターンとなりつつある。「一国家」解決容認姿勢も、米国が和平に

向けて具体的に動かぬ限りは、支持者へのリップサーヴィス以上の意味を持ち得ないであ

ろう。大使館移転問題にしても、それが支持者へのアピールを狙ったものであるとするな

らば、実害のない形で有耶無耶に処理されていく可能性も残されているのではあるまいか。

（尤も、大使館移転に強く抵抗するであろう国務省は、中東政策を統括する近東担当国務次

官補すら代行者がつとめている状態であり、同省の抵抗で移転が延期される可能性が高い

とは言えない。）

最後に、エルサレムへの大使館移転決定を和平プロセスに活用する案が存在しているこ

とを指摘しておこう。クリントン政権下で近東担当国務次官補や駐イスラエル大使を歴任

し、90年代の米国の対イラン・イラク二面封じ込め政策を主導した、マーティン・インディ

ク（Martin Indyk）は、トランプ政権の成立直前に、エルサレムへの米大使館の移転は、領土・

難民問題の解決を先行させるという従来の和平プロセスの前提を逆転させることで、停滞

状態にある和平交渉の再開につながり得ると指摘した。インディクが提案したのは、西エ

ルサレムに駐イスラエル大使館を移転させるのと同時に東エルサレムにパレスチナ米大使

館を設置する方針を発表し、しかる後にエジプトやヨルダンも巻き込みながらイスラエル・

パレスチナ直接交渉を再開させる、という外交戦術であった 33。

2018年 1月時点で、トランプ政権が、大使館移転問題を中東和平のために活用しようと

していることを示す兆候は見当たらない。トランプ政権が、支持者へのアピールを重視し

つつ、外交・安全保障問題の専門家たちも共有する単独行動主義的リアリズムに基づく中

東政策を追求する──つまり前政権以来の中東全体からの撤退を継続する──限り、大使

館移転問題が中東和平再開のためのカードとして使用されることはありそうにない。しか

し、インディクの献策がはからずも気付かせてくれるように、トランプ政権の意図如何に

かかわらず、エルサレムへの米大使館移転決定は、きわめて強力な対イスラエル・中東和

平外交カードである。かくも強力なカードを手にしながら米国政府が中東和平を推進しよ

うとしないならば、それは米国が和平を推進する手段を持たぬからではなく、米国がその

ような意志を喪失したからであると判断せざるを得ないであろう。

むすびにかえて

トランプ大統領の誕生は、グローバリゼーション・新自由主義・新左翼が結合したシス
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テムとしての「現状」に対する批判の表出として、さしあたり理解することが出来る。こ

のような「現状」批判が、米国を含む主要先進諸国において今後どのような政治的影響を

及ぼすことになるかは分からないが、それは「現状」への構造的な批判──ウォーラース

テイン（Immanuel Wallerstein）流に言えば「反システム」運動──という性質を有しており、

したがって、一時的な大衆感情が変化すれば消え去るという性質のものではないと考えら

れる。また、とりわけグローバリゼーションと新自由主義について、外交・安全保障の中

道的な専門家までもが「現状」を修正する必要性を論ずるようになっていることは、「現状」

批判が「グローバル・シフト」につながっていく可能性を示唆しているように思われる。

しかしながら、このような「現状」への構造的な批判を背景に有するトランプ政権は、

──民主党系の論者の批判にもかかわらず──これまでのところ必ずしも「現状」の変革

に邁進しているわけではない。2017年末に議会を通過した減税法案が、法人税の大幅減税

など、グローバリゼーションと新自由主義に棹さす内容を有することからも窺われるよう

に、就任後 1年間のトランプ政権の「現状」変革への動きは選択的且つ限定的である。

たしかに「アメリカ・ファースト」を標榜するトランプ政権の対外政策は、国際秩序よ

りも米国自身のインタレストを優先する単独行動主義的リアリズムへの傾斜を有する。し

かし、じつのところ、単独行動主義的リアリズムは、米国の対外的関与を一方的に縮小し、

新たな関与に自制的な姿勢を取り続けたオバマ政権が、現実に採用した──それゆえ主に

共和党系の論者から批判された──政策でもあった。外交・安全保障の専門家たちは、単

独行動主義的リアリズムに懸念を示し、自由主義・民主主義などの「理念」の強調も含め、

米国は自らが主導して構築してきた国際システムを適宜修正しながら維持・発展させるべ

く積極的に行動すべきであると主張している。

このような中、中東は例外的な地域として位置づけられつつある。専門家たちは、もは

や中東に米国が追求すべき積極的な目標も守るべき秩序も見出し得なくなっており、その

政策提言は、可能な限り米国の関与を縮小することを目指す単独行動主義的リアリズムに

大きく傾斜している。一方、イラン核合意の問題を含め、就任後 1年間のトランプ政権は、

専門家たちの提言と大きく異ならぬ中東政策を進めており、エルサレムへの米大使館移転

決定はむしろ例外に属する。中東政策を巡っては、トランプ政権と専門家たちは、積極的

な目標の不在という認識と単独行動主義的リアリズムという行動方針を共有している可能

性が高い。結果的に中東は、「リベラル国際秩序」の枠外にある、米国がその「理念」に照

らして同盟者と見做すべきではない「権威主義的」支配者が跋扈し、その国民の多くも米

国の「理念」を支持していない地域──すなわち米国と価値もインタレストも共有し得ぬ

地域──として、ふたたび
3 3 3 3

米国に打ち捨てられようとしているように見える 34。
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第 9章　エルサレム問題とトランプ米政権

立山　良司

はじめに

米国のドナルド・トランプ（Donald Trump）大統領は 2017年 12月 6日にホワイトハウ

スで演説し、エルサレムをイスラエルの首都と公式に認めるとともに、在イスラエル米国

大使館をテルアビブからエルサレムに移転すると宣言した。トランプは選挙戦の最中から、

エルサレムの首都公認と米大使館移転の考えを強調してきた。その意味で選挙公約を実行

したことになる。

しかし、ユダヤ、キリスト、イスラームの三宗教の共通の聖地であり、イスラエルとパ

レスチナ双方が自らの首都と主張し続けてきたエルサレムは、宗教的にも政治的にもシン

ボルとして大きな意味を持っている。だからこそ 1947年に国連総会がパレスチナ分割決議

［決議 181（Ⅱ）］でエルサレムを国際管理下に置くと決定して以来、国際社会はエルサレム

の地位に関する一方的な変更は認めないとの立場を貫いてきた。米国の歴代政権もまた、

エルサレムの地位変更を認めないという政策を堅持してきた。それだけにトランプの決定

は 70年に及ぶ米国の政策の転換であり、現地パレスチナはもとより、中東各地やムスリム

の多いインドネシアなどでも抗議行動を引き起こした。さらに国連総会は緊急会合でエル

サレムの地位変更を認めないとの決議を採択した。

国際社会の批判を浴びながらもトランプがエルサレム問題で選挙公約の実行に踏み切っ

た背景には、ユダヤ票の力というよりも、トランプの強力な支持基盤である白人エバンジェ

リカル（福音派）への配慮があったと考えられる。以下ではエルサレムの地位に関する一

連の国連諸決議と米国政府の政策を概観し、さらに政府の立場とは異なる共和、民主両党

のエルサレム問題に関する主張を分析することで、トランプの決定の背景を検討する。

1．トランプのエルサレム首都公認宣言

12月6日のトランプ演説は12分間と短いものだったが、その骨子は以下のとおりである 1。

• 「エルサレム大使館法（Jerusalem Embassy Act of 1995）」が成立して以来、20年以上

にわたり、米国は大使館移転を延期し、エルサレムをイスラエルの首都と認めてこ

なかった。だが、こうした取り組みはイスラエル・パレスチナ間に恒久的な和平を

もたらさなかった。

• 従って、私は選挙公約を実行し、エルサレムをイスラエルの首都と公式に認める。

このことは米国にとって最大の利益であり、和平達成の必要条件である。
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• エルサレムをイスラエルの首都と認めることは現実を確認することである。

• この決定は恒久的な和平実現に向けた我々のコミットメントに反するものではなく、

和平の最終的なあり方に関し、特定の立場をとるものではない。

• （イスラエル、パレスチナ）双方が合意するのであれば、米国は二国家解決案を支持

する。

• 大使館のエルサレム移転の準備を開始するよう国務省に命じた。

トランプが言及している「エルサレム大使館法」は 1995年 11月に成立した米国内法で

あり、エルサレムは分割されることなく、イスラエルの首都と認められるべきであるとし

た上で、1999年 5月 31日までに在イスラエル米国大使館をエルサレムに開設するよう求

めている。その一方で同法は「米国の国家安全保障上の利益を守るために必要」と大統領

が判断し、その旨を議会に通告した場合、大統領は大使館の移転を 6か月間停止できる

ウェーバー権限を大統領に与えている。そのため同法が成立して以降、ビル・クリントン（Bill 

図1　エルサレムとその周辺の地図

（出所）立山良司「聖地の『主』は誰か─宗教と国際政治のはざまで」『季刊アラブ』No.159、2017年、2-4頁。



第 9章　エルサレム問題とトランプ米政権

̶ 131 ̶

Clinton）、ジョージ・W・ブッシュ（George W. Bush）、バラク・オバマ（Barack Obama）の

各大統領はこの権限を行使して、エルサレムへの大使館移転の法的義務を回避してきた。

トランプは就任後、初の移転期限を 2017年 6月 1日に迎えたが、この時は公約を実行せず、

ウェーバー権限によってエルサレムへの移転を延期した。ただこの時、ホワイトハウスは

「イスラエルとパレスチナとの（和平）合意に関する交渉成功を最大にするため」トランプ

は移転延期の決定をしたが、「大統領は移転の考えを繰り返し表明しており、問題は移転す

るか否かではなく、いつ移転するかである」との声明を発表している 2。この時点で首都公

認と大使館移転を延期したのは、政権内でも移転派と慎重派との間で意見が分かれており、

意思統一ができなかったためだろう 3。

しかし、二度目の公約延期はなかった。11月下旬になると、トランプがエルサレムをイ

スラエルの首都と公認するとの報道が増加し、11月末には副大統領のマイケル・ペンス

（Michael Richard Pence）が、トランプは大使館移転の方法を前向きに検討していると述べ

ていた 4。こうした流れの中で、トランプは「エルサレム大使館法」の期限が過ぎた 12月

5日、ベンヤミン・ネタニヤフ（Benjamin Netanyahu）イスラエル首相、マフムード・アッ

バス（Mahmoud Abbas）パレスチナ解放機構（Palestine Liberation Organization: PLO）議長

兼パレスチナ自治政府大統領、アブドッラー（Abdullah II bin Al-Hussein）ヨルダン国王ら

関係する中東首脳に、米大使館を移転する意向を電話で伝え、翌 6日の演説で正式表明し

たのである。

ただトランプは演説直後にウェーバー権限を行使して、大使館のエルサレム移転を再び

6か月間延期している。これについてホワイトハウス関係者は、大使館移転には数年を要

するためやむを得ない措置と説明している 5。

2．エルサレム問題と国連諸決議

（1）1947年から第 3次中東戦争以前まで

パレスチナ地域を委任統治下に置いていた英国は、1947年 2月にパレスチナ問題の解決

を国連の手に委ねた。これを受けて国連総会は同年11月、国連パレスチナ特別委員会（United 

Nations Special Committee On Palestine: UNSCOP）が提出した多数案、すなわちパレスチナを

アラブとユダヤの 2国に分割する案を決議 181（Ⅱ）（パレスチナ分割決議）として採択し

た。決議 181（Ⅱ）はエルサレムとベツレヘムを含むその周辺地域に関し、「特別な国際レ

ジームの下で、他の地域と切り離された地位（corpus separatum）」を与え国連が管理する

と規定していた。

しかし 1948年 5月にイスラエルが独立を宣言すると、周辺アラブ諸国との間で第 1次中

東戦争が始まった。国連総会は同年 11月、国連の仲介努力に関する決議 194（Ⅲ）を採択し

た。そのパラグラフ 8は総会決議 181（Ⅱ）のエルサレムに関する国際管理構想を踏襲し、
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エルサレムは「国連の有効な管理下に置かれるべきである」と規定している。

だが戦争の結果、エルサレムをめぐる状況は一変した。イスラエルとヨルダンとの間の

休戦協定によってエルサレムは東西に分断され、旧市街地を含む東側はヨルダンに、西側

はイスラエルにそれぞれ支配された。東西分断という現実は総会決議 181（Ⅱ）および 194

（Ⅲ）に盛り込まれた国際管理構想を事実上、実現不可能にしたのである。それでも国連

信託統治理事会は 1950年 4月に「国連統治下での他の地域と切り離された地位（corpus 

separatum）」をエルサレムに付与するとする「エルサレム市法（Statute for the City of 

Jerusalem）」を採択している。

しかし、イスラエルとヨルダンはエルサレムのそれぞれの支配地域で自らの統治を確立

していった。イスラエルは 1949年 12月にエルサレムを自国の首都と宣言し、大統領府や

主要な官庁を順次エルサレムに移転した。一方、ヨルダンは 1950年 4月に、東エルサレム

とヨルダン川西岸を自国領に併合した。

（2）第 3次中東戦争以降

エルサレムをめぐる状況は 1967年 6月の第 3次中東戦争で再び大きく変わった。イスラ

エルは東エルサレム全域を占領下に置き、直後に東エルサレムに自国の法律や行政を適用

した 6。この結果、エルサレムはイスラエルの支配下で再統一された。これに対し、国連

総会は同年 7月 4日に決議 2253（ES-V）を、同 14日に決議 2254（ES-V）を採択し、イス

ラエルがとったエルサレムの地位を変更する一連の措置は無効であり、イスラエルに対し、

これらすべての措置を撤回するように求めている。

翌 1968年 5月初め、イスラエルは独立記念日の行事の一環として、軍事パレードをエル

表1　エルサレムに関する主な国連決議と米国の対応

総会／安保理 決議番号 採択年月日 内容 米国の対応

総会 181（Ⅱ） 1947.11.29 エルサレム国際管理 賛成

総会 194（Ⅲ） 1948.12.11 エルサレム国際管理 賛成

総会 2253（ES-V） 1967.7.4 イスラエルの地位変更措置の無効 棄権

総会 2254（ES-V） 1967.7.14 イスラエルの地位変更措置の無効 棄権

安保理 242 1967.11.22 「領土と平和との交換」原則 賛成

安保理 250 1968.4.27 イスラエル軍事パレード非難 賛成

安保理 251 1968.5.2 イスラエル軍事パレード非難 賛成

安保理 252 1968.5.21 イスラエルの地位変更措置の無効 棄権

安保理 478 1980.8.20 基本法エルサレム無効 棄権

安保理 2334 2016.12.23 東エルサレムを含む入植活動非難 棄権

（出所）国連の記録に基づいて筆者作成。
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サレムで行った。これに対し、国連安保理は事前に、地域の緊張を高める恐れがあるとし

てパレード中止を求める決議 250を、事後にはパレード実施を非難する決議 251を採択し

た。さらに約 3週間後の同 5月下旬には、エルサレムに関しイスラエルがとった法的・行

政的なすべての措置と行動を撤回するよう求める決議 252を採択している。

これとは別に安保理は 1967年 11月に決議 242を採択している。決議 242は「領土と平

和との交換」原則という和平達成の基本枠組みを設定したものであり、後に繰り返し援用

されてきた。決議 242自体はエルサレムに直接言及していないが、前文で「戦争による領

土の取得は認められない」との原則を確認し、本文で「最近の紛争で占領された領土」か

らのイスラエル軍の撤退を求めている 7。また 1973年 10月の第 4次中東戦争後には、安

保理が決議 338を採択し、決議 242の原則を再確認している。

こうした国連での度重なる決議にも関わらず、イスラエルはエルサレム全域の統合を着々

と進め、1980年 7月には「基本法：エルサレム、イスラエルの首都（Basic Law: Jerusalem, 

Capital of Israel）」を制定・公布した 8。同法は「統一されたエルサレム全域はイスラエルの

首都である」と宣言し、さらに大統領府、国会、最高裁判所はエルサレムに置かれると規

定している。

これに対し、安保理は同年 8月に決議 478を採択した。同決議は①基本法制定を非難、

②同基本法の発効は、エルサレムを含む 1967年 6月以来占領下にあるパレスチナ／アラブ

領土への「ジュネーヴ第 4条約」9の適用を妨げない、③エルサレムの性格や地位を変更

するイスラエルの措置は、同基本法を含めすべて無効であり撤回されるべき、などの点を

確認している。その上で同決議は国連加盟国に対し、エルサレムからの外交使節撤去を求

めている。当時、エルサレムには 13か国が大使館を開設していたが、同決議成立の直後に

すべての国がエルサレムから大使館を撤去した 10。

このほかにも安保理はインティファーダを含むイスラエル・パレスチナ間の暴力的な対

立や軍事衝突、入植地問題などに関し、「エルサレムを含む 1967年 6月以来のイスラエル

による占領地」などとして、エルサレムに言及する決議を採択している。最近では 2016年

12月に、「東エルサレムを含む 1967年以来のパレスチナ被占領地」でのイスラエルの入植

活動を違法とする決議 2334を採択している。

3．米国歴代政権とエルサレム問題

1948年 5月にイスラエルが独立を宣言すると、米国はわずか 11分後には新生国家イス

ラエルを承認した。しかし、国連総会決議 194（Ⅲ）に賛成票を投じたように、当初はエル

サレムを国際管理下に置く構想を支持し、エルサレムをイスラエルの首都とは認めず、か

つエルサレムにイスラエルの主権が及ぶことを否定してきた。例えば 1949年にイスラエル

がエルサレムで初の国会開催式典を行った際、ハリー・トルーマン（Harry S. Truman）政
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権は「エルサレム地域の一部にイスラエルの主権が存在することを認めるような措置をと

ることはできない」として、米国代表団の参列を断っている 11。

前節で述べたように、国連総会は第 3次中東戦争直後の 1967年 7月に、イスラエルによ

る地位変更措置の撤回を求める決議 2254（ES-V）を採択した。この時の討議で米国連大使

アーサー・ゴールドバーグ（Arthur Goldberg）は、「エルサレムの地位は一方的ではなく、

すべての当事者間の協議によって決定されなければならない」と発言している 12。このよ

うに米国の歴代政権は、「エルサレムの最終地位は当事者間の交渉により決定されなければ

ならず、一方的な地位変更措置は認められない」という政策をずっと堅持してきた。

1993年に始まったイスラエル・パレスチナ和平交渉の仲介者の役割を果たす上でも、こ

の政策は米国にとって必要不可欠だった。米国務省と司法省が 2014年 2月に連邦最高裁に

出した文書は「象徴的であれ具体的であれ、エルサレム市がイスラエルの主権下の領土内

にあるということを認めるような米国による一方的な行為」は中東和平プロセスを推進す

るための米国の能力を著しく損なうとして、エルサレムの地位を変更するような行為に強

く反対している 13。

この文書はエルサレム生まれの米国人の出生地を「イスラエル」とするか否かが争われ

た裁判で、被告となった当時の国務長官ジョン・ケリー（John Kerry）側の反論として出

された。裁判（Zivotofsky v. Kerry）の背景には、「2003会計年度外交関係授権法（Foreign 

Relations Authorization Act for FY2003）」がある。同法は国務長官に対し、エルサレムで生

まれた米国人のパスポートあるいは出生記録上の出生地を、本人あるいは保護者が求めれ

ば、「イスラエル」と記載することを求めている。同法は大統領ブッシュ（ジュニア）の署

名によって 2002年に発効した。しかしブッシュは法案への署名に際し、「もしこの法律が

勧告的ではなく強制的なものであるとすれば、外交政策決定に関わる大統領権限を侵害す

るものである」とした上で、「エルサレムに関する米国の政策に変更はない」との立場を再

確認する署名入り声明を発表している 14。結局、最高裁は 2015年 6月に、外交政策の決定

権は大統領にあるとして、出生地を「イスラエル」とするよう求めた原告の訴えを退けた。

他方で早くも 1954年にジョン・フォスター・ダレス（John Foster Dulles）国務長官がイ

スラエル訪問の際、ヨルダンなどの警告にもかかわらず、イスラエル首相ダヴィッド・ベ

ングリオン（David Ben-Gurion）とエルサレムで昼食を共にしたように 15、現地におけるイ

スラエルとの外交活動は実態的にはエルサレムを舞台に行われるようになった。このこと

は米国に限らない。イスラエルの大統領府や首相府、さらに外務省がエルサレムに存在す

る以上、大使館をテルアビブに置いても、外交活動はエルサレムで行うしかないという現

実を反映したものだった 16。

さらに米国の場合、1960年代後半以降、対ソ戦略という冷戦の観点からアラブ・イスラ

エル紛争をとらえるようになり、イスラエル支持に急速に傾いていった。1967年 7月に採
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択されたエルサレムの地位に関する二つの国連総会決議の採決で米国が棄権したのも、こ

うした米・イスラエル関係の変化をあらわしている。先にも引用した米国連大使ゴールド

バーグは、総会決議 2254（ES-V）の採決で棄権した理由を、「エルサレム問題は他の中東

の問題から切り離して解決することはできないため」と説明している 17。ゴールドバーグ

の弁明はその後、エルサレム問題を含むイスラエル・パレスチナ紛争に関係する国連諸決

議で米国が反対か棄権する際の理由として現在まで踏襲されてきた。その一方ですでに述

べたように、米国政府はエルサレムの地位に関する政策に変更はないと繰り返し表明して

きた。

4．米国の選挙とエルサレム問題

（1）イスラエル支持へ傾斜した共和党

共和党は 2016年 7月の党大会でトランプを同党の大統領候補に指名するとともに、エル

サレムをイスラエルの「永遠で不可分の首都であると認め」、大使館を移転するとの文言が

盛り込んだ党としての選挙公約を承認した。もちろん、エルサレムの首都公認と大使館移

転を選挙公約に掲げたのは、トランプが初めてではない。

表 2は大統領選挙が行われた年の民主、共和両党が選挙公約でエルサレム問題にどう言

及しているかを取りまとめたものである。表 2の通り、1972年に民主党が初めてエルサレ

ムの首都公認と大使館移転を党公約で取り上げた。民主党はその後も 1984年まで毎回、首

都公認と大使館移転を公約に盛り込んだ。しかし、1988年にはエルサレムへの言及はなく、

1992年以降は 2016年に至るまで首都公認のみに言及し、大使館移転は掲げていない。加

えて 2008年以降は、エルサレムの最終地位は交渉によるとの文言を加えている。

一方、共和党は 1980年の公約で初めてエルサレムに言及している。しかし 1992年まで

は、統一エルサレムの維持と聖地への自由なアクセスの確保という一般原則を掲げただけ

で、首都公認や大使館移転には触れていない。ところが 1996年に初めて首都公認と大使館

移転を公約に掲げ、それ以降、2012年を除いて 2016年まで、エルサレム問題に関しほと

んど同じ主張を繰り返している。つまり民主党が 1996年以降、首都公認のみを公約とし大

使館移転に言及しなくなったのと対照的に、共和党は同じ 1996年から 2012年を除き、若

干表現は異なるが首都公認と大使館移転をセットで主張し続けてきた。

米国民の間では一般的にイスラエルに対する同情や共感が強いため、1948年の独立当初

から米国政府も政党もイスラエルを支持してきた。さらに 1960年代以降は冷戦構造を反映

して、米国の中東政策はイスラエル支持にいっそう傾いた。そうした背景がありながらも、

エルサレム問題に対する両党の公約が、1996年を境に変化したことは何を意味しているの

だろうか。

民主党は大統領選挙でも議会選挙でも伝統的に多くのユダヤ票を集めている。このため
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民主党は 1972年には早くもエルサレムの首都公認と大使館移転を主張したのである。しか

し、1990年代に入り和平プロセスが進展する中で、米国ユダヤ人の間で二国家解決案に基

づく和平の実現を支持する声が強まった。その結果、民主党は 1996年以降、首都公認の主

張を掲げながらも、現実性に乏しい大使館移転には触れなくなったと考えられる。

他方、共和党は 1990年代に入ると、民主党以上に親イスラエルであるとのイメージを前

面に押し出すようになった。その背景にあるのは、1980年代ごろからキリスト教保守派、

特に白人エバンジェリカル 18が選挙活動などを通じ積極的に政治に関与するようになり、

共和党の強固な支持基盤となっていったことである。

米国のキリスト教徒は一般的にイスラエル支持の傾向が極めて強い。特にエバンジェリ

表2　民主、共和両党のエルサレムに関する選挙公約

民主党 共和党

1968 言及なし 言及なし

1972
エルサレムをイスラエルの首都と公認

言及なし
大使館を移転

1976
エルサレムをイスラエルの首都と公認

言及なし
大使館を移転

1980
エルサレムをイスラエルの首都と公認 統一エルサレムの維持

大使館を移転 聖地への自由なアクセス

1984
エルサレムをイスラエルの首都と公認 統一エルサレムの維持

大使館を移転 聖地への自由なアクセス

1988 言及なし
統一エルサレムの維持

聖地への自由なアクセス

1992 エルサレムはイスラエルの首都
統一エルサレムの維持

ユダヤ人はエルサレムのどこにでも住む権利

1996 エルサレムはイスラエルの首都
エルサレムをイスラエルの首都と公認

大使館を移転

2000 エルサレムはイスラエルの首都 大使館をイスラエルの首都エルサレムに移転

2004 エルサレムはイスラエルの首都 大使館をイスラエルの首都エルサレムに移転

2008
エルサレムはイスラエルの首都 エルサレムはイスラエルの首都

最終地位は交渉で 大使館を移転

2012
エルサレムはイスラエルの首都

エルサレムはイスラエルの首都
最終地位は交渉で

2016
エルサレムはイスラエルの首都 エルサレムをイスラエルの首都と公認

最終地位は交渉で 大使館を移転

（出所）The American Presidency Project <http://www.presidency.ucsb.edu/>, accessed on January 5-10, 2018.
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カルは聖書を字句通りに信じる傾向が強いため、多くが「約束の地」は神によってユダヤ

人に与えられたと信じている 19。こうした傾向は白人エバンジェリカルの間でよりはっき

りとしている。2013年に行われた意識調査によると、白人エバンジェリカルの 82パーセ

ントは「神はイスラエルをユダヤ人に与えた」と回答しており、やはり「与えた」と回答

したユダヤ人の 40パーセントをはるかに上回っていた 20。こうした信仰上の傾向を反映し、

2011年の調査では、白人エバンジェリカルの 64パーセントが「イスラエルを守ることは、

米国の中東政策にとって非常に重要」と回答している 21。

さらに一部のエバンジェリカルは終末論的な解釈から、離散ユダヤ人が再結集した現在

のイスラエル国家の存在をキリスト再臨の必須条件と信じている。キリスト教シオニスト

と呼ばれる彼らは、イスラエルへの絶対的な支持を叫び、議会などへ盛んなロビー活動を

行うとともに、東エルサレムやヨルダン川西岸でのユダヤ人入植活動を資金面などで支援

している 22。

加えて 1990年代以降、共和党とイスラエルの政党リクード（Likud）が急接近した。白

人エバンジェリカルを重要な支持基盤と認識した共和党が、入植地問題などでイスラエル

を擁護する立場をとり、イラン核問題やエルサレム問題でも強硬な政策を主張した。こう

した共和党の主張はリクードの主張とほとんど同じであり、共和党とリクードは「新しい

同盟」を形成している 23。

1995年にエルサレム大使館法が成立した背景も、こうした米国政治の変化に起因してい

る。共和党は 1994年の中間選挙で勝利し、上下両院で多数を握った。エルサレム大使館法

案は議会での共和党優位を背景に、共和党上院議員で翌 1996年に共和党大統領候補となっ

たボブ・ドール（Bob Dole）が提出したものである。しかし、大統領のクリントンが法案

に強く反対し、拒否権を行使する恐れがあった上、与党民主党議員もクリントンの立場を

尊重し、法案支持をためらっていた。結局、提案者のドールが大統領にウェーバー権限を

与えるとの修正に応じ 24、法案は可決された。なお、クリントンは議会から法案を受け取っ

た後も署名も拒否もせず放置して、自動成立させた 25。

（2）トランプの公約実行

このように共和、民主両党とも選挙公約にエルサレムの首都公認を掲げ、さらに共和

党の場合は 1996年以来、大使館移転を主張してきた。しかも「エルサレム大使館法」は

1999年 5月 31日までに大使館を移転するとしていた。しかしこれまで各大統領はウェー

バー権限を行使し、公約を実行しなかった。何故、トランプは公約実現に踏み切ったのだ

ろうか。

外的な要因としてよく指摘されるのは、イランを共通の脅威とみなすサウジアラビアな

ど主要アラブ諸国とイスラエルが戦略的に接近しているため、首都公認と大使館移転を宣
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言しても、サウジアラビアなどから大きな反発はないとの見方だ。確かにアラブ諸国では

トランプ政権への批判が強まったものの、抗議運動も散発的で長続きしないなど、それほ

ど激しい対米批判は起きなかった。ただこの見方では、トランプが首都公認と大使館移転

を宣言することによって何を得ようとしたのかはわからない。エルサレム問題で圧力を加

えることで、パレスチナ側にトランプ政権の中東和平構想を受け入れさせるとの指摘もあ

る。しかしイスラエル・パレスチナ間の直接和平交渉は 2014年 4月以来、まったく行われ

ていないことが示しているように、相互の不信感は極めて強く、和平プロセスを進展させ

るような状況はすでに存在していない。

トランプが公約実行を宣言した理由は、むしろ国内的なものだろう。その場合、ユダヤ

系イスラエル・ロビーや保守的なユダヤ人の大口献金者に配慮したことは十分に考えられ

る。しかし、それ以上に白人エバンジェリカルの支持をより強固にしようとしたとみるほ

うが妥当と思われる。

確かに米国政治においてイスラエル・ロビーやユダヤ票の動向は極めて重要である。さ

らに右派のユダヤ人大口献金者のシェルドン・エイデルソン（Sheldon Adelson）は、エル

サレム問題でトランプに強く働きかけたと報じられている 26。しかし、米国ユダヤ社会

の多数派にとって大使館移転の実行は決して第一義的な問題ではなく、「最強のロビー組

織」といわれる米国イスラエル公共問題委員会（American Israel Public Affairs Committee: 

AIPAC）ですらトランプ政権に対し、移転実現を積極的に働きかけなかったと報じられて

いる 27。

加えて共和党大統領にとっては、ユダヤ票よりもエバンジェリカル票の方がはるかに大

きな意味を持っている。表 3にある通り、ユダヤ系有権者のほぼ 70パーセント以上は大統

領選挙で民主党候補に投票し、共和党候補への支持はほぼ 20パーセント台に留まっている。

2016年選挙でトランプはユダヤ票の 24パーセントしか獲得していない。これと対照的に

白人エバンジェリカルは毎回、70パーセント以上が共和党候補に投票している。特にトラ

ンプに対しては、過去最高といわれる 81パーセントが投票した。

しかも、もともとマイノリティであるユダヤ系有権者数は少なく、全有権者に占める割

表3　アメリカ大統領選挙でのユダヤ票と白人エバンジェリカル票の投票動向（出口調査、％）

2004 2008 2012 2016

ユダヤ票
民主党候補 74 78 69 71

共和党候補 25 21 30 24

白人エバンジェリカル票
民主党候補 21 24 21 16

共和党候補 78 74 78 81

（出所）Pew Research Center, How the Faithful Voted: A Preliminary 2016 Analysis, November 9, 2016.
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合は 2～ 3パーセントに過ぎない。逆に人口の多い白人エバンジェリカルが全有権者に占

める割合は高く、2016年で 26パーセントと推計されている 28。つまり有権者の 4人に 1

人は白人エバンジェリカルであり、その 81パーセントがトランプに投票したとすれば、ト

ランプにとって白人エバンジェリカルの支持は大きな意味を持っているといえる。

さらに前節で述べたように、エバンジェリカルはイスラエル支持の傾向が強く、多くが

首都公認、大使館移転に関しロビー活動を行っていた。例えば、キリスト教シオニスト組

織「イスラエルのためのキリスト教徒連合（Christians United for Israel: CUFI）」の創設者で

牧師のジョン・ハギー（John Hagee）はトランプ演説の直前、「6,000万人のエバンジェリ

カルはトランプ大統領が大使館をエルサレムに移転するかどうか注視している」と圧力を

かけている 29。

白人エバンジェリカルはまた、トランプの難民問題に対するタカ派的な姿勢を強く支持

している。トランプは就任早々、ムスリムが多数の 7か国からの移民や難民の入国を一時

禁止する大統領令を出し、物議をかもした。この措置に関し、2017年 2月に行われた意識

調査によると、米国民全体の支持率は 38パーセントだったのに対し、白人エバンジェリカ

ルの支持率は 76パーセントにも達していた 30。フランシス・フィッツジェラルド（Frances 

Fitzgerald）によれば、白人エバンジェリカルは不法入国者や中国からの安い輸入品が自分

たちの仕事を奪い、有色移民が米国文化を破壊することを恐れている故に、強い指導者の

出現を望んでいた。そうした彼らの目には、「アメリカを再び偉大な国にする」と訴えたト

ランプは待望の「強い指導者」と見えたのである 31。

就任以来、トランプの支持率は大きく低下し、2017年夏以降、40パーセントを下回るこ

とも珍しくない。白人エバンジェリカルのトランプ支持率も低下している。それでも彼ら

のトランプに対する支持率は、2017年 12月初め時点で 61パーセントと平均を大きく上回っ

ている 32。最後の拠り所である白人エバンジェリカルの支持をつなぎとめるために、トラ

ンプは国内外の強い反対や批判にもかかわらず、エルサレムに関する公約を実行すること

で「強い指導者」を演じたのではないだろうか。

おわりに

国連安保理はトランプ演説からわずか 2週間足らず後の 12月 18日に、エルサレムの地

位変更を無効とするエジプト案を採決にかけた。しかし米国 1か国だけが反対し、成立し

なかった。これを受けて国連総会は同 21日に緊急会合を開き、賛成 128、反対 9、棄権

35、不参加 21で決議 A/ES-10/L.22を採択した。前文を除けば、否決された安保理決議案

と文言を含め、まったく同じ内容で、「聖地エルサレムの性格、地位、人口構成を変更する

ことを目的とした、いかなる決定および行為も法的効果を持たない」と、名指しは避けな

がらも米国の政策変更を批判している。その上で、1980年の安保理決議 478に従って、エ
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ルサレムでの外交使節の設置を控えるようすべての国連加盟国に求めている。国連総会緊

急会合の開催前に、トランプは決議案に賛成した国への援助停止の可能性を示唆したが、

決議成立を阻止できなかった 33。

このようにトランプ政権のエルサレムの地位変更決定に対し、アラブ社会やイスラーム

諸国、ヨーロッパ諸国など国際社会全体に批判や反発が広がった。その一方で、アラブ諸

国の間に非常に強い非難が巻き起こらなかったことも事実である。むしろ各国政府はエル

サレム問題がそれぞれの国内で政治問題化することを懸命に避けたようだ。『ニューヨーク

タイムズ』紙は 2018年 1月初め、エジプト軍情報将校が同国の複数テレビ局のトーク番組

ホストに電話をし、エルサレム問題を番組であまり大きく取り上げないよう要請している

会話テープを入手したと報じた。それによれば情報将校は、インティファーダのような事

態が発生することは、エジプトの安全保障にとって好ましくないと各ホストに話したとい

う 34。

もちろんパレスチナ側は激しく反発している。PLO中央評議会は 2018年 1月 15日、和

平プロセスにおける米国の仲介者としての役割を拒否するとともに、イスラエルに対する

承認を凍結し、すべての治安協力を停止するとの声明を発表した。声明はさらに、オスロ

合意 35の効力を凍結すると宣言している。これらの対抗措置が実際にどこまで実行される

かはわからない。オスロ合意やイスラエルの承認を本当に凍結すれば、同合意に基づいて

いるパレスチナ自治政府は法的な根拠を喪失する。

一方、米国は圧力を強めるために、対パレスチナ支援を停止、ないし削減する方向に動

いている。すでに 1月中旬、国連パレスチナ難民救済事業機関（United Nations Relief and 

Works Agency for Palestine Refugees in the Near East: UNRWA）に対する拠出金の一部支払い

を停止した。しかし、パレスチナ側への圧力強化は、イスラエルにとっても米国にとって

も諸刃の剣となるだろう。パレスチナ自治政府が崩壊すれば、西岸、ガザのパレスチナ人

住民の生活を占領者であるイスラエルがみなければならないからだ。他方、これまで中東

における米国の影響力を担保する重要な要素の一つだった中東和平問題での仲介者という

役割を、トランプ政権は自ら放棄した。この結果、中・長期的な視点で見れば中東におけ

る米国の影響力はいっそう減退し、米国の中東からの退潮はさらに加速化されるだろう。

［追記］米国務省は 2018年 2月 23日、同年 5月のイスラエル独立 70周年に合わせて、

在イスラエル米国大使館をエルサレムに移転すると発表した。米政府は当初、移転を数年

先としていたが、大幅に前倒しした。「エルサレム大使館移転法」に基づけば、移転しない

限りトランプは 6か月ごとに延期のためウェーバー権限を行使しなければならない。次回

の行使時期は 2018年 6月初めであり、それ以前に仮移転であっても実施すれば、トランプ

は自らが嫌う権限行使を回避でき、「公約を実行する強い大統領」をアピールできる。さら
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に独立 70周年に合わせることで、イスラエルと国内の岩盤支持層である白人エバンジェリ

カルの称賛を受けると判断したのだろう。

しかしパレスチナ側は、イスラエル独立記念日を自分たちの苦難が始まった「ナクバ（大

惨事）」の日と捉えている。それだけに激しく反発しており、和平交渉の進展はまったく望

めなくなった。
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第 10章　 フランスにおける宗教的多元主義と過激化
──エスニックブラインドな共和国モデルから治安の多
文化主義へ

浪岡　新太郎

問題のありか

フランスにおいてムスリムはどのようにして市民になれるのだろうか。フランスのシティ

ズンシップモデルは共和国モデルと呼ばれる。このモデルによれば、法政策の領域とされ

る国家（公的領域）と市民社会（私的領域）は明確に区別され、公的領域において市民は

誰もが宗教を含む出自と結びついた属性とは無関係に扱われる（市民のエスニックブライ

ンドネス）。その具体例として「国籍法」における出生地主義や、出自と無関係に社会的上

昇を可能にする公教育制度などが挙げられる。したがって、フランスではエスニックブラ

インドネスゆえに特定の集団向けの法政策をつくることができない。そして、エスニック

ブラインドネスを特に宗教的属性について強調するのが、国家の基本原則である＜ライシ

テ（laïcité）：政教分離＞原則である 1。この点において、英国やオランダなどの特定の宗教

宗派に対して政策的対応を行う多文化主義と区別されてきた。

しかし、実際には旧植民地マグレブ諸国からの移民出身者を中心としたマイノリティは、

その信仰の有無とは無関係に「ムスリム」とみなされ、フランスの市民が基本的価値とす

る個人の自由や政教分離、市民のエスニックブラインドネス（特に男女平等）を受け入れ

ないのではないかと警戒されることが多い。さらに近年ではシリア危機を背景に治安維持

を目的として、特に「過激化」との闘いの観点から警戒されるようになっている。

「過激化」という言葉で示されるのは、「政治・社会・宗教上の過激なイデオロギー」と

「暴力行動」の結びつく「プロセス全体」である（Khosrokavar 2014）。したがって、この言

葉自体は極右や極左、さらにはナショナリスト運動なども対象とする言葉である。しかし、

近年の実際の使用では、イスラームの名の下でのテロリズムなどの暴力行為への人々の参

加が具体的に想定されている。

「過激化」をいかに防ぐのかは、欧州をはじめ世界各国で法政策上の重要な争点になって

いる。各国には反過激化センターが設置され、地方自治体は「過激化」を疑われる人々に

ついての通報を受け付けている。イラクとシリアの紛争地域に出発する欧州の若者たちは

5,000人とも言われ（700人以上が女性）、そのうち 2,000人以上がフランスから出発してい

ると言われる 2。その中にはイスラーム国（ISIS）の戦闘員として戦っている者もいる。ま

た、フランスをはじめ欧州国内においてもアル・カーイダやイスラーム国を支持し、その

名前の下でテロ行為を行う事件も頻発している。この意味で従来の戦争のように国境の外
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で戦闘は行われるとは限らない。外国人ではなく、国民が国内でテロ行為を行うという意

味では国内を安全とし、危険を国外に追いやるような境界線はもはや機能しない。

こうした中でフランスは 2012年 3月 19日のアルジェリアに出自を持つフランス人モハ

メド・メラ（Mohamed Merah）による国内テロ事件を契機として、2014年から「テロとの

闘い」を再組織化した。テロ対策を進めるための「非常事態法」をはじめとして法整備を

進めると同時に、行政裁量の幅を広げ、さらに予防効果を目的として学校や病院、家庭な

どの市民社会との協力関係を進めようとしている。こうしたテロ対策の特徴は、「過激化」

対策の名の下にテロを「予防」しようとすることにある。その特徴は、これまでのテロ対

策が具体的な準備状況やテロ行為自体を対象とするのに対し、「人がテロ行為に参加するよ

うになる際の「過激な」イスラーム解釈を身につける過程」に働きかけることで未然にテ

ロ行為を防ぐことにある。たとえば、テロを賞賛（apologie）するような発言は「予防」の

対象となるのだ 3。

第二世代はどのように「過激化」の主体として見なされるようになったのだろうか。「過

激化」は必然的にテロ行為に結びつくものだろうか。誰がテロリストになるのかを予測す

ることが可能なのだろうか。いずれにせよ、予測をすることでどのような行政による個人

への介入が行われているのだろうか。そもそも個人の信仰のあり方や過程といった帰属に

行政が介入することは、＜政教分離原則＞をとるフランスにおいてどのように可能なのだ

ろうか。本稿では以上の問いに答えるために、まずフランスにおいて「過激化との闘い」

という政策課題がどのように生じてきたのかを確認する。次に「過激化との闘い」を実施

する上で、どのような法政策があるのかを確認し、最後に実際に採用されているアプロー

チの特徴を検討する。

1．「過激化」という認識枠組みの登場

現在、フランスにおいて「過激化」という言葉で認識されるのは、マグレブ諸国からの

移民出身者の第二世代以降（以下第二世代）である。約 300万人とも言われる第二世代の

多くは、出生地主義を「国籍法」で認めるフランスにおいてすでにフランス国籍を取得し

ている。したがって、彼らはもはや「移民」ではなく「フランス国民」であるが、未だに「移民」、

「アラブ」、さらに近年は「ムスリム」と、その肌の色や名前などから認識され、差別され

ることが多い。彼らはフランスにおいてフランス人平均よりも高い失業率を経験し、学歴

はより低く、その居住地は低所得者層が多い「郊外（banlieue）」の「適正家賃団地（Habitation 

à loyer modéré）」に集住する傾向がある。彼らの経験する雇用や教育、住宅における困難

を、その移民経験からくる言語的困難や受け入れ国の教育制度の理解不足などのみに原因

を求めることはできない。同程度の教育水準でも第二世代は、フランス人平均よりも 3倍

雇用されにくい。また、彼らの差別経験に注目すると警察や学校など特に平等を前提とす
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るはずの公的施設での経験が多い。第二世代は、このように移民出身者であることを原因

とする社会経済的排除に加えて差別を経験することでフランス人平均よりも困難な状況に

ある。彼らは現在、「過激化との闘い」の観点からメディアや政治家の言説の中で注目され

ているが、常にそうだったわけではない。

第二世代が「ムスリム」と一般にみなされ、脅威とされるとしても、エスニックブライ

ンドな共和国モデルは法政策的には対応しなかった。「第五共和制憲法」一条によれば、「フ

ランスは不可分の、ライシテに基づく民主的かつ社会的な共和国である。フランスは出生、

人種、または宗教による差別なしに、すべての市民に対して法の下の平等を保障する」。し

たがって、特定のマイノリティに対して特定の法律や政策を適用することはできない。つ

まり、第二世代がムスリムとして差別を経験し、フランス人平均よりも不平等な社会経済

的条件を経験するとしても、一般的な反差別政策を立てることしかできない。彼らを特に

対象とした反差別の法政策を立てることはできないのだ。そのために、実際には「ムスリム」

として第二世代が差別されるとしても、この「ムスリム」に対する差別に対して有効な政

策を打ち出すことはできない。そのことが極右政党をはじめ「ムスリム」差別を主張する

勢力の後押しをしたとも言われる。

1989年パリ郊外のクレイユで生じた「イスラームのスカーフ事件」から続く一連の公立

学校における女性ムスリムの宗教的標章の着用をめぐる議論は、ムスリムという特定の信

仰者（特に女性）に対する行政の対応の必要性と困難の観点から理解することができる（浪

岡 2011）。1989年 10月の事件はパリ郊外の中学校でムスリム系移民出身者の女子中学生が

ムスリム・アイデンティティの表明となるスカーフ、いわゆるヒジャブを着用して出席す

ることが公立学校の教師によって＜政教分離原則＞違反と見なされ、登校を拒否されたと

いうものである。教師は、生徒のヒジャブ着用を公立学校という公的空間に宗教的標章と

いう私的属性を持ち込む行為として理解した。この事件がメディアでは大きく共和国モデ

ルの基本原則である＜政教分離原則＞の危機として取り上げられる。

しかし、1989年 11月、この件について諮問を受けた国務院（最高行政裁判所）は、従

来の法律解釈を根拠として、＜政教分離原則＞は、公立学校の教職員に対して要求される

ものであって、生徒に対しては要求されないことを明確化した。つまり、国務院はイスラー

ムがどのような宗教宗派であるのかという、帰属の意味には立ち入らずに、＜政教分離原

則＞は公立学校の教職員に適用されることを確認した。そしてその後、国務院はこの判断

に基づいて生徒の宗教的標章の着用を禁止するような学校の対応を違法とし、実際に体育

の授業で生徒がヒジャブを着用したために授業の実施が困難になるなど、具体的な障害が

教育活動において生じた場合にのみ適法とした。

同 1989年、「高等統合審議会（HCI）」が成立して国務院の判断を共和国モデルの観点か

ら擁護する。HCIは移民出身者を念頭にフランスにおける市民のあり方について報告書を
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政府に提出する公的諮問機関である。HCIはフランスの平等概念の法的構造として、＜政

教分離原則＞による①行政の宗教問題への非関与と②特定集団向けの法政策の不在を共和

国モデルとして評価し、イスラームを他の宗教宗派と同じように扱うことの重要性を主張

した（HCI 1991; 2000）。国務院や HCIは、スカーフ事件をはじめ、イスラームをフランス

の基本的価値としての＜政教分離原則＞と対立するとみなす政治社会的解釈に対して、法

律家をはじめとする社会科学者の知見に基づくことで法政策のエスニックブラインドネス

を擁護したと言える。

 しかし、2000年代に入るとイスラームとフランスの価値との対立性を強調する政治社会

的な理解に裁判所や公的諮問委員会も倣うようになる。それまでの＜政教分離原則＞に対

立する政教一致を目指すイスラームという見方に代わって、市民のエスニックブラインド

ネスに対立する女性の抑圧を当然とするイスラームという見方が特に強調される。この見

方にしたがって、第二世代の女性の抑圧からの解放のために国家は、公的機関やさらには

公道などの＜公の場＞から抑圧の象徴たるイスラームの標章を排除するべきとの考えが広

まった。ただし、女性が特に対象になっている点は変わらない（浪岡 2017）。

右派のジャック・シラク（Jacques Chirac）大統領のイニシアティブの下、2004年 3月 15

日に「公立学校におけるこれ見よがしな宗教的標章着用を禁止する法」が成立した。この

法律はその設立経緯からも生徒のヒジャブ着用禁止を明確に目的としており、「スカーフ禁

止法」と一般に呼ばれる。この法律は、これまで公立学校における生徒のヒジャブ着用が

法的に違反ではない（したがって共和国モデルと矛盾しない）と裁判所が判断していたそ

れまでの着用をめぐる法律学的解釈を変更する。2010年 9月 14日には、共産党のアンド レ・

ジェラン（André  Gerin）国会議員のイニシアティブから、「何人も、公の場（公道など：筆

者注）においては、その顔を隠すための衣服を着用することはできない」とする、「公の場

において顔を隠すことを禁止する法」、いわゆる「ブルカ禁止法」が成立している。これら

の法律は特定の宗教宗派への帰属を示す標章に関与するという意味で＜政教分離原則＞に

反する。しかし、女性の抑圧からの解放が理由になることで、ムスリムに特に他の市民と

は違う扱いを強制するこうした法律は「例外的に」正当化される。

こうした中、第二世代の女性を念頭に、＜政教分離原則＞、市民のエスニックブライン

ドネスとの対立でイメージされていたイスラームは、2012年以降、主として第二世代の男

性を念頭に治安、特にホームグロウンテロを生み出す宗教宗派としてイメージされるよう

になる。

2012年 3月 11日から 22日にかけてメラによるテロ事件が生じる。この事件は、フラン

ス南西部のトゥールーズ、モントーバンで一週間のうちに兵士、民間人を含む 8人が殺害

され、5人が負傷した事件である。犯人のメラはアルジェリア出身第二世代であり、アル・

カーイダのメンバーであると主張して、特に、ユダヤ系学校ラビ（ユダヤ教の宗教的指導
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者）、フランス軍兵士を殺害した。この事件をきっかけに、それまで英国をはじめ他の欧州

諸国に比べてテロ対策において遅れていたフランス政府は、次々とテロ対策関連法案を成

立させていく。この流れは 2015年 1月 7日からのシャルリー・エブド事件で決定的になる。

7日、クアシ（Kouachi）兄弟がイスラームについての風刺画を掲載してムスリムからの批

判を浴びていた、パリのシャルリー・エブド紙編集部を襲撃し、執筆者など 12名を殺害し、

翌 8、9日には彼らとの連帯を表明したアメディ・クリバリ（Ahmedy Coulibaly）が同じパ

リでユダヤ食品店を襲撃し 4人を殺害した事件である。フランス社会ではこれまで、イス

ラーム国などのムスリムの「過激化」は、何よりも、シリアやイラクの紛争地帯など外国

の問題として認識していた。しかし、この事件によって、フランス社会は「過激化」は外

国だけで生じる問題ではないこと、つまり、すでに国内の問題になっていることを意識す

ることになる。2015年 11月 13日にはパリおよび郊外において第二世代を含む複数のイス

ラーム国支持者によって 130人以上が殺害された。この事件はその規模の大きさと支持者

がベルギーなど複数の欧州諸国出身者であったために、治安の観点からのより緊密な国境

を越えた情報共有の重要性を意識させる。

メラの事件から 2カ月後、2012年 5月に右派のニコラ・サルコジ（Nicolas Sarkozy）大

統領から左派のフランソワ・オランド（François Hollande）大統領に政権が交代するが、イ

スラームのイメージは変わらない。むしろ、オランド政権のもとで治安の観点からのムス

リムの「問題化」は強化される。アル・カーイダ、イスラーム国、そしてシリアからの難

民問題の中で第二世代の男性を念頭に「過激化」という問題の認識枠組みが構築される。

そしてフランスで社会化された第二世代が「過激化」の主たる対象だとすれば、「過激化と

の闘い」は、何よりも第二世代が「過激化」していく過程に「予防」として介入すること

を前提とするので、社会化の装置である家庭や学校、職場への介入が正当化される。イス

ラームの名の下での「過激化」という観点からは、彼らが信仰するイスラームの内容を行

政がチェックし、修正し、その中で特定のイスラームの内容を犯罪と結びつけて警戒する

ようになる。

2．「過激化」とは何か

「過激化（radicalisation）」という言葉は極めて頻繁に使用されている（Brochard et Lafaye 

2016）。しかし、そもそも「過激化」とは何を意味するのだろうか（Seniguer 2016）。言葉の元々

の意味では「根っこから」という意味であり、言葉自体には否定的な含意はない。そもそ

も多くの宗教団体はその教義を「根本から」理解することを求めており、むしろそれは肯

定的な意味合いも持つ。しかし、イスラームを語る際には「過激化」という言葉が否定的

な意味でのみ使用される。その際には「過激化」は、「過激な・根本的な」宗教解釈（特に

サラフィズムやムスリム同胞団の思想）がイラクやシリアの紛争地域への渡航やテロ行為
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への参加を促す過程を示している。しかし、「過激な」解釈を学ぶことが紛争地域への渡航

に必ず繋がるのだろうか。さらには、紛争地域への渡航はテロ行為への参加を含意するの

だろうか。「過激化」は分析的な概念というよりは、具体的なテロ事件を背景に一般に使用

されている言葉が政策的に取り込まれた概念である。したがって、「過激化」とは何を意味

するのか、「過激化」はテロ対策として有効性を持つ分析概念なのかについて研究者の意見

は分かれる。

この「過激な思想を身につけ（因果関係は別として）テロ行為に参加する」という意味

での「過激化」とイスラームの因果関係について、大きく分けると 3つの考えがある。第

一に、イスラーム運動の分析を専門とする政治学者ジル・ケペル（Gilles Kepel、パリ政治

学院）に代表される考えである（Kepel 2015）。彼は「イスラーム主義の過激化（radicalisation 

de l’islamisme）」という表現においてイスラーム主義にはそもそも政治社会改革を志向する

ようなイデオロギーがあること、このイデオロギーが暴力と結びつくようになることを「過

激化」として理解している。この見方はイスラーム主義というイデオロギーに「過激化（テ

ロ参加を含む）」を見出すという意味で、「文化主義（culturaliste）アプローチ」とも呼ばれる。

第二の考えはこれに対立する、同じくイスラーム運動の分析を専門とする政治学者のオ

リヴィエ・ロワ（Olivier Roy、欧州大学院大学）に代表される考えである（Roy 2016）。彼

は「過激性のイスラーム化 islamisation de la radicalité」という表現で、イスラームが「過激

化」するというケペルの見方を批判して、これまでにも存在していた「過激化」が、それ

は、かつては極左であったり極右であったりしたわけだが、現在は従来の過激化のイデオ

ロギーが力を失っており、これまでこうした「過激化」に進んでいた者たちがイスラーム

に路を求めるようになっていると述べる。つまり、「過激化」する志向性をもった者たちが

イスラームを選択しているという意味で、イスラームを「過激化」しているのである。

少数派であるが、この二つの見方を批判する立場もある。代表的な研究者がイスラーム

運動の分析を専門とする政治学者のフランソワ・ビュルガ（François Burgat、フランス国立

科学研究所）である（Burgat 2015）。彼はケペルのみならずロワも文化主義的なアプローチ

を逃れていないと述べて批判する。ビュルガによれば、両者ともテロ行為などの暴力性が

なぜイスラームとの関連の中で生み出されるのかについて分析をしていない。そのために、

暴力性がイスラームに内在するものであるかのように論じてしまうのだ。彼によれば、ロ

ワも「ポストコロニアル状態の苦しみ、パレスティナ問題への自己同一化、中東における

西欧の介入に対する若者の拒否、人種差別的でイスラモフォーブなフランスにおける排除」

などの要因とテロ行為を切り離してしまうので、テロ行為を犯す人々を少数派として「例

外」視する中で、この少数者も含めて共有されるテロを生み出すような歴史的背景を作り

出した欧米と中東地域との因果関係を無視してしまう。そのことは、欧米によるさらなる

中東への介入を促し、ポストコロニアルな苦しみへの取り組みを西欧諸国に免除すること



第 10章　フランスにおける宗教的多元主義と過激化

̶ 149 ̶

になる。

それではこうした研究者のイスラームと「過激化」の関係についての知見を背景にしな

がら、どのような分析が「過激化」について行われてきたのだろうか（Cesari 2014）。「過激化」

の研究についてはいくつかのアプローチがある。第一は「過激化」を「社会運動」として

考察するものである。第二に、個人に着目するものとして社会心理学的に考察するもので

ある。第三に、コミュニティやディアスポラ、文化的宗教的特徴に注目し、政治的イスラー

ム主義、サラフィズム、ジハーディズムに注目するものである。こうしたアプローチはど

れも「不満（grievance）」に注目し、個人の不満がどのように集団の不満としてフレームさ

れ、解釈され、個人が集団のために自己犠牲を払うようになるのかを明らかにする。

まず、社会運動に注目するアプローチ（メゾレベルアプローチ）は、ロワが代表的であるが、

アル・カーイダやイスラーム国の運動はナショナルな文化にとらわれず、グローバル化し

ていると考えている。だからこそ欧州の過激派も自分たちをバーチャルウンマに帰属して

いると考えることができ、イスラーム国へ参加するのだ。したがって、自分が生活する場

所で直接経験する不満を解消しようとして社会運動を行うわけではない。ここでは特にイ

ンターネットの重要性が強調されることが多い。つまり、通常の生活を送っていた若者が

突如インターネットでの情報などから「過激化」し、テロ行為に訴えるといった「ローン

ウルフ」型のテロリストである。しかし、インターネットでイスラーム国などの情報に関

心を持つためには、そもそもそうした情報への関心を促すような周囲の環境が前提となる。

その場合には兄弟、友人や先輩などが価値評価の基準として大きな役割を果たすことが多

い。

他に刑務所での生活が出会いの場を提供し、そこで「過激化」が進むという研究も存在

する。小さな犯罪を犯して刑務所に入った中で、独自にイスラームの信仰を深めていた、

多くの場合同じエスニックな出自の者と出会い、自分のこれまでの経験をイスラームの観

点から解釈しなおすということである。ただし、この見方はグザヴィエ・クレティエッツ

（Xavier Crettiez）に周辺的な現象として批判されている（Crettiez et al 2017）。さらに、シリ

アをはじめとするイスラーム諸国への渡航経験が重要であるという指摘もある。アラビア

語の能力を高めようと渡航した彼らは、現地でアラビア語の能力を高めることもなく、テ

ロリストのネットワークと関係を持つことがあるという。何れにせよ、個人の不満自体が

周囲の環境の中で認識されるようになる過程、それを「不正義」として正当化する過程、

さらにはこれまでの環境と断絶するためのイニシエーションによる「帰属の変更」が注目

される。その際には、ソーシャルネットワークの役割、選択的インセンティブ、フレーミ

ングといった概念が援用される。また、この過激化がとる活動形態が中央集権的というよ

りはボトムアップ式であることにもしばしば言及される。

次に、個人に注目するアプローチには 2つのものがある（ミクロレベルアプローチ）。第
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一のものは、「過激化」の道程や動機づけに注目しながら、個人の心理学的、社会経済的

プロフィールを叙述するものである。このアプローチは実際に過激化する者たちのプロ

フィールの多様性と動機付けの偶然性を考えれば、統計的叙述という以上の有用性を持た

ない。とはいえ、いくつかの特徴を見出すことはできる。「過激化」の過程において、その

多数がもともと礼拝などの信仰を実践したことはなく、独学でインターネットや『誰にで

もわかるイスラーム』などの初学者向けの解説書で勉強し、あっという間にムスリムと自

己定義し、「過激化」している 4。彼らの中には格闘技を行う者も多く、マッチョな側面を

見ることができる。彼らは同性愛者、虚弱者、臆病者を批判し、ジハードに参加しない者

はしばしば臆病者として認識される。

もう一つのアプローチは個人が過激化する過程を「どのように」、「なぜ」という主観的

意味づけから分析するものである。「過激化」は日常生活に積極的に参加する意味を見出せ

ない個人に「新たな出発」や「新たなチャンス」を提供することで日常生活からの離脱を

可能にし、自尊心を回復することができる。特に「過激化」は、個人が失業や失恋、もし

くは仕事や家族関係が安定しているなど、時間的な余裕がある時期に屈辱や怒りなど感情

面に働きかけるようなメッセージを受け取ることで生じるという意見もある。特に、ロワ

は彼らの「過激化」にあらゆる生活の意味づけに関心を持たない「世代的ニヒリズム」を

見出している。このニヒリズムをもつ若者たちは現在の生活を意味のないものとして直ち

に放棄し、新たな世界観を身につけるという「一瞬」での「生まれ直し」、「改宗」を行う。

最後に、ムスリムコミュニティに注目するアプローチは、ビュルガが代表的である（マ

クロレベルアプローチ）。高い失業率や貧困率など社会経済的排除や差別、そして伝統的共

同体に影響を与える政治経済変動、さらには出身国との感情的紐帯や出身国の紛争状況な

どに注目する。欧州において特にムスリムマイノリティが排除差別を経験するときに、そ

の状況は西欧社会における中東地域の支配と重ねられやすいのである。そこには欧州にお

ける「過激化」が、歴史的な欧米世界によるイスラーム地域の支配やオリエンタリズムと、

現在の欧州における「ムスリム」のあり方全体に関わっているという認識がある。これら

3つのアプローチは人がなぜ「過激化」するのかということの説明において、どれも部分

的に説得力を持つ。しかしながら変数が多すぎて一般化できるような知見を得ることが困

難である。

こうした知見はしかしながら、政策的に十分に活用されてきたとは言い難い。その理由

としては、内務省の情報の機密性や研究者の自律性を求める傾向、さらには政治家は具体

的なテロ事件が起こった際には、国民の支持を得るために何よりもまず何らかの政策をと

ることが要求される傾向があることなどがある（Athena 2016）。研究者の間でのアプロー

チでは一般化できる知見の困難さが強調されることが多いが、「過激化との闘い」に取り組

む法政策はどの様に「過激化」を認識したのだろうか。
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3．過激化との闘いの実際

フランスにおいて「過激化との闘い」が、メラ事件、つまり 2012年以降始まったばかり

だとしても、テロ対策自体にはすでに「刑法」の例外規定としての蓄積がある。「1986年 9

月 9日法」は、勾留期間を 48時間から 96時間まで延長し、弁護士との接見を遅らせるなど、

「テロの試みと関連して」起こされた違反行為を重く罰することを可能にしている。「1996

年 7月 22日法」は、テロを目的とした集団への参加は、それ自体をテロ行為と見なすこと

を可能にした。これらの法律は、テロを念頭に置くことで従来の法律の「例外」として規

定されており、判事に適用の判断を委ねる範囲が、従来よりも広くなっている。いわゆる

「予防的司法上の中立化主義（doctrine de neutralization judiciaire preventive）」（Bonelli 2008）

が進んでいる。その後もテロ対策は進み、2011年からはテロ行為に関与したと考えられる

者の拘留期間を例外的に延長できるようになっている。

しかし、フランスが本格的に過激化を念頭に「テロとの闘い」を進めるのはメラ事件後

である（Ragazzi 2016; 2017）。事件を受けて直ちに「2012年 12月 21日法」が成立する。

この法はフランス国籍者が「外国で行われたテロ犯罪に参加したこと」に関して裁判する

ことを可能にした。そして、過激化との闘いが市民社会との関係においても深化するのは

マニュエル・ヴァルス（Manuel Valls）が内務大臣になる 2014年 3月以降である。それま

でフランスは「過激化」を「法律的アプローチ」（フランス外務省）として認識していた。

すなわち、テロ行為の扇動など法律で禁じられている行為に関して「闘う」のであり、具

体的に暴力行為に人を促すような扇動に対してではなく、過激な言説それ自体を管理する

ことはなかった。

 しかし、以降、第二世代の社会化への介入を積極的に行うための「2014年 11月 13日法」

が成立する。この法は、「個人によるテロの企て（entreprise terroriste individuelle）」という

概念を作ることで、テロを擁護する罪の範囲を広げた。この法は、テロ活動に参加するこ

とを計画するフランス国籍者の出国を禁じ、国内の行政による禁止措置を強化した。同法

は、裁判官の同意なく、「テロを賞賛し、引き起こすような」インターネットサイトの閉鎖

を命じることができる。

社会化への介入をより強化していくのが 2015年 11月 13日夜の「非常事態 （état 

d’urgence）」宣言である。緊急事態は警察に①居所指定（assignation à la résidence）、②家宅

捜索、③「公共の秩序に対して深刻な打撃を与える行為を犯すことを容易にし、促すよう

な」結社、あるいは集団を解散する手段について大きな裁量を与えるという意味で、行政

の予防権力を強化した。この非常事態宣言は現在に至るまで、2017年の 5月の政権交代を

経て、6回延長されている。

さらに「2016年 6月 3日法」は「組織犯罪及びテロに対する闘い」を強化し、検察と裁

判官に新たな捜査手段を与えた。これによって、夜の家宅捜索やデータ及び電話での会話
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を傍受するためのテクノロジー装置の使用を可能にした。さらに政府は人を増員し、予算

を増やした。たとえば、検事局においては「テロ対策」として 16人の検察官と 27人の事

務職員が増員された。

こうした法的対策は行政裁量の幅を広げることで、テロ対策を有効に組織することを目

的としている。例えば、モスクでの説教を行うイマーム（教導師）の多くが外国籍である

ことを背景に、警察がモスク内での彼の説教が憎しみを煽ったり、テロを賞賛するような

性格があると判断すれば、国外退去処分を命じることができる。警察はこうしたイマーム

を「憎しみの説教師」と呼んでいる。その際には判事の判断を必要としないので、裁判で

は証拠にならないような情報に基づいて検察は行動することができる。

こうした行政裁量の拡大は、公安の再組織化と結びついている。「公安中央局（La 

Direction centrale des renseignements généraux: DCRG）」と「テロ監視局（la Direction de la 

surveillance du territoire: DST）」は公安情報をめぐる国際ネットワークをよりよく活用する

ために 2008年に「国内情報中央局（la Direction centrale du renseignement intérieur: DCRI）」

に統合され、さらに 2014年にはその管轄を国家警察総局から内務大臣管轄に移し、「国内

治安総局（La Direction générale de la sécurité intérieure: DGSI）」となった。この変更に伴い、

予算や人員の増加、多言語の専門家や情報技術の専門家など自由に必要な人材を雇用する

裁量を与えられている。さらに、国境警備隊や監獄情報センターなどこれまで治安維持と

それほど関係を持たなかった部署がネットワークを組むようになり、「2015年 7月 24日法」

はより広範に情報収集を可能にした。

オランド政権は 2016年に「過激化とテロに対する行動計画（Plan d’action contre la 

radicalisation et le terrorisme: PART）」として 80の措置を含んで具体化した。その中では、

①過激とみなされる諸個人を摘発し、②適切な組織内で彼らを担当し、③より広範な予防

措置をとる、ことが主張されている。

市民社会への直接的な働きかけとして、インターネットサイトの利用やフリーダイヤル

の設置をあげることができる。2015年 1月に政府はシリアに出発する若者たちの気持ち

に働きかけるために、インターネットサイト「ストップ・ジハーディズム（stop-jihadisme.

fr）」を設置した。過激化したとみなされる個人の摘発に関しては、2014年夏から 24時間

のフリーダイヤルが設置され、県庁が情報収集を監督する。フリーダイヤルはすでに 5,000

件を超える通報を受けている。さらに知事の管轄の下、教育省、刑務所、社会サービスも、

過激化の兆候を収集するという点で、こうした試みに協力することを求められる。行政機

関が直接モスクやイマームと交渉することも奨励されている。そのため、多くの知事は、

イスラームの代表組織と対話を重ね、過激化の兆候のある個人の特定や過激化につながる

ようなイスラームの説教についての情報提供を受けている。

また、イスラーム国やアル・カーイダなどの過激派組織に関与した後でフランスに帰国
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した者たちを対象に、2016年 9月には最初の脱過激化組織である「社会再組み込みシティ

ズンシップセンター（Centre de réinsertion et de citoyenneté）」が設置された。ただし、一年

後に閉鎖されている。イスラームの教えの行政による管理と、場合によっての行政判断に

よる犯罪化、およびそれを支える行政権力の肥大化は、左右を問わず政治家の支持を受け

ている。こうした行政の肥大化の中で目指されているのは、個人の些細な変化にも注目し、

その情報を教育や社会福祉、さらには雇用の場においても行政機関が収集し、過激化が疑

われる個人については継続的にその生活を確認していくようなネットワークの構築であ

る。

こうした状況の中で、十分な証拠のないままの頻発する深夜の家宅捜索など、過激化対

策による様々な問題が生じている（Seniguer 2016）。2015年 12月には北フランスでイタリ

ア系の男性が早朝 4時に家宅捜索を受けている。テロ行為につながるようなものは何もな

かったのだが、家宅捜索が行われた理由は、イスラームに改宗したからというものだった。

警察は自分たちの裁量で家宅捜索を行うときに、依拠できるような客観的な基準はないま

まにテロの危険性を読み取る必要があるのだ。

2016年 3月の非常事態宣言の際には、3,379件の行政による家宅捜索（prequisition 

administrative）が行われ、42の武器が押収され、45のモスクが捜索され、10が閉鎖された。

また過激化の兆候とされるものとして県庁が提示するのは、急激な体重の減少や友人関係

の変化、音楽への興味の喪失などであり、日常生活で多くの若者が経験するものが多い。

そのために、こうした変化に注目したフリーダイヤルへの連絡は膨大な量になっている。

このようなアプローチはアメリカ合衆国のテロ対策にならって「暴力的過激主義対策

（Countering violent Extremism: CVE）」とも呼ばれる（Beydoun 2016）。その目的は市民社会

との信頼関係を基礎に、過激化の些細な兆候についても情報提供を受けることである。提

供される情報の信頼度は、市民社会のアクターとの信頼関係によって左右される。しかし、

警察や検察はこれまでイスラームに対して「スカーフ禁止法」をはじめ敵対的な法政策を

展開し、さらに差別の主たる加害者となっているだけに、モスクや家族などから情報提供

や過激化の相談を受けるような、「過激化との闘い」のパートナーとしての信頼関係を構築

することに困難を抱えている。

むすび

エスニックブラインドネスを原則とするフランスの共和国モデルといわれるシティズン

シップモデルによれば、法政策の領域とされる国家（公的領域）と市民社会（私的領域）

とは明確に分離され、公的領域において市民は誰もがエスニックな属性とは無関係に扱わ

れることになっている。1990年代、2000年代、2010年代とフランスにおいて「市民にな

れないのではないか」と問われ、常にムスリムは共和国モデルの適用が可能ではない存在
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として疑われた。ただし、常に同じようにムスリムは問題化されたわけではない。1990年代、

2000年代は公立学校におけるムスリムの女子生徒のヒジャブ着用や公の場における女性の

ブルカ着用が共和国の基本原則である＜政教分離原則＞や＜エスニックブラインドな市民

の平等＞に対立するのではないかと問われた。

1990年代から 2004年まで、公立学校でのヒジャブ着用を＜政教分離原則＞と対立する

と考えて公立学校からのムスリムの女生徒を排除する教員の対応に対して、国務院と高等

統合審議会は、＜政教分離原則＞は生徒ではなく教職員に適用することを確認し、違法と

した。排除が認められるのは体育の授業においてヒジャブ着用が授業の参加を不可能にす

るなどの、具体的な障害が生じる場合に限られた。この時点までフランスの法政策は、生

徒の信仰するイスラームのあり方をそもそも問わないという立場を維持するという意味

で、エスニックブラインドネスを維持したと言える。

しかし、2004年、女性の抑圧を象徴するという理由で、公立学校でのイスラームのスカー

フ着用が、具体的な教育上の障害とは関係なく、「スカーフ禁止法」によって禁じられた。

さらに 2010年には「ブルカ禁止法」によって公道でのブルカ着用が法律で禁じられる。つ

まり、特定のイスラーム表現はそれが市民のエスニックブラインドネス（特に男女平等）

に反するという理由で、公的機関をはじめ公道など一般の人の目に触れるところでも禁じ

られるのだ。教育活動の障害など具体的な障害が生じていなくとも、特定の表現を理由と

した市民権の制限は認められるようになった。この時点で、イスラームの特定の表現が公

的機関や公の場で禁じられることで、法政策はイスラームに関してその固有性を実質的に

考慮したと言える。

この状況は 2012年のメラ事件によって大きく変化を始める。メラがホームグロウンテロ

リストとして注目されたので、フランスで社会化された第二世代がどのようにテロリストに

なっていくのか、その社会化の過程が注目されたのである。そのために、社会化の装置と

しての家族、学校、公民館、スポーツクラブや会社、さらにはモスクなどが個々人に注目

して警察や検察、軍隊と連携しながら個人の考え方の変化を、そのイスラームの受容のあ

り方に注目しながら管理しようとするのだ。しかしこのアプローチは、＜政教分離原則＞

や思想・表現の自由の原則をはじめ、これまでのフランスの公私分離のシティズンシップ

モデルと矛盾する。そこで新たな立法と非常事態宣言によって行政裁量の幅を広げること

で第二世代を中心に社会化を管理する。この時、2012年以前とは異なって、主たる対象は

ムスリム女性からムスリム男性に変わり、特定の場で特定のイスラーム表現を禁じるので

はなく、家庭など親密圏を含むあらゆる場における些細な変化が「過激化」の兆候として

チェックされ、監視対象となる。現在生じているのは、「過激化との闘い」の下での、第二

世代男性ムスリムを主として念頭に置いて、そのあらゆる行動や発言に介入する法政策的

対応をとるという意味でのフランスの多文化主義化（Ragazzi 2014）である。
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─注─

1 ライシテという言葉は世俗化、政教分離や非宗教性などさまざまに訳されうるが、ここでは公的に国
家が宗教的属性に関与しないという意味で政教分離という言葉を使う。

2 フランスでは多数派はマグレブ系移民第二世代男性であり庶民層が多いと言われる。
3 2015年 1月 28日、シャルリー・エブド事件後のフランスでは 8歳の少年が小学校の教室内での犠牲
者への追悼を拒否し犯人への連帯を示したことを理由に校長が警察に通報し、警察は少年を事情聴取
している。

4 したがって、イスラームとのコンタクトは礼拝所の外で行われており、その後、イスラームについて
の知識を深めようと礼拝所に通うようになるとしても、礼拝所を選ぶ理由はその礼拝所が特定のイス
ラーム解釈（サラフィズムなど）を提案しているからではない。むしろ、自宅や職場からの近接性が
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大きな選択の基準になっている。結果として彼らがサラフィズムなどに向かうのは、特定の礼拝所を
選んだからというよりは、現在の特に貧困者集住地区における主流のイスラームがサラフィズムになっ
ているからである。
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第 11章　 「移民国」ドイツにおける反イスラームと文化の問題

石川　真作

はじめに

2017年 9月に行われたドイツ連邦議会選挙では、与党「キリスト教民主同盟（CDU）」

が第 1党となり、アンゲラ・メルケル（Angela Merkel）首相の 4選が決まった。2015、16

年にピークを迎えたいわゆる「欧州難民危機」において、寛容な受け入れを提言したこと

が思わぬ逆風となったメルケルにとって、この結果は決して勝利といえるものではなかっ

た。CDUは、「大連立」のパートナーであった「社会民主党（SPD）」とともに大幅に議席

を減らし、代わって台頭したのは、反移民・難民、反イスラーム、反 EUの立場を前面に

出した新興極右政党「ドイツのための選択肢（AfD）」であった。AfDは、12.6パーセント

の得票率で 94議席を獲得する「予想外」の大健闘を見せ、欧州を覆う「右傾化」の波がド

イツにも押し寄せていることを示した。

とはいうもののドイツには、庇護請求権の存在を明記した「基本法（憲法）」のもと、長

きにわたって非常に多くの難民を受け入れてきた歴史がある。難民とは別にすでに半世紀

以上前から、トルコ系を中心とする実質的な「移民」も存在している。しかしその存在を

認め、移民受け入れを制度化したのは 21世紀に入ってからである。第 2次世界大戦後のド

イツにおける移民、難民をめぐるポリティクスは、非常に複雑な様相を呈してきたのであ

る。

本稿では、そうした現状やドイツの移民制度の来歴を振り返りつつ、難民危機への対応

やドイツ社会の反応の背景にある「文化」の問題を考えてみたい。

1．欧州難民危機への対応と「移民国」ドイツ

この総選挙でメルケルと与党への支持がある程度回復した背景には、2016年初頭のトル

コとの協定に始まった、事実上の難民政策厳格化があるということは、多くのメディアが

指摘するところである。そして、総選挙後の 10月に CDUは、難民の年間受け入れ人数に

上限を設ける方針を明らかにした。これは、メルケル首相がぶち上げた寛容な難民受け入

れ政策の事実上の撤回を意味すると見ることができる。こうした流れの背景として、2015

年大晦日のケルンでの騒乱や、2016年末のベルリンでクリスマス・マーケットをターゲッ

トにしたテロ行為の影響により、難民の受け入れに懐疑的な世論の勢いが増したことが指

摘できる。ここには、難民の存在とイスラーム過激派によるテロリズム、さらにはイスラー

ムの「文化」を結びつけて論ずる一般的な傾向を指摘できるだろう。

ドイツには、約 400万人のイスラーム教徒が居住しているとされる。そのうち、約 300
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万を占めるのが、トルコ共和国にルーツを持つ人々である。彼らの多くは難民としてでは

なく、主に労働移民としてやってきた人々とその子孫である。第 2次世界大戦後の西欧諸

国は、戦後復興にともなう好景気を迎える一方、深刻な労働力不足に見舞われていた。英

仏などはその穴を植民地からの労働者で埋めようとしたが、とりわけ国土の荒廃が激しく、

かつ植民地も失っていたドイツは、協定により周辺諸国から労働力の供給を仰ぐという選

択をした。当初はイタリア、スペインとの協定による欧州内での労働力移動からはじまっ

たが、それらの国々の余剰労働力が枯渇すると、地中海を越えていわゆる「イスラーム世界」

に触手を伸ばす。「植民地」からの労働力の供給が事実上「イスラーム世界」からの供給と

同義であった英仏と同様、ドイツもまた「労働力」という名目で文化的「他者」と見なさ

れてきたイスラーム教徒を国内に招き入れたのである。ドイツに最も多くの労働者を送り

込んだのは、国民の 99パーセントをイスラーム教徒が占めるトルコ共和国であった。

一般にドイツは、寛容な難民受け入れ国として認識されてきた。メルケル首相が難民の

積極的保護を訴えた 2015年の庇護申請者数は再申請者を合わせて 47万 6千人あまりであっ

たが、ユーゴ紛争が激化した 1992年には、それに匹敵する 43万 8千人あまりの庇護申請

があった。難民危機がピークに達した 2016年の 74万 5千人という数字は特別であるが、

ドイツが大量の難民受け入れを試みたのは今回がはじめてではないのである。こうしたド

イツの姿勢は、ナチスによるユダヤ人迫害への反省から西ドイツの「基本法」に設けられ

た「庇護権」の規定が基礎になっていることはよく知られている。

一方で、1980年前後の難民受け入れにおける「第 1の波」と 1992年をピークとする「第

2の波」は、それぞれに難民受け入れを制限する方向での制度改定をもたらしてもいる 1。

とりわけ、1992年の庇護申請者数の急上昇を受けた 1993年の改定は、「安全な出身国」お

よび「安全な第 3国」といった概念を用いて庇護権そのものに制限を加えたことが論議を

よんだ。ドイツの難民政策は、今回のみならず難民の急増とその制限を繰り返しながらも、

基本的に「寛容」な姿勢を維持し続けているのである。

現在のドイツは移民受け入れ国でもあるが、ドイツが歴史的に移民受け入れ国であった

と考える人はほとんどいないだろう。むしろ、現在のドイツが移民受け入れ国となってい

ることに驚きを感じる人も少なくないかもしれない。明治以降、国民国家を構築しようと

した日本が参考にしたのが、ドイツの血統主義的ナショナリズムであったことは多くが知

る歴史的事実である。血統的文化的に規定される、いわゆる「民族」意識を基盤としてき

たドイツのナショナリズムに基づけば、ドイツ「民族」でない人々を「国民」化すること

は原則的にないはずであった。その原則を崩し、ドイツの「移民国」化を制度的に確定さ

せたのは、2004年の「移民法（Zuwanderungsgesetz）」の制定である。それは、トルコ共和

国出身者をはじめとする労働移民がドイツにやってくるようになって、実に半世紀を経て

のことであった。
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「寛容な」難民受け入れと、「非移民国」としての立場の堅持という一見相矛盾する政策

を併存させてきたのが、20世紀後半の（西）ドイツの姿であった。同時にそこには、移民、

難民双方の多くを占めるイスラーム教徒を文化的「他者」と見なすまなざしがあったとい

えるだろう。

2．ドイツのナショナリズムと「外国人問題」

（1）ドイツのナショナリズムとそのねじれ

ドイツには現在、1,600万人、すなわち全人口の 20パーセント近い「移民の背景を持つ

人々（Personen mit Migrationshintergrund）」が存在している。これは、「移民法」制定後のド

イツにおいて「移民」を表す公式な統計的概念として用いられているものである 2。しかし、

かつて「非移民国」を標榜していたドイツでは、移民は存在しないことになっており、統

計においてもドイツ人／外国人の二分法が用いられていた。

かつてドイツが「非移民国」との態度を取りつづけていた背景には、「ドイツ民族（das 

deutsche Volk）」という血統的文化的に定義された概念と国家を結びつけるナショナリズム

がある。その特徴は、ドイツ語の使用を中心に、キリスト教などを加味した「ドイツ文化」

を凝集性の根拠とした文化ネーション（Kulturnation）と表現される 3。ここには、国家以

前に「ドイツ民族」が存在するという観念がある 4。

こうした国家観には、近代国家としてのドイツ建国の歴史が影響している。近代国民国

家の原型としてのフランス共和国建国の契機となったフランス革命の頃、ウェストファリ

ア体制の下、その宗教的権威の実質的な意味が失われた神聖ローマ帝国は、300以上の領

邦や独立都市と 1,000以上の独立貴族が主権を行使する過渡的な状況にあった。この状況

下で起こされたナポレオン戦争においてフランスに対抗できなったことが、統一的な近代

ドイツ国家建国への契機となったとされる。そして 19世紀、ドイツ連邦さらにはドイツ帝

国の構築にあたって、文化と歴史を共有する「ドイツ民族」の存在を前提条件として「国

民（Nation）」を設定し、国家形成をするというナショナリズムが育まれた。一方で、本来

ドイツは地方ごとの多様性や自律性が高い社会でもあり、そのことは現在も地方分権や中

間集団の役割が大きい、連邦共和国という政治制度に現れている 5。

さて、こうしたナショナリズムの特徴は血統主義的国籍規定に反映されてきた。かつ

て（1999年の「国籍法」改定以前）は定住外国人にとっても外国人同士の婚姻が繰返さ

れる限りは、自動的な国籍取得は不可能であり、「ドイツ民族」以外は国民として受け入

れられない構造があった 6。かつてのドイツで「移民（Migranten）」という言葉が使われ

ず、「外国人（Ausländer）」あるいは「外国人労働者（Ausländische Arbeitnehmer）」7などと

いう言葉が使われたのはそのためであると考えられる。よく知られたガストアルバイター

（Gastarbeiter＝ゲストワーカー）という呼称も同様の文脈に位置付けられる。
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ドイツにおける血統主義的ナショナリズムを端的に示す事例としてよく挙げられるのが、

アウスジードラー（Aussiedler）政策である。アウスジードラー政策とは、第 2次世界大戦

終結後の東欧において「ドイツ系住民」の「追放」政策がとられたことを発端に、在外の

「ドイツ系住民」を当時の西ドイツが保護するためにとられた措置を指し、そうした人々を

アウスジードラー（在外者といった意味）と呼んできた。1993年までアウスジードラーは

ほぼ無条件で受け入れられており、その後も条件や手続きを厳しくしながらも受け入れは

続いている 8。

アウスジードラー受け入れの根拠となるのが、「基本法」116条 1項に規定された「基

本法の意味におけるドイツ人」という概念である。この条文では「ドイツ人」を、｢ドイ

ツ国籍を保有する者｣ と「ドイツ民族への所属性（Volkszugehörigkeit）を有する難民も

しくは被追放者、またはその配偶者ないし直系卑属として、1937年 12月 31日の状態に

おけるドイツ帝国の領域に受け入れられていた者」というふたつの基準を示して規定し

ている 9。後者に該当する東部ヨーロッパ地域のドイツ系住民は「身分としてのドイツ人

（Statusdeutsche）」と呼ばれ、彼らがドイツ連邦共和国の領土に到達すれば国籍を与えると

いうのがアウスジードラー政策の骨子であった。

このような、ドイツ国籍を持たない「ドイツ人」の存在は、ドイツ人／外国人という国

籍による二分法と矛盾する。アウスジードラーのかなり多くがドイツ語を話せない人々で

あることが、状況をさらに複雑にしてきた 10。「ドイツ人」を規定する「文化」の最も基本

的なファクターは言語であり、「ドイツ民族（Volk）」を基盤にした想像の共同体としての「ド

イツ人」は言語共同体であるという感覚が濃厚である。しかし現実には、ドイツ生まれの「外

国人」が自由にドイツ語を使いこなし、「ドイツ人」であるアウスジードラーがドイツ語を

話せないという状況が続いてきた。この場合、ドイツ語を流暢に話せることが「ドイツ人」

の条件であるとは言えなくなる。

（2）「外国人」から「移民」へ

では、「外国人（Ausländer）」とは誰であったのか。1989年のダイアナ・フォーサイス（Diana 

Forsythe）の分析は、ドイツにおいて日常的に用いられたドイツ人／外国人の二分法的言説

が、実際は分類のためのより複雑な概念体系の連続体を含んでいると指摘していた 11。そ

こでは言語と系譜だけでなく、宗教（カトリックとプロテスタントの差も意識される）や

地域などのファクターが複雑に交えられて認識された。そして「外国人」に対する認識に

も段階的な偏差が認められた。それらは曖昧に文化的に判断されており、「外国人」の中で

もヨーロッパのキリスト教徒は近しさをもって認識され、ユダヤ教徒やイスラーム教徒は

遠い存在として認識されていた。その際は外見も重要な要素となり、外見、宗教、言語な

どの要素で距離が測られた。
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フォーサイスはさらに、ドイツ在住の「外国人」についての限定された意味づけを指摘

している。その「外国人」にはトルコ系を主としてイタリア、スペインなど欧州出身者を

含む「ガストアルバイター」や難民などが含まれる。一方で、「ガストアルバイター」でな

いフランス人やイギリス人などは含まれず、むしろ「外国人」より近しいものと認識され

ているという。このような体系の中で、「ガストアルバイター」でイスラーム教徒である「ト

ルコ人（Türke）」は、彼らにとって「最も異質な」存在として認識され、「外国人問題」＝

「トルコ人問題」という感覚が醸成された 12。ここで作用したのは「文化的距離」による「心

理的距離」ではないだろうか。

20 世紀後半のドイツで（選挙の時期を中心に）議論された「外国人問題

（Ausländerprobleme）」はこうした認識を背景にしていた。そこで議論された「問題」は、

英語圏において民族問題（ethnic issues）、人種差別問題（racism）、移民問題（immigration 

issue）と表現される問題と近似していた。しかし当時のドイツでは、定住しても国籍を取

得しても Ausländerは Ausländerであった。もしかすると現在もそうであるかもしれない。

この状況に制度的なくさびを打ち込んだのが、「社会民主党（SPD）」と「緑の党」の赤

緑連立政権が 1999年に行った「国籍法」の改定である。この改定により、ドイツで出生す

る外国人の子供に一定の条件のもと国籍が付与されることになった。すなわち、条件つき

ながら出生地主義が導入されたわけで、ドイツ・ナショナリズムの要件である血統主義の

実質的見直しがなされたといえる 13。この政権のもと選択的な移民受け入れが政策化され、

2004年の「移民法」によって実質的な「移民国」宣言がなされることとなる。

2005年に成立したメルケルを首班とする保守主導の大連立政権もこの政策を継承した。

これにより CDUは「非移民国」的な立場を実質的に放棄し、ドイツの「移民国」化は決

定的になった。当政権の下で、「移民国」としての諸制度の整備が進められ、2006年 7月

には最初の「統合サミット」が開催された。そして 2007年の「国民統合計画」の策定によ

り、移民政策の焦点は、移民を認めるか否かという長年の議論から、移民の「統合」へと

完全に移行した。同計画の策定には、連邦政府・州政府・地方自治体のほか、学術・メディ

ア・文化・経済・スポーツ界の代表機関、労働組合、宗教団体、さらに移民団体が参加し、

移民の「社会的統合」のための施策が提起された。

「新移民法のための独立準備委員会」の座長を務めたリタ・ズースムト（Rita Süssmuth）は、

「社会的統合」について、「統一された定義はない」としたうえで、「除外や分断、非統合の

反対語として解釈され」、「理念型は、全ての人々と結びついた価値および規範の秩序の基

盤に立って、排除のない共生の実現に努める多元的社会」を目指すものとしている 14。国

家統合計画においては、基本的な状況認識として「多くの移民はドイツ社会においてすで

に場所を得ているが、移民の一部には、不十分なドイツ語しか話せず、教育や職業教育に

おいて劣位にあって、しばしば失業している人々がいる」ことが指摘されている 15。 そこで、
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最も重点が置かれるべきは、学校教育と社会教育（Bildung und Ausbildung）による社会参

加と機会均等の促進であり、それには言語（ドイツ語）習得が第一条件とされた。そこで

重要視されてきたのが、「移民法」施行に伴って設置されたニューカマー対象の「統合コー

ス」であり、これによって移民にドイツ語クラスとドイツ社会に関するオリエンテーショ

ン・コースの受講が義務づけられた。

3．イスラモフォビアと「主導文化」

（1）イスラモフォビア

AfDの主要な主張として、反 EUや反グローバリズムとともに、反イスラームがあげら

れる。また、AfDとともに近年台頭した右派市民運動「西洋のイスラーム化に反対する欧

州愛国者（PEGIDA）」は、その明確な反イスラーム姿勢で知られる。こうしたいわゆるイ

スラモフォビア（イスラーム恐怖症）は、ヨーロッパの移民問題の背後に常に流れる、通

奏低音のようでもある。さらに近年では、イスラーム過激派のテロリズムがヨーロッパに

も波及し、そのこととムスリム移民の増加とが結びつけられることでその傾向に拍車がか

かっているようにもみえる。今般のドイツの総選挙で AfDが躍進した背景には、イスラー

ム教徒が多くを占める難民の増加と、その間に引き起こされたテロ行為などの影響がある

ことは間違いないだろう。

ドイツにおいてそうした傾向が公の場で示された事例として、2010年 10月のドイツ統

一 20周年記念式典でのクリスティアン・ヴルフ（Christian Wulff）大統領（当時）の演説

をきっかけに巻き起こった論争が挙げられる。この演説でヴルフ大統領は、多様性を尊重

した新たな結束を提起し、「キリスト教とユダヤ教に加え、いまやイスラームもドイツに属

している」と述べた。この発言に対して、ドイツのイスラーム団体などが歓迎の声明を出

す一方、保守派の政治家らは反発し、議会やメディアで追及した。

この論争で注目したいのは、CDU内務委員会委員長（当時）ヴォルフガング・ボスバッ

ハ（Wolfgang Bosbach）の ZDFテレビのインタビューでの発言である。彼は、「イスラー

ムがドイツの一部であるなら、どのイスラームのことなのか、はっきりさせる必要がある。

シャリーア（イスラーム法）もドイツの一部であるのか議論が必要だ。なぜなら、シャリー

ア抜きでのイスラームはほとんど考えられないからだ」と述べている 16。このような言説

の背景には、ムスリムが「神の法」であるシャリーアにのみ従い、国家の法をないがしろ

にするという認識が垣間見える。こうした認識は、2005年のロンドン同時爆破テロが、「ホー

ムグロウン・テロリスト」によって引き起こされて以来、ヨーロッパ社会全般に広まった

と見られている 17。

この論議を受けてメルケル首相は、「キリスト教およびユダヤ教の伝統が、ドイツを形作っ

た」のであり、「肝心なのは基本法であって、シャリーアではない」と述べて火消しを図っ
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た。さらに彼女は、その流れの中で「多文化主義（Multikulti）の試みは挫折した」とも発

言した 18。この発言は世界中でセンセーショナルに報道され、ドイツが多文化主義を放棄

したとされた。しかし実際には、ドイツで「多文化主義」が政策として行われたことはそ

もそもない。前後の文脈を考慮すればこの発言は、「お互い隣り合って仲良く」といった努

力目標のような「多文化主義」（Multikultiという『愛称』を使っている）では諸問題の解

決に結びつかないという考えを示したものであり、その意味で統合に向けた意志を示した

ものと理解することができる 19。

こうした状況に対して、イスラームをドイツ社会の一部として位置付けようとする模索

も続けられている。2006年の 9月には、最初の公式な「ドイツ・イスラーム会議」が開催

され、以後継続してこの問題を討議する枠組みとなっている。この会議にはトルコ系とそ

れ以外を含む、ドイツにおけるイスラーム団体の多くと関係する政治家などが参加し、ド

イツにおけるイスラーム教徒の状況やイスラモフォビアについてなど、様々なプロジェク

トを展開してきている。この会議を足場として最終的に目指されているのは、ドイツの公

的な宗教コミュニティとしてのイスラームの承認であろう。しかし、ドイツ国内のイスラー

ム団体を代表する統一団体構成の見通しが立たないことや、イスラーム過激派の活動など

国際的な情勢が安定しないことなどでいまだ実現する見込みは立っていない 20。もうひと

つの課題である公立学校におけるイスラーム宗教教育は、州ごとに実験的な形で行われて

いる。しかしこちらもイスラームが公的な宗教コミュニティになることが、最終的な公式

化の条件と考えられている 21。

（2）「主導文化」

一方、ドイツで一時期取り沙汰された概念として「主導文化（Leitkultur）」がある。これ

は一般に、ドイツにおける「主流文化」を指していると解釈されることがある。その文脈

からは「主導文化への合流による統合の達成」というような、文化的同化へ向けた議論と

して扱われる傾向がある。しかしこれは誤解であり、本来複合的に構想されたものである

ことが指摘できる。

主導文化とは、もともとシリア出身の政治学者バッサム・ティビ（Bassam Tibi）が

唱えた概念である。そこには、「多文化主義の価値観任意性（Wertebeliebigkeit des 

Multikulturalismus）」に制限を加え、近代普遍主義の下での「価値観の合意（Wertekonsens）」

による「主導文化」の形成により、現実主義的な多元的統合を目指す、といった含意があ

る 22。

彼は「ヨーロッパ外からの移民の増加には、新たな同意が至急必要となる」と主張する。

その理由として彼は、「非西欧文化からの移民たちは、ヨーロッパでの生活を望んでいるが、

他の世界観の基礎にたっており、ヨーロッパ的世界観を受け入れない。このような条件の
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もとでは、あまねく受け入れられた主導文化のみが、社会的平和を保証できる」という見

解を述べる。そして、「ヨーロッパ的世界観を持つ人々と、エスニックな文化をもつ人々の

間の平和的な共生（Zusammenleben）の形態の模索」のために「ヨーロッパの文化的近代は、

啓蒙的民主的な感覚を持った非ヨーロッパ人にとっても擁護する価値がある」とする。そ

して、「ヨーロッパのファシズムと自由主義的伝統は区別」すべきであり、「ヨーロッパを

粗略に（en gros）断罪するのは間違っている。ヨーロッパの文化的近代は、集団主義の前

近代的文化より優先するべきである」と主張する 23。その背景には、「文化相対主義的なゲッ

トー多文化主義では、問題の解決にならない」24との認識があり、ヨーロッパ近代の普遍

主義への評価のもとに「価値観の合意」を見いだそうというのである。

しかし、のちに「主導文化」という言葉に「ドイツ」が結び付けられ、「ドイツの主導文化」

と解釈されたことで個別化され、同化主義の概念と誤解されてしまった。そのきっかけは、

CDU議員団長フリードリヒ・メルツ（Friedrich Merz）が 2000年の連邦議会でこの言葉を

使用したことであるとされている。

しかし、当時のメルツ自身の説明もいささかニュアンスが異なっている。彼はヴェルト

紙（Die Welt）に寄せた記事で、「移民（Einwanderung）と統合は、長期的には住民の幅広

い同意が得られてのみ成功を得られる。それは、双方の側の統合への能力にかかっている。

受入国は、寛容で開かれていなければならず、しばらくあるいは長期にわたって我々のも

とで暮らしたい移住者（Zuwanderer）は、彼らの側も、共生の規範を尊重する意志がなけ

ればならない。私は、この規範を『自由主義的なドイツの主導文化』と呼んだ」と説明し

ている 25。そして、「第 2次世界大戦後のドイツの文化は、決定的にヨーロッパ的思想によっ

て形作られてきた。ドイツは中央ヨーロッパの国であり、ドイツ人は、民主主義と社会的

市場経済に基礎づけられたヨーロッパの統合と、平和と自由のヨーロッパを支持している」

としている。この説明によれば、メルツの真意はティビの意図をくんだものであると考え

られるが、「ドイツの主導文化というたわごと」が「外国人嫌悪のロケットに点火した」な

どと批判を受けることとなった 26。しかし、彼の真意はともかく理念の方向性としては先

のメルケル首相による「多文化主義の失敗」と同様に、統合への意志を持ったものであっ

たと考えることが可能である。

そのように考えると、「自由主義的なドイツの主導文化」という考え方は、イスラモフォ

ビアやイスラーム原理主義双方に表われるような、社会の分断につながりかねない集団主

義的文化観を克服し、多様性を受け入れたうえでの新たな社会文化構築への議論を喚起す

る可能性があったかもしれない。しかし、論争の中でメルツ自身の発言が同化主義的な方

向に傾いていったのも事実である 27。

その後、英米の同時多発テロや、フランスの郊外暴動、ムハンマド風刺画事件などを経て、

このような「感覚」は、幅広い解釈を伴って、ヨーロッパにおける多文化主義の後退と統
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合への志向性の強化とともに暗黙のうちに受け入れられ、潜在的に主流の思想となってき

たといえる。すなわち、統合の必要性という点では保守リベラルを問わぬ合意事項となっ

てきたわけであるが、一方で、ティビが「主導文化」で提起した問題は十分に検討された

とはいえないだろう。

おわりに

ドイツでは、「移民法」が制定された頃から、「歓迎する文化（Willkommenskultur）」とい

う言葉が使われるようになった 28。この用語は、多様性を受け入れる新しいドイツを象徴

するものとして市民社会と公的部門双方で用いられ、さらには、連邦移民難民庁によって

事実上の公式の標語として採用されてもいる 29。そして、難民危機においては難民受け入

れを推進する人々の合言葉ともなった。

戦後のドイツ社会では、ナチス・ドイツの負の遺産を忘れないための「記憶の文化

（Erinnerungskultur）」の構築に向けた取り組みがなされてきた 30。「歓迎する文化」はその

次の段階としての、新しいドイツの社会文化の構築に向けた試みとして位置付けられるか

もしれない。だとすると、それらはいずれもドイツ・ナショナリズムの基盤をなすドイツ

の「民族文化」に替わる、市民社会を基礎とした広汎な文化の構築に向けた試みと理解す

ることが可能であろう。その背後には、移民の存在が照らし出した戦後ドイツの社会変化

とそれに呼応した制度的変革が、血統主義的な「文化ネーション」の理念と現実の矛盾を

あぶり出し、その矛盾が未解決のままであるという事実がある。

また、「記憶の文化」によって想起されることは、19世紀に成立したドイツの市民社会

が抱えていた「ユダヤ問題」も、同様の矛盾をあぶり出していたのではないかということ

である。大野はその「ユダヤ問題」をめぐり、19世紀末の大不況のなかで反ユダヤ主義的

言説が拡大していったと指摘している 31。AfDの台頭にいたる近年の状況が、そうした歴

史の繰り返しに結びつくと考えるのは短絡的すぎるだろうが、構造的な類似に気を配って

おく必要はあるかもしれない。

2010年のヴルフ大統領の発言をめぐる保守派の言説などで見過ごされがちなのは、一般

のイスラーム教徒移民のほとんどがドイツの法秩序や社会常識の枠内で生活しているとい

うあたりまえの事実である。ここには文化の問題と安全保障の問題の混同があるとともに、

文化という概念の（もしかしたら意図的な）誤用という現代世界に共通の問題がある。文

化とは人間の活動すべてを包含する生活様式の特徴を指すのであり、本来ひとつの社会に

複数の文化が併存することはありえない。信教の自由が保障された社会において、複数の

宗教を信じる人々が存在するなら、そのことそのものがその社会の文化として、すなわち

「多様性の文化」として理解されるべきである。「文化」を分断の論理として用いるのは、

極右にもイスラーム原理主義にも共通するやり方であり、その先には多文化主義の隘路と
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いう罠が待っている。「主導文化」や「記憶の文化」あるいは「歓迎する文化」は、この罠

から抜け出すための模索であるのだろうか。
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第 12章　 イギリスのムスリム・コミュニティと教育
──「集住」と「隔離」に揺れるイギリス

佐久間　孝正

はじめに

フランスの人口社会学者エマニエル・トッド（Emmanuel Todd）は、ヨーロッパの移民

受け入れ大国ともいえるイギリス、フランス、ドイツの受け入れの特徴を次のように評し

たことがある。イギリスは色にこだわり、フランスは文化を重視し、ドイツは血統にこだ

わる。その上でイギリスは、移民労働者を「隔離」しながら受け入れる、と 1。

これは現在でも、なかなか意味深長なものを含んでいる。イギリスは、たしかに色、す

なわち人種にこだわり、統計類でも白人や黒人という色分けをするし、20世紀最大の差別

禁止法も「人種関係法（Race Relations Act）」なり、「人種関係（修正）法」として公布さ

れている。フランスの受け入れは、同化を基本とし、エスニックごとの統計は違法とされ、

むしろこだわるのはエスプリなり文化、共和国精神への忠誠である。ドイツは、ヨーロッ

パにしては永らく国籍法に血統主義的なものを残し、憲法が改正されトルコ系移民労働者

に国籍が付与されたのは、20世紀末（1999年）のことであった。

ヨーロッパを代表する 3国も、決して同一ではなく多様である。ここでは、トッドによ

り色にこだわり、隔離しながら受け入れるとされるイギリスの移民労働者の近年の特徴と

教育の課題をみてみたい。

1．「集住」「隔離」とは

たしかにイギリスには、集住化や隔離化に関しそれを表現する独自の言語が数多く存在

する。カプセル化（encapsulation）、自己隔離（self-segregation）、アパルトヘイト（apartheid）、

ゲットー（ghetto）、セグリゲーション（segregation）、セグメンテーション（segmentation）

と類似の言語にこと欠かない。これは、日常的にこのような言語で表現される空間が数多

いことを示す。

集住と隔離は、社会現象としては同一の事態を指す。特定の民族があるエリアに集中し

て住む、いわゆる集住は、他の民族との隔離、他の民族と接触しないで日常生活が可能な

ことを示す。集住と隔離は、社会現象としては、コインの表裏の関係にある。

2．集住化の促進要因

イギリスの移民受け入れに関し、このような現象をもたらした要因は何か。大きくみれば、

これまで 2つの要因が指摘されてきた。1つは、選択理論（choice theory）と呼ばれるもの
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で、移民集団はそれぞれ固有の文化、宗教を担って入国するので、イギリスに来たからと

いってすぐに「英国的生活様式（British way of life）」が採用できるわけではない。日常的

な食生活から道徳、隣人との関係、日々の宗教行為は故郷から受け継がれる。こうした生

活規則は、食料品（例えばハラールフード）を入手すること自体、単独では不可能である。

自らの生活文化を守るために、同郷の者は集住する。

これに対し、エスニックな集中をイギリスの住宅政策に求める者もいる（拘束理論、

constraint theory）。イギリスは、マーガレット・サッチャー（Margaret Thatcher）前首相の

時代に公営住宅を大幅に民間に払い下げたが、以前の福祉政策の影響もあり、公営住宅が

充実している。しかし、新型の公営住宅も建設され、かつての旧市街地、インナー・シティ

の旧住宅は、1980年代、90年代に居住していた住民に優先的に売却された。

イギリス中西部にまたがる老朽化した公営住宅（back to back house）や、ロンドンならイー

スト・エンドのような公営住宅がその代表になる。イギリスの建物は、レンガ造りのため、

地震には弱くても風雪には 100～ 200年単位でもつ。19世紀に建設された公営住宅が、移

民労働者に優先的に割り当てられたのである。

もともと公営住宅に移民労働者が入居できた背景には、60年代と 70年代に続々とイギ

リス社会に登場したインド亜大陸出身のイスラーム系住民が、方々に拡散し、統制が不可

能になるのを避ける狙いもあった。一神教に慣れているイギリス人にも、ハラルフードを

入手するため、自ら鶏を入手し、「アッラー・アクバル」の祈りのもとに一刀両断に馘首す

る調理法は、近所のイギリス人に不気味に映った。こうして特定のエスニック・マイノリ

ティが、特定の地域に集中するようになった。

前者がエスニックな生活文化を守るため、自ら選んだ、主体的選択によるとすれば、後

者は、イギリスの地方自治体がらみの客観的要因による集住といえる。こうした 2つの要

因を媒介する形で、集住と隔離化を一層強化したのは、60年代から 70年代にかけて強化

された「移民制限法」の存在である。移民制限法は、文字通り海外からの人の出入りを厳

しくするものだが、イギリスでは、「意図せざる結果」として受け入れ国での家族再結合

（family re-unifi cation）を促進させ、妻や子どもをイギリスに呼び寄せることになった。

イギリスでの家族再結合が、集住なり隔離をより強化することになったのはなぜか。そ

れは、イギリス移民の圧倒的多数を占めた 20世紀の移民が、インド亜大陸からのものだっ

たことにある。インド亜大陸は、その面積をヨーロッパに移して考えると、西方のイベリ

ア半島からスカンジナビア 3国を除く東欧圏までをすっぽり含むが、イギリスへの移民排

出地域は 4つの地域に限定される。

バングラデシュは、首都のダッカではなく、北部アッサム地方に隣接するシルヘットで

あり、インドは、グジャラート、東パンジャーブ（シクの多いアムリットサル周辺）、パキ

スタンは西パンジャーブ、さらにアフガニスタンにまたがる北西辺境州である。なぜこれ
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らの地域に限定されるかは、ここでは問わない。問題は、これらの代表的なイギリスへの

移民排出地域が、ビラーデリィ（biraderi）と呼ばれる同族結合の強い、典型的な農村部だ

ということである。

途上国の農村部出身の女性にとり、高学歴者は少ない。かの女らが夫の出稼ぎ国に来て、

同伴家族の子どもの就学や就職、日常的な食生活等の切り盛りをすることになる。地域の

教育委員会やハローワークに行って、英語を巧みに操り学校や就職先をみつけるのは、先

進国の女性であっても、途上国の女性には困難である。かくしてかの女らには、同郷の先

に来た婦女子との情報交換が不可避になる。

特定エスニック集団の集住は、遠隔地ナショナリズム（Long Distance Nationalism）の温

床とか、隔離空間の出現と非難されるが、まずはこうしたマイノリティにとり、受け入れ

先における社会生活上の不可避の空間となった。その後、移民制限が厳しくなると、この

ような同族組織は娘を使ったアレンジド・マリッジ（arranged marriage）による同郷からの

働き盛りの男子労働者調達のシステムと化す。

イスラームでは、親類同士の族内婚が理想とされる。イギリスで生活している娘の配偶

者として、同郷から同族の成年男子を迎え入れるのである。当然このような結婚には、親

の意志が強く働くから、アレンジド・マリッジならぬフォースド・マリッジ（強いられた

結婚、forced marriage）、すなわち強制的な結婚になる可能性も大きい。いや、結婚するま

で会ったこともない、ブラインド・マリッジ（目隠しされた結婚、blind marriage）も少な

くない。

凄惨な「名誉の殺人（honor killing）」が、今なおイギリス社会でも繰り返されるのは、

娘たちが、故郷からの若い男子労働力の調達の道具とされていることを物語る。白人青年

との自由恋愛は、家族にも郷里の同族にも重大な損失をもたらす。許されないのだ。これ

が決して過去のものでないことは、かれらの間に残る女性を「名誉の貯蔵庫」にみる「文化」

である。パンジャーブ地方には、娘たちをいかに故郷の「伝統」に染め上げるかで、家の

品格が問われる「イッザト（izzat）」呼ばれる独特の「威信装置」がある。イギリス移住後

もいかに祖国の「文化」に忠実にしつけるかで、祖父母や両親の品格が問われるのだ。親

たちのコミュニティ内での序列も、娘たちへの教育いかんによって決まる。

いずれにしても、初期の入植者の集住と隔離の空間（コミュニティ）が、このような形

で再生産され、今世紀においてもそのまま持続しているところに、インド亜大陸の強い伝

統と、トッドのいうイギリス的受け入れの特徴がある。

3．集住の現実──過去と現在

今、これらの前世紀の隔離空間が未だに持続していると述べた。なぜそういえるのか。

下記の表は、イギリス中西部のマイノリティの多い都市、なかでもパキスタン人の多いブ
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ラッドフォードと、バングラデシュ人の多いロンドンのイースト・エンド、タワー・ハムレッ

ツ地区の 21世紀にとられた 2度の統計である。依然として白人や黒人として分類すること

もさることながら、特定のエスニシティが、特定の地域に集中していることがわかる。

表1　地方都市ブラッドフォードのマイノリティ

2001年 2011年

人口 ％ 人口 ％

白人

ブリティッシュ 355,684 76.06 333,628 63.86

アイリッシュ 3,479 0.74 2,541 0.49

ジプシー &トラベラー 433 0.08

その他の白人 6,878 1.47 15,715 3.01

アジア系
ブリティッシュ

インド人 12,504 2.67 13,555 2.59

パキスタン人 67,994 14.54 106,614 20.41

バングラデシュ人 4,967 1.06 9,863 1.89

中国人 896 0.19 2,086 0.4

その他のアジア人 2,932 0.63 8,031 1.54

・・・略

総計 467,665 100 522,452 100

表2　ロンドンのタワー・ハムレッツのマイノリティ

2001年 2011年

人口 ％ 人口 ％

白人

ブリティッシュ 84,151 43 79,231 31

アイリッシュ 3,823 2 3,863 2

ジプシー &トラベラー 175 0

その他の白人 12,825 7 31,550 12

アジア系
ブリティッシュ

インド人 3,001 2 6,787 3

パキスタン人 1,348 1 2,442 1

バングラデシュ人 65,553 33 81,377 32

中国人 3,573 2 8,109 3

その他のアジア人 1,767 1 5,786 2

・・・略

総計 196,106 100 254,096 100

（出所）表 1、2とも各種資料を基に筆者作成。

表 1をみると前世紀の集住化は、今世紀も続いているのがわかる。イギリス中西部は、

インド亜大陸出身者が多いことで知られる。そのなかでもパキスタン人、なかでもアザー
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ド・カシミール出身者が多い。ブラッドフォードをみる限り、この傾向は今世紀になって

も変わらない。21世紀になってからも、ここ 10年のあいだに、パキスタン人だけで 3万 8,000

人以上も増えている。すべてが新規入国者とは限らず、2世、3世の子どもが結婚しその子

どもたちも含まれるが、新規入国者もいる。その多くは、ブラッドフォードに来ても、故

郷の親類縁者の周りに住む。

どうして新規入国者があとを絶たないのか、それは前述したイスラーム系の婚姻の形態

による。イスラーム系では、親類同士の族内婚が理想だと述べた。この婚姻形態が、入国

制限の厳しい近年、働き盛りの身内の成年男子を入国させる戦術に応用される。多文化政

策は、当然、エスニックごとの言語のみならず、婚姻の形態も尊重されなければならない。

こうして入国に成功した夫婦には、若者が多く、かくして子どもも増えることになる。

また表から、同じインド亜大陸でもイギリス中西部の町にバングラデシュ系が少ないこ

ともわかる。バングラデシュの多くは、ロンドンのイースト・エンドに集住している。こ

こでも、依然として集住する町や地域が異なる。

イギリスの白人は減っており、これはイギリス全体の傾向とも合致する。しかしイギリ

スの人口が、全体として増加しているのは、マイノリティの人口が増えているからである。

またその他の白人が増えているのは、東欧圏の入国者が増えているからで、かれらは白人

に分類される。

アイリッシュは、漸減傾向にあるが、これは近年のアイルランドの経済成長を一面で物

語る。イギリスに来なくてもよい経済状況の表れと、さらにイギリスの「国籍法」による。

イギリスでは、2世がイギリス生まれの場合は、イギリス国籍が取得できる。中国人が増

えているのは、イギリスの他の都市も同じで、中国の海外戦略を示す。

一方、表 2のロンドン、イースト・エンドをみると、ブラッドフォードとは異なる傾向

が読み取れる。これまでとの関係で目を引くのは、パキスタン人が少なく、バングラデシュ

人が多いことである。タワー・ハムレッツでは、バングラデシュ人がイギリス人を抜いて

マジョリティになっている。バングラデシュ人は、イングランド全体では 0.8パーセント

なのに、ロンドンでは 2.7パーセントと膨れ上がり、タワー・ハムレッツでは、1つのエス

ニック・マイノリティだけで、マジョリティのイギリス人を抜いている。バングラデシュ

人の集中のすさまじさがわかる。

タワー・ハムレッツではパキスタン人は少なく、住み分けしていること、同じインド亜

大陸出身者であり、同じムスリムにもかかわらず、集住地域が異なる。ロンドンもまた他

の白人が増えており、これは中西部同様、東欧圏や EU加盟国の白人の増加による。バン

グラデシュ系に限らずインド亜大陸出身者が増えているのは、他の地域同様、新移民もさ

ることながら、かれらが若く結婚等による家族人数の増加による。

バングラデシュ人がここ 10年で 1万 5,000人も増えているのに、総パーセントで微減な
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のは、他の特に東欧圏のマイノリティが増加していることによる。ということは、新規移

民労働者も入国後定住する所は、マイノリティがこれまでも多く居住しているエリアにな

る。その方が、日常不可欠な食事や衣服等の必需品が入手しやすいからである。

イギリスの古くからマイノリティが集中するインナー・シティの居住空間は、レンガ造

りゆえに長期使用に堪えられるため、次々に新規移民労働者が利用する所となり、容易に

ゲットー化する。こうしたところで 2世、3世が育つことは、かれらの人格に大きな影響

を与える。2世、3世はイギリス国籍取得者である。同じイギリス人でありながら白人の同

級生を越えられない壁の存在は、所詮この国においては、自分は 2級市民にしかなれない

との心の歪みを与える。

若者が故郷の宗教や文化に回帰するのは、このようなときといわれる。これまでは、何

とかしてマジョリティに近づこうとしても、どうにもならない壁があるのに、同じく独自

の文化、歴史をもちつつも、祖父母の国はいつでも受け入れてくれる。先祖の文化、宗教

に自信をとり戻し、回帰するのだ。これには、仲間や聖職者の存在も大きい。

4．教育界へのインパクト

イギリスの戦後の大きな教育施索の変化をみると、5段階に分けて考えることができる。

1つは、戦後の 1945年から 65年頃までの、「同化」の時期（Assimilation Perspective）である。

同化といったけれど、特段何の独自の政策もとらなかった時期である。これには、戦前の

移民労働者の果たした役割がある。戦前のイギリスの二大移民グループは、アイルランド

人とユダヤ人であった。かれらの特徴は、言語に慣れると自然に「イギリス的な生活様式」

を取り入れたことである。そこで、40年代後半からイギリスに入国してきたカリブ系はも

とより、インド亜大陸出身者も同様の軌跡をたどると考えられたのである。

ところがインド亜大陸系は違った。かれらは、英語に習熟しても容易に「イギリス的な

生活様式」になじまないどころか、祖国の生活を遵守した。イギリス人もやがて、インド

亜大陸出身者のイギリス人とは異なる、強固な独自文化の存在に気づく。そのとき同時に、

グレート・ブリテン島自体も、多様な文化からなることにも気づく。すなわちグレート・

ブリテン島自体、イングランド、ウェールズ、スコットランドからなり、それぞれ独自の

文化が存在している。容易にイギリス化しないインド亜大陸の文化は、スコットランドの

文化がイングランド化しないことと同じと気がついたのである。したがって、1965年から

75年頃までのイギリスは、文化的な多様性を認める複合文化施策（Cultural Pluralism）の

時代といってよい。

しかし、プルーラルな文化を認めることは、マイノリティに独自の文化を継承する権利

を認めたことを意味しない。そのあいだにもマイノリティは、家族再結合の時代を迎え、

移民コミュニティは、ますます大きくなっていった。このようなコミュニティで 2世、3
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世も大きくなるにつれて、マイノリティにも固有の言語や文化、宗教を継承する権利を認

めさせようとする運動が盛んになる。わけてもこの運動に弾みをつけたのは、1976年に成

立した「人種関係法」である。この法律は、過去 2度の「人種関係法」を是正したもので

あり、マイノリティをマジョリティと区別し、別待遇にすることを禁止した。マイノリティ

は、この法律によって、自分の言語や文化、宗教を継承する権利を得たことになる。1970

年代半ばから 80年代半ばは、イギリスの多文化教育施策（Multi-cultural Education）の時代

といわれる。

マイノリティの多い学校を中心に、教室の後ろに同級生の出身国の宗教的なシンボルや

食材、装飾品が陳列されるようになる。しかし、そのあいだにもマイノリティの数が増す

ようになると、マイノリティの多い自治体を中心に、イギリス教育界の構造的な差別に目

が向けられ始める。すなわちマイノリティの比率が、イギリス全体の 5パーセントを突破

すると、学校や教育委員会にどれほどマイノリティが採用されているかが関心の的になる。

教育界の差別を解決するには、教育施策に影響を与える教育委員会の職員や教員にもっ

と多くのマイノリティを採用すべきと考えられたのである。こうしてイギリス教育界は、

1980年代後半から 90年代にかけて、反人種差別教育（Anti-Racist Education）の時代を迎

える。

すなわちイギリス教育界の根本問題は、教室の隅に生徒の出身地域の嗜好品や宗教的シ

ンボルを陳列することではなく、構造的な差別に目が向けられたのである。同時に多文化

教育論者と反人種差別教育論者のあいだで、激しい論争も行われた。

反人種差別教育論者が、多文化教育論者を陳列主義者と揶揄すれば、後者は前者を「黒」

は善で、「白」は悪と単純化し、教育を政治化し、多文化理解という長期を要する運動を妨

げているとした。近しいものの対立は一層熾烈を地で行く批判の応酬であった。

こうして前世期末の運動が終わると、21世紀の混乱を象徴する出来事が起きる。2001年、

マイノリティが集中しているイギリス中西部で大暴動が起きたのである。この暴動で明る

みにされたのは、イギリスの多文化施策が、「並行社会（parallel society）」をもたらしてい

る現実である。ここでにわかに、並行社会という概念がクローズアップされてくる。並行

社会とは、社会に複数の文化があり、複数の集団があるものの相互に交流がなく、各コミュ

ニティが切断されたまま別個に存在している状態のことである。

例えば中西部の都市では、二度とこうした暴動が起きないように事件の調査委員会が設

けられたが、席上、マイノリティのある委員は、自分のような者ですら他文化の人と接触

する機会は、本日の委員会終了以降、次回の委員会まで存在しないことを告白したのであ

る。すなわちイギリスの多くの都市に散在する移民コミュニティの成員は、ほとんど他文

化の成員と接触する機会のない現実が、白日の下にさらけ出されたのである。近年まれに

みるイギリス中西部の暴動の原因は、日ごろから異文化コミュニティのあいだで何ら交流
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することのない、他文化への反感・憎悪だけが肥大化する並行社会に原因が求められたの

である。たとえ本暴動の調査が進むにつれ、プロによる扇動がちらついても、そうした挑

発には、分断されたコミュニティには無力だったのである。

5．多文化主義の批判

かくしてイギリス的な多文化主義や反人種差別教育にも深甚な反省が迫られた。イギリ

ス社会には、たしかにさまざまな多文化が存在しているが、そこでいわれる多文化主義と

は、お互いが交わることなく、送り出し国の文化を継承し、それぞれの文化を主張する権

利と揶揄されるようになる。

つまりイギリスの多文化主義とは、「異なった文化からなる異なった人々が、お互い存在

しつつも協力し合わず、相互交流もない状態のこと。かれらはお互いに異なる服装をし、

宗教的な儀礼、料理等々を知ってはいるけれど、理解しようともしなければ、深いレベル

で関係しようともしないこと」とされたのである 2。もともと多文化主義とは、社会のさ

まざまな文化が交流し、それぞれの文化が変わることなのに、一切交流することなく、独

自の文化を守ることだとされたのである。

かくしてイギリスでは、多文化主義バッシングが始まる。なかでも大きな影響を与えた

のは、前人種平等委員会（Commission for Racial Equality）委員長トレバー・フィリップス

（Trevor Phillips）の警告である。かれは「多文化主義（multiculturalism）は、〈社会を〉分

裂（separateness）させる」、われわれは「一つの共通の文化（a common culture）」をもたな

ければならない。このままでは UKは、人種と信仰によって分解されると警告した 3。また

多文化教育研究者のトムリンソンも、イギリスを「分裂の王国としてのブリテン（Britain 

as a disunited Kingdom）」と呼び、多文化が多分化、多分解に転じる
3 3 3  3 3 3 3 3 3 3

ことを警告した 4。

6．今後の課題

イギリスは地方自治の国である。反人種差別教育の盛んな自治体が、それだけいっそう

反省を迫られたわけではないが、人種の融合を理想としていた自治体から新たな対策が

出されてくる。ある自治体による 2008年の「コミュニティと地方自治（Communities and 

Local Government）」では、「コミュニティ結合（Community Cohesion）」の重要性が指摘さ

れた。コミュニティ結合とは、各コミュニティ成員の文化背景が異なっても平等な生活の

チャンスがもて、個人の権利と義務を自覚し、お互いに信頼しあい、地方自治体の公平な

施策に信頼を寄せつつ、地域に対する共属の想いと未来共有の観念
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

をもつこと、多様な価

値を承認するとともに自分の所属するコミュニティに共通の価値
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

を見出していくこと、異

なる人々とのあいだで積極的な交流を行うこととされる 5。

これは、イギリスに定住しながらも祖国の文化や宗教へ帰属するのではなく、自分が生
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活している地域の文化や伝統を尊重すること、その上で共通の規範や法、秩序に服する自

覚の要請である。はじめに述べたようにフランスの人口社会学者、エマニュエル・トッド

は、イギリスはマイノリティを隔離しながら受け入れると述べたが、結果としてマイノリ

ティは、マジョリティの文化と隔離されたまま祖国の文化を色濃くとどめて生活している。

近年の多文化主義批判は、社会のこのような多文化並列主義
3 3 3 3 3 3 3

を戒めたのである。

コミュニティ結合が、前述のような試みとすれば、このような理念は若いときから教育

する方がいい。そこで 2007年には、学校教育への諮問としてアジェグボ・リポート（Ajegbo 

Report）がだされ、地域や社会の多様性とコミュニティ結合の重要性が強調された。つま

り多文化・反人種差別教育からコミュニティ結合教育重視への移行
3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

である 6。

また 2008年 9月からは、その教授内容も「教育、子どもへのサービス及び訓練基準委員

会（The Offi ce for Standards in Education, Children’s Services and Skills: Ofsted）」、通称教育基

準協会と呼ばれるものの審査を受けるようになった。また 07年の「統合と結合の協議会

（Commission for Integration and Cohesion）」では、結合（Cohesion）は、諸価値の異なる個

人及び集団のあいだで、地域と国家の将来に対し共通の観念を保持し、諸個人が強く地域
3 3 3 3 3 3 3 3

に対する権利と責任の意識
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

をもち、地方制度への信頼と、利害調整に関する公正な信頼の

醸成と定義されていく 7。

かくしてコミュニティ結合は、2006年の「教育査察法（Education and Inspection Act 

2006）」により、2007年 9月の新学期から義務化されることになった。

だが今さら、これらの措置がなぜ必要か、一般の人々には解せない点も多いのではないか。

それほどまでに、イギリスのインド亜大陸出身者やイスラーム系居住者は、同郷ごとに親

族的、部族的、ビラーデリィ単位ごとのつながりが強く、イギリス入国後も地域住民であり、

市民であり、市政に関心をもち、市政への積極的な参画が義務とは考えなかったのである。

コミュニティ結合とは、どの人間にも部族的なつながりの前に、地域の住民として自覚し、

独立の市民として行動することが求められている。こうしたことが今なお強調されるとこ

ろに、イギリス的受入れの隔離化の特徴があり、これが遠隔地ナショナリズムなりホーム

グロウン・テロリストの温床とされている。こうした家庭でも地域でも分断された孤独な

若者に、プロの扇動家が介入すると、にわかに過激化に走る下地がある。

イラクやシリアからまた新たな難民が押し寄せる時代を迎え、どこまで隔離化による受

入れが是正されるか、正念場を迎えている。
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第 13章　 リビアにおける「非統治空間」の発生
──交錯する過激主義組織と人口移動

小林　周

はじめに──リビアにおける過激派組織の活発化

本論文は、リビアで活動するイスラーム過激派組織（ジハード主義組織）、特に「イスラー

ム国（Islamic State: IS）」やアル＝カーイダ（al-Qā‘idah）関連組織といった活動領域がリビ

アにとどまらない多国籍な組織の動向について分析する 1。さらに、「非統治空間（Ungoverned 

Spaces）」という概念に着目し、国家による法執行や治安管理がおよばない空間の発生がリ

ビアにおける過激派組織の活動に与えた影響を考察する。

2011年にリビアで内戦が勃発し、ムアンマル・カッザーフィー（Mu‘ammar al-Qadhdhāfī）

政権が崩壊してから、既に 6年が経過した。しかし、リビアでは領域の保護や国民への公

的サービスの提供といった基本的な機能を備えた国家の建設が進んでおらず、治安が回復

する目途も立っていない。そして、リビアにおける国家建設の停滞と脆弱な国境管理・治

安維持は、過激派組織の活動領域の拡大につながっている。

リビアで活動する過激派組織は、同国を中心とした北アフリカ～サハラ砂漠地域全体の

治安悪化により生じた国境管理の弛緩、国軍や警察の弱体化を背景に、活動領域を拡大さ

せている。ISは 2016年末に一度リビアから掃討されたものの、リビアの国境管理や治安

維持が脆弱であり続けていることから、支配領域の喪失後も国内に潜伏し、テロ攻撃や資

源獲得のための活動を行っている。また、アル＝カーイダ系勢力も北 ･西アフリカ地域に

おいて、資金や武器、人材などの資源を獲得し、地元社会に浸透しながら影響力を拡大さ

せている。

ISやアル＝カーイダといった過激派組織の越境的な活動の背景には、中央政府による法

執行や治安管理がおよばない「非統治空間」の存在が挙げられる。ある国家が物理的な領

域統治能力および明確な主権を喪失し、国境管理が不十分な状況下では、国境横断的に活

動する過激派組織や武装勢力が拠点構築や資源獲得を行いやすい環境が生まれる。現在の

リビア南部からサハラ砂漠周辺地域にかけては、2011年のリビア内戦を契機としてこのよ

うな環境が形成されており、リージョナル、グローバルな脅威となっている。この複合的

な問題に対処するためには、周辺諸国の協力による過激派組織の越境的な活動の防止が必

要となる。地域の安定化という観点からは、リビアの統治秩序と治安の回復は「特効薬」

にはならないとしても、さらなる流動化を防止する効果を持つといえる。
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1．リビアにおける過激派組織の動向

（1）リビアにおける過激派組織・テロ組織の分類

2017年末の段階で、リビアにおける過激派組織やテロ活動を行う組織・個人は、以下の

4つに分類が可能である。

第 1に、グローバル・国境横断的に活動し、リビアを拠点として利用する多国籍組

織であり、ISや「イスラーム・マグリブ諸国のアル＝カーイダ（Al-Qaeda in the Islamic 

Maghreb: AQIM）」、アル＝カーイダ司令部が該当する。多国籍組織においては、リビア人

と外国人では活動の目標や優先順位が異なる場合があり、今後の組織の潜伏や拡散におい

ては取るべき対策が変わってくる可能性に注意する必要がある 2。

第 2に、リビア国内を中心に活動し、リビア国内での政治的、経済的資源の獲得を目標

として行動する組織であり、「リビアのアンサール・シャリーア（Ansar al-Sharia in Libya）」

やリビア東部の諸都市における「ムジャーヒディーン・シューラー委員会（Mujahideen 

Shura Council）」などが含まれる。これらの組織は、過激主義に基づいたテロ活動を行うだ

けでなく、出身地域とのつながりが強く、リビアの政治に（妨害やボイコットという選択

肢も含めて）関与する意思を有している場合が多い。そのため、リビアの安定に向けて、

掃討だけでなく武装解除および政治対話といった社会的包摂のための作業が必要となる。

第 3に、リビア近隣で活動する比較的小規模な組織がリビアを訓練、潜伏、資源確保拠

点として利用するケースであり、ISシナイ州（Islamic State - Sinai Province）3および ISエ

ジプト、チュニジアのアンサール・シャリーア（Ansar al-Sharia in Tunisia）、AQIM関連組織、

スーダンのダルフール武装勢力（Justice and Equality Movement, Sudan Liberation Movement

など）によるリビア流入が観察される。

第 4に、リビア人やリビア系移民によるホームグロウンおよびローン・ウルフ型のテロ

実行・支援である。2017年 5月 22日には英国マンチェスターのコンサート会場にて、リ

ビア系移民による自爆テロが発生し、23名が死亡、120名以上が負傷した。テロ実行犯の

リビア系英国人サルマーン・アビーディー（Salmān Abīdī）は攻撃実行の直前にリビアに渡

航しており、リビアの ISとの関係が指摘されている。この事件以降、リビア人やリビア系

移民による目立った事件は起きていないものの、今後の展開が注視される 4。

これらの過激派組織やテロ組織に加えて、内戦後のリビアには、テロ活動や過激主義の

実践を志向しないものの、暴力的な反政府活動（insurgency）を行う民兵組織や少数民族武

装勢力なども存在する。現在のリビアでは様々な過激派組織や武装勢力が離合集散を繰り

返しており、上記の分類は明確なものではないが、組織の分類によって活動の範囲や目的、

必要となる分析や対策が異なる点には注意が必要である 5。
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（2）2017年以降の ISの再台頭

ISのリビア進出は2014年秋からのことである。イラク・シリアの IS幹部アブー・ナビール・

アンバーリー（Abū Nabīl al-Anbārī）が東部の都市ダルナ（Darnah）に派遣され、地元の過

激派組織を吸収しながらリビア進出を主導したとされる。2014年 10月～ 11月には「ダル

ナ青年イスラーム評議会（Shoura Council of Islamic Youth in Darnah）」が結成され、「イスラー

ム国」に対して「バイア（忠誠宣言）」を表明した 6。また、サッダーム・フセイン政権下

で軍人であったイラク人のアブー・アリー・アンバーリー（Abū Alī al-Anbārī）や、シリア

で活動していた IS高官のアブー・ウマル（Abū Umar）が 2015年後半にリビア入りした 7。

2014年 11月 13日、ISの指導者アブー・バクル・バグダーディー（Abū Bakr al-Baghdādī）

は音声ファイルにて、リビアの西部「タラーブルス（Tarābuls）」、東部「バルカ（Barqah）」、

南西部「フェッザーン（Fezzān）」というオスマン統治時代の 3つの地域区分を、ISの「州

（Wilāyah）」として設置すると述べた 8。ISによるリビア最大の支配領域となったシルテ

（Sirte）への進出は、2014年 11月頃のダルナ進出の直後から始まった。そして、2015年 6

月下旬に敵対する地元の過激派勢力 9との戦闘に破れ、ダルナから追放されて以降、ISの

シルテ進出が加速したとみられる。

複数の情報を勘案すると、ISの最盛期にリビア国内では約 5,000～ 6,000人の戦闘員が

活動していた。シルテには 1,800名程度の戦闘員がいたとみられるが、そのうちの 70パー

セントが外国人であったとされる 10。チュニジア人が外国人構成員の大部分を占めたが、

その他エジプト、アルジェリア、モロッコ、スーダン、チャド、マリ、セネガルなどの北

～西アフリカ諸国の他、イエメン、サウジアラビアといった中東湾岸、アフガニスタンや

バングラデシュなど南・西アジア出身の構成員が確認されている。また、ISへの加入を目

指してリビアに入国した者だけではなく、元々リビア国内にいた移民の労働者が戦闘員と

して ISに加入することもあったという 11。

欧米の支援もあり、リビア政府（国民合意政府）は 2016年 5月から IS掃討作戦を開始、

国軍と親政府派の民兵組織によるシルテへの地上侵攻と空爆が開始された。また、欧米や

中東諸国もリビア国内に展開し、空爆や軍事支援を行った。2016年 12月 17日、リビア政

府は ISの最大拠点であったシルテの制圧が完了したことを受けて、対 IS軍事作戦が終了

したと発表した。同作戦を支援していた米アフリカ軍も、同月 20日に支援作戦「オデッセ

イの稲妻作戦（Operation Odyssey Lightning）」の終了を発表した 12。掃討作戦終了後、シル

テからは IS戦闘員と思われる約 1,700の死体が発見された 13。

しかし、2017年 8月頃から、リビアでの ISの活動が再び活発化してきている。特に、チュ

ニジア国境付近の都市サブラータ（Sabrātha）付近と、かつて ISが拠点を形成していた中

部沿岸都市シルテの南部、内陸部の都市バニー・ワリード（Banī Walīd）などでの活動が目

立つ。2017年 8月以降、ISは主にリビア中央の沿岸部や内陸部において自爆テロや検問所
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の攻撃、国内諸勢力への急襲を散発的に行っている。また、ISの週報『ナバァ（Naba’）』

や ISに近いとされるネット・メディア「アァマーク通信（Amaq News Agency）」も、ISの

「戦果」を報道している（表 1）。

2017年 12月時点でのリビアの IS戦闘員の数は 500～ 1,000人程度とみられている。こ

の戦闘員の中には、中東・北アフリカおよびサヘル諸国からの外国人が相当数含まれてお

り、彼らはシルテ掃討後にリビア国内に潜伏していたり、また監視の緩い国境地帯を越え

て再びリビアに結集していると考えられる。米国務省は 2017年の『国別テロリズム報告

書』において、シルテでの掃討作戦を逃げ延びた ISの戦闘員は内陸部の砂漠地帯に拡散し

たと述べている 14。この情報を裏付けるかのように 2017年 9月、リビア政府法務省の高官

は、ISが「砂漠軍（Jaish Saharāwi, Desert Army）」を結成したと発表した。この「砂漠軍」

はリビア南部の砂漠地帯で活動しており、マフディ・サーリム・ダングー（Al-Mahdi Sālim 

Dangou、別名 Abū Barakāt）というリビア人によって指揮され、3つの部隊によって構成さ

れているという。メンバーはマフムード・ブルアシー（Mahmoud al-Bur’sī）、ハーシム・アブー

シード（Hāshim Abū Sīd）といった ISの幹部に加え、アル＝カーイダの元戦闘員やシリア・

イラクからの帰還者によって構成されているとみられる 15。

それでは、シルテ喪失後のリビアにおける ISの戦略目標は何なのか。2017年 8月以降の

リビアにおける ISの活動は、ダルナやシルテでみられたような領域支配や、シリア・イラ

クの IS司令部と連携した「カリフ国」設立のための活動は確認されていない。「グローバ

図1　ISによるリビアの「州」の区分

（出所）Jihad Intel, Middle East Forum を基に筆者作成。
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ル・ジハード」に基づいたテロ活動というよりは、むしろ散発的な急襲や自爆攻撃といっ

た「反乱・反政府攻撃（insurgency）」と呼ぶべき活動が目立つ。また、ISによるものとみ

られる攻撃は、チュニジア国境付近からリビア東部にいたる広範囲にわたって実行されて

いることから、小規模組織が独自に活動している可能性が高い。しかし、これをもってリ

ビアの ISが今後も反政府武装勢力（insurgent group）にとどまると断定することはできない。

シルテ喪失後の ISの戦略目標とは、多国籍な過激派組織として、国境の監視が緩く

（porous）、治安維持が十分に行われていないリビアを活動拠点や輸送 ･移動のグローバル・

ハブとして活用すると同時に、西欧でのテロ攻撃のための拠点やネットワークを整備し、

リビア内外での領域支配の機会を作り出すことにあると指摘される 16。その点では、小規模・

散発的であっても攻撃を継続し、リビアの治安回復や政治の安定化を阻害することは、IS

の戦略目標にかなった行為であるといえよう。

バニー・ワリードのような ISの進出が懸念される都市にはいくつかの特徴がある。まず、

これまでの政治的経緯からカッザーフィー政権に親和的であり、内戦後も新政権に対して

敵対的な有力者（部族の有力者や宗教指導者、名望家）や住民が一定数存在する場合が多

い。それゆえに、地域の戦後復興や治安改善が進んでおらず、現状への不満から ISの過激

表1　リビアにおける ISの最近の動向（2017年 5月～12月）

日時 事件 報道・広報

5月 8日 IS戦闘員がシルテ南部においてリビア国民合意政府の兵士を殺傷 アァマーク通信、
『ナバァ』

8月 23日 IS戦闘員が内陸部のジュフラ（Jufra）で検問所を攻撃、軍事組織「リ
ビア国民軍」の兵士 21名を殺傷

アァマーク通信

8月 28日 IS戦闘員が道路を検問するビデオが公開 アァマーク通信

9月 24日 IS「バルカ州」がインターネット上にリビアのジュフラおよびヌーファ
リーヤ（Nufalīya）における 2件のテロ作戦の詳細を報じたビデオを
公開

9月 26日 米アフリコムがシルテの 160キロメートル南西において ISを標的と
した空爆を 2度実行

10月 4日 西部都市ミスラタ（Misrata）の裁判所で IS「タラーブルス州」による
自爆テロ・銃撃。40名死傷

アァマーク通信

10月 6日 西部都市サブラータにおいて民兵組織が IS部隊との 3週間の戦闘に
勝利

10月 7日 「リビア国民軍」がチュニジア国境において ISの車列を制圧

10月 25日 IS戦闘員が東部アジュダービヤ（Ajudābiya）付近で「リビア国民軍」
の兵士 2名を殺害

アァマーク通信
『ナバァ』

11月 19日頃 米アフリコムが内陸部フカーハ（Fuqāha）において ISを標的とした
空爆を 2度実行

（出所）2017年末までの各種報道を基に筆者作成。
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な教義に感化されやすい現地住民が多い。これは、カッザーフィーの出生地であり、内戦

時に最後まで戦闘が続いたシルテと同様の環境である。例えば、リビア最大の部族といわ

れる「ワルファッラ（Warfalla）」、カッザーフィーの出身部族であった「カッザードファ

（Qaddhādfa）」、南西部フェザーン地方の有力アラブ系部族「アウラード・スレイマーン（Awlād 

Slaimān）」などには、新政権に対して敵対的な構成員が多いとされる（当然ながら、その

ことが当該部族による ISへの全面的な支持を意味するわけではない）。

2017年 10月に発行されたソウファン・センター（Soufan Center）の報告書は、イラク・

シリアの IS戦闘員のうち、確認されている北アフリカ出身者は 5,319人、うちリビア出身

者は 600人前後であると述べている 17。IS本体の衰退とともに戦闘員がイラク・シリアか

ら北アフリカに帰国した際、国境管理や治安維持、法執行の脆弱なリビアに流入する可能

性は十分に想定されることである。その際にリビア政府や国際社会がリビアへの IS戦闘員

の流入を抑止・監視できず、ISが急激に力を増した際には、彼らが目指す領域支配が再び

可能となる状況が生まれるかもしれない。

（3）アル＝カーイダ系組織の動向

リビア国内で活動する主なアル＝カーイダ関連組織としては、AQIM、「リビア・イスラー

ム闘争グループ（Libyan Islamic Fighting Group）」からの分派、「リビアのアンサール・シャ

リーア（Ansar al-Sharia in Libya）18」などがある。これらの組織の分派や幹部が独自に設立

した組織などが、目的に応じた連携や離合集散を繰り返している。

リビアでは主に ISの活動が着目されるが、アル＝カーイダ系組織の動向についても十分

な注意が必要である。何故ならば、アル＝カーイダ系組織はリビアを含めた北・西アフリ

カ地域への浸透を進めており、今後長期にわたる現地政府や外国権益への脅威となる恐れ

があるためである 19。

近年のアル＝カーイダ系勢力に共通した戦略は、地元社会からの支援を獲得するために

組織の「穏健化（moderation）」と「現地化（localization）」を進めることである。具体的には、

①シーア派や特定の宗派を敵対視してイスラーム教徒間での宗派対立を扇動しない、②公

共サービスや生活物資を活動拠点の住民に提供する、③下部組織や支部の幹部に現地出身

者を登用する、④部族や地域社会の有力者の子女との婚姻、⑤欧米権益への攻撃を控え、

致命的な反撃を招かないようにする…などの手法が指摘される 20。この背景としては、ジ

ハード主義の伝統的戦略論である「遠い敵か、近い敵か 21」の論争は常にあるものの、近

年アル＝カーイダ指導部は、ローカルな組織として現地からの支援を獲得し、「近い敵」を

攻撃対象とした方が組織の拡大に役立つと認識し始めたといわれる。

上述の指摘通り、アル＝カーイダ系勢力はリビアを含めた北 ･西アフリカでの活動圏拡

大に成功しており、現地社会からの支持を得るようになっている。リビア国内でも「リビ
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ア・イスラーム闘争グループ」の分派や「リビアのアンサール・シャリーア」はトリポリ

やベンガージーといった都市部に拠点を形成し、政府機関や警察施設への攻撃、対立する

民兵組織との戦闘だけでなく、場合によっては治安維持や社会サービスの一部提供も行っ

ている 22。また、AQIMはリビア南西部に進出しており、アルジェリア、チャド、ニジェー

ル、マリ、モーリタニアなどとの国境を越えた密輸・移動ネットワークを構築し、現地住

民を非合法活動に取り込み、密輸や徴税による収益を還元することで現地からの支持や黙

認を得ている 23。

このローカルな支持の獲得という点については、 「コミュニティ・エンゲージメント

（Community Engagement）」という概念が参照可能である。この概念は「コミュニティの一

員となり、地域住民と協働・連携すること」を指し、もともとテロ対策や過激主義対策の

ためには政府や治安機関、国際社会が現地社会の文脈を理解した上で関与し、問題解決に

参画することで信頼醸成を行う必要があるという文脈で用いられてきた 24。しかし、アル

＝カーイダ系組織の活動を観察すると、むしろ彼らこそがコミュニティ・エンゲージメン

トを実践し、地域住民からの支持または黙認を受けて、活動領域を拡大しているようにみ

える。この点についてどのように考えるべきなのかを、以下の「非統治空間」をめぐる議

論から検討したい。

2．「非統治空間」の発生

（1）「非統治空間」とは何か

リビアにおける過激派組織の活動について分析する上で、本論文では「非統治空間

（Ungoverned Spaces）」という概念に注目したい。「非統治空間」には様々な含意があるが、

本稿では「国家主体（政府）による統治がおよばない地理空間」と定義する。「非統治空間」

においては国家による治安維持や法執行が十分に行われないため、テロ組織が活動拠点や

移動経路を構築しやすい環境が生まれる。また、「非統治空間」は薬物や武器の不法取引と

いった組織犯罪の越境的ネットワークにとって格好の活動領域となっている 25。

潘基文・前国連事務総長は、2016年に行われた国連グローバル・テロ対策戦略会議にお

いて、情報技術による過激主義の拡散、武器の蔓延、国境を越えた戦闘員の流入などによっ

て、「非統治空間」の発生が紛争の長期化やテロの蔓延と連関しており、テロ組織が広大な

領域・資源・人材を獲得可能な環境が形成されていると述べた 26。

英国外務・英連邦省は、国家が物理的な領域支配能力および明確な主権や統治を部分的

にでも喪失した状況、また国家機関や法の支配が、完全に、もしくはほとんど機能してい

ない環境において「非統治空間」が発生すると述べている 27。また、米国防総省は「非統

治空間」を、「国家や中央政府が統治を拡張したり、効果的な統治を行ったり、現地社会

に影響をおよぼすことができず、さらに地方自治体や部族、自治政府も、能力・意思・正
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統性の欠如、紛争の存在、現地の行動規範などを要因として、十分に、もしくは効果的な

統治ができていない地域」と定義する。さらに、この概念には「統治の不十分な（under-

governed）」、「統治に失敗した（misgoverned）」「統治をめぐって争われる（contested）」、「非

国家主体に統治され得る（exploitable）」地域も含まれるとしている 28。

通常、国家の統治がおよばず「非統治空間」となる場所は、砂漠地域や山岳地帯、離島

など地理・気候的に厳しく、人口密度も低く、開発が遅れている所が多い。そのような地

域では、国家が治安維持や国境管理を行うことは困難であり、また国軍や警察、情報機関

が継続的に警戒活動を行うためのインフラも整備されていないからである。また、低開発

地域では政府に対する信頼感が醸成されておらず、国軍や警察以上に非国家武装勢力が一

定の秩序をもたらす存在として支持、黙認されていることも珍しくない。リビアにおける

多国籍の過激派組織の活動を分析すると、リビアの内陸部や国境地帯には「非統治空間」

が発生しており、過激派組織が活動しやすい環境が形成されているといえるだろう。

特に欧米の政策当局や研究機関においては、「非統治空間」をめぐる問題の解決のために

は、「非統治空間」を「統治空間」に戻す、つまり国家の主権がおよぶ空間に統合すること

が必要であると認識されている。しかし、ある地域（例えばリビア周辺地域）において「非

統治空間」がなぜ発生し、どのように存続しているのかを理解しないままでは、「非統治

空間」の国家への（再）統合のための政治的・財政的・軍事的コストを見誤る恐れがある。

政策立案者は、「非統治空間」が存在することのリスク評価、「非統治空間」を国家主権の

およぶ領域に統合するために現地政府と国際社会が負う政治的・財政的コスト、「非統治空

間」における諸主体の連携・競合関係を分析するための情報活動の運用と評価、「非統治空

間」が抱える複合的な政策課題の優先順位付け、開発援助や平和構築を含めた包括的かつ

持続的な施策の必要性といった問題について、包括的に検討する必要がある 29。

また、ISのシルテ撤退以降のリビア内陸部での再活動にみられるとおり、ある「非統治

空間」を軍事的に解消し、国家の統治下に組み入れることは、その空間で活動していた過

激派や武装勢力、構築された密貿易ネットワークといった問題群を別の場所に移転させる

ことにしかならず、根本的な問題解決とはならないという点も考慮する必要があろう。バ

ラク・オバマ前米大統領は ISとの戦いについて、「我々が地上部隊を送っても、結局いず

れかの時点で我々の資源が尽きて撤退することになる。そうすれば問題が再噴出するだけ

だ。より持続的な戦略でなくてはならない 30」と述べている。この言葉は、「非統治空間」

をめぐる問題への軍事的手段の限界性についても当てはまるだろう。

（2）リビア南部地域の不安定化

リビアにおける「非統治空間」の発生と過激派組織の活動を分析する上では、同国の地

理的特徴が重要な前提となる。リビアは約 176万平方キロメートルの国土面積を持ち、東
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にエジプト、南東にスーダン、南にチャドとニジェール、西にアルジェリア、北西にチュ

ニジアという 6カ国と、4,348 キロメートルにわたる長大な国境を接している。また、国土

の 9割以上を砂漠地帯が占めており、人口の大部分は地中海沿岸の都市部に集中している。

つまり、リビアが効果的かつ持続的な治安維持やテロ対策を行うためには、内陸部・沿岸

部の長大な国境と広大な砂漠地域を管理する必要がある。このことは、リビアという国家

が現在の領土と国境を保持する限り、政治制度や経済発展度にかかわらず直面し続ける問

題である。

リビアにおける過激派組織の動向を考える上では、南部地域の情勢にも十分注意が払わ

れるべきである。その理由としては、第 1に、南部地域がスーダン、チャド、ニジェー

ル、マリなど低開発地域、または、政治・治安上のリスクを抱える国々に近接しているこ

と、第 2に、南部地域のほとんどが砂漠地域であり、都市も少なく、人口密度が極めて低

い故に監視や治安維持のための資源が限られること、第 3に、南部地域にはトゥアレグ 31

やトゥーブ 32といった少数民族が多く居住し、近隣国と頻繁に越境しながら経済活動を行っ

ていること 33、第 4に、政変後の情勢不安定化と上記の 3つの要因が結びつくことで、リ

ビア南部地域に武器、ドラッグ、密輸品などの流通ルートが構築されていること、が挙げ

られる 34。

リビア周辺地域のテロ情勢を分析する上での重要な問題は、「過激派組織」、「犯罪組織」、

「少数民族の自警団」、そして「国境警備隊」といった区別が曖昧になってきているという

点である。例えば、トゥアレグやトゥーブなどの少数民族やリビア南部に居住するアラブ

系部族による民兵組織は、政府からの委託を受けて国境警備や治安維持を代行する一方で、

密輸や人身売買に関与し、地元住民から独自に徴税し、また政府との関係が悪化した際に

は政府機関を襲撃することもある 35。また、彼らは出身民族や部族、都市からのリクルーティ

ングを行うため、高い失業率に苦しむ地域社会からは「雇用の提供者」とみなされること

もある。政府や国際社会から「犯罪組織」、「テロ組織」とみなされている集団であっても、

地元住民が彼らを「庇護者」、「治安・秩序・雇用の提供者」とみなし、消極的にではあっ

ても警察や軍以上に信頼しているならば、過激派組織や武装勢力の軍事力による排除は短

期的な解決しかもたらさない。

リビアで活動する過激派組織や武装勢力は、リビア周辺諸国の国境監視能力の低下とリ

ビア国境周辺における「非統治空間」の発生を背景として、銃火器やドラッグ、密輸商品

の越境的な移動・輸送経路、人身売買ネットワークを構築した 36。これにより、サブサハ

ラ・アフリカ諸国から欧州を目指す多くの移民が、地中海への「玄関口」として国境監視

の緩いリビアに流入した 37。現在は、地中海の中央部（イタリアおよびマルタ周辺）を通

過する移民のほとんどが、リビアを経由するとみられている。国連リビア支援団（United 

Nations Support Mission in Libya: UNSMIL）や欧州の諸機関による報告では、2016年にリビ
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アからイタリアに渡った移民は約 10万 8千人、2017年には 11万 9千人 38に上った。欧州

を目指してリビアに密入国する移民の大量流入はさらなるリビア情勢の混乱を招き、不安

定化の負の連鎖が発生している 39。

サハラ砂漠を越えて地中海を目指す移民をめぐる問題について、筆者は、国際的な議論

や報道において描写される「地中海を越える移民」という視座は問題の半分以下しか捉え

られていないと考える 40。より重要なのは、地中海沿岸にたどり着く移民がどこを出発地

および経由地として欧州に渡り（渡航を試み）、また彼らの移動にどのような主体が関与して

いるのかという点である。2017年以降、欧州に渡る移民の数は減少している一方で、人身

売買や労働搾取に巻き込まれるなど、移民を取り巻く環境は悪化していると指摘される 41。

欧州に渡る不法移民を対象とした地中海沿岸での移民対策・国境警備活動だけでなく、欧

州を目指してリビアに入る不法移民を射程に入れた対策を行わなければ、移民をめぐる複

合的な問題の解決には至らないであろう。

おわりに──今後の対策に向けて

以上のとおり、本論文ではリビアで活動する多国籍なイスラーム過激派組織の動向につ

いて分析した上で、国家による法執行や治安管理がおよばない「非統治空間」が過激派組

織の活動に与えた影響について考察した。現在のリビアでは、国家の統治機構が脆弱化す

る中でイスラーム過激派組織が活発化し、内陸部や国境周辺の「非統治空間」において移

民やテロ、組織犯罪といった問題が複合的に発生している。この点から、リビアでは、日

本国際問題研究所「グローバルリスク」研究会の主要テーマである「中東・北アフリカの

不安定化」および「移民」と「過激派」といった問題が交錯する状況が発生しているとい

えるだろう。

リビアにおける過激派の活動を防止していく上では、多国籍な過激派組織における外国

人戦闘員の摘発、移動・輸送経路や訓練拠点の発見、監視、遮断などが重要となる。また、

ISが支配領域を喪失した現在、リビア国内の都市部でのテロ攻撃だけでなく、近隣国の都

市部でもリビアで訓練を受けた戦闘員によるテロが増加している。これらの過激派・テロ

対策上の課題は、ISがシルテから掃討された 2016年末の段階からほとんど変化していない。

つまり、シルテからの IS掃討という「戦果」だけではリビアにおける過激派・テロ対策上

の「ゴール」とはならず、上述の課題を達成するためには今後も中長期的な取り組みが必

要となるだろう。

筆者は2016年3月、ISがシルテの実効支配を行っている段階で、「現在の［リビアにおける］

過激派の主要な活動拠点が攻撃、破壊されれば、各組織は散開し、既存の協力・対立関係

を越えて連携、融合し、強大化する可能性がある」と述べた 42。この懸念どおり、ISはシ

ルテから掃討された後、他の過激派の戦闘員やシリア・イラクからの帰還者、政府に不満
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を抱く部族などを取り込みながら、既存の協力・対立関係にとらわれない連携、融合を模

索している。また、リビアの地中海沿岸部から内陸部に散開することで、これまで以上に

監視・包囲・掃討が困難になっている。テロ対策を主導するべきリビア政府は依然として

脆弱であり、統治領域が地中海沿岸の西部に限られているため、今後も ISやアルカーイダ

系勢力といった多国籍な過激派組織は、たとえシルテのような領域支配が行えないとして

も、リビア内陸部における活動領域を維持・拡大していくとみられる。

過激派組織の越境的な連携、融合、拡散を阻止する手立ては、これ以上のリビアにおけ

る治安流動化、そしてリビアを出発点とした中東・北アフリカや西欧諸国におけるテロ攻

撃を防ぐためにも、早急かつ持続的に行っていく必要がある。既にリビア周辺の北アフリ

カ諸国では多様な過激派組織や武装勢力、犯罪組織の活動拠点と移動経路が構築されてお

り、政情や治安の安定を阻害している。効果的な過激派・テロ対策のためには、治安維持・

国境監視の担い手として、ローカルな主体（地域・民族・民兵組織）を再評価することも

必要になるだろう。この点については、「ハイブリッド・ガバナンス（Hybrid Governance）」

の視点から、現地の多様な域内アクターに協調と妥協を促し、統治秩序の構築と課題解決

（特に治安回復）を支援する、という視点が有効である 43。

リビア情勢はまだ安定の兆しがみえてこないが、他方でリビアの安定は、これ以上周辺

地域が不安定化することを防ぐ防波堤になり得る。ISが一度リビアから掃討されたにもか

かわらず、2017年夏から活動を再開したことは、地域の治安 ･テロ情勢におけるリビアの

重要性を物語っている。広大なサハラ砂漠周辺地域を安定させる「特効薬」は存在しない

としても、リビアを安定させるための努力が、引き続きリビア国内でも国際社会でも求め

られる。
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